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第一章　総則第一章　総則第一章　総則第一章　総則

（定義）（定義）（定義）（定義）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令においてにおいてにおいてにおいて、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、

「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、

「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金

保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意

継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本

郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期

間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法（以下「法」と間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法（以下「法」と間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法（以下「法」と間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法（以下「法」と

いう。）第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第いう。）第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第いう。）第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第いう。）第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第

二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第

二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第

二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二

十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法



律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第二号、第十号、第十一号若しくは律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第二号、第十号、第十一号若しくは律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第二号、第十号、第十一号若しくは律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第二号、第十号、第十一号若しくは

第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、

退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人

等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任

意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日

本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更

新組合員をいう。新組合員をいう。新組合員をいう。新組合員をいう。

（職員）（職員）（職員）（職員）

第二条　第二条　第二条　第二条　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする常時勤務常時勤務常時勤務常時勤務にににに服服服服することをすることをすることをすることを要要要要しないしないしないしない国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員でででで

政令で定めるものは、次に掲げる者とする。政令で定めるものは、次に掲げる者とする。政令で定めるものは、次に掲げる者とする。政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一　一　一　一　国国国国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十家公務員法（昭和二十二年法律第百二十家公務員法（昭和二十二年法律第百二十家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号号号号）第七十九）第七十九）第七十九）第七十九条条条条又又又又はははは第八十二第八十二第八十二第八十二条条条条のののの規定規定規定規定にににに

よる休職又は停職の処分を受けた者よる休職又は停職の処分を受けた者よる休職又は停職の処分を受けた者よる休職又は停職の処分を受けた者

二　二　二　二　国国国国家公務員法第百八家公務員法第百八家公務員法第百八家公務員法第百八条条条条のののの六第五項又六第五項又六第五項又六第五項又はははは行政執行法人行政執行法人行政執行法人行政執行法人のののの労働関労働関労働関労働関係係係係にににに関関関関するするするする法律（昭和法律（昭和法律（昭和法律（昭和

二十三年法律第二百五十七号）第七条第五項の規定により休職者とされた者二十三年法律第二百五十七号）第七条第五項の規定により休職者とされた者二十三年法律第二百五十七号）第七条第五項の規定により休職者とされた者二十三年法律第二百五十七号）第七条第五項の規定により休職者とされた者

三　三　三　三　国国国国際機際機際機際機関関関関等等等等にににに派遣派遣派遣派遣されるされるされるされる一般職一般職一般職一般職のののの国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの処処処処遇等遇等遇等遇等にににに関関関関するするするする法律（昭和四十五年法律（昭和四十五年法律（昭和四十五年法律（昭和四十五年

法律第百十七号）第二条第一項の規定により派遣された者法律第百十七号）第二条第一項の規定により派遣された者法律第百十七号）第二条第一項の規定により派遣された者法律第百十七号）第二条第一項の規定により派遣された者

四　四　四　四　国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの育育育育児児児児休業等休業等休業等休業等にににに関関関関するするするする法律（平成三年法律第百九法律（平成三年法律第百九法律（平成三年法律第百九法律（平成三年法律第百九号号号号）第三）第三）第三）第三条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規規規規

定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職

員（同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。）員（同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。）員（同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。）員（同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。）

四の二　四の二　四の二　四の二　国国国国とととと民間企業民間企業民間企業民間企業とのとのとのとの間間間間のののの人事交流人事交流人事交流人事交流にににに関関関関するするするする法律（平成十一年法律第二百二十四法律（平成十一年法律第二百二十四法律（平成十一年法律第二百二十四法律（平成十一年法律第二百二十四

号）第八条第二項に規定する交流派遣職員号）第八条第二項に規定する交流派遣職員号）第八条第二項に規定する交流派遣職員号）第八条第二項に規定する交流派遣職員

四の三　四の三　四の三　四の三　法科大法科大法科大法科大学学学学院院院院へのへのへのへの裁判官及裁判官及裁判官及裁判官及びびびび検検検検察官察官察官察官そのそのそのその他他他他のののの一般職一般職一般職一般職のののの国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの派遣派遣派遣派遣にににに関関関関するするするする

法律（平成十五年法律第四十号）第十一条第一項の規定により派遣された者（地方の法律（平成十五年法律第四十号）第十一条第一項の規定により派遣された者（地方の法律（平成十五年法律第四十号）第十一条第一項の規定により派遣された者（地方の法律（平成十五年法律第四十号）第十一条第一項の規定により派遣された者（地方の

組合の組合員となつた者を除く。）組合の組合員となつた者を除く。）組合の組合員となつた者を除く。）組合の組合員となつた者を除く。）

四の四　四の四　四の四　四の四　判事補及判事補及判事補及判事補及びびびび検検検検事事事事のののの弁護士職務弁護士職務弁護士職務弁護士職務経験経験経験経験にににに関関関関するするするする法律（平成十六年法律第百二十一法律（平成十六年法律第百二十一法律（平成十六年法律第百二十一法律（平成十六年法律第百二十一

号）第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員号）第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員号）第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員号）第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員

四の五　四の五　四の五　四の五　国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの自己自己自己自己啓啓啓啓発発発発等休業等休業等休業等休業にににに関関関関するするするする法律（平成十九年法律第四十五法律（平成十九年法律第四十五法律（平成十九年法律第四十五法律（平成十九年法律第四十五号号号号）第二）第二）第二）第二

条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者

四の六　四の六　四の六　四の六　国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの配偶者同行休業配偶者同行休業配偶者同行休業配偶者同行休業にににに関関関関するするするする法律（平成二十五年法律第七十八法律（平成二十五年法律第七十八法律（平成二十五年法律第七十八法律（平成二十五年法律第七十八号号号号）第）第）第）第

二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者

五　五　五　五　国国国国家公務員法第二家公務員法第二家公務員法第二家公務員法第二条条条条第三項第十第三項第十第三項第十第三項第十号号号号、第十三、第十三、第十三、第十三号号号号、第十四、第十四、第十四、第十四号号号号又又又又はははは第十六第十六第十六第十六号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者でででで

第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの

六　六　六　六　国国国国のののの一般一般一般一般会会会会計又計又計又計又はははは特別特別特別特別会会会会計計計計のののの歳歳歳歳出予算出予算出予算出予算のののの常勤職員給常勤職員給常勤職員給常勤職員給与与与与のののの目目目目からからからから俸給俸給俸給俸給がががが支給支給支給支給されるされるされるされる者者者者

七　七　七　七　前各前各前各前各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの常時勤務常時勤務常時勤務常時勤務にににに服服服服することをすることをすることをすることを要要要要しないしないしないしない国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のうちのうちのうちのうち、財務、財務、財務、財務

大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した

日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。）が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引きむ。）が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引きむ。）が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引きむ。）が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き

続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

２　２　２　２　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする臨時臨時臨時臨時にににに使用使用使用使用されるされるされるされる者者者者そのそのそのその他他他他のののの政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる者者者者はははは、次、次、次、次

に掲げる者とする。に掲げる者とする。に掲げる者とする。に掲げる者とする。

一　一　一　一　国国国国家公務員法第六十家公務員法第六十家公務員法第六十家公務員法第六十条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより臨時的臨時的臨時的臨時的にににに任用任用任用任用されたされたされたされた者者者者

二　二　二　二　国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの育育育育児児児児休業等休業等休業等休業等にににに関関関関するするするする法律第七法律第七法律第七法律第七条条条条第一項又第一項又第一項又第一項又はははは国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの配偶者同行休配偶者同行休配偶者同行休配偶者同行休

業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者

三　三　三　三　国国国国家公務員法第二家公務員法第二家公務員法第二家公務員法第二条条条条第三項第十第三項第十第三項第十第三項第十号号号号、第十三、第十三、第十三、第十三号号号号、第十四、第十四、第十四、第十四号号号号又又又又はははは第十六第十六第十六第十六号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者でででで

第一号又は前号に掲げる者に準ずるもの第一号又は前号に掲げる者に準ずるもの第一号又は前号に掲げる者に準ずるもの第一号又は前号に掲げる者に準ずるもの



四　四　四　四　国国国国及及及及びびびび行政執行法人行政執行法人行政執行法人行政執行法人からからからから給給給給与与与与をををを受受受受けないけないけないけない者者者者

（被扶養者）（被扶養者）（被扶養者）（被扶養者）

第三条　第三条　第三条　第三条　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号にににに規定規定規定規定するするするする主主主主としてとしてとしてとして組合員組合員組合員組合員のののの収収収収入入入入によりによりによりにより生計生計生計生計をををを維持維持維持維持するこするこするこするこ

との認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五との認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五との認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五との認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五

号）第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法号）第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法号）第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法号）第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法

（大正十一年法律第七十号）における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の（大正十一年法律第七十号）における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の（大正十一年法律第七十号）における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の（大正十一年法律第七十号）における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の

定めるところによる。定めるところによる。定めるところによる。定めるところによる。

（遺族）（遺族）（遺族）（遺族）

第四条　第四条　第四条　第四条　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第三第一項第三第一項第三第一項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる組合員又組合員又組合員又組合員又はははは組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者のののの死亡死亡死亡死亡のののの当当当当時（失時（失時（失時（失踪踪踪踪
そうそうそうそう

のののの宣告宣告宣告宣告をををを受受受受けたけたけたけた組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者にあつてはにあつてはにあつてはにあつては、行方不明、行方不明、行方不明、行方不明となつたとなつたとなつたとなつた当当当当時。以下時。以下時。以下時。以下このこのこのこの条条条条にににに

おいて同じ。）その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつおいて同じ。）その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつおいて同じ。）その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつおいて同じ。）その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつ

た者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収た者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収た者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収た者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収

入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務

大臣が定める者とする。大臣が定める者とする。大臣が定める者とする。大臣が定める者とする。

（報酬）（報酬）（報酬）（報酬）

第五条　第五条　第五条　第五条　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第五第一項第五第一項第五第一項第五号号号号にににに規定規定規定規定するするするする一般職一般職一般職一般職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに基基基基づづづづ

く給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当く給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当く給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当く給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当

及び勤勉手当に相当するものとする。及び勤勉手当に相当するものとする。及び勤勉手当に相当するものとする。及び勤勉手当に相当するものとする。

２　２　２　２　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第五第一項第五第一項第五第一項第五号号号号にににに規定規定規定規定するするするする他他他他のののの法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく給給給給与与与与のうちのうちのうちのうち政令政令政令政令でででで定定定定めるもめるもめるもめるも

のは、次に掲げる給与とする。のは、次に掲げる給与とする。のは、次に掲げる給与とする。のは、次に掲げる給与とする。

一　一　一　一　国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員のののの寒冷地手寒冷地手寒冷地手寒冷地手当当当当にににに関関関関するするするする法律（昭和二十四年法律第二百法律（昭和二十四年法律第二百法律（昭和二十四年法律第二百法律（昭和二十四年法律第二百号号号号））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づづづづ

く寒冷地手当く寒冷地手当く寒冷地手当く寒冷地手当

一の二　一の二　一の二　一の二　在外公館在外公館在外公館在外公館のののの名名名名称称称称及及及及びびびび位置並位置並位置並位置並びにびにびにびに在外公館在外公館在外公館在外公館にににに勤務勤務勤務勤務するするするする外務公務員外務公務員外務公務員外務公務員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする

法律（昭和二十七年法律第九十三号）の規定に基づく在勤手当（財務大臣が定めるも法律（昭和二十七年法律第九十三号）の規定に基づく在勤手当（財務大臣が定めるも法律（昭和二十七年法律第九十三号）の規定に基づく在勤手当（財務大臣が定めるも法律（昭和二十七年法律第九十三号）の規定に基づく在勤手当（財務大臣が定めるも

のを除く。）のを除く。）のを除く。）のを除く。）

二　二　二　二　沖沖沖沖縄縄縄縄のののの復復復復帰帰帰帰にににに伴伴伴伴うううう特別措置特別措置特別措置特別措置にににに関関関関するするするする法律（昭和四十六年法律第百二十九法律（昭和四十六年法律第百二十九法律（昭和四十六年法律第百二十九法律（昭和四十六年法律第百二十九号号号号））））のののの規定規定規定規定

に基づく特別の手当に基づく特別の手当に基づく特別の手当に基づく特別の手当

三　三　三　三　国国国国際連合平和維持活動等際連合平和維持活動等際連合平和維持活動等際連合平和維持活動等にににに対対対対するするするする協力協力協力協力にににに関関関関するするするする法律（平成四年法律第七十九法律（平成四年法律第七十九法律（平成四年法律第七十九法律（平成四年法律第七十九号号号号））））のののの

規定に基づく国際平和協力手当規定に基づく国際平和協力手当規定に基づく国際平和協力手当規定に基づく国際平和協力手当

四　四　四　四　イラクにおけるイラクにおけるイラクにおけるイラクにおける人道復興支援活動及人道復興支援活動及人道復興支援活動及人道復興支援活動及びびびび安全確保支援活動安全確保支援活動安全確保支援活動安全確保支援活動のののの実実実実施施施施にににに関関関関するするするする特別措置法特別措置法特別措置法特別措置法

（平成十五年法律第百三十七号）の規定に基づくイラク人道復興支援等手当（平成十五年法律第百三十七号）の規定に基づくイラク人道復興支援等手当（平成十五年法律第百三十七号）の規定に基づくイラク人道復興支援等手当（平成十五年法律第百三十七号）の規定に基づくイラク人道復興支援等手当

五　五　五　五　独独独独立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構のののの解散解散解散解散にににに関関関関するするするする法律（平成二十五年法律第八十二法律（平成二十五年法律第八十二法律（平成二十五年法律第八十二法律（平成二十五年法律第八十二

号）の規定に基づく特別の手当号）の規定に基づく特別の手当号）の規定に基づく特別の手当号）の規定に基づく特別の手当

３　３　３　３　一般職一般職一般職一般職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの適用適用適用適用をををを受受受受けないそのけないそのけないそのけないその他他他他のののの職員職員職員職員についてについてについてについて、同法、同法、同法、同法のののの適適適適

用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与（以下「一般職員の報酬に含まれる給与」と用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与（以下「一般職員の報酬に含まれる給与」と用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与（以下「一般職員の報酬に含まれる給与」と用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与（以下「一般職員の報酬に含まれる給与」と

いう。）に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次いう。）に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次いう。）に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次いう。）に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まの各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まの各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まの各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含ま

れる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。れる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。れる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。れる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

一　一　一　一　特別職特別職特別職特別職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律（昭和二十四年法律第二百五十二法律（昭和二十四年法律第二百五十二法律（昭和二十四年法律第二百五十二法律（昭和二十四年法律第二百五十二号号号号）第一）第一）第一）第一条条条条第一第一第一第一

号から第四十四号までに掲げる特別職の職員　同法第二条の規定に基づく給与号から第四十四号までに掲げる特別職の職員　同法第二条の規定に基づく給与号から第四十四号までに掲げる特別職の職員　同法第二条の規定に基づく給与号から第四十四号までに掲げる特別職の職員　同法第二条の規定に基づく給与

二　二　二　二　特別職特別職特別職特別職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律第一法律第一法律第一法律第一条条条条第七十三第七十三第七十三第七十三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる特別職特別職特別職特別職のののの職員職員職員職員 同法第同法第同法第同法第

十条の規定に基づく給与十条の規定に基づく給与十条の規定に基づく給与十条の規定に基づく給与

三　三　三　三　国会国会国会国会職員職員職員職員 国会国会国会国会職員法（昭和二十二年法律第八十五職員法（昭和二十二年法律第八十五職員法（昭和二十二年法律第八十五職員法（昭和二十二年法律第八十五号号号号）第二十五）第二十五）第二十五）第二十五条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく

給与給与給与給与



四　四　四　四　裁判官裁判官裁判官裁判官 裁判官裁判官裁判官裁判官のののの報酬等報酬等報酬等報酬等にににに関関関関するするするする法律（昭和二十三年法律第七十五法律（昭和二十三年法律第七十五法律（昭和二十三年法律第七十五法律（昭和二十三年法律第七十五号号号号）第二）第二）第二）第二条条条条、第、第、第、第

九条及び第十五条の規定に基づく給与九条及び第十五条の規定に基づく給与九条及び第十五条の規定に基づく給与九条及び第十五条の規定に基づく給与

五　五　五　五　裁判官及裁判官及裁判官及裁判官及びびびび裁判官裁判官裁判官裁判官のののの秘書官以外秘書官以外秘書官以外秘書官以外のののの裁判所職員裁判所職員裁判所職員裁判所職員 裁判所職員臨時措置法（昭和二十六裁判所職員臨時措置法（昭和二十六裁判所職員臨時措置法（昭和二十六裁判所職員臨時措置法（昭和二十六

年法律第二百九十九号）において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に年法律第二百九十九号）において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に年法律第二百九十九号）において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に年法律第二百九十九号）において準用する一般職の職員の給与に関する法律の規定に

基づく給与基づく給与基づく給与基づく給与

六　六　六　六　検検検検察官察官察官察官 検検検検察官察官察官察官のののの俸給等俸給等俸給等俸給等にににに関関関関するするするする法律（昭和二十三年法律第七十六法律（昭和二十三年法律第七十六法律（昭和二十三年法律第七十六法律（昭和二十三年法律第七十六号号号号）第一）第一）第一）第一条条条条、第、第、第、第

二条及び第九条の規定に基づく給与二条及び第九条の規定に基づく給与二条及び第九条の規定に基づく給与二条及び第九条の規定に基づく給与

七　七　七　七　防衛省防衛省防衛省防衛省のののの職員職員職員職員 防衛省防衛省防衛省防衛省のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与等等等等にににに関関関関するするするする法律（昭和二十七年法律第二百六十法律（昭和二十七年法律第二百六十法律（昭和二十七年法律第二百六十法律（昭和二十七年法律第二百六十

六号）の規定に基づく給与六号）の規定に基づく給与六号）の規定に基づく給与六号）の規定に基づく給与

八　八　八　八　行政執行法人行政執行法人行政執行法人行政執行法人のののの職員職員職員職員 そのそのそのその受受受受けるけるけるける給給給給与与与与

４　４　４　４　一般職一般職一般職一般職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの適用適用適用適用をををを受受受受けないけないけないけない職員職員職員職員がががが労働労働労働労働のののの対対対対償償償償としてとしてとしてとして受受受受けるけるけるける前前前前

項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについて項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについて項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについて項に定める給与以外のもので、一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものについて

は、別に財務大臣が定める。は、別に財務大臣が定める。は、別に財務大臣が定める。は、別に財務大臣が定める。

（期末手当等）（期末手当等）（期末手当等）（期末手当等）

第五条の二　第五条の二　第五条の二　第五条の二　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第六第一項第六第一項第六第一項第六号号号号にににに規定規定規定規定するするするする一般職一般職一般職一般職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに

基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末

手当及び勤勉手当に相当するものとする。手当及び勤勉手当に相当するものとする。手当及び勤勉手当に相当するものとする。手当及び勤勉手当に相当するものとする。

２　２　２　２　法第二法第二法第二法第二条条条条第一項第六第一項第六第一項第六第一項第六号号号号にににに規定規定規定規定するするするする他他他他のののの法律法律法律法律のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく給給給給与与与与のうちのうちのうちのうち政令政令政令政令でででで定定定定めるもめるもめるもめるも

のは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年のは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年のは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年のは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年

法律第六十五号）の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用法律第六十五号）の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用法律第六十五号）の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用法律第六十五号）の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）の規定に基づく特定任期及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）の規定に基づく特定任期及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）の規定に基づく特定任期及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）の規定に基づく特定任期

付職員業績手当とする。付職員業績手当とする。付職員業績手当とする。付職員業績手当とする。

３　３　３　３　一般職一般職一般職一般職のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの適用適用適用適用をををを受受受受けないそのけないそのけないそのけないその他他他他のののの職員職員職員職員についてについてについてについて、同法、同法、同法、同法のののの適適適適

用を受ける職員に係る期末手当等（以下「一般職員の期末手当等」という。）に準ずる用を受ける職員に係る期末手当等（以下「一般職員の期末手当等」という。）に準ずる用を受ける職員に係る期末手当等（以下「一般職員の期末手当等」という。）に準ずる用を受ける職員に係る期末手当等（以下「一般職員の期末手当等」という。）に準ずる

給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報

酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規

則で定める給与とする。則で定める給与とする。則で定める給与とする。則で定める給与とする。

第二章　組合及び連合会第二章　組合及び連合会第二章　組合及び連合会第二章　組合及び連合会

（法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関）（法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関）（法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関）（法第三条第二項第一号に規定する政令で定める機関）

第五条の三　第五条の三　第五条の三　第五条の三　法第三法第三法第三法第三条条条条第二項第一第二項第一第二項第一第二項第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる機機機機関関関関はははは、矯正、矯正、矯正、矯正研研研研修所修所修所修所とするとするとするとする。。。。

（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）

第六条　第六条　第六条　第六条　法第六法第六法第六法第六条条条条第二項第二項第二項第二項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる事項事項事項事項はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項とするとするとするとする。。。。

一　一　一　一　事務所事務所事務所事務所のののの所在地所在地所在地所在地のののの変変変変更更更更

二　二　二　二　行政組織行政組織行政組織行政組織のののの変変変変更更更更にににに伴伴伴伴うううう組合員組合員組合員組合員のののの範範範範囲囲囲囲のののの変変変変更更更更

三　三　三　三　そのそのそのその他財務大臣他財務大臣他財務大臣他財務大臣のののの指定指定指定指定するするするする事項事項事項事項

（事業計画及び予算の変更）（事業計画及び予算の変更）（事業計画及び予算の変更）（事業計画及び予算の変更）

第七条　第七条　第七条　第七条　法第十五法第十五法第十五法第十五条条条条第二項第二項第二項第二項にににに規定規定規定規定するするするする事業計事業計事業計事業計画画画画及及及及びびびび予算予算予算予算のののの重要重要重要重要なななな事項事項事項事項でででで政令政令政令政令でででで定定定定めるものめるものめるものめるもの

は、次に掲げる事項とする。は、次に掲げる事項とする。は、次に掲げる事項とする。は、次に掲げる事項とする。

一　一　一　一　人件費及人件費及人件費及人件費及びびびび事務費事務費事務費事務費のののの最高限度額最高限度額最高限度額最高限度額

二　二　二　二　法第十七法第十七法第十七法第十七条条条条ただしただしただしただし書書書書のののの規定規定規定規定によるによるによるによる借入金及借入金及借入金及借入金及びびびび翌事業年度以降翌事業年度以降翌事業年度以降翌事業年度以降にわたるにわたるにわたるにわたる債務債務債務債務のののの負負負負担担担担のののの

最高限度額最高限度額最高限度額最高限度額

三　三　三　三　組合組合組合組合のののの経経経経理理理理単単単単位（財務省令位（財務省令位（財務省令位（財務省令でででで定定定定めるところによりそのめるところによりそのめるところによりそのめるところによりその経経経経理理理理についてについてについてについて設設設設けられるけられるけられるけられる区区区区分分分分

をいう。）相互間における資金の融通の最高限度額をいう。）相互間における資金の融通の最高限度額をいう。）相互間における資金の融通の最高限度額をいう。）相互間における資金の融通の最高限度額



四　四　四　四　法第九十八法第九十八法第九十八法第九十八条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより行行行行うううう福祉事業福祉事業福祉事業福祉事業のののの種類、種類、種類、種類、当当当当該福祉事業該福祉事業該福祉事業該福祉事業のためののためののためののための施設施設施設施設のののの設置設置設置設置

及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の

最高限度最高限度最高限度最高限度

五　五　五　五　そのそのそのその他財務大臣他財務大臣他財務大臣他財務大臣のののの指定指定指定指定するするするする事項事項事項事項

（資金の運用）（資金の運用）（資金の運用）（資金の運用）

第八条　第八条　第八条　第八条　組合組合組合組合のののの業務上業務上業務上業務上のののの余裕金余裕金余裕金余裕金はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるものにげるものにげるものにげるものに運用運用運用運用するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

一　一　一　一　銀行銀行銀行銀行そのそのそのその他財務大臣他財務大臣他財務大臣他財務大臣のののの指定指定指定指定するするするする金融機金融機金融機金融機関関関関へのへのへのへの預金預金預金預金

二　二　二　二　信託業務信託業務信託業務信託業務をををを営営営営むむむむ金融機金融機金融機金融機関関関関（金融機（金融機（金融機（金融機関関関関のののの信託業務信託業務信託業務信託業務のののの兼兼兼兼営営営営等等等等にににに関関関関するするするする法律（昭和十八年法律（昭和十八年法律（昭和十八年法律（昭和十八年

法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三

第一項第三号において同じ。）への金銭信託で元本補填の契約があるもの第一項第三号において同じ。）への金銭信託で元本補填の契約があるもの第一項第三号において同じ。）への金銭信託で元本補填の契約があるもの第一項第三号において同じ。）への金銭信託で元本補填の契約があるもの

三　三　三　三　国国国国債、地方債債、地方債債、地方債債、地方債そのそのそのその他財務省令他財務省令他財務省令他財務省令でででで定定定定めるめるめるめる有有有有価価価価証券証券証券証券

２　２　２　２　前項第三前項第三前項第三前項第三号号号号のののの有有有有価価価価証券証券証券証券はははは、信託、信託、信託、信託会会会会社（信託業法（平成十六年法律第百五十四社（信託業法（平成十六年法律第百五十四社（信託業法（平成十六年法律第百五十四社（信託業法（平成十六年法律第百五十四号号号号）第三）第三）第三）第三

条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において

同じ。）又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運同じ。）又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運同じ。）又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運同じ。）又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運

用することができる。用することができる。用することができる。用することができる。

３　３　３　３　前二項前二項前二項前二項にににに規定規定規定規定するもののほかするもののほかするもののほかするもののほか、組合、組合、組合、組合のののの業務上業務上業務上業務上のののの余裕金余裕金余裕金余裕金のののの運用運用運用運用にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、財、財、財、財

務省令で定める。務省令で定める。務省令で定める。務省令で定める。

（連合会の業務として計算をすべき費用）（連合会の業務として計算をすべき費用）（連合会の業務として計算をすべき費用）（連合会の業務として計算をすべき費用）

第八条の二　第八条の二　第八条の二　第八条の二　法第二十一法第二十一法第二十一法第二十一条条条条第二項第一第二項第一第二項第一第二項第一号号号号ロにロにロにロに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる費用費用費用費用はははは、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保険険険険

給付に係る事務に要する費用とする。給付に係る事務に要する費用とする。給付に係る事務に要する費用とする。給付に係る事務に要する費用とする。

２　２　２　２　法第二十一法第二十一法第二十一法第二十一条条条条第二項第二第二項第二第二項第二第二項第二号号号号ロにロにロにロに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる費用費用費用費用はははは、退職等年金給付、退職等年金給付、退職等年金給付、退職等年金給付にににに係係係係るるるる

事務に要する費用とする。事務に要する費用とする。事務に要する費用とする。事務に要する費用とする。

（厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て）（厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て）（厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て）（厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て）

第九条　第九条　第九条　第九条　連合連合連合連合会会会会はははは、、、、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付（厚生年金保給付（厚生年金保給付（厚生年金保給付（厚生年金保険険険険法（昭和二十九年法律法（昭和二十九年法律法（昭和二十九年法律法（昭和二十九年法律

第百十五号）第八十四条の五第一項に規定する拠出金（以下「厚生年金拠出金」とい第百十五号）第八十四条の五第一項に規定する拠出金（以下「厚生年金拠出金」とい第百十五号）第八十四条の五第一項に規定する拠出金（以下「厚生年金拠出金」とい第百十五号）第八十四条の五第一項に規定する拠出金（以下「厚生年金拠出金」とい

う。）、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二項に規定すう。）、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二項に規定すう。）、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二項に規定すう。）、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第九十四条の二第二項に規定す

る基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）及び法第百二条の二に規定するる基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）及び法第百二条の二に規定するる基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）及び法第百二条の二に規定するる基礎年金拠出金（以下「基礎年金拠出金」という。）及び法第百二条の二に規定する

財政調整拠出金（法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われる財政調整拠出金（法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われる財政調整拠出金（法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われる財政調整拠出金（法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われる

ものに限る。）を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。）に係る経理においものに限る。）を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。）に係る経理においものに限る。）を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。）に係る経理においものに限る。）を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。）に係る経理におい

て損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚て損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚て損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚て損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚

生年金保険給付積立金（以下「厚生年金保険給付積立金」という。）として整理しなけ生年金保険給付積立金（以下「厚生年金保険給付積立金」という。）として整理しなけ生年金保険給付積立金（以下「厚生年金保険給付積立金」という。）として整理しなけ生年金保険給付積立金（以下「厚生年金保険給付積立金」という。）として整理しなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。

２　２　２　２　連合連合連合連合会会会会はははは、、、、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付給付給付給付にににに係係係係るるるる経経経経理理理理においてにおいてにおいてにおいて損益計算上損失損益計算上損失損益計算上損失損益計算上損失をををを生生生生じじじじ

たときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。たときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。たときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。たときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。

３　３　３　３　連合連合連合連合会会会会はははは、、、、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの退職等年金給付（法第百二退職等年金給付（法第百二退職等年金給付（法第百二退職等年金給付（法第百二条条条条のののの二二二二にににに規定規定規定規定するするするする財政調整財政調整財政調整財政調整拠拠拠拠出金出金出金出金

（法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。）を含む。次項及（法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。）を含む。次項及（法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。）を含む。次項及（法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。）を含む。次項及

び第九条の三第二項において同じ。）に係る経理において損益計算上利益を生じたときび第九条の三第二項において同じ。）に係る経理において損益計算上利益を生じたときび第九条の三第二項において同じ。）に係る経理において損益計算上利益を生じたときび第九条の三第二項において同じ。）に係る経理において損益計算上利益を生じたとき

は、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金（以下「退は、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金（以下「退は、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金（以下「退は、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金（以下「退

職等年金給付積立金」という。）として整理しなければならない。職等年金給付積立金」という。）として整理しなければならない。職等年金給付積立金」という。）として整理しなければならない。職等年金給付積立金」という。）として整理しなければならない。

４　４　４　４　連合連合連合連合会会会会はははは、、、、毎毎毎毎事業年度事業年度事業年度事業年度のののの退職等年金給付退職等年金給付退職等年金給付退職等年金給付にににに係係係係るるるる経経経経理理理理においてにおいてにおいてにおいて損益計算上損失損益計算上損失損益計算上損失損益計算上損失をををを生生生生じたじたじたじた

ときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。ときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。ときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。ときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。

（退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針）（退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針）（退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針）（退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針）

第九条の二　第九条の二　第九条の二　第九条の二　財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣はははは、退職等年金給付積立金、退職等年金給付積立金、退職等年金給付積立金、退職等年金給付積立金のののの管理及管理及管理及管理及びびびび運用運用運用運用にににに関関関関しししし、法第三十五、法第三十五、法第三十五、法第三十五条条条条のののの

三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針（以下この条において「指針」とい三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針（以下この条において「指針」とい三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針（以下この条において「指針」とい三第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針（以下この条において「指針」とい

う。）を定めることができる。う。）を定めることができる。う。）を定めることができる。う。）を定めることができる。



２　２　２　２　財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣はははは、指針、指針、指針、指針をををを定定定定めめめめ、又、又、又、又はははは変変変変更更更更しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、指針、指針、指針、指針のののの案又案又案又案又はははは

その変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。その変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。その変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。その変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。

３　３　３　３　財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣はははは、指針、指針、指針、指針をををを定定定定めめめめ、又、又、又、又はははは変変変変更更更更したときはしたときはしたときはしたときは、速、速、速、速やかにやかにやかにやかに、、、、これをこれをこれをこれを公表公表公表公表するものとすするものとすするものとすするものとす

る。る。る。る。

４　４　４　４　連合連合連合連合会会会会はははは、第一項、第一項、第一項、第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより指針指針指針指針がががが定定定定められたときはめられたときはめられたときはめられたときは、、、、当当当当該指針該指針該指針該指針にににに適合適合適合適合するようにするようにするようにするように

法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければ法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければ法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければ法第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。

５　５　５　５　連合連合連合連合会会会会はははは、指針、指針、指針、指針がががが変変変変更更更更されたときそのされたときそのされたときそのされたときその他必要他必要他必要他必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、法第三十五、法第三十五、法第三十五、法第三十五条条条条のののの

三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、こ三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、こ三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、こ三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、こ

れを変更しなければならない。れを変更しなければならない。れを変更しなければならない。れを変更しなければならない。

（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用）（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用）（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用）（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用）

第九条の三　第九条の三　第九条の三　第九条の三　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付積立金及給付積立金及給付積立金及給付積立金及びびびび厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付給付給付給付のののの支支支支払払払払上上上上のののの余裕金（以下「厚余裕金（以下「厚余裕金（以下「厚余裕金（以下「厚

生年金保険給付積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければ生年金保険給付積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければ生年金保険給付積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければ生年金保険給付積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。

一　一　一　一　金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号号号号）第二）第二）第二）第二条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号からからからから第五第五第五第五号号号号まままま

で、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証で、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証で、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証で、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証

券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十

六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）並びにこれらの有価証券に係る六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）並びにこれらの有価証券に係る六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）並びにこれらの有価証券に係る六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）並びにこれらの有価証券に係る

標準物（同条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号及び第三項において「標標準物（同条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号及び第三項において「標標準物（同条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号及び第三項において「標標準物（同条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号及び第三項において「標

準物」という。）の売買準物」という。）の売買準物」という。）の売買準物」という。）の売買

二　二　二　二　預金又預金又預金又預金又はははは貯金（年金積立金管理運用貯金（年金積立金管理運用貯金（年金積立金管理運用貯金（年金積立金管理運用独独独独立行政法人法（平成十六年法律第百五立行政法人法（平成十六年法律第百五立行政法人法（平成十六年法律第百五立行政法人法（平成十六年法律第百五号号号号）第）第）第）第

二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯

金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。）金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。）金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。）金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。）

三　三　三　三　信託信託信託信託会会会会社又社又社又社又はははは信託業務信託業務信託業務信託業務をををを営営営営むむむむ金融機金融機金融機金融機関関関関へのへのへのへの信託。信託。信託。信託。ただしただしただしただし、運用方法、運用方法、運用方法、運用方法をををを特定特定特定特定するものするものするものするもの

にあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。にあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。にあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。にあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

イ　イ　イ　イ　前二前二前二前二号号号号及及及及びびびび第五第五第五第五号号号号からからからから第八第八第八第八号号号号までにまでにまでにまでに掲掲掲掲げるげるげるげる方法方法方法方法

ロ　ロ　ロ　ロ　コールコールコールコール資金資金資金資金のののの貸付貸付貸付貸付けけけけ又又又又はははは手形手形手形手形のののの割引割引割引割引

ハ　ハ　ハ　ハ　金融商品取引業者（金融商品取引法第二金融商品取引業者（金融商品取引法第二金融商品取引業者（金融商品取引法第二金融商品取引業者（金融商品取引法第二条条条条第九項第九項第九項第九項にににに規定規定規定規定するするするする金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者金融商品取引業者をををを

いう。第五号において同じ。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定すいう。第五号において同じ。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定すいう。第五号において同じ。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定すいう。第五号において同じ。）との投資一任契約（同条第八項第十二号ロに規定す

る契約をいう。）であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任するこる契約をいう。）であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任するこる契約をいう。）であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任するこる契約をいう。）であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任するこ

とを内容とするものの締結とを内容とするものの締結とを内容とするものの締結とを内容とするものの締結

四　四　四　四　組合員（長期給付組合員（長期給付組合員（長期給付組合員（長期給付にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるものにけるものにけるものにけるものに限限限限るるるる。以下。以下。以下。以下このこのこのこの号号号号においてにおいてにおいてにおいて同同同同

じ。）を被保険者とする生命保険（組合員の所定の時期における生存を保険金の支払じ。）を被保険者とする生命保険（組合員の所定の時期における生存を保険金の支払じ。）を被保険者とする生命保険（組合員の所定の時期における生存を保険金の支払じ。）を被保険者とする生命保険（組合員の所定の時期における生存を保険金の支払

事由とするものに限る。）の保険料の払込み事由とするものに限る。）の保険料の払込み事由とするものに限る。）の保険料の払込み事由とするものに限る。）の保険料の払込み

五　五　五　五　第一第一第一第一号号号号のののの規定規定規定規定によりによりによりにより取得取得取得取得したしたしたした有有有有価価価価証券（金融商品取引法第二証券（金融商品取引法第二証券（金融商品取引法第二証券（金融商品取引法第二条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号からからからから第第第第

五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券（同項第六号から第九

号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）に限号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）に限号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）に限号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）に限

る。）の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全る。）の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全る。）の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全る。）の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全

国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定す国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定す国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定す国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定す

る第一種金融商品取引業を行う者（同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種る第一種金融商品取引業を行う者（同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種る第一種金融商品取引業を行う者（同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種る第一種金融商品取引業を行う者（同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種

少額電子募集取扱業者を除く。）に限る。）、同法第二条第三十項に規定する証券金少額電子募集取扱業者を除く。）に限る。）、同法第二条第三十項に規定する証券金少額電子募集取扱業者を除く。）に限る。）、同法第二条第三十項に規定する証券金少額電子募集取扱業者を除く。）に限る。）、同法第二条第三十項に規定する証券金

融会社及び貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号に掲融会社及び貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号に掲融会社及び貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号に掲融会社及び貸金業法施行令（昭和五十八年政令第百八十一号）第一条の二第三号に掲

げる者に対する貸付けげる者に対する貸付けげる者に対する貸付けげる者に対する貸付け

六　六　六　六　次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる権権権権利利利利のののの取得又取得又取得又取得又はははは付付付付与与与与



イ　イ　イ　イ　金融商品取引法第二金融商品取引法第二金融商品取引法第二金融商品取引法第二条条条条第十六項第十六項第十六項第十六項にににに規定規定規定規定するするするする金融商品取引所金融商品取引所金融商品取引所金融商品取引所のののの定定定定めるめるめるめる基準及基準及基準及基準及びびびび方法方法方法方法

に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（標準物を含む。）に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（標準物を含む。）に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（標準物を含む。）に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券（標準物を含む。）

の売買契約を成立させることができる権利の売買契約を成立させることができる権利の売買契約を成立させることができる権利の売買契約を成立させることができる権利

ロ　ロ　ロ　ロ　債券債券債券債券のののの売売売売買契約買契約買契約買契約においてにおいてにおいてにおいて、、、、当当当当事者事者事者事者のののの一方一方一方一方がががが受渡日受渡日受渡日受渡日をををを指定指定指定指定できるできるできるできる権権権権利利利利であつてであつてであつてであつて、一、一、一、一

定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの

（外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。）（外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。）（外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。）（外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。）

七　七　七　七　先物外先物外先物外先物外国国国国為為為為替（外替（外替（外替（外国国国国通貨通貨通貨通貨をもつてをもつてをもつてをもつて表示表示表示表示されるされるされるされる支支支支払払払払手段手段手段手段であつてであつてであつてであつて、、、、そのそのそのその売売売売買契約買契約買契約買契約にににに基基基基

づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期にづく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期にづく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期にづく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に

一定の外国為替相場により実行する取引（金融商品取引法第二条第十六項に規定する一定の外国為替相場により実行する取引（金融商品取引法第二条第十六項に規定する一定の外国為替相場により実行する取引（金融商品取引法第二条第十六項に規定する一定の外国為替相場により実行する取引（金融商品取引法第二条第十六項に規定する

金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつ金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつ金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつ金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつ

て、同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引（同項第一号に掲げる取引に係て、同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引（同項第一号に掲げる取引に係て、同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引（同項第一号に掲げる取引に係て、同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引（同項第一号に掲げる取引に係

るものに限る。）及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引（同号にるものに限る。）及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引（同号にるものに限る。）及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引（同号にるものに限る。）及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引（同号に

掲げる取引に類似するものに限る。）に該当するもの（次号において「市場デリバ掲げる取引に類似するものに限る。）に該当するもの（次号において「市場デリバ掲げる取引に類似するものに限る。）に該当するもの（次号において「市場デリバ掲げる取引に類似するものに限る。）に該当するもの（次号において「市場デリバ

ティブ取引」という。）を除く。）の対象となるものをいう。）の売買ティブ取引」という。）を除く。）の対象となるものをいう。）の売買ティブ取引」という。）を除く。）の対象となるものをいう。）の売買ティブ取引」という。）を除く。）の対象となるものをいう。）の売買

八　八　八　八　通貨通貨通貨通貨オプションオプションオプションオプション（（（（当当当当事者事者事者事者のののの一方一方一方一方のののの意思表示意思表示意思表示意思表示によりによりによりにより当当当当事者間事者間事者間事者間においてにおいてにおいてにおいて外外外外国国国国通貨通貨通貨通貨をもつをもつをもつをもつ

て表示される支払手段の売買取引（市場デリバティブ取引に該当するものを除く。）て表示される支払手段の売買取引（市場デリバティブ取引に該当するものを除く。）て表示される支払手段の売買取引（市場デリバティブ取引に該当するものを除く。）て表示される支払手段の売買取引（市場デリバティブ取引に該当するものを除く。）

を成立させることができる権利をいう。）の取得又は付与を成立させることができる権利をいう。）の取得又は付与を成立させることができる権利をいう。）の取得又は付与を成立させることができる権利をいう。）の取得又は付与

九　九　九　九　財政融資資金財政融資資金財政融資資金財政融資資金へのへのへのへの預託預託預託預託

２　２　２　２　退職等年金給付積立金及退職等年金給付積立金及退職等年金給付積立金及退職等年金給付積立金及びびびび退職等年金給付退職等年金給付退職等年金給付退職等年金給付のののの支支支支払払払払上上上上のののの余裕金（以下「退職等年金給付余裕金（以下「退職等年金給付余裕金（以下「退職等年金給付余裕金（以下「退職等年金給付

積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。積立金等」という。）の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。

一　一　一　一　前項各前項各前項各前項各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる方法方法方法方法

二　二　二　二　不動不動不動不動産産産産（（（（あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣のののの承認承認承認承認をををを受受受受けたものにけたものにけたものにけたものに限限限限るるるる。）。）。）。）のののの取得、取得、取得、取得、譲譲譲譲渡又渡又渡又渡又はははは貸付貸付貸付貸付

けけけけ

三　三　三　三　組合組合組合組合にににに対対対対するするするする資金資金資金資金のののの貸付貸付貸付貸付けけけけ

四　四　四　四　連合連合連合連合会会会会のののの経経経経理理理理単単単単位（財務省令位（財務省令位（財務省令位（財務省令でででで定定定定めるところによりそのめるところによりそのめるところによりそのめるところによりその経経経経理理理理についてについてについてについて設設設設けられるけられるけられるけられる区区区区

分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け

３　３　３　３　前二項前二項前二項前二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする有有有有価価価価証券（証券（証券（証券（国国国国債証券、標準物債証券、標準物債証券、標準物債証券、標準物そのそのそのその他財務他財務他財務他財務

省令で定めるものを除く。）を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により省令で定めるものを除く。）を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により省令で定めるものを除く。）を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により省令で定めるものを除く。）を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により

行わなければならない。行わなければならない。行わなければならない。行わなければならない。

４　４　４　４　連合連合連合連合会会会会はははは、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保険険険険給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及びびびび退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等をををを合同合同合同合同してしてしてして管理及管理及管理及管理及

び運用を行うことができる。び運用を行うことができる。び運用を行うことができる。び運用を行うことができる。

５　５　５　５　前各項前各項前各項前各項にににに規定規定規定規定するもののほかするもののほかするもののほかするもののほか、連合、連合、連合、連合会会会会のののの厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及びびびび退職等年金給退職等年金給退職等年金給退職等年金給

付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契（厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契

約）約）約）約）

第九条の四　第九条の四　第九条の四　第九条の四　連合連合連合連合会会会会はははは、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保、厚生年金保険険険険給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及給付積立金等及びびびび退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等退職等年金給付積立金等のののの管理及管理及管理及管理及

び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相

手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関し手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関し手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関し手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関し

て一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下て一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下て一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下て一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下

で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規

程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めな程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めな程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めな程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。

一　一　一　一　前前前前条条条条第一項第三第一項第三第一項第三第一項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる信託信託信託信託のののの契約契約契約契約

二　二　二　二　前前前前条条条条第一項第三第一項第三第一項第三第一項第三号号号号ハにハにハにハに規定規定規定規定するするするする投資一任契約投資一任契約投資一任契約投資一任契約

三　三　三　三　前前前前条条条条第一項第四第一項第四第一項第四第一項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる生命保生命保生命保生命保険険険険のののの保保保保険険険険料料料料のののの払込払込払込払込みのみのみのみの契約契約契約契約



（準用規定）（準用規定）（準用規定）（準用規定）

第十条　第十条　第十条　第十条　第六第六第六第六条条条条からからからから第八第八第八第八条条条条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定はははは、連合、連合、連合、連合会会会会についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、

第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第三号に掲げ第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第三号に掲げ第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第三号に掲げ第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第三号に掲げ

る事項」と、第八条第一項及び第三項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕る事項」と、第八条第一項及び第三項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕る事項」と、第八条第一項及び第三項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕る事項」と、第八条第一項及び第三項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕

金（第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第二項に規定する金（第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第二項に規定する金（第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第二項に規定する金（第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第二項に規定する

退職等年金給付積立金等を除く。）」と読み替えるものとする。退職等年金給付積立金等を除く。）」と読み替えるものとする。退職等年金給付積立金等を除く。）」と読み替えるものとする。退職等年金給付積立金等を除く。）」と読み替えるものとする。

第三章　給付第三章　給付第三章　給付第三章　給付

（災害補償の実施機関の意見）（災害補償の実施機関の意見）（災害補償の実施機関の意見）（災害補償の実施機関の意見）

第十一条　第十一条　第十一条　第十一条　組合又組合又組合又組合又はははは連合連合連合連合会会会会はははは、法第三十九、法第三十九、法第三十九、法第三十九条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする公務上公務上公務上公務上のののの

災害又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二に災害又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二に災害又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二に災害又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の二に

規定する通勤をいう。以下この項において同じ。）による災害に対する補償の実施機関規定する通勤をいう。以下この項において同じ。）による災害に対する補償の実施機関規定する通勤をいう。以下この項において同じ。）による災害に対する補償の実施機関規定する通勤をいう。以下この項において同じ。）による災害に対する補償の実施機関

の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤

による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならなによる災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならなによる災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならなによる災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならな

い。い。い。い。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする実実実実施機施機施機施機関関関関はははは、同項、同項、同項、同項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより意見意見意見意見をををを求求求求められたときはめられたときはめられたときはめられたときは、組合又、組合又、組合又、組合又はははは連連連連

合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。

（組合員の資格取得時における標準報酬の特例）（組合員の資格取得時における標準報酬の特例）（組合員の資格取得時における標準報酬の特例）（組合員の資格取得時における標準報酬の特例）

第十一条の二　第十一条の二　第十一条の二　第十一条の二　法第四十法第四十法第四十法第四十条条条条第八項第八項第八項第八項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬をををを定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、組合員、組合員、組合員、組合員のののの

資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資

格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける

者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が

週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をそ週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をそ週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をそ週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をそ

の支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額との支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額との支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額との支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額と

する。する。する。する。

（支払未済の給付を受けるべき者の順位）（支払未済の給付を受けるべき者の順位）（支払未済の給付を受けるべき者の順位）（支払未済の給付を受けるべき者の順位）

第十一条の二の二　第十一条の二の二　第十一条の二の二　第十一条の二の二　法第四十四法第四十四法第四十四法第四十四条条条条第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする同同同同条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる給付給付給付給付をををを受受受受けるけるけるける

べき者の順位は、死亡した者の配偶者、子（死亡した者が公務遺族年金（法第七十四条べき者の順位は、死亡した者の配偶者、子（死亡した者が公務遺族年金（法第七十四条べき者の順位は、死亡した者の配偶者、子（死亡した者が公務遺族年金（法第七十四条べき者の順位は、死亡した者の配偶者、子（死亡した者が公務遺族年金（法第七十四条

第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。）の受給権者である夫であつた場合第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。）の受給権者である夫であつた場合第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。）の受給権者である夫であつた場合第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。）の受給権者である夫であつた場合

における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金

の支給の停止が解除されたものを含む。）、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらのの支給の停止が解除されたものを含む。）、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらのの支給の停止が解除されたものを含む。）、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらのの支給の停止が解除されたものを含む。）、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの

者以外の三親等内の親族の順序とする。者以外の三親等内の親族の順序とする。者以外の三親等内の親族の順序とする。者以外の三親等内の親族の順序とする。

（附加給付）（附加給付）（附加給付）（附加給付）

第十一条の三　第十一条の三　第十一条の三　第十一条の三　法第五十一法第五十一法第五十一法第五十一条条条条にににに規定規定規定規定するするするする短期給付短期給付短期給付短期給付はははは、組合、組合、組合、組合のののの定款定款定款定款でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより行行行行

うことができる。うことができる。うことができる。うことができる。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする短期給付短期給付短期給付短期給付にににに関関関関するするするする定款定款定款定款のののの規定規定規定規定がががが、、、、当当当当該給付該給付該給付該給付にににに関関関関しししし財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣がががが財政制度財政制度財政制度財政制度

等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしな等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしな等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしな等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしな

いものとする。いものとする。いものとする。いものとする。

（一部負担金の割合が百分の三十となる場合）（一部負担金の割合が百分の三十となる場合）（一部負担金の割合が百分の三十となる場合）（一部負担金の割合が百分の三十となる場合）

第十一条の三の二　第十一条の三の二　第十一条の三の二　第十一条の三の二　法第五十五法第五十五法第五十五法第五十五条条条条第二項第三第二項第三第二項第三第二項第三号号号号にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより算定算定算定算定

した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額（法第五十二条に規定する標準した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額（法第五十二条に規定する標準した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額（法第五十二条に規定する標準した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額（法第五十二条に規定する標準

報酬の月額をいう。以下同じ。）とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と報酬の月額をいう。以下同じ。）とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と報酬の月額をいう。以下同じ。）とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と報酬の月額をいう。以下同じ。）とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円と

する。する。する。する。

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号のいずれかにのいずれかにのいずれかにのいずれかに該該該該当当当当するするするする者者者者についてはについてはについてはについては、適用、適用、適用、適用しないしないしないしない。。。。



一　一　一　一　組合員及組合員及組合員及組合員及びそのびそのびそのびその被扶養者（七十被扶養者（七十被扶養者（七十被扶養者（七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後であるであるであるである場合場合場合場合にににに該該該該

当する者に限る。）について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百当する者に限る。）について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百当する者に限る。）について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百当する者に限る。）について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百

二十万円（当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円）に満たない者二十万円（当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円）に満たない者二十万円（当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円）に満たない者二十万円（当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円）に満たない者

二　二　二　二　組合員（組合員（組合員（組合員（そのそのそのその被扶養者（七十被扶養者（七十被扶養者（七十被扶養者（七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後であるであるであるである場合場合場合場合にににに該該該該当当当当

する者に限る。）がいない者であつてその被扶養者であつた者（法第二条第一項第二する者に限る。）がいない者であつてその被扶養者であつた者（法第二条第一項第二する者に限る。）がいない者であつてその被扶養者であつた者（法第二条第一項第二する者に限る。）がいない者であつてその被扶養者であつた者（法第二条第一項第二

号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であ号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であ号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であ号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であ

つて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月つて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月つて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月つて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月

までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいまでの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいまでの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいまでの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをい

う。以下この号において同じ。）がいるものに限る。）及びその被扶養者であつた者う。以下この号において同じ。）がいるものに限る。）及びその被扶養者であつた者う。以下この号において同じ。）がいるものに限る。）及びその被扶養者であつた者う。以下この号において同じ。）がいるものに限る。）及びその被扶養者であつた者

について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満

たない者たない者たない者たない者

（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）（月間の高額療養費の支給要件及び支給額）

第十一条の三の三　第十一条の三の三　第十一条の三の三　第十一条の三の三　高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費はははは、同一、同一、同一、同一のののの月月月月におけるにおけるにおけるにおける次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる金額金額金額金額をををを合算合算合算合算したしたしたした金額金額金額金額からからからから

次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下この次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下この次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下この次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下この

項において「一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養費算定基準額を超える場項において「一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養費算定基準額を超える場項において「一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養費算定基準額を超える場項において「一部負担金等世帯合算額」という。）が高額療養費算定基準額を超える場

合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額

を控除した金額とする。を控除した金額とする。を控除した金額とする。を控除した金額とする。

一　一　一　一　組合員（法第五十九組合員（法第五十九組合員（法第五十九組合員（法第五十九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより療養療養療養療養のののの給付又給付又給付又給付又はははは保保保保険険険険外外外外併併併併用療養費、療養用療養費、療養用療養費、療養用療養費、療養

費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三

の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。）又はその被の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。）又はその被の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。）又はその被の五、第十一条の三の六及び附則第三十四条の三第八項において同じ。）又はその被

扶養者（法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族扶養者（法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族扶養者（法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族扶養者（法第五十九条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族

訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第十一条の三の五、

第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。）が同一の月にそれぞれ一第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。）が同一の月にそれぞれ一第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。）が同一の月にそれぞれ一第十一条の三の六及び附則第三十四条の三において同じ。）が同一の月にそれぞれ一

の病院、診療所、薬局その他の療養機関（以下「病院等」という。）から受けた療養の病院、診療所、薬局その他の療養機関（以下「病院等」という。）から受けた療養の病院、診療所、薬局その他の療養機関（以下「病院等」という。）から受けた療養の病院、診療所、薬局その他の療養機関（以下「病院等」という。）から受けた療養

（法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養（第八項及び第九項において「食事（法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養（第八項及び第九項において「食事（法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養（第八項及び第九項において「食事（法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養（第八項及び第九項において「食事

療養」という。）及び同条第二項第二号に規定する生活療養（第八項及び第九項にお療養」という。）及び同条第二項第二号に規定する生活療養（第八項及び第九項にお療養」という。）及び同条第二項第二号に規定する生活療養（第八項及び第九項にお療養」という。）及び同条第二項第二号に規定する生活療養（第八項及び第九項にお

いて「生活療養」という。）並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該いて「生活療養」という。）並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該いて「生活療養」という。）並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該いて「生活療養」という。）並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該

当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十一

条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十条の三の六第一項、第三項及び第五項並びに第十一条の三の六の二並びに附則第三十

四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。）であつて次号に規定する特定給四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。）であつて次号に規定する特定給四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。）であつて次号に規定する特定給四条の三第一項、第二項及び第八項において同じ。）であつて次号に規定する特定給

付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額（七十歳に達する日の属付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額（七十歳に達する日の属付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額（七十歳に達する日の属付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額（七十歳に達する日の属

する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円（第十一条の三の五第五項に規定する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円（第十一条の三の五第五項に規定する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円（第十一条の三の五第五項に規定する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円（第十一条の三の五第五項に規定

する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものにする七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものにする七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものにする七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものに

限る。）を合算した金額限る。）を合算した金額限る。）を合算した金額限る。）を合算した金額

イ　イ　イ　イ　法第五十五法第五十五法第五十五法第五十五条条条条第二項又第二項又第二項又第二項又はははは第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする一部負一部負一部負一部負担担担担金（法第五十五金（法第五十五金（法第五十五金（法第五十五条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項

第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額（ロに規定する第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額（ロに規定する第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額（ロに規定する第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額（ロに規定する

場合における当該一部負担金の額を除く。）場合における当該一部負担金の額を除く。）場合における当該一部負担金の額を除く。）場合における当該一部負担金の額を除く。）

ロ　ロ　ロ　ロ　当当当当該療養該療養該療養該療養がががが法第五十四法第五十四法第五十四法第五十四条条条条第二項第三第二項第三第二項第三第二項第三号号号号にににに規定規定規定規定するするするする評評評評価価価価療養、同項第四療養、同項第四療養、同項第四療養、同項第四号号号号にににに規定規定規定規定すすすす

る患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五る患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五る患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五る患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十五

条第二項又は第三項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置条第二項又は第三項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置条第二項又は第三項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置条第二項又は第三項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置

が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額に法第五十五条の五第二項第が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額に法第五十五条の五第二項第が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額に法第五十五条の五第二項第が採られるときは、当該減額された一部負担金）の額に法第五十五条の五第二項第

一号の規定により算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超一号の規定により算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超一号の規定により算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超一号の規定により算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超

えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき保えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき保えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき保えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき保

険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額



ハ　ハ　ハ　ハ　当当当当該療養該療養該療養該療養についてについてについてについて算定算定算定算定したしたしたした費用費用費用費用のののの額（額（額（額（そのそのそのその額額額額がががが現現現現にににに当当当当該療養該療養該療養該療養にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用のののの額額額額をををを

超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき

療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

ニ　ニ　ニ　ニ　法第五十六法第五十六法第五十六法第五十六条条条条のののの二第二項二第二項二第二項二第二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより算定算定算定算定したしたしたした費用費用費用費用のののの額額額額からそのからそのからそのからその指定訪問看護指定訪問看護指定訪問看護指定訪問看護

（同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、（同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、（同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、（同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第十一条の三の六第一項、

第四項及び第九項において同じ。）に要した費用につき訪問看護療養費として支給第四項及び第九項において同じ。）に要した費用につき訪問看護療養費として支給第四項及び第九項において同じ。）に要した費用につき訪問看護療養費として支給第四項及び第九項において同じ。）に要した費用につき訪問看護療養費として支給

される金額に相当する金額を控除した金額される金額に相当する金額を控除した金額される金額に相当する金額を控除した金額される金額に相当する金額を控除した金額

ホ　ホ　ホ　ホ　当当当当該療養該療養該療養該療養についてについてについてについて算定算定算定算定したしたしたした費用費用費用費用のののの額（額（額（額（そのそのそのその額額額額がががが現現現現にににに当当当当該療養該療養該療養該療養にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用のののの額額額額をををを

超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき超えるときは、現に当該療養に要した費用の額）から当該療養に要した費用につき

家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

ヘ　ヘ　ヘ　ヘ　法第五十七法第五十七法第五十七法第五十七条条条条のののの三第二項三第二項三第二項三第二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより算定算定算定算定したしたしたした費用費用費用費用のののの額額額額からそのからそのからそのからその指定訪問看護指定訪問看護指定訪問看護指定訪問看護にににに

要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除

した金額した金額した金額した金額

二　二　二　二　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが同一同一同一同一のののの月月月月にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ一一一一のののの病院等病院等病院等病院等からからからから受受受受けたけたけたけた特定給付特定給付特定給付特定給付対対対対象象象象

療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による療養（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による

一般疾病医療費（第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療一般疾病医療費（第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療一般疾病医療費（第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療一般疾病医療費（第十一条の三の六第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療

費」という。）の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養費」という。）の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養費」という。）の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養費」という。）の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養

及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合にお及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合にお及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合にお及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合にお

ける同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について、当該組合員又はその被扶養ける同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について、当該組合員又はその被扶養ける同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について、当該組合員又はその被扶養ける同項に規定する療養をいう。以下同じ。）について、当該組合員又はその被扶養

者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係る者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係る者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係る者がなお負担すべき額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係る

ものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万ものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万ものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万ものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万

千円（第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものに千円（第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものに千円（第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものに千円（第十一条の三の五第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものに

あつては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した金額あつては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した金額あつては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した金額あつては、一万五百円）以上のものに限る。）を合算した金額

２　２　２　２　組合員組合員組合員組合員のののの被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが療養（第十一療養（第十一療養（第十一療養（第十一条条条条のののの三三三三のののの五第五項五第五項五第五項五第五項にににに規定規定規定規定するするするする七十五七十五七十五七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対

象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。）を受けた場合にお象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。）を受けた場合にお象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。）を受けた場合にお象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。）を受けた場合にお

いて、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲いて、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲いて、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲いて、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲

げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるげる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるげる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるげる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超える

ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額

を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。

一　一　一　一　被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが受受受受けたけたけたけた当当当当該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養をををを除除除除くくくく。）。）。）。）にににに係係係係るるるる前項第一前項第一前項第一前項第一号号号号イからイからイからイから

ヘまでに掲げる金額（一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額ヘまでに掲げる金額（一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額ヘまでに掲げる金額（一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額ヘまでに掲げる金額（一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額

二　二　二　二　被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが受受受受けたけたけたけた当当当当該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養にににに限限限限るるるる。）。）。）。）についてについてについてについて、、、、当当当当該被扶養者該被扶養者該被扶養者該被扶養者

がなお負担すべき額（当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げるがなお負担すべき額（当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げるがなお負担すべき額（当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げるがなお負担すべき額（当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる

金額が一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額金額が一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額金額が一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額金額が一万五百円以上のものに限る。）を合算した金額

３　３　３　３　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが療養（七十療養（七十療養（七十療養（七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの療養療養療養療養にににに限限限限

る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同る。第五項において同じ。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同

一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額

から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下このから次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下このから次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下このから次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額（以下この

項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算項及び附則第三十四条の三第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算

額」という。）が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等額」という。）が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等額」という。）が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等額」という。）が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等

世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

一　一　一　一　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが受受受受けたけたけたけた当当当当該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養をををを除除除除くくくく。）。）。）。）にににに係係係係るるるる第第第第

一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額

二　二　二　二　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが受受受受けたけたけたけた当当当当該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付該療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養にににに限限限限るるるる。）。）。）。）についについについについ

て、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額て、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額て、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額て、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額



４　４　４　４　組合員組合員組合員組合員がががが第一第一第一第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる療養療養療養療養をををを受受受受けたけたけたけた場合又場合又場合又場合又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが第二第二第二第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる療養若療養若療養若療養若

しくは第三号に掲げる療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。）しくは第三号に掲げる療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。）しくは第三号に掲げる療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。）しくは第三号に掲げる療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。）

を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等

から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被

扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額の扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額の扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額の扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額の

うち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定うち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定うち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定うち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定

基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除し基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除し基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除し基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除し

た金額の合算額を高額療養費として支給する。た金額の合算額を高額療養費として支給する。た金額の合算額を高額療養費として支給する。た金額の合算額を高額療養費として支給する。

一　一　一　一　高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律（昭和五十七年法律第八十法律（昭和五十七年法律第八十法律（昭和五十七年法律第八十法律（昭和五十七年法律第八十号号号号）第五十二）第五十二）第五十二）第五十二条条条条第一第一第一第一号号号号

に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者（以下「後に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者（以下「後に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者（以下「後に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者（以下「後

期高齢者医療の被保険者」という。）の資格を取得したことにより短期給付に関する期高齢者医療の被保険者」という。）の資格を取得したことにより短期給付に関する期高齢者医療の被保険者」という。）の資格を取得したことにより短期給付に関する期高齢者医療の被保険者」という。）の資格を取得したことにより短期給付に関する

規定の適用を受けない組合員となつた者（第三号において「七十五歳到達前組合員」規定の適用を受けない組合員となつた者（第三号において「七十五歳到達前組合員」規定の適用を受けない組合員となつた者（第三号において「七十五歳到達前組合員」規定の適用を受けない組合員となつた者（第三号において「七十五歳到達前組合員」

という。）が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。第三号において「組という。）が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。第三号において「組という。）が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。第三号において「組という。）が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。第三号において「組

合員七十五歳到達月」という。）に受けた療養合員七十五歳到達月」という。）に受けた療養合員七十五歳到達月」という。）に受けた療養合員七十五歳到達月」という。）に受けた療養

二　二　二　二　高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律第五十二法律第五十二法律第五十二法律第五十二条条条条第一第一第一第一号号号号にににに該該該該当当当当しししし、月、月、月、月のののの初日以外初日以外初日以外初日以外のののの日日日日にににに

おいて後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつたおいて後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつたおいて後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつたおいて後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた

者が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受けた療養者が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受けた療養者が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受けた療養者が、同日の前日の属する月（同日以前の期間に限る。）に受けた療養

三　三　三　三　七十五七十五七十五七十五歳歳歳歳到達前組合員到達前組合員到達前組合員到達前組合員のののの被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者であつたであつたであつたであつた者（者（者（者（当当当当該七十五該七十五該七十五該七十五歳歳歳歳到達前組合員到達前組合員到達前組合員到達前組合員がががが後期高後期高後期高後期高

齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限

る。）が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養る。）が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養る。）が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養る。）が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養

５　５　５　５　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが療養（法第五十四療養（法第五十四療養（法第五十四療養（法第五十四条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号からからからから第四第四第四第四号号号号までにまでにまでにまでに掲掲掲掲げるげるげるげる

療養（同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。）に限る。以下「外来療養」療養（同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。）に限る。以下「外来療養」療養（同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。）に限る。以下「外来療養」療養（同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。）に限る。以下「外来療養」

という。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれという。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれという。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれという。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ

一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該

組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超える組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超える組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超える組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超える

ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額ときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額

を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。を高額療養費として支給する。

６　６　６　６　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが特定給付特定給付特定給付特定給付対対対対象療養（象療養（象療養（象療養（当当当当該組合員又該組合員又該組合員又該組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが次項次項次項次項のののの

規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び

当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同

項に規定する療養を除く。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同項に規定する療養を除く。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同項に規定する療養を除く。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同項に規定する療養を除く。）を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同

一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イか一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イか一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イか一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イか

らヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでらヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでらヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでらヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまで

に掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。に掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。に掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。に掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

７　７　７　７　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付対対対対象療養（特定給付象療養（特定給付象療養（特定給付象療養（特定給付対対対対象療養（象療養（象療養（象療養（当当当当該組合員又該組合員又該組合員又該組合員又

はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定するはその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定するはその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定するはその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する

療養を除く。）のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾療養を除く。）のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾療養を除く。）のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾療養を除く。）のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾

病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要

な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われな費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われな費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われな費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われ

るべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。）を受けたるべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。）を受けたるべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。）を受けたるべきものをいう。以下この項及び第十一条の三の五第七項において同じ。）を受けた

場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令

で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶

養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一

項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号



イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費としイからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費としイからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費としイからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費とし

て支給する。て支給する。て支給する。て支給する。

８　８　８　８　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号号号号）第六）第六）第六）第六条条条条第一第一第一第一

項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月に項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月に項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月に項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月に

それぞれ一の病院等から受けた療養（食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養をそれぞれ一の病院等から受けた療養（食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養をそれぞれ一の病院等から受けた療養（食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養をそれぞれ一の病院等から受けた療養（食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を

除く。）に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超え除く。）に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超え除く。）に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超え除く。）に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超え

るときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金るときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金るときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金るときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金

額を高額療養費として支給する。額を高額療養費として支給する。額を高額療養費として支給する。額を高額療養費として支給する。

９　９　９　９　組合員又組合員又組合員又組合員又はそのはそのはそのはその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者がががが健康保健康保健康保健康保険険険険法施行令（大正十五年法施行令（大正十五年法施行令（大正十五年法施行令（大正十五年勅勅勅勅令第二百四十三令第二百四十三令第二百四十三令第二百四十三号号号号）第四）第四）第四）第四

十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養（食事療養及び生活療養

を除く。）を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省を除く。）を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省を除く。）を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省を除く。）を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省

令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被

扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イから扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イから扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イから扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イから

ヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでにヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでにヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでにヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに

掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）（年間の高額療養費の支給要件及び支給額）

第十一条の三の四　第十一条の三の四　第十一条の三の四　第十一条の三の四　高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費はははは、第一、第一、第一、第一号号号号からからからから第六第六第六第六号号号号までにまでにまでにまでに掲掲掲掲げるげるげるげる金額金額金額金額をををを合算合算合算合算したしたしたした金額金額金額金額

（以下この項において「基準日組合員合算額」という。）、第七号から第十二号までに（以下この項において「基準日組合員合算額」という。）、第七号から第十二号までに（以下この項において「基準日組合員合算額」という。）、第七号から第十二号までに（以下この項において「基準日組合員合算額」という。）、第七号から第十二号までに

掲げる金額を合算した金額（以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。）掲げる金額を合算した金額（以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。）掲げる金額を合算した金額（以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。）掲げる金額を合算した金額（以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。）

又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額（以下この項において「元又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額（以下この項において「元又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額（以下この項において「元又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額（以下この項において「元

被扶養者合算額」という。）のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号被扶養者合算額」という。）のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号被扶養者合算額」という。）のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号被扶養者合算額」という。）のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号

に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額

療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高

額療養費額療養費額療養費額療養費按按按按
あんあんあんあん

分率（同分率（同分率（同分率（同号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる金額金額金額金額をををを、基準日組合員合算額、基準日組合員合算額、基準日組合員合算額、基準日組合員合算額でででで除除除除してしてしてして得得得得たたたた率率率率をいをいをいをい

う。）を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除したう。）を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除したう。）を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除したう。）を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した

金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）に高額療養費按按按按
あんあんあんあん

分率（第七分率（第七分率（第七分率（第七号号号号にににに

掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額及び掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額及び掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額及び掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額及び

元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額（当該金額が零を下回る場

合には、零とする。）に高額療養費合には、零とする。）に高額療養費合には、零とする。）に高額療養費合には、零とする。）に高額療養費按按按按
あんあんあんあん

分率（第十三分率（第十三分率（第十三分率（第十三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる金額金額金額金額をををを、元被扶養者合、元被扶養者合、元被扶養者合、元被扶養者合

算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日

組合員が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以組合員が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以組合員が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以組合員が基準日（計算期間（毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以

下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）において法第五十五条第二項第三号の規定が適下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）において法第五十五条第二項第三号の規定が適下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）において法第五十五条第二項第三号の規定が適下同じ。）の末日をいう。以下同じ。）において法第五十五条第二項第三号の規定が適

用される者である場合は、この限りでない。用される者である場合は、この限りでない。用される者である場合は、この限りでない。用される者である場合は、この限りでない。

一　一　一　一　計算期間（基準日計算期間（基準日計算期間（基準日計算期間（基準日においてにおいてにおいてにおいて当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員であるであるであるである者（以下者（以下者（以下者（以下このこのこのこの条条条条並並並並びにびにびにびに第十一第十一第十一第十一条条条条

の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」といの三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」といの三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」といの三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」とい

う。）が当該組合の組合員であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該う。）が当該組合の組合員であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該う。）が当該組合の組合員であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該う。）が当該組合の組合員であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該

組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除

く。）として受けた外来療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養にく。）として受けた外来療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養にく。）として受けた外来療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養にく。）として受けた外来療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に

限る。以下この条において同じ。）（法第五十九条第一項又は第二項の規定による給限る。以下この条において同じ。）（法第五十九条第一項又は第二項の規定による給限る。以下この条において同じ。）（法第五十九条第一項又は第二項の規定による給限る。以下この条において同じ。）（法第五十九条第一項又は第二項の規定による給

付に係る外来療養（以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。）を含付に係る外来療養（以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。）を含付に係る外来療養（以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。）を含付に係る外来療養（以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。）を含

む。）に係る次に掲げる金額の合算額（前条第一項から第五項までの規定により高額む。）に係る次に掲げる金額の合算額（前条第一項から第五項までの規定により高額む。）に係る次に掲げる金額の合算額（前条第一項から第五項までの規定により高額む。）に係る次に掲げる金額の合算額（前条第一項から第五項までの規定により高額

療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額

とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するとし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するとし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するとし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減する

ための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する

金額を控除した金額とする。）金額を控除した金額とする。）金額を控除した金額とする。）金額を控除した金額とする。）



イ　イ　イ　イ　当当当当該外該外該外該外来来来来療養（特定給付療養（特定給付療養（特定給付療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養をををを除除除除くくくく。）。）。）。）にににに係係係係るるるる前前前前条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号イからヘまイからヘまイからヘまイからヘま

でに掲げる金額を合算した金額でに掲げる金額を合算した金額でに掲げる金額を合算した金額でに掲げる金額を合算した金額

ロ　ロ　ロ　ロ　当当当当該外該外該外該外来来来来療養（特定給付療養（特定給付療養（特定給付療養（特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養にににに限限限限るるるる。）。）。）。）についてについてについてについて、、、、当当当当該外該外該外該外来来来来療養療養療養療養をををを受受受受けたけたけたけた者者者者

がなお負担すべき金額がなお負担すべき金額がなお負担すべき金額がなお負担すべき金額

二　二　二　二　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた間間間間にににに限限限限るるるる。）。）。）。）においてにおいてにおいてにおいて、、、、当当当当該該該該

基準日組合員が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され基準日組合員が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され基準日組合員が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され基準日組合員が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され

る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含

む。）に係る前号に規定する合算額む。）に係る前号に規定する合算額む。）に係る前号に規定する合算額む。）に係る前号に規定する合算額

三　三　三　三　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員のののの被扶養者（基準日被扶養者（基準日被扶養者（基準日被扶養者（基準日においてにおいてにおいてにおいて当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員のののの被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者

である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項（同条第三項においである者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項（同条第三項においである者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項（同条第三項においである者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項（同条第三項におい

て準用する場合を含む。）、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」といて準用する場合を含む。）、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」といて準用する場合を含む。）、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」といて準用する場合を含む。）、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」とい

う。）が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者のう。）が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者のう。）が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者のう。）が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の

被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被

扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）と扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）と扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）と扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）と

して受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合して受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合して受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合して受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合

算額算額算額算額

四　四　四　四　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、基準日組合員、基準日組合員、基準日組合員、基準日組合員がががが当当当当該該該該

基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当該

他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で

ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係

る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額

五　五　五　五　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが保保保保険険険険者等者等者等者等のののの被保被保被保被保険険険険者等者等者等者等であつたであつたであつたであつた間間間間にににに限限限限るるるる。）。）。）。）においてにおいてにおいてにおいて、、、、

当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号の規定が当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号の規定が当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号の規定が当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号の規定が

適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一

号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金

額額額額

六　六　六　六　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが保保保保険険険険者等（高者等（高者等（高者等（高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく

後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除

く。）であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に

限る。）において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等（法限る。）において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等（法限る。）において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等（法限る。）において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等（法

第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）

として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省

令で定めるところにより算定した金額令で定めるところにより算定した金額令で定めるところにより算定した金額令で定めるところにより算定した金額

七　七　七　七　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、基準日被扶養者、基準日被扶養者、基準日被扶養者、基準日被扶養者がががが当当当当該該該該

基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該

組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である

場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係る第

一号に規定する合算額一号に規定する合算額一号に規定する合算額一号に規定する合算額

八　八　八　八　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、基準日被扶養者、基準日被扶養者、基準日被扶養者、基準日被扶養者がががが当当当当該該該該

基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者が当該

他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者で

ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係ある場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含む。）に係

る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額る第一号に規定する合算額

九　九　九　九　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた間間間間にににに限限限限るるるる。）。）。）。）においてにおいてにおいてにおいて、、、、当当当当

該基準日被扶養者が当該組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され該基準日被扶養者が当該組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され該基準日被扶養者が当該組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され該基準日被扶養者が当該組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用され



る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含る者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含

む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額

十　十　十　十　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた間間間間にににに限限限限るるるる。）。）。）。）においてにおいてにおいてにおいて、、、、当当当当

該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員（法第五十五条第二項第三号の規定が適用

される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養を含

む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額む。）に係る第一号に規定する合算額

十一　十一　十一　十一　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが保保保保険険険険者等（高者等（高者等（高者等（高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく

後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除

く。）であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間にく。）であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に

限る。）において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等限る。）において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等限る。）において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等限る。）において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等

（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除

く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額としてく。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額としてく。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額としてく。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として

財務省令で定めるところにより算定した金額財務省令で定めるところにより算定した金額財務省令で定めるところにより算定した金額財務省令で定めるところにより算定した金額

十二　十二　十二　十二　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが保保保保険険険険者等者等者等者等のののの被保被保被保被保険険険険者等者等者等者等であつたであつたであつたであつた間間間間にににに限限限限るるるる。）。）。）。）においにおいにおいにおい

て、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号のて、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号のて、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号のて、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等（法第五十五条第二項第三号の

規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につい規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につい規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につい規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につい

て第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定て第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定て第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定て第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定

した金額した金額した金額した金額

十三　十三　十三　十三　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、当当当当該基準日組合員該基準日組合員該基準日組合員該基準日組合員のののの

被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ

つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養

者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が

適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来療養

を含む。）に係る第一号に規定する合算額を含む。）に係る第一号に規定する合算額を含む。）に係る第一号に規定する合算額を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十四　十四　十四　十四　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、当当当当該基準日組合員該基準日組合員該基準日組合員該基準日組合員のののの

被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ被扶養者であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該基準日組合員の被扶養者であ

つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養つた間に限る。）において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者（基準日被扶養

者を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規者を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規者を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規者を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規

定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来

療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十五　十五　十五　十五　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、当当当当該基準日被扶養該基準日被扶養該基準日被扶養該基準日被扶養

者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者

であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日

組合員を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規組合員を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規組合員を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規組合員を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規

定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る外来

療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十六　十六　十六　十六　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが他他他他のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、当当当当該基準日被扶養該基準日被扶養該基準日被扶養該基準日被扶養

者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者者の被扶養者であつた者（基準日組合員を除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者

であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日であつた間に限る。）において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者（基準日

組合員を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニ組合員を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニ組合員を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニ組合員を除く。）が当該他の組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニ

の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係るの規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係るの規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係るの規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養（継続給付に係る

外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額外来療養を含む。）に係る第一号に規定する合算額

十七　十七　十七　十七　計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員計算期間（基準日組合員がががが保保保保険険険険者等（高者等（高者等（高者等（高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく

後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除

く。）であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者をく。）であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者をく。）であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者をく。）であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者を



除く。）が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基準除く。）が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基準除く。）が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基準除く。）が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基準

日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該保険者等の被保日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該保険者等の被保日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該保険者等の被保日組合員の被扶養者等であつた者（基準日被扶養者を除く。）が当該保険者等の被保

険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する

者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相

当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額

十八　十八　十八　十八　計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者計算期間（基準日被扶養者がががが保保保保険険険険者等（高者等（高者等（高者等（高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律にににに基基基基づづづづ

く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除

く。）であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員をく。）であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員をく。）であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員をく。）であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員を

除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基除く。）が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。）において、当該基

準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員を除く。）が当該保険者等の被準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員を除く。）が当該保険者等の被準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員を除く。）が当該保険者等の被準日被扶養者の被扶養者等であつた者（基準日組合員を除く。）が当該保険者等の被

保険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当す保険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当す保険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当す保険者等の被扶養者等（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当す

る者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額にる者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額にる者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額にる者である場合を除く。）として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に

相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定はははは、計算期間、計算期間、計算期間、計算期間においてにおいてにおいてにおいて当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者（基準日被扶養者者（基準日被扶養者者（基準日被扶養者者（基準日被扶養者にににに限限限限

る。）に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同る。）に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同る。）に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同る。）に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同

号」とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（第九号」と、「（第十三号」とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（第九号」と、「（第十三号」とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（第九号」と、「（第十三号」とあるのは「第三号」と、「（第七号」とあるのは「（第九号」と、「（第十三

号」とあるのは「（第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とある号」とあるのは「（第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とある号」とあるのは「（第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とある号」とあるのは「（第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とある

のは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。のは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。のは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。のは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

３　３　３　３　第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定はははは、計算期間、計算期間、計算期間、計算期間においてにおいてにおいてにおいて当当当当該組合該組合該組合該組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者（基準日者（基準日者（基準日者（基準日においてにおいてにおいてにおいて他他他他

の組合の組合員である者に限る。）に対する高額療養費の支給について準用する。このの組合の組合員である者に限る。）に対する高額療養費の支給について準用する。このの組合の組合員である者に限る。）に対する高額療養費の支給について準用する。このの組合の組合員である者に限る。）に対する高額療養費の支給について準用する。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第第第第

一一一一

項項項項

同号に掲げる同号に掲げる同号に掲げる同号に掲げる 第二号に掲げる金額のうち、計算期間（毎年八月一日から翌第二号に掲げる金額のうち、計算期間（毎年八月一日から翌第二号に掲げる金額のうち、計算期間（毎年八月一日から翌第二号に掲げる金額のうち、計算期間（毎年八月一日から翌

年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。）（第三項に年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。）（第三項に年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。）（第三項に年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。）（第三項に

規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。）におい規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。）におい規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。）におい規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。）におい

て、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員（法第五十て、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員（法第五十て、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員（法第五十て、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員（法第五十

五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除

く。）として受けた第二号に規定する外来療養に係るく。）として受けた第二号に規定する外来療養に係るく。）として受けた第二号に規定する外来療養に係るく。）として受けた第二号に規定する外来療養に係る

第七号に掲げ第七号に掲げ第七号に掲げ第七号に掲げ

るるるる

第八号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する者第八号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する者第八号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する者第八号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する者

が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日

被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限

る。）において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員のる。）において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員のる。）において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員のる。）において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の

被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される

者である場合を除く。）として受けた第八号に規定する外来者である場合を除く。）として受けた第八号に規定する外来者である場合を除く。）として受けた第八号に規定する外来者である場合を除く。）として受けた第八号に規定する外来

療養に係る療養に係る療養に係る療養に係る

第十三号に掲第十三号に掲第十三号に掲第十三号に掲

げるげるげるげる

第十四号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する第十四号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する第十四号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する第十四号に掲げる金額のうち、計算期間（第三項に規定する

者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者

の被扶養者であつた者（当該基準日被扶養者を除く。）が当の被扶養者であつた者（当該基準日被扶養者を除く。）が当の被扶養者であつた者（当該基準日被扶養者を除く。）が当の被扶養者であつた者（当該基準日被扶養者を除く。）が当

該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。）におい該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。）におい該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。）におい該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。）におい

て、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者（当該基準て、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者（当該基準て、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者（当該基準て、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者（当該基準

日被扶養者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第日被扶養者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第日被扶養者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第日被扶養者を除く。）が当該組合の組合員の被扶養者（法第

五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を

除く。）として受けた第十四号に規定する外来療養に係る除く。）として受けた第十四号に規定する外来療養に係る除く。）として受けた第十四号に規定する外来療養に係る除く。）として受けた第十四号に規定する外来療養に係る



（毎年八月一

日から翌年七

月三十一日ま

での期間をい

う。以下同

じ。）の末日

の末日

第

一

項

第

一

号

おいて当該 おいて他の

）が当該組合 ）が当該他の組合（以下この項において「基準日組合」と

いう。）

組合の組合員

（

基準日組合の組合員（

第

一

項

第

二

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

三

号

おいて当該組

合

おいて基準日組合

が当該組合 が当該基準日組合

第

一

項

第

四

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

七

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の

第

一

項

第

八

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で



第

九

号

組合の組合員

（

基準日組合の組合員（

第

一

項

第

十

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

十

三

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の

第

一

項

第

十

四

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

十

五

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の

第

一

項

第

十

六

号

他の 基準日組合以外の

４　第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において他

の組合の組合員の被扶養者である者に限る。）に対する高額療養費の支給について準用

する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。



第

一

項

同号に掲げる 第四号に掲げる金額のうち、計算期間（毎年八月一日から

翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。）（第四

項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号

に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養

者であつた間に限る。）において、当該基準日組合員が当

該組合の組合員の被扶養者（法第五十七条第二項第一号ニ

の規定が適用される者である場合を除く。）として受けた

第四号に規定する外来療養に係る

第七号に掲げ

る

第十号に掲げる金額のうち、計算期間（第四項に規定する

者が当該組合の組合員であつた間に限る。）において、当

該第四項に規定する者が当該組合の組合員（法第五十五条

第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。）

として受けた第十号に規定する外来療養に係る

第十三号に掲

げる

第十六号に掲げる金額のうち、計算期間（第四項に規定す

る者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定す

る者の被扶養者であつた者（当該基準日組合員を除く。）

が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。）

において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者

（当該基準日組合員を除く。）が当該組合の組合員の被扶

養者（法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者

である場合を除く。）として受けた第十六号に規定する外

来療養に係る

第

一

項

た

だ

し

書

（毎年八月一

日から翌年七

月三十一日ま

での期間をい

う。以下同

じ。）の末日

の末日

第五十五条第

二項第三号

第五十七条第二項第一号ニ

第

一

項

第

一

号

おいて当該 おいて他の

）が当該組合 ）が当該他の組合（以下この項において「基準日組合」と

いう。）

組合の組合員

（

基準日組合の組合員（

第

一

項

第

二

号

他の 基準日組合以外の



第

一

項

第

三

号

おいて当該組

合

おいて基準日組合

が当該組合 が当該基準日組合

第

一

項

第

四

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

七

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の

第

一

項

第

八

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

九

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

（

基準日組合の組合員（

第

一

項

第

十

号

他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

十

三

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の



他の 基準日組合以外の

第

一

項

第

十

五

号

当該組合の組

合員で

基準日組合の組合員で

組合の組合員

の

基準日組合の組合員の

第

一

項

第

十

六

号

他の 基準日組合以外の

５　計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において保険者等（高齢者の

医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等（第

九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び

後期高齢者医療の被保険者を除く。）である者に限る。以下この項において「基準日被

保険者等」という。）に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが

高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げ

る金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる

率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において

法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限り

でない。

基準日被保険者等を基準日組合員と、基準

日被扶養者等（基準日において当該基準日

被保険者等の被扶養者等である者をいう。

以下この表において同じ。）を基準日被扶

養者とそれぞれみなして財務省令で定める

ところにより算定した第一項第一号から第

六号までに掲げる金額に相当する金額を合

算した金額（以下この表において「基準日

被保険者等合算額」という。）

基準日

被保険

者等合

算額か

ら高額

療養費

算定基

準額を

控除し

た金額

基準日被保険者等合算額のう

ち、基準日被保険者等を基準

日組合員と、基準日被扶養者

等を基準日被扶養者とそれぞ

れみなして財務省令で定める

ところにより算定した第一項

第一号に掲げる金額に相当す

る金額を、基準日被保険者等

合算額で除して得た率



基準日被保険者等を基準日組合員と、基

準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれ

ぞれみなして財務省令で定めるところに

より算定した第一項第七号から第十二号

までに掲げる金額に相当する金額を合算

した金額（以下この表において「基準日

被扶養者等合算額」という。）

基準日

被扶養

者等合

算額か

ら高額

療養費

算定基

準額を

控除し

た金額

基準日被扶養者等合算額の

うち、基準日被保険者等を

基準日組合員と、基準日被

扶養者等を基準日被扶養者

とそれぞれみなして財務省

令で定めるところにより算

定した第一項第七号に掲げ

る金額に相当する金額を、

基準日被扶養者等合算額で

除して得た率

基準日被保険者等を基準日組合員と、基

準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれ

ぞれみなして財務省令で定めるところに

より算定した第一項第十三号から第十八

号までに掲げる金額に相当する金額を合

算した金額（以下この表において「元被

扶養者合算額」という。）

元被扶

養者合

算額か

ら高額

療養費

算定基

準額を

控除し

た金額

元被扶養者合算額のうち、

基準日被保険者等を基準日

組合員と、基準日被扶養者

等を基準日被扶養者とそれ

ぞれみなして財務省令で定

めるところにより算定した

第一項第十三号に掲げる金

額に相当する金額を、元被

扶養者合算額で除して得た

率

６　前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において保険

者等（高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の

被保険者等（後期高齢者医療の被保険者を除く。）の被扶養者等である者に限る。）に

対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五

十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基

準日組合員と、基準日被扶養者等（」とあるのは「（基準日において保険者等（高齢者

の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。）の被保険者等

（後期高齢者医療の被保険者を除く。）である者をいう。以下この表において同じ。）

を基準日組合員と、基準日被扶養者等（」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項

第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三

号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。

７　計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において後期高齢者医療の被

保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」とい

う。）に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定

基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額（当該金

額が零を下回る場合には、零とする。）にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た

金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法

第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りで

ない。



基準日後期高齢者医療被保険者を基準

日組合員と、基準日後期高齢者医療被

保険者以外後期高齢者医療被保険者

（基準日において当該基準日後期高齢

者医療被保険者と同一の世帯に属する

当該基準日後期高齢者医療被保険者以

外の後期高齢者医療の被保険者をい

う。以下この表において同じ。）を基

準日被扶養者とそれぞれみなして財務

省令で定めるところにより算定した第

一項第一号から第六号までに掲げる金

額に相当する金額を合算した金額（以

下この表において「基準日後期高齢者

医療被保険者合算額」という。）

基準日後

期高齢者

医療被保

険者合算

額から高

額療養費

算定基準

額を控除

した金額

基準日後期高齢者医療被保険

者合算額のうち、基準日後期

高齢者医療被保険者を基準日

組合員と、基準日後期高齢者

医療被保険者以外後期高齢者

医療被保険者を基準日被扶養

者とそれぞれみなして財務省

令で定めるところにより算定

した第一項第一号に掲げる金

額に相当する金額を、基準日

後期高齢者医療被保険者合算

額で除して得た率

基準日後期高齢者医療被保険者を基準

日組合員と、基準日後期高齢者医療被

保険者以外後期高齢者医療被保険者を

基準日被扶養者とそれぞれみなして財

務省令で定めるところにより算定した

第一項第七号から第十二号までに掲げ

る金額に相当する金額を合算した金額

（以下この表において「基準日後期高

齢者医療被保険者以外後期高齢者医療

被保険者合算額」という。）

基準日後

期高齢者

医療被保

険者以外

後期高齢

者医療被

保険者合

算額から

高額療養

費算定基

準額を控

除した金

額

基準日後期高齢者医療被保険

者以外後期高齢者医療被保険

者合算額のうち、基準日後期

高齢者医療被保険者を基準日

組合員と、基準日後期高齢者

医療被保険者以外後期高齢者

医療被保険者を基準日被扶養

者とそれぞれみなして財務省

令で定めるところにより算定

した第一項第七号に掲げる金

額に相当する金額を、基準日

後期高齢者医療被保険者以外

後期高齢者医療被保険者合算

額で除して得た率

基準日後期高齢者医療被保険者を基準

日組合員と、基準日後期高齢者医療被

保険者以外後期高齢者医療被保険者を

基準日被扶養者とそれぞれみなして財

務省令で定めるところにより算定した

第一項第十三号から第十八号までに掲

げる金額に相当する金額を合算した金

額（以下この表において「元被扶養者

合算額」という。）

元被扶養

者合算額

から高額

療養費算

定基準額

を控除し

た金額

元被扶養者合算額のうち、基

準日後期高齢者医療被保険者

を基準日組合員と、基準日後

期高齢者医療被保険者以外後

期高齢者医療被保険者を基準

日被扶養者とそれぞれみなし

て財務省令で定めるところに

より算定した第一項第十三号

に掲げる金額に相当する金額

を、元被扶養者合算額で除し

て得た率

８　第一項（第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。）、第五項（第六項に

おいて準用する場合を含む。）及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日

本私立学校振興・共済事業団、健康保険（健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例

被保険者（第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。）の保

険を除く。）の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第



一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法（昭和十四年法律第七

十三号）の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村（特別区を含

む。）、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医

療広域連合をいう。

９　第一項（第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。）、第五項（第六項に

おいて準用する場合を含む。）及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の

組合員、私学共済制度の加入者（法第五十五条第一項第二号に規定する私学共済制度の

加入者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。）、健康保険の被保険者

（日雇特例被保険者であつた者（健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日

雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。）を含

む。）、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは

国民健康保険組合の組合員（以下「国民健康保険の世帯主等」という。）又は後期高齢

者医療の被保険者をいう。

１０　第一項（第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。）、第五項（第六項

において準用する場合を含む。）及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員

等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）、私立学校教職員共済法（昭和二十八

年法律第二百四十五号）、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国

民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健

康保険の被保険者をいう。

（高額療養費算定基準額）

第十一条の三の五　第十一条の三の三第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げ

る者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一　次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第十一条の三の三第一項第

一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるとこ

ろにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たないと

きは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た

金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満で

あるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、

これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、当該療養のあつた月以

前の十二月以内に既に高額療養費（同条第一項から第四項までの規定によるものに限

る。）が支給されている月数が三月以上ある場合（以下この条及び次条第一項におい

て「高額療養費多数回該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円とする。

二　療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者 二

十五万二千六百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算

した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した

費用の額（その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円）から八十四

万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数が

ある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額

とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とす

る。）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円と

する。

三　療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はそ

の被扶養者　十六万七千四百円と、第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げ

る金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該

療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千



円）から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一

円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを

切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上

げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、

九万三千円とする。

四　療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員又はその被扶養者（次

号に掲げる者を除く。）　五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合に

あつては、四万四千四百円とする。

五　市町村民税非課税者（療養のあつた月の属する年度（当該療養のあつた月が四月か

ら七月までの場合にあつては、前年度）分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十

六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法

第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十一条の三の六の三第一項第

五号において同じ。）が課されない者（市町村（特別区を含む。同号において同

じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、

当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をい

う。第三項第三号において同じ。）である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養

のあつた月において要保護者（生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。

第三項において同じ。）である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若

しくはその被扶養者（第二号及び第三号に掲げる者を除く。）　三万五千四百円。た

だし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

２　第十一条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に

掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一　次号から第五号までに掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、第十一条の三の

三第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で

定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円

に満たないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百円を控除した金額に百分

の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金

額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以

上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額

療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

二　前項第二号に規定する組合員 十二万六千三百円と、第十一条の三の三第二項第一

号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところ

により算定した当該療養に要した費用の額（その額が四十二万千円に満たないとき

は、四十二万千円）から四十二万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額

（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満である

ときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これ

を一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場

合にあつては、七万五十円とする。

三　前項第三号に規定する組合員 八万三千七百円と、第十一条の三の三第二項第一号

及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところに

より算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十七万九千円に満たないとき

は、二十七万九千円）から二十七万九千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金

額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であ

るときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、こ



れを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の

場合にあつては、四万六千五百円とする。

四　前項第四号に規定する組合員 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の

場合にあつては、二万二千二百円とする。

五　前項第五号に規定する組合員 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の

場合にあつては、一万二千三百円とする。

３　第十一条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める金額とする。

一　次号から第四号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多

数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

二　法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者

八万百円と、第十一条の三の三第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額

に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額

（その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円

を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合

において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そ

の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との

合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

三　市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月におい

て要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被

扶養者（前号又は次号に掲げる者を除く。）　二万四千六百円

四　健康保険法施行令第四十二条第三項第四号に掲げる者（同号に規定する厚生労働省

令で定める者又はその被扶養者を除く。）に相当する者又は療養のあつた月において

要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶

養者（第二号に掲げる者を除く。）　一万五千円

４　第十一条の三の三第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める金額とする。

一　前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合に

あつては、二万二千二百円とする。

二　前項第二号に掲げる者 四万五十円と、第十一条の三の三第四項に規定する合算し

た金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費

用の額（その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円）から十三

万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端

数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた

金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額と

する。）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二

百円とする。

三　前項第三号に掲げる者 一万二千三百円

四　前項第四号に掲げる者 七千五百円

５　第十一条の三の三第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める金額（同条第四項各号に掲げる療養（以下この条及び第十一条の

三の六の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。）に係るも

のにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。

一　第三項第一号に掲げる者 一万四千円

二　第三項第二号に掲げる者 五万七千六百円



三　三　三　三　第三項第三第三項第三第三項第三第三項第三号号号号又又又又はははは第四第四第四第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 八千八千八千八千円円円円

６　６　６　６　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第六項三第六項三第六項三第六項のののの高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合のののの区区区区分分分分にににに

応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。

一　一　一　一　次次次次号号号号又又又又はははは第三第三第三第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合以外場合以外場合以外場合以外のののの場合場合場合場合 八万百八万百八万百八万百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養

に係るものにあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまに係るものにあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまに係るものにあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまに係るものにあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘま

でに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定め

るところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万るところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万るところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万るところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万

七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以七千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以

下この号において同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円下この号において同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円下この号において同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円下この号において同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円

を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合

において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そにおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そにおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そにおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そ

の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）とのの端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）とのの端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）とのの端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との

合算額合算額合算額合算額

二　二　二　二　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの前前前前号号号号のののの特定給付特定給付特定給付特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養であつてであつてであつてであつて、入院、入院、入院、入院

療養（法第五十四条第一項第五号に掲げる療養（当該療養と併せて行う同項第一号か療養（法第五十四条第一項第五号に掲げる療養（当該療養と併せて行う同項第一号か療養（法第五十四条第一項第五号に掲げる療養（当該療養と併せて行う同項第一号か療養（法第五十四条第一項第五号に掲げる療養（当該療養と併せて行う同項第一号か

ら第三号までに掲げる療養を含む。）をいう。次項及び第八項第二号において同ら第三号までに掲げる療養を含む。）をいう。次項及び第八項第二号において同ら第三号までに掲げる療養を含む。）をいう。次項及び第八項第二号において同ら第三号までに掲げる療養を含む。）をいう。次項及び第八項第二号において同

じ。）である場合　五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつじ。）である場合　五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつじ。）である場合　五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつじ。）である場合　五万七千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ

ては、二万八千八百円）ては、二万八千八百円）ては、二万八千八百円）ては、二万八千八百円）

三　三　三　三　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの第一第一第一第一号号号号のののの特定給付特定給付特定給付特定給付対対対対象療養象療養象療養象療養であつてであつてであつてであつて、外、外、外、外

来療養である場合　一万四千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつて来療養である場合　一万四千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつて来療養である場合　一万四千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつて来療養である場合　一万四千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつて

は、七千円）は、七千円）は、七千円）は、七千円）

７　７　７　７　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第七項三第七項三第七項三第七項のののの高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合のののの区区区区分分分分にににに

応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。応じ、当該各号に定める金額とする。

一　一　一　一　次次次次号号号号又又又又はははは第三第三第三第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合以外場合以外場合以外場合以外のののの場合場合場合場合 次次次次のイからホまでにのイからホまでにのイからホまでにのイからホまでに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のののの区区区区分分分分にににに応応応応

じ、それぞれイからホまでに定める金額じ、それぞれイからホまでに定める金額じ、それぞれイからホまでに定める金額じ、それぞれイからホまでに定める金額

イ　イ　イ　イ　第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 八万百八万百八万百八万百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るものにるものにるものにるものに

あつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる

金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当

該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到

達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて

同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額

に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額

が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。

ただし、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた月以前の十二月ただし、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた月以前の十二月ただし、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた月以前の十二月ただし、当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）のあつた月以前の十二月

以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）を受けた以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）を受けた以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）を受けた以内に既に高額療養費（当該特定疾病給付対象療養（入院療養に限る。）を受けた

組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係

るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている月数がるものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている月数がるものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている月数がるものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。）が支給されている月数が

三月以上ある場合（以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回三月以上ある場合（以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回三月以上ある場合（以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回三月以上ある場合（以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回

該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療該当の場合」という。）にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療

養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。養に係るものにあつては、二万二千二百円）とする。

ロ　ロ　ロ　ロ　第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 二十五万二千六百二十五万二千六百二十五万二千六百二十五万二千六百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに

係るものにあつては、十二万六千三百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イか係るものにあつては、十二万六千三百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イか係るものにあつては、十二万六千三百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イか係るものにあつては、十二万六千三百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イか

らヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところらヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところらヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところらヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところ

により算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が八十四万二により算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が八十四万二により算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が八十四万二により算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が八十四万二



千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下こ千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下こ千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下こ千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下こ

のロにおいて同じ。）に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円をのロにおいて同じ。）に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円をのロにおいて同じ。）に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円をのロにおいて同じ。）に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円を

控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合控除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合

において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、

その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）

との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつてとの合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつてとの合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつてとの合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつて

は、十四万百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十は、十四万百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十は、十四万百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十は、十四万百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十

円）とする。円）とする。円）とする。円）とする。

ハ　ハ　ハ　ハ　第一項第三第一項第三第一項第三第一項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 十六万七千四百十六万七千四百十六万七千四百十六万七千四百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係

るものにあつては、八万三千七百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘるものにあつては、八万三千七百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘるものにあつては、八万三千七百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘるものにあつては、八万三千七百円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘ

までに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところによまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところによまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところによまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところによ

り算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円り算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円り算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円り算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が五十五万八千円

（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下この（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下この（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下この（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下この

ハにおいて同じ。）に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控ハにおいて同じ。）に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控ハにおいて同じ。）に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控ハにおいて同じ。）に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控

除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合に除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合に除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合に除した金額に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合に

おいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そおいて、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、そ

の端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）と

の合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつての合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつての合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつての合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつて

は、九万三千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五は、九万三千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五は、九万三千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五は、九万三千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五

百円）とする。百円）とする。百円）とする。百円）とする。

ニ　ニ　ニ　ニ　第一項第四第一項第四第一項第四第一項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 五万七千六百五万七千六百五万七千六百五万七千六百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るるるる

ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多

数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る

ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。

ホ　ホ　ホ　ホ　第一項第五第一項第五第一項第五第一項第五号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 三万五千四百三万五千四百三万五千四百三万五千四百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るるるる

ものにあつては、一万七千七百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、一万七千七百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、一万七千七百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、一万七千七百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多

数回該当の場合にあつては、二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、二万四千六百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る

ものにあつては、一万二千三百円）とする。ものにあつては、一万二千三百円）とする。ものにあつては、一万二千三百円）とする。ものにあつては、一万二千三百円）とする。

二　二　二　二　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付対対対対象療養象療養象療養象療養であつてであつてであつてであつて、入院療、入院療、入院療、入院療

養である場合　次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに養である場合　次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに養である場合　次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに養である場合　次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに

定める金額定める金額定める金額定める金額

イ　イ　イ　イ　第三項第一第三項第一第三項第一第三項第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 五万七千六百五万七千六百五万七千六百五万七千六百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るるるる

ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多ものにあつては、二万八千八百円）。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多

数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る数回該当の場合にあつては、四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係る

ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。ものにあつては、二万二千二百円）とする。

ロ　ロ　ロ　ロ　第三項第二第三項第二第三項第二第三項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 八万百八万百八万百八万百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るものにるものにるものにるものに

あつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げるあつては、四万五十円）と、第十一条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる

金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当

該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到該特定疾病給付対象療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円（七十五歳到

達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて

同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額同じ。）に満たないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額

に百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そに百分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、そ

の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額の端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額

が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。

ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千



四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円）と四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円）と四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円）と四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円）と

する。する。する。する。

ハ　ハ　ハ　ハ　第三項第三第三項第三第三項第三第三項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 二万四千六百二万四千六百二万四千六百二万四千六百円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るるるる

ものにあつては、一万二千三百円）ものにあつては、一万二千三百円）ものにあつては、一万二千三百円）ものにあつては、一万二千三百円）

ニ　ニ　ニ　ニ　第三項第四第三項第四第三項第四第三項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 一万五千一万五千一万五千一万五千円円円円（七十五（七十五（七十五（七十五歳歳歳歳到達時特例到達時特例到達時特例到達時特例対対対対象療養象療養象療養象療養にににに係係係係るものるものるものるもの

にあつては、七千五百円）にあつては、七千五百円）にあつては、七千五百円）にあつては、七千五百円）

三　三　三　三　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付特定疾病給付対対対対象療養象療養象療養象療養であつてであつてであつてであつて、外、外、外、外来来来来療療療療

養である場合　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに養である場合　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに養である場合　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに養である場合　次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに

定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハ定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハ定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハ定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハ

までに定める金額に二分の一を乗じて得た金額）までに定める金額に二分の一を乗じて得た金額）までに定める金額に二分の一を乗じて得た金額）までに定める金額に二分の一を乗じて得た金額）

イ　イ　イ　イ　第三項第一第三項第一第三項第一第三項第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 一万四千一万四千一万四千一万四千円円円円

ロ　ロ　ロ　ロ　第三項第二第三項第二第三項第二第三項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 五万七千六百五万七千六百五万七千六百五万七千六百円円円円

ハ　ハ　ハ　ハ　第三項第三第三項第三第三項第三第三項第三号号号号又又又又はははは第四第四第四第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 八千八千八千八千円円円円

８　８　８　８　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第八項三第八項三第八項三第八項のののの高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合のののの区区区区分分分分にににに

応じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当応じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当応じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当応じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当

該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。

一　一　一　一　次次次次号号号号又又又又はははは第三第三第三第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合以外場合以外場合以外場合以外のののの場合場合場合場合 三万五千四百三万五千四百三万五千四百三万五千四百円円円円

二　二　二　二　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第八項三第八項三第八項三第八項にににに規定規定規定規定するするするする療養療養療養療養

であつて、入院療養である場合　一万五千円であつて、入院療養である場合　一万五千円であつて、入院療養である場合　一万五千円であつて、入院療養である場合　一万五千円

三　三　三　三　七十七十七十七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後のののの第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第八項三第八項三第八項三第八項にににに規定規定規定規定するするするする療養療養療養療養

であつて、外来療養である場合　八千円であつて、外来療養である場合　八千円であつて、外来療養である場合　八千円であつて、外来療養である場合　八千円

９　９　９　９　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第九項三第九項三第九項三第九項のののの高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額高額療養費算定基準額はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のののの区区区区分分分分にににに応応応応

じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該じ、当該各号に定める金額（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該

各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。）とする。

一　一　一　一　次次次次号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者 一万一万一万一万円円円円

二　二　二　二　第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号及及及及びびびび第三第三第三第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者（七十者（七十者（七十者（七十歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの属属属属するするするする月月月月のののの翌月以後翌月以後翌月以後翌月以後にににに第第第第

十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康十一条の三の三第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康

保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療

養を受けた者を除く。）　二万円養を受けた者を除く。）　二万円養を受けた者を除く。）　二万円養を受けた者を除く。）　二万円

１０　１０　１０　１０　前前前前条条条条第一項（同第一項（同第一項（同第一項（同条条条条第二項第二項第二項第二項からからからから第四項第四項第四項第四項までにおいてまでにおいてまでにおいてまでにおいて準用準用準用準用するするするする場合場合場合場合をををを含含含含むむむむ。）、第五項。）、第五項。）、第五項。）、第五項

（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第七項の高額療養費算定基準額は、（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第七項の高額療養費算定基準額は、（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第七項の高額療養費算定基準額は、（同条第六項において準用する場合を含む。）及び第七項の高額療養費算定基準額は、

それぞれ十四万四千円とする。それぞれ十四万四千円とする。それぞれ十四万四千円とする。それぞれ十四万四千円とする。

（その他高額療養費の支給に関する事項）（その他高額療養費の支給に関する事項）（その他高額療養費の支給に関する事項）（その他高額療養費の支給に関する事項）

第十一条の三の六　第十一条の三の六　第十一条の三の六　第十一条の三の六　組合員組合員組合員組合員がががが同一同一同一同一のののの月月月月にににに一一一一のののの法第五十五法第五十五法第五十五法第五十五条条条条第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号若若若若しくはしくはしくはしくは第三第三第三第三号号号号にににに

掲げる医療機関若しくは薬局（以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」と掲げる医療機関若しくは薬局（以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」と掲げる医療機関若しくは薬局（以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」と掲げる医療機関若しくは薬局（以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」と

いう。）又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者（以下この項及びいう。）又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者（以下この項及びいう。）又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者（以下この項及びいう。）又は法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者（以下この項及び

第六項において「指定訪問看護事業者」という。）から療養を受けた場合において、法第六項において「指定訪問看護事業者」という。）から療養を受けた場合において、法第六項において「指定訪問看護事業者」という。）から療養を受けた場合において、法第六項において「指定訪問看護事業者」という。）から療養を受けた場合において、法

第五十五条第二項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置が採ら第五十五条第二項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置が採ら第五十五条第二項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置が採ら第五十五条第二項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第一項第一号の措置が採ら

れるときは、当該減額された一部負担金）、保険外併用療養費負担額（保険外併用療養れるときは、当該減額された一部負担金）、保険外併用療養費負担額（保険外併用療養れるときは、当該減額された一部負担金）、保険外併用療養費負担額（保険外併用療養れるときは、当該減額された一部負担金）、保険外併用療養費負担額（保険外併用療養

費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は費の支給につき法第五十五条の五第三項において準用する法第五十五条の三第三項又は

第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき

算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条に算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条に算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条に算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条に

おいて同じ。）又は訪問看護療養費負担額（訪問看護療養費の支給につき法第五十六条おいて同じ。）又は訪問看護療養費負担額（訪問看護療養費の支給につき法第五十六条おいて同じ。）又は訪問看護療養費負担額（訪問看護療養費の支給につき法第五十六条おいて同じ。）又は訪問看護療養費負担額（訪問看護療養費の支給につき法第五十六条

の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問

看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下



この項及び第六項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条この項及び第六項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条この項及び第六項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条この項及び第六項において同じ。）の支払が行われなかつたときは、組合は、第十一条

の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部

負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号

医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

一　一　一　一　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第一項三第一項三第一項三第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合 次次次次のイからホまのイからホまのイからホまのイからホま

でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額

イ　イ　イ　イ　前前前前条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるにより組合の認定を受けている者　八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるにより組合の認定を受けている者　八万百円と、当該療養につき財務省令で定めるにより組合の認定を受けている者　八万百円と、当該療養につき財務省令で定める

ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満た

ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗ないときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗

じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五

十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上で十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上で十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上で十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上で

あるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療あるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療あるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療あるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療

養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ロ　ロ　ロ　ロ　前前前前条条条条第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省により組合の認定を受けている者　二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省により組合の認定を受けている者　二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省により組合の認定を受けている者　二十五万二千六百円と、当該療養につき財務省

令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が八十四万二令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が八十四万二令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が八十四万二令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が八十四万二

千円に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円を控除した金額に百千円に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円を控除した金額に百千円に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円を控除した金額に百千円に満たないときは、八十四万二千円）から八十四万二千円を控除した金額に百

分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端分の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端

数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五

十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ

し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

ハ　ハ　ハ　ハ　前前前前条条条条第一項第三第一項第三第一項第三第一項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令により組合の認定を受けている者　十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令により組合の認定を受けている者　十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令により組合の認定を受けている者　十六万七千四百円と、当該療養につき財務省令

で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が五十五万八千で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が五十五万八千で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が五十五万八千で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が五十五万八千

円に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控除した金額に百分円に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控除した金額に百分円に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控除した金額に百分円に満たないときは、五十五万八千円）から五十五万八千円を控除した金額に百分

の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数の一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数

金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十

銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただ

し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。し、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

ニ　ニ　ニ　ニ　前前前前条条条条第一項第四第一項第四第一項第四第一項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該

当の場合にあつては、四万四千四百円とする。当の場合にあつては、四万四千四百円とする。当の場合にあつては、四万四千四百円とする。当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ホ　ホ　ホ　ホ　前前前前条条条条第一項第五第一項第五第一項第五第一項第五号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該により組合の認定を受けている者　三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該

当の場合にあつては、二万四千六百円とする。当の場合にあつては、二万四千六百円とする。当の場合にあつては、二万四千六百円とする。当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

二　二　二　二　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第三項三第三項三第三項三第三項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合 次次次次のイからニまのイからニまのイからニまのイからニま

でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額

イ　イ　イ　イ　ロからニまでにロからニまでにロからニまでにロからニまでに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者 五万七千六百五万七千六百五万七千六百五万七千六百円円円円。。。。ただしただしただしただし、高額療養費多、高額療養費多、高額療養費多、高額療養費多数数数数回回回回

該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ロ　ロ　ロ　ロ　前前前前条条条条第三項第二第三項第二第三項第二第三項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 八万百八万百八万百八万百円円円円とととと、、、、当当当当該療養該療養該療養該療養につきにつきにつきにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるとめるとめるとめると

ころにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たなころにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たなころにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たなころにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十六万七千円に満たな

いときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じいときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じいときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じいときは、二十六万七千円）から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じ

て得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十て得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十て得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十て得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十



銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であ銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であ銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であ銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であ

るときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養るときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養るときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養るときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、高額療養

費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ハ　ハ　ハ　ハ　前前前前条条条条第三項第三第三項第三第三項第三第三項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　二万四千六百円により組合の認定を受けている者　二万四千六百円により組合の認定を受けている者　二万四千六百円により組合の認定を受けている者　二万四千六百円

ニ　ニ　ニ　ニ　前前前前条条条条第三項第四第三項第四第三項第四第三項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　一万五千円により組合の認定を受けている者　一万五千円により組合の認定を受けている者　一万五千円により組合の認定を受けている者　一万五千円

三　三　三　三　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第四項三第四項三第四項三第四項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合 次次次次のイからニまのイからニまのイからニまのイからニま

でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額

イ　イ　イ　イ　ロからニまでにロからニまでにロからニまでにロからニまでに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者 二万八千八百二万八千八百二万八千八百二万八千八百円円円円。。。。ただしただしただしただし、高額療養費多、高額療養費多、高額療養費多、高額療養費多数数数数回回回回

該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

ロ　ロ　ロ　ロ　前前前前条条条条第四項第二第四項第二第四項第二第四項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 四万五十四万五十四万五十四万五十円円円円とととと、、、、当当当当該療養該療養該療養該療養につきにつきにつきにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるめるめるめる

ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円に満ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円に満ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円に満ところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が十三万三千五百円に満

たないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百円を控除した金額に百分のたないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百円を控除した金額に百分のたないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百円を控除した金額に百分のたないときは、十三万三千五百円）から十三万三千五百円を控除した金額に百分の

一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金一を乗じて得た金額（その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金

額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭

以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。）との合算額。ただし、

高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

ハ　ハ　ハ　ハ　前前前前条条条条第四項第三第四項第三第四項第三第四項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　一万二千三百円により組合の認定を受けている者　一万二千三百円により組合の認定を受けている者　一万二千三百円により組合の認定を受けている者　一万二千三百円

ニ　ニ　ニ　ニ　前前前前条条条条第四項第四第四項第四第四項第四第四項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　七千五百円により組合の認定を受けている者　七千五百円により組合の認定を受けている者　七千五百円により組合の認定を受けている者　七千五百円

四　四　四　四　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの三三三三のののの三第五項三第五項三第五項三第五項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合 次次次次のイからハまのイからハまのイからハまのイからハま

でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額でに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額

イ　イ　イ　イ　ロロロロ又又又又はハにはハにはハにはハに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者 一万四千一万四千一万四千一万四千円円円円

ロ　ロ　ロ　ロ　前前前前条条条条第五項第二第五項第二第五項第二第五項第二号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者 五万七千六百五万七千六百五万七千六百五万七千六百円円円円

ハ　ハ　ハ　ハ　前前前前条条条条第五項第三第五項第三第五項第三第五項第三号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに該該該該当当当当していることにつきしていることにつきしていることにつきしていることにつき財務省令財務省令財務省令財務省令でででで定定定定めるところめるところめるところめるところ

により組合の認定を受けている者　八千円により組合の認定を受けている者　八千円により組合の認定を受けている者　八千円により組合の認定を受けている者　八千円

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる支支支支払払払払があつたときはがあつたときはがあつたときはがあつたときは、、、、そのそのそのその限度限度限度限度においてにおいてにおいてにおいて、組合員、組合員、組合員、組合員にににに対対対対しししし第十一第十一第十一第十一条条条条のののの

三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみな三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみな三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみな三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみな

す。す。す。す。

３　３　３　３　組合員組合員組合員組合員がががが同一同一同一同一のののの月月月月にににに一一一一のののの法第五十五法第五十五法第五十五法第五十五条条条条第一項第一第一項第一第一項第一第一項第一号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる医医医医療機療機療機療機関関関関又又又又はははは薬薬薬薬局（第八局（第八局（第八局（第八

項において「第一号医療機関等」という。）から療養を受けた場合において、組合がそ項において「第一号医療機関等」という。）から療養を受けた場合において、組合がそ項において「第一号医療機関等」という。）から療養を受けた場合において、組合がそ項において「第一号医療機関等」という。）から療養を受けた場合において、組合がそ

の組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のの組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のの組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のの組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額の

うち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額うち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額うち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額うち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

を控除した金額（以下この項において「控除後の額」という。）の限度において、当該を控除した金額（以下この項において「控除後の額」という。）の限度において、当該を控除した金額（以下この項において「控除後の額」という。）の限度において、当該を控除した金額（以下この項において「控除後の額」という。）の限度において、当該

控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し

第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給した第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給した第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給した第十一条の三の三第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給した

ものとみなす。ものとみなす。ものとみなす。ものとみなす。

４　４　４　４　法第五十六法第五十六法第五十六法第五十六条条条条のののの二第三項及二第三項及二第三項及二第三項及びびびび第四項第四項第四項第四項のののの規定規定規定規定はははは、家族訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、家族訪問看護療養費にににに係係係係るるるる指定訪問看指定訪問看指定訪問看指定訪問看

護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給護についての第十一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給

（家族訪問看護療養費負担額（家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三（家族訪問看護療養費負担額（家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三（家族訪問看護療養費負担額（家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三（家族訪問看護療養費負担額（家族訪問看護療養費の支給につき法第五十七条の三第三

項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族項において準用する法第五十六条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族

訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看

護療養費の額を控除した金額をいう。）から第一項各号に掲げる場合については当該場護療養費の額を控除した金額をいう。）から第一項各号に掲げる場合については当該場護療養費の額を控除した金額をいう。）から第一項各号に掲げる場合については当該場護療養費の額を控除した金額をいう。）から第一項各号に掲げる場合については当該場



合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療

養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当しているこ

とにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区

分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。）について準

用する。この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被

扶養者が」と読み替えるものとする。

５　法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第十

一条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給（家族療養費負担額

（家族療養費の支給につき法第五十七条第四項又は第五項の規定の適用がある場合にお

ける当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額

を控除した金額をいう。）から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応

じ当該各号に定める金額を、第十一条の三の三第二項の規定により高額療養費を支給す

る場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務

省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該

各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。）について準用する。

６　組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支

給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一

条の三の三第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事

業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受

けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を

受けた場合において、法第五十五条第二項に規定する一部負担金（法第五十五条の二第

一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金）、保険外併用療養費

負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に

要した費用のうち第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費とし

て組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事

業者に支払うものとする。

７　前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第十一条の三の三第六項から第

九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

８　組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医

療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第十一条の三の三第八項の規定に該

当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項

の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を

受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十五条第三項に規定する一

部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第十一条の三の三第六項から第九項まで

の規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除し

たときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。

９　法第五十六条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看

護についての第十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給に

ついて準用する。この場合において、法第五十六条の二第三項中「組合員が」とあるの

は「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律（平成六年法律第百十七号）による一般疾病医療費の支給その他財務省令で

定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

１０　法第五十七条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第

十一条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用す

る。この場合において、法第五十七条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子



爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による一般疾病医療

費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養

に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

１１　健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第十一条の三の三の規定

による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項

中「第四十一条」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百

七号）第十一条の三の三」と、同条第十項中「法第六十三条第一項第五号」とあるのは

「国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号」と、「第四十一条」とあるのは「国

家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三」と読み替えるものとする。

１２　組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の

当該計算期間において医療保険加入者（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項

に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十一条の三の六の四第一項

において同じ。）とならない場合その他財務省令で定める場合における第十一条の三の

四の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日（当該財務

省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日）を基準日とみなして、同条及び前

条第十項の規定を適用する。

１３　防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が自衛官（同法第

二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに

防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（同法第

二十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若し

くは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。）である組合員に対して行つた療養

の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、

前三条及び前各項の規定の適用については、法の規定による給付とみなす。

１４　高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。

（高額介護合算療養費の支給要件及び支給額）

第十一条の三の六の二　高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十

歳以上介護合算支給総額（次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項

の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額（当該金額が健康保険法施行令第四十

三条の二第一項に規定する支給基準額（以下この条において「支給基準額」という。）

以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項

ただし書に該当する場合には、零とする。）をいう。）を控除した金額（以下この項に

おいて「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が介護合算算定基準額に支給基

準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合

算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
あん

分率

（第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除

した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た

金額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び

第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

一　計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又

はその被扶養者として受けた療養（法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付

に係る療養（以下この条において「継続給付に係る療養」という。）を含む。）に係

る次に掲げる金額の合算額（第十一条の三の三第一項から第五項まで又は第十一条の

三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した

金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減



するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額

とする。）

イ　当該療養（特定給付対象療養を除く。）に係る第十一条の三の三第一項第一号イ

からヘまでに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るもの

にあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円

（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円）以上のものに

限る。）を合算した金額

ロ　当該療養（特定給付対象療養に限る。）について、当該療養を受けた者がなお負

担すべき金額（七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものに

あつては、当該特定給付対象療養に係る第十一条の三の三第一項第一号イからヘま

でに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養

について二万千円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百

円）以上のものに限る。）を合算した金額

二　基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合

員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養

に係る前号に規定する合算額

三　基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被

扶養者が受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）又はその被扶養者であつた者が

その被扶養者であつた間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る第一号

に規定する合算額

四　基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被

扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた

療養に係る第一号に規定する合算額

五　基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等（第十一条の三の

四第九項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。）であ

つた間に、当該被保険者等が受けた療養（前各号に規定する療養を除く。）又はその

被扶養者等（同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項におい

て同じ。）であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規

定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額

六　基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等（介護保険法

施行令（平成十年政令第四百十二号）第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サー

ビス等をいう。次項において同じ。）に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金

額の合算額（同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当

該支給額を控除した金額とする。）

七　基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等（介護保

険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項に

おいて同じ。）に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額（同令第二

十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつ

ては、当該支給額を控除した金額とする。）

２　前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養

又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等（以下この項及び第六項において「七

十歳以上合算対象サービス」という。）に係る金額に相当する金額として財務省令で定

めるところにより算定した金額を合算した金額（以下この項において「七十歳以上介護

合算一部負担金等世帯合算額」という。）が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準

額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十



歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按
あん

分率（七十歳以上

合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定め

るところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して

得た率をいう。）を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給す

る。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金

額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又

は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金

額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるとき

は、この限りでない。

３　前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日被扶養者に

限る。）に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第

一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」

とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み

替えるものとする。

４　第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日

において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。）に対する高額介護合算

療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」

とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、

当該組合の組合員であつた者が受けた療養（第一号に規定する継続給付に係る療養を含

む。）又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養（同号に規

定する継続給付に係る療養を含む。）に係る同号に規定する合算額」と、同項第一号中

「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員（基準日において当該他の組合の組合

員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。）」と、

「組合の」とあるのは「他の組合（以下この項において「基準日組合」という。）の」

と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日

被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者（基準日において基準日組

合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」とい

う。）が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他

の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係

る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該

組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養（七十歳に達す

る日の属する月の翌月以後に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に限る。）又

はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養（七十歳に達する日

の属する月の翌月以後に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に限る。）に係る

前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。

５　計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において被保険者等（国民健

康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保

険者を除く。）である者又は被扶養者等である者に限る。）に対する高額介護合算療養

費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被

扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる

金額に相当する金額（以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。）を合

算した金額から七十歳以上介護合算支給総額（次項の七十歳以上介護合算一部負担金等

世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額（当該金額が支給

基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につ

き同項ただし書に該当する場合には、零とする。）をいう。）を控除した金額（以下こ



の項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が介護合算算定基準額に

支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負

担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
あん

分率（この項

に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた

療養（継続給付に係る療養を含む。）又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であ

つた間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る通算対象負担額から次項の

規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金

等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一

号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係

る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

６　通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額とし

て財務省令で定めるところにより算定した金額（以下この項において「七十歳以上通算

対象負担額」という。）を合算した金額（以下この項において「七十歳以上介護合算一

部負担金等世帯合算額」という。）が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加

えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上

介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按
あん

分率（前項に規定する者

が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療

養（継続給付に係る療養を含む。）又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつ

た間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る七十歳以上通算対象負担額

を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得

た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一

号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び

第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りで

ない。

７　計算期間において当該組合の組合員であつた者（基準日において後期高齢者医療の被

保険者である者に限る。）に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保

険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲

げる金額に相当する金額（以下この項において「通算対象負担額」という。）を合算し

た金額（以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が介護合

算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、

介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
あん

分率（この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該

組合員であつた者が受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）又はその被扶養者であ

つた者がその被扶養者であつた間に受けた療養（継続給付に係る療養を含む。）に係る

通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じ

て得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算

した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であると

きは、この限りでない。

（介護合算算定基準額）

第十一条の三の六の三　前条第一項（同条第三項及び第四項において準用する場合を除

く。）の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める

金額とする。

一　次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円

二　基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員 二百十二万円



三　三　三　三　基準日基準日基準日基準日がががが属属属属するするするする月月月月のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額がががが五十三万五十三万五十三万五十三万円円円円以上八十三万以上八十三万以上八十三万以上八十三万円円円円未未未未満満満満のののの組合員組合員組合員組合員 百百百百

四十一万円四十一万円四十一万円四十一万円

四　四　四　四　基準日基準日基準日基準日がががが属属属属するするするする月月月月のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額がががが二十八万二十八万二十八万二十八万円円円円未未未未満満満満のののの組合員（次組合員（次組合員（次組合員（次号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者をををを

除く。）　六十万円除く。）　六十万円除く。）　六十万円除く。）　六十万円

五　五　五　五　市町村民市町村民市町村民市町村民税税税税非課非課非課非課税税税税者（基準日者（基準日者（基準日者（基準日のののの属属属属するするするする年度年度年度年度のののの前年度（次前年度（次前年度（次前年度（次条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより前年前年前年前年

の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にの八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にの八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にの八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合に

あつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村あつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村あつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村あつては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村

民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され

た者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有した者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有した者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有した者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有し

ない者を除く。）をいう。次項第三号において同じ。）である組合員（第二号及び第ない者を除く。）をいう。次項第三号において同じ。）である組合員（第二号及び第ない者を除く。）をいう。次項第三号において同じ。）である組合員（第二号及び第ない者を除く。）をいう。次項第三号において同じ。）である組合員（第二号及び第

三号に掲げる者を除く。）　三十四万円三号に掲げる者を除く。）　三十四万円三号に掲げる者を除く。）　三十四万円三号に掲げる者を除く。）　三十四万円

２　２　２　２　前前前前条条条条第二項（同第二項（同第二項（同第二項（同条条条条第三項及第三項及第三項及第三項及びびびび第四項第四項第四項第四項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする場合場合場合場合をををを除除除除くくくく。）。）。）。）のののの七十七十七十七十歳歳歳歳以上介以上介以上介以上介

護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とす護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とす護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とす護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とす

る。る。る。る。

一　一　一　一　次次次次号号号号からからからから第四第四第四第四号号号号までにまでにまでにまでに掲掲掲掲げるげるげるげる者以外者以外者以外者以外のののの者者者者 五十六万五十六万五十六万五十六万円円円円

二　二　二　二　基準日基準日基準日基準日においてにおいてにおいてにおいて療養療養療養療養のののの給付給付給付給付をををを受受受受けることとしたけることとしたけることとしたけることとした場合場合場合場合にににに法第五十五法第五十五法第五十五法第五十五条条条条第二項第三第二項第三第二項第三第二項第三号号号号のののの

規定が適用される者　六十七万円規定が適用される者　六十七万円規定が適用される者　六十七万円規定が適用される者　六十七万円

三　三　三　三　市町村民市町村民市町村民市町村民税税税税非課非課非課非課税税税税者者者者であるであるであるである組合員（前組合員（前組合員（前組合員（前号号号号又又又又はははは次次次次号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者をををを除除除除くくくく。）。）。）。） 三十一万三十一万三十一万三十一万

円円円円

四　四　四　四　健康保健康保健康保健康保険険険険法施行令第四十三法施行令第四十三法施行令第四十三法施行令第四十三条条条条のののの三第二項第四三第二項第四三第二項第四三第二項第四号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに相相相相当当当当するするするする者（第二者（第二者（第二者（第二号号号号にににに

掲げる者を除く。）　十九万円掲げる者を除く。）　十九万円掲げる者を除く。）　十九万円掲げる者を除く。）　十九万円

３　３　３　３　第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定はははは前前前前条条条条第三項第三項第三項第三項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする同同同同条条条条第一項第一項第一項第一項のののの介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額についについについについ

て、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基て、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基て、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基て、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基

準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条第準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条第準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条第準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条第

三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準

用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当

該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次

の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項（同条第三項及び第四の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項（同条第三項及び第四の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項（同条第三項及び第四の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項（同条第三項及び第四

項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準用する同条第項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準用する同条第項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準用する同条第項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第三項において準用する同条第

二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合

員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げ員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げ員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げ員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げ

る基準日組合員である者」と読み替えるものとする。る基準日組合員である者」と読み替えるものとする。る基準日組合員である者」と読み替えるものとする。る基準日組合員である者」と読み替えるものとする。

４　４　４　４　第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定はははは前前前前条条条条第四項第四項第四項第四項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする同同同同条条条条第一項第一項第一項第一項のののの介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額についについについについ

て、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定て、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定て、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定て、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定

基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項（同条

第三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において第三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において第三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において第三項及び第四項において準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において

準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する

当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあ当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあ当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあ当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあ

つては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶つては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶つては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶つては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶

養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあ養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあ養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあ養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあ

るのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項（同条第三項及び第四項においるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項（同条第三項及び第四項においるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項（同条第三項及び第四項においるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項（同条第三項及び第四項におい

て準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」て準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」て準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」て準用する場合を除く。）」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」

と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であと、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であと、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であと、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であ

つた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げ

る当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつてる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつてる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつてる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつて



は次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該は次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該は次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該は次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該

各号」と読み替えるものとする。各号」と読み替えるものとする。各号」と読み替えるものとする。各号」と読み替えるものとする。

５　５　５　５　前前前前条条条条第五項第五項第五項第五項のののの介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額についてはについてはについてはについては、次、次、次、次のののの表表表表のののの上欄上欄上欄上欄にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のののの区区区区分分分分にににに応応応応

じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額

については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定をについては、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定をについては、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定をについては、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を

準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。

基準日において地方の基準日において地方の基準日において地方の基準日において地方の

組合の組合員である者組合の組合員である者組合の組合員である者組合の組合員である者

又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ

る者る者る者る者

地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施

行令（昭和三十七年政令第行令（昭和三十七年政令第行令（昭和三十七年政令第行令（昭和三十七年政令第

三百五十二号）第二十三条三百五十二号）第二十三条三百五十二号）第二十三条三百五十二号）第二十三条

の三の七第一項（同条第三の三の七第一項（同条第三の三の七第一項（同条第三の三の七第一項（同条第三

項において準用する場合を項において準用する場合を項において準用する場合を項において準用する場合を

含む。）及び第二十三条の含む。）及び第二十三条の含む。）及び第二十三条の含む。）及び第二十三条の

三の八第一項三の八第一項三の八第一項三の八第一項

地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施地方公務員等共済組合法施

行令第二十三条の三の七第行令第二十三条の三の七第行令第二十三条の三の七第行令第二十三条の三の七第

二項（同条第三項において二項（同条第三項において二項（同条第三項において二項（同条第三項において

準用する場合を含む。）及準用する場合を含む。）及準用する場合を含む。）及準用する場合を含む。）及

び第二十三条の三の八第一び第二十三条の三の八第一び第二十三条の三の八第一び第二十三条の三の八第一

項項項項

基準日において私学共基準日において私学共基準日において私学共基準日において私学共

済制度の加入者である済制度の加入者である済制度の加入者である済制度の加入者である

者又はその被扶養者で者又はその被扶養者で者又はその被扶養者で者又はその被扶養者で

ある者ある者ある者ある者

私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行

令（昭和二十八年政令第四令（昭和二十八年政令第四令（昭和二十八年政令第四令（昭和二十八年政令第四

百二十五号）第六条におい百二十五号）第六条におい百二十五号）第六条におい百二十五号）第六条におい

て準用する第一項（同条にて準用する第一項（同条にて準用する第一項（同条にて準用する第一項（同条に

おいて準用する第三項におおいて準用する第三項におおいて準用する第三項におおいて準用する第三項にお

いて準用する場合を含いて準用する場合を含いて準用する場合を含いて準用する場合を含

む。）及び次条第一項む。）及び次条第一項む。）及び次条第一項む。）及び次条第一項

私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行私立学校教職員共済法施行

令第六条において準用する令第六条において準用する令第六条において準用する令第六条において準用する

第二項（同条において準用第二項（同条において準用第二項（同条において準用第二項（同条において準用

する第三項において準用すする第三項において準用すする第三項において準用すする第三項において準用す

る場合を含む。）及び次条る場合を含む。）及び次条る場合を含む。）及び次条る場合を含む。）及び次条

第一項第一項第一項第一項

基準日において防衛省基準日において防衛省基準日において防衛省基準日において防衛省

の職員の給与等に関すの職員の給与等に関すの職員の給与等に関すの職員の給与等に関す

る法律施行令（昭和二る法律施行令（昭和二る法律施行令（昭和二る法律施行令（昭和二

十七年政令第三百六十十七年政令第三百六十十七年政令第三百六十十七年政令第三百六十

八号）第十七条の三第八号）第十七条の三第八号）第十七条の三第八号）第十七条の三第

一項に規定する自衛官一項に規定する自衛官一項に規定する自衛官一項に規定する自衛官

等である者等である者等である者等である者

防衛省の職員の給与等に関防衛省の職員の給与等に関防衛省の職員の給与等に関防衛省の職員の給与等に関

する法律施行令第十七条のする法律施行令第十七条のする法律施行令第十七条のする法律施行令第十七条の

六の五第一項及び第十七条六の五第一項及び第十七条六の五第一項及び第十七条六の五第一項及び第十七条

の六の六第一項の六の六第一項の六の六第一項の六の六第一項

第二項及び次条第一項第二項及び次条第一項第二項及び次条第一項第二項及び次条第一項

基準日において健康保基準日において健康保基準日において健康保基準日において健康保

険の被保険者（日雇特険の被保険者（日雇特険の被保険者（日雇特険の被保険者（日雇特

例被保険者並びに組合例被保険者並びに組合例被保険者並びに組合例被保険者並びに組合

員、地方の組合の組合員、地方の組合の組合員、地方の組合の組合員、地方の組合の組合

員及び私学共済制度の員及び私学共済制度の員及び私学共済制度の員及び私学共済制度の

加入者を除く。）であ加入者を除く。）であ加入者を除く。）であ加入者を除く。）であ

る者又はその被扶養者る者又はその被扶養者る者又はその被扶養者る者又はその被扶養者

である者である者である者である者

健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三

条の三第一項（同条第三項条の三第一項（同条第三項条の三第一項（同条第三項条の三第一項（同条第三項

において準用する場合を含において準用する場合を含において準用する場合を含において準用する場合を含

む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四

第一項第一項第一項第一項

健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三健康保険法施行令第四十三

条の三第二項（同条第三項条の三第二項（同条第三項条の三第二項（同条第三項条の三第二項（同条第三項

において準用する場合を含において準用する場合を含において準用する場合を含において準用する場合を含

む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四む。）及び第四十三条の四

第一項第一項第一項第一項

基準日において日雇特基準日において日雇特基準日において日雇特基準日において日雇特

例被保険者（日雇特例例被保険者（日雇特例例被保険者（日雇特例例被保険者（日雇特例

被保険者であつた者を被保険者であつた者を被保険者であつた者を被保険者であつた者を

含む。）である者又は含む。）である者又は含む。）である者又は含む。）である者又は

その被扶養者である者その被扶養者である者その被扶養者である者その被扶養者である者

健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四

条第五項において準用する条第五項において準用する条第五項において準用する条第五項において準用する

同令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第一項同令第四十三条の三第一項

（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に

おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十

三条の三第三項において準三条の三第三項において準三条の三第三項において準三条の三第三項において準

用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び

第四十四条第七項第四十四条第七項第四十四条第七項第四十四条第七項

健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四健康保険法施行令第四十四

条第五項において準用する条第五項において準用する条第五項において準用する条第五項において準用する

同令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項同令第四十三条の三第二項

（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に（同令第四十四条第五項に

おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十おいて準用する同令第四十

三条の三第三項において準三条の三第三項において準三条の三第三項において準三条の三第三項において準

用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び用する場合を含む。）及び

第四十四条第七項第四十四条第七項第四十四条第七項第四十四条第七項



基準日において船員保基準日において船員保基準日において船員保基準日において船員保

険の被保険者（組合員険の被保険者（組合員険の被保険者（組合員険の被保険者（組合員

及び地方の組合の組合及び地方の組合の組合及び地方の組合の組合及び地方の組合の組合

員を除く。）である者員を除く。）である者員を除く。）である者員を除く。）である者

又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ又はその被扶養者であ

る者る者る者る者

船員保険法施行令（昭和二船員保険法施行令（昭和二船員保険法施行令（昭和二船員保険法施行令（昭和二

十八年政令第二百四十号）十八年政令第二百四十号）十八年政令第二百四十号）十八年政令第二百四十号）

第十二条第一項（同条第三第十二条第一項（同条第三第十二条第一項（同条第三第十二条第一項（同条第三

項において準用する場合を項において準用する場合を項において準用する場合を項において準用する場合を

含む。）及び第十三条第一含む。）及び第十三条第一含む。）及び第十三条第一含む。）及び第十三条第一

項項項項

船員保険法施行令第十二条船員保険法施行令第十二条船員保険法施行令第十二条船員保険法施行令第十二条

第二項（同条第三項におい第二項（同条第三項におい第二項（同条第三項におい第二項（同条第三項におい

て準用する場合を含む。）て準用する場合を含む。）て準用する場合を含む。）て準用する場合を含む。）

及び第十三条第一項及び第十三条第一項及び第十三条第一項及び第十三条第一項

基準日において国民健基準日において国民健基準日において国民健基準日において国民健

康保険の世帯主等であ康保険の世帯主等であ康保険の世帯主等であ康保険の世帯主等であ

る者又は当該国民健康る者又は当該国民健康る者又は当該国民健康る者又は当該国民健康

保険の世帯主等と同一保険の世帯主等と同一保険の世帯主等と同一保険の世帯主等と同一

の世帯に属する当該国の世帯に属する当該国の世帯に属する当該国の世帯に属する当該国

民健康保険の世帯主等民健康保険の世帯主等民健康保険の世帯主等民健康保険の世帯主等

以外の国民健康保険の以外の国民健康保険の以外の国民健康保険の以外の国民健康保険の

被保険者である者被保険者である者被保険者である者被保険者である者

国民健康保険法施行令（昭国民健康保険法施行令（昭国民健康保険法施行令（昭国民健康保険法施行令（昭

和三十三年政令第三百六十和三十三年政令第三百六十和三十三年政令第三百六十和三十三年政令第三百六十

二号）第二十九条の四の三二号）第二十九条の四の三二号）第二十九条の四の三二号）第二十九条の四の三

第一項並びに第二十九条の第一項並びに第二十九条の第一項並びに第二十九条の第一項並びに第二十九条の

四の四第一項及び第二項四の四第一項及び第二項四の四第一項及び第二項四の四第一項及び第二項

国民健康保険法施行令第二国民健康保険法施行令第二国民健康保険法施行令第二国民健康保険法施行令第二

十九条の四の三第三項並び十九条の四の三第三項並び十九条の四の三第三項並び十九条の四の三第三項並び

に第二十九条の四の四第一に第二十九条の四の四第一に第二十九条の四の四第一に第二十九条の四の四第一

項及び第二項項及び第二項項及び第二項項及び第二項

６　６　６　６　前前前前条条条条第七項第七項第七項第七項のののの介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額介護合算算定基準額についてはについてはについてはについては、高、高、高、高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律施行法律施行法律施行法律施行

令（平成十九年政令第三百十八号）第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定令（平成十九年政令第三百十八号）第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定令（平成十九年政令第三百十八号）第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定令（平成十九年政令第三百十八号）第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定

を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。

（その他高額介護合算療養費の支給に関する事項）（その他高額介護合算療養費の支給に関する事項）（その他高額介護合算療養費の支給に関する事項）（その他高額介護合算療養費の支給に関する事項）

第十一条の三の六の四　第十一条の三の六の四　第十一条の三の六の四　第十一条の三の六の四　組合員組合員組合員組合員がががが計算期間計算期間計算期間計算期間においてそのにおいてそのにおいてそのにおいてその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、当当当当該資格該資格該資格該資格をををを

喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令

で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日ので定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日ので定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日ので定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の

前日（当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日）を基準日とみなし前日（当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日）を基準日とみなし前日（当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日）を基準日とみなし前日（当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日）を基準日とみなし

て、前二条の規定を適用する。て、前二条の規定を適用する。て、前二条の規定を適用する。て、前二条の規定を適用する。

２　２　２　２　防衛省防衛省防衛省防衛省のののの職員職員職員職員のののの給給給給与与与与等等等等にににに関関関関するするするする法律第二十二法律第二十二法律第二十二法律第二十二条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき国国国国がががが自衛官（同法第二自衛官（同法第二自衛官（同法第二自衛官（同法第二

十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防

衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（同法第二衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（同法第二衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（同法第二衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒（同法第二

十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問十二条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問

看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。）である組合員に対して看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。）である組合員に対して看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。）である組合員に対して看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。）である組合員に対して

行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しく行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しく行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しく行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しく

は高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定には高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定には高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定には高額介護合算療養費の支給は、前二条及び前項の規定の適用については、法の規定に

よる給付とみなす。よる給付とみなす。よる給付とみなす。よる給付とみなす。

３　３　３　３　高額介護合算療養費高額介護合算療養費高額介護合算療養費高額介護合算療養費のののの支給支給支給支給にににに関関関関するするするする手手手手続続続続にににに関関関関してしてしてして必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、財務省令、財務省令、財務省令、財務省令でででで定定定定めるめるめるめる。。。。

（出産費及び家族出産費の額）（出産費及び家族出産費の額）（出産費及び家族出産費の額）（出産費及び家族出産費の額）

第十一条の三の七　第十一条の三の七　第十一条の三の七　第十一条の三の七　法第六十一法第六十一法第六十一法第六十一条条条条第一項（同第一項（同第一項（同第一項（同条条条条第二項第二項第二項第二項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする場合場合場合場合をををを含含含含むむむむ。）及。）及。）及。）及

び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療

所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによ所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによ所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによ所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによ

る医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万四千円に、第一号る医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万四千円に、第一号る医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万四千円に、第一号る医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万四千円に、第一号

に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基

準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。

一　一　一　一　当当当当該病院、診療所、助該病院、診療所、助該病院、診療所、助該病院、診療所、助産産産産所所所所そのそのそのその他他他他のののの者者者者によるによるによるによる医学医学医学医学的管理的管理的管理的管理のののの下下下下におけるにおけるにおけるにおける出出出出産産産産についについについについ

て、特定出産事故（出産（財務省令で定める基準に該当する出産に限る。）に係る事て、特定出産事故（出産（財務省令で定める基準に該当する出産に限る。）に係る事て、特定出産事故（出産（財務省令で定める基準に該当する出産に限る。）に係る事て、特定出産事故（出産（財務省令で定める基準に該当する出産に限る。）に係る事

故（財務省令で定める事由により発生したものを除く。）のうち、出生した者が当該故（財務省令で定める事由により発生したものを除く。）のうち、出生した者が当該故（財務省令で定める事由により発生したものを除く。）のうち、出生した者が当該故（財務省令で定める事由により発生したものを除く。）のうち、出生した者が当該

事故により脳性麻事故により脳性麻事故により脳性麻事故により脳性麻痺痺痺痺
ひひひひ

にかかりにかかりにかかりにかかり、財務省令、財務省令、財務省令、財務省令でででで定定定定めるめるめるめる程度程度程度程度のののの障害障害障害障害のののの状状状状態態態態となつたものをとなつたものをとなつたものをとなつたものを

いう。次号において同じ。）が発生した場合において、当該出生した者の養育に係るいう。次号において同じ。）が発生した場合において、当該出生した者の養育に係るいう。次号において同じ。）が発生した場合において、当該出生した者の養育に係るいう。次号において同じ。）が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る



経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険

契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

二　二　二　二　出出出出産産産産にににに係係係係るるるる医医医医療療療療のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保しししし、、、、当当当当該該該該医医医医療療療療のののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、財務省令、財務省令、財務省令、財務省令でででで定定定定めめめめ

るところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ

確実な実施のための措置を講じていること。確実な実施のための措置を講じていること。確実な実施のための措置を講じていること。確実な実施のための措置を講じていること。

（埋葬料及び家族埋葬料の額）（埋葬料及び家族埋葬料の額）（埋葬料及び家族埋葬料の額）（埋葬料及び家族埋葬料の額）

第十一条の三の八　第十一条の三の八　第十一条の三の八　第十一条の三の八　法第六十三法第六十三法第六十三法第六十三条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる金額金額金額金額はははは、五万、五万、五万、五万

円とする。円とする。円とする。円とする。

（傷病手当金と障害手当金等との併給調整）（傷病手当金と障害手当金等との併給調整）（傷病手当金と障害手当金等との併給調整）（傷病手当金と障害手当金等との併給調整）

第十一条の三の八の二　第十一条の三の八の二　第十一条の三の八の二　第十一条の三の八の二　法第六十六法第六十六法第六十六法第六十六条条条条第七項第七項第七項第七項ただしただしただしただし書書書書にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるときはめるときはめるときはめるときは次次次次のののの

各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定める額とする。合の区分に応じ当該各号に定める額とする。合の区分に応じ当該各号に定める額とする。合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一　一　一　一　報酬報酬報酬報酬をををを受受受受けることができないけることができないけることができないけることができない場合場合場合場合であつてであつてであつてであつて、、、、かつかつかつかつ、出、出、出、出産産産産手手手手当当当当金金金金のののの支給支給支給支給をををを受受受受けることけることけることけること

ができない場合　傷病手当金合計額（厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けができない場合　傷病手当金合計額（厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けができない場合　傷病手当金合計額（厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けができない場合　傷病手当金合計額（厚生年金保険法による障害手当金の支給を受け

ることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項ることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項ることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項ることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十六条第二項

の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日におけるの規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日におけるの規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日におけるの規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における

当該合計額をいう。以下この条において同じ。）から障害手当金の額を控除した額当該合計額をいう。以下この条において同じ。）から障害手当金の額を控除した額当該合計額をいう。以下この条において同じ。）から障害手当金の額を控除した額当該合計額をいう。以下この条において同じ。）から障害手当金の額を控除した額

二　二　二　二　報酬報酬報酬報酬をををを受受受受けることができないけることができないけることができないけることができない場合場合場合場合であつてであつてであつてであつて、、、、かつかつかつかつ、出、出、出、出産産産産手手手手当当当当金金金金のののの支給支給支給支給をををを受受受受けることけることけることけること

ができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額ができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額ができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額ができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額

（当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除（当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除（当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除（当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除

した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

三　三　三　三　報酬報酬報酬報酬のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを受受受受けることができるけることができるけることができるけることができる場合場合場合場合であつてであつてであつてであつて、、、、かつかつかつかつ、出、出、出、出産産産産手手手手当当当当金金金金のののの支給支給支給支給

を受けることができない場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から当を受けることができない場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から当を受けることができない場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から当を受けることができない場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から当

該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額（当該額が同項の規定により算定該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額（当該額が同項の規定により算定該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額（当該額が同項の規定により算定該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額（当該額が同項の規定により算定

される額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又は傷病手当金合計額からされる額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又は傷病手当金合計額からされる額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又は傷病手当金合計額からされる額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又は傷病手当金合計額から

障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

四　四　四　四　報酬報酬報酬報酬のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを受受受受けることができるけることができるけることができるけることができる場合場合場合場合であつてであつてであつてであつて、、、、かつかつかつかつ、出、出、出、出産産産産手手手手当当当当金金金金のののの支給支給支給支給

を受けることができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができる場合　法第六十六条第二項の規定により算定される額から報酬

を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額（当該額を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額（当該額を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額（当該額を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額（当該額

が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）を控除した額又

は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額

（傷病手当金と退職老齢年金給付との調整）（傷病手当金と退職老齢年金給付との調整）（傷病手当金と退職老齢年金給付との調整）（傷病手当金と退職老齢年金給付との調整）

第十一条の三の九　第十一条の三の九　第十一条の三の九　第十一条の三の九　法第六十六法第六十六法第六十六法第六十六条条条条第八項第八項第八項第八項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる要件要件要件要件はははは、健康保、健康保、健康保、健康保険険険険法第百法第百法第百法第百

三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者

（同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつ（同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつ（同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつ（同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつ

た者を含む。）でないこととする。た者を含む。）でないこととする。た者を含む。）でないこととする。た者を含む。）でないこととする。

２　２　２　２　法第六十六法第六十六法第六十六法第六十六条条条条第八項第八項第八項第八項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる年金年金年金年金であるであるであるである給付給付給付給付はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる年金年金年金年金であであであであ

る給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）とする。る給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）とする。る給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）とする。る給付（その全額につき支給を停止されているものを除く。）とする。

一　一　一　一　国国国国民年金法民年金法民年金法民年金法によるによるによるによる老老老老齢齢齢齢基礎年金及基礎年金及基礎年金及基礎年金及びびびび同法附則第九同法附則第九同法附則第九同法附則第九条条条条のののの三第一項三第一項三第一項三第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる老老老老齢齢齢齢年年年年

金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭

和六十年国民年金等改正法」という。）第一条の規定による改正前の国民年金法によ和六十年国民年金等改正法」という。）第一条の規定による改正前の国民年金法によ和六十年国民年金等改正法」という。）第一条の規定による改正前の国民年金法によ和六十年国民年金等改正法」という。）第一条の規定による改正前の国民年金法によ

る老齢年金（老齢福祉年金を除く。）及び通算老齢年金る老齢年金（老齢福祉年金を除く。）及び通算老齢年金る老齢年金（老齢福祉年金を除く。）及び通算老齢年金る老齢年金（老齢福祉年金を除く。）及び通算老齢年金

二　二　二　二　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険法法法法によるによるによるによる老老老老齢齢齢齢厚生年金及厚生年金及厚生年金及厚生年金及びびびび特例老特例老特例老特例老齢齢齢齢年金並年金並年金並年金並びにびにびにびに昭和六十年昭和六十年昭和六十年昭和六十年国国国国民年金等民年金等民年金等民年金等

改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」とい改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」とい改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」とい改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下「旧厚生年金保険法」とい

う。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金う。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金う。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金う。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金



三　三　三　三　昭和六十年昭和六十年昭和六十年昭和六十年国国国国民年金等改正法第五民年金等改正法第五民年金等改正法第五民年金等改正法第五条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの船員保船員保船員保船員保険険険険法（以下「法（以下「法（以下「法（以下「旧旧旧旧船船船船

員保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金員保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金員保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金員保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

四　四　四　四　被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度のののの一元化等一元化等一元化等一元化等をををを図図図図るためのるためのるためのるための厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険法等法等法等法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律

（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第三（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第三（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第三（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第三

十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とす十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とす十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とす十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とす

るもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職をるもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職をるもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職をるもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を

給付事由とするもの給付事由とするもの給付事由とするもの給付事由とするもの

四の二　四の二　四の二　四の二　平成二十四年一元化法附則第四十一平成二十四年一元化法附則第四十一平成二十四年一元化法附則第四十一平成二十四年一元化法附則第四十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる退職共退職共退職共退職共済済済済年金年金年金年金

五　五　五　五　平成二十四年一元化法附則第六十平成二十四年一元化法附則第六十平成二十四年一元化法附則第六十平成二十四年一元化法附則第六十条条条条第五項第五項第五項第五項にににに規定規定規定規定するするするする改正前地共改正前地共改正前地共改正前地共済済済済法法法法によるによるによるによる職域加職域加職域加職域加

算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一

項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

五の二　五の二　五の二　五の二　平成二十四年一元化法附則第六十五平成二十四年一元化法附則第六十五平成二十四年一元化法附則第六十五平成二十四年一元化法附則第六十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる退職共退職共退職共退職共済済済済年金年金年金年金

六　六　六　六　平成二十四年一元化法附則第七十八平成二十四年一元化法附則第七十八平成二十四年一元化法附則第七十八平成二十四年一元化法附則第七十八条条条条第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする給付給付給付給付のうちのうちのうちのうち退職退職退職退職をををを給付事由給付事由給付事由給付事由

とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給

付事由とするもの付事由とするもの付事由とするもの付事由とするもの

七　七　七　七　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険制度及制度及制度及制度及びびびび農林漁業農林漁業農林漁業農林漁業団団団団体職員共体職員共体職員共体職員共済済済済組合制度組合制度組合制度組合制度のののの統合統合統合統合をををを図図図図るためのるためのるためのるための農林漁業農林漁業農林漁業農林漁業

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十

三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる三年統合法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる

政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特

例年金給付（平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存例年金給付（平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存例年金給付（平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存例年金給付（平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存

続組合が支給するものとされた同条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。）のう続組合が支給するものとされた同条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。）のう続組合が支給するものとされた同条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。）のう続組合が支給するものとされた同条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。）のう

ち退職又は老齢を給付事由とするものち退職又は老齢を給付事由とするものち退職又は老齢を給付事由とするものち退職又は老齢を給付事由とするもの

八　八　八　八　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険法附則第二十八法附則第二十八法附則第二十八法附則第二十八条条条条にににに規定規定規定規定するするするする共共共共済済済済組合組合組合組合がががが支給支給支給支給するするするする年金年金年金年金であるであるであるである給付給付給付給付のうのうのうのう

ち退職を給付事由とするものち退職を給付事由とするものち退職を給付事由とするものち退職を給付事由とするもの

九　九　九　九　旧旧旧旧令令令令によるによるによるによる共共共共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金受給者年金受給者年金受給者年金受給者のためののためののためののための特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第

二百五十六号）の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由二百五十六号）の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由二百五十六号）の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由二百五十六号）の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由

とするものとするものとするものとするもの

３　３　３　３　法第六十六法第六十六法第六十六法第六十六条条条条第十二項第十二項第十二項第十二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険法第百法第百法第百法第百条条条条のののの十第二項及十第二項及十第二項及十第二項及びびびび第三項第三項第三項第三項のののの規規規規

定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百条第百条第百条第百条

の十第の十第の十第の十第

二項二項二項二項

機構機構機構機構 日本年金機構（次項において「機構」という。）日本年金機構（次項において「機構」という。）日本年金機構（次項において「機構」という。）日本年金機構（次項において「機構」という。）

前項各号に掲げ前項各号に掲げ前項各号に掲げ前項各号に掲げ

る事務の全部又る事務の全部又る事務の全部又る事務の全部又

は一部は一部は一部は一部

国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する

資料の提供に係る事務（以下「資料の提供に係る事資料の提供に係る事務（以下「資料の提供に係る事資料の提供に係る事務（以下「資料の提供に係る事資料の提供に係る事務（以下「資料の提供に係る事

務」という。）務」という。）務」という。）務」という。）

同項各号に掲げ同項各号に掲げ同項各号に掲げ同項各号に掲げ

るるるる
当該資料の提供に係る当該資料の提供に係る当該資料の提供に係る当該資料の提供に係る

の全部又は一部の全部又は一部の全部又は一部の全部又は一部

を自らを自らを自らを自ら
を自らを自らを自らを自ら

第百条第百条第百条第百条

の十第の十第の十第の十第

三項三項三項三項

前二項前二項前二項前二項
国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第

十二項において準用する前項十二項において準用する前項十二項において準用する前項十二項において準用する前項

第一項各号に掲第一項各号に掲第一項各号に掲第一項各号に掲

げるげるげるげる
資料の提供に係る資料の提供に係る資料の提供に係る資料の提供に係る



（出産に関する特別休暇等）

第十一条の三の十　法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規

定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に

関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院

規則一五―一四（職員の勤務時間、休日及び休暇）第二十二条第一項第六号又は第七号

に掲げる場合における休暇とする。

２　法第六十八条の二第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する特別休暇

に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員（一般職の職員の

勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）第十九条の規定の適用を受

ける組合員を除く。）の区分に応じ、当該各号に定める休業（法第六十八条の二第一項

に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。）とする。

一　裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法

において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十九条の規定によ

る特別休暇であつて人事院規則一五―一四（職員の勤務時間、休日及び休暇）第二十

二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇

二　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）の適用を受ける組合員 同法第六十五

条第一項又は第二項の規定による休業

三　前二号に掲げる組合員以外の組合員 前項に定める出産に関する特別休暇に相当す

る休業として組合の運営規則で定めるもの

（介護のための休業）

第十一条の三の十一　一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の

適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組

合員（同条の規定の適用を受ける組合員を除く。）に係る同法第二十条第一項に規定す

る介護休暇（以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。）に準ずる休業と

して法第六十八条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員

の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。

一　裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律（平成六年法律第四十五号）

第一条に規定する介護休暇

二　裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法

において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規

定する介護休暇

三　前二号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として

組合の運営規則で定めるもの

（傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額）

第十一条の四　法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とす

る。

一　傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合に

は、当該傷病手当金の額

二　前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額

２　法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

一　出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受

ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休

業手当金又は介護休業手当金の額

二　前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額

（長期給付の適用範囲の特例）



第十二条　法第七十二条第二項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一　法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会

の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長

二　国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補

佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派

大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充て

られたもの

（付与率を定める際に勘案する事情）

第十三条　法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法

による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維

持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項

第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積

立基準額（以下「国の積立基準額」という。）と地方公務員等共済組合法第百十三条第

一項第三号に規定する地方の積立基準額（以下「地方の積立基準額」という。）との合

計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金（同法第二十四条の二

（同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する退職等年金給付組

合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をい

う。以下同じ。）の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにす

ることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。

（基準利率を定める際に勘案する事情）

第十四条　法第七十五条第四項に規定する政令で定める事情は、地方退職等年金給付積立

金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。

（受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退

職年金算定基礎額の計算）

第十五条　法第七十五条の五第二項の規定により退職年金（法第七十四条第一号に規定す

る退職年金をいう。第二十一条の二及び第四十七条第二項において同じ。）の受給権者

が法第七十五条の五第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する

月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十八条第一項に規定する終身退職年金算

定基礎額は、当該申出による終身退職年金（法第七十六条第一項に規定する終身退職年

金をいう。第二十一条の二第一項において同じ。）の支給の停止がなかつたものとして

法第七十八条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回

した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第七十九条第一項に規定する

有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金（法第七十六条第一項に規定

する有期退職年金をいう。第十五条の三及び第十八条の二第二項において同じ。）の支

給の停止がなかつたものとして法第七十九条第二項から第四項までの規定を適用して計

算した額とする。

（併給の調整の特例）

第十五条の二　公務障害年金（法第七十四条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下

同じ。）の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき（法第八

十六条第一項の規定が適用される場合を除く。）は、法第七十五条の四の規定を準用す

る。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公

務障害年金」と読み替えるものとする。

２　公務障害年金の受給権者が地方公務員等共済組合法の規定による公務遺族年金を受け

ることができるときは、法第七十五条の四の規定を準用する。この場合において、同条



第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は地方公務員等

共済組合法の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。

（公務障害年金算定基礎額の特例）

第十五条の二の二　公務障害年金（法第八十三条第三項の規定により支給するものに限

る。）の額に係る公務障害年金算定基礎額（法第八十四条第一項に規定する公務障害年

金算定基礎額をいう。次項において同じ。）を同条第二項の規定により計算する場合に

おいて、給付算定基礎額（法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。次

項、第四十六条及び第四十八条第三項において同じ。）を法第七十五条の規定により計

算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第

八十三条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障

害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは

「第八十三条第一項に規定する障害認定日」とする。

２　公務障害年金（法第八十三条第四項の規定により支給するものに限る。）の額に係る

公務障害年金算定基礎額を法第八十四条第二項の規定により計算する場合において、給

付算定基礎額を法第七十五条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金

給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規定する基準公務傷病に

係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条

第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十三条第四項に規

定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。

（有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金）

第十五条の三　法第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に

法第七十七条第二項前段の規定により有期退職年金を支給することとなつた場合におけ

る当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第七十五条第一項中「組合員期

間」とあるのは「組合員期間（第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれない

ものとされた組合員期間を除く。）」と、法第七十五条の三第一項中「第七十五条第一

項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令（以下「令」という。）第十五条の三の

規定により読み替えられた第七十五条第一項」と、法第七十九条第二項中「給付算定基

礎額」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項に規

定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間（第七十七条第二

項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。）」と、法第

七十九条の四第一項第一号中「給付算定基礎額（」とあるのは「令第十五条の三の規定

により読み替えられた第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額（」と、「組合員期

間」とあるのは「組合員期間（第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれない

ものとされた組合員期間を除く。）」と、「金額（当該死亡した者が前条第一項の規定

による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求

に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計

算した金額を控除した金額）」とあるのは「金額」と、同条第二項中「第七十五条第一

項」とあるのは「令第十五条の三の規定により読み替えられた第七十五条第一項」とす

る。

（終身年金現価率を定める際に勘案する事情）

第十六条　法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法

第七十七条第四項に規定する基準利率（次条及び第四十八条第二項において「地方の基

準利率」という。）、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、

法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国

の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等



年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにする

こととされていることその他財務大臣が定める事情とする。

（有期年金現価率を定める際に勘案する事情）

第十七条　法第七十九条第五項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第九

十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立

基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給

付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることと

されていることその他財務大臣が定める事情とする。

（整理退職の場合の一時金に相当する一時金等）

第十八条　法第七十九条の三第三項に規定する同条第一項の規定に相当するものとして政

令で定める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の規定とする。

２　法第七十九条の三第三項に規定する同条第二項の規定に相当するものとして政令で定

める規定は、地方公務員等共済組合法第九十二条第二項の規定とする。

３　法第七十九条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項

に規定する他の退職に係る同条第二項の規定により支給すべき一時金（地方公務員等共

済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給す

べき一時金）の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第七十九条

の三第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各

月において適用される基準利率（法第七十五条第四項に規定する基準利率をいう。以下

同じ。）を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する

金額とする。

４　法第七十九条の三の規定は、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二

号）の適用を受けない組合員であつて、同法第五条第一項第二号に掲げる者に相当する

者（一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限

る。）について準用する。この場合において、法第七十九条の三第一項及び第二項中

「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。

（遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等）

第十八条の二　法第七十九条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算

した金額は、同号に規定する死亡した者が法第七十九条の三第二項又は第三項の規定に

より支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月

の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月に

おいて適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加

えた額に相当する金額とする。

２　法第七十九条の四第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額

は、最後に組合員となつた日（以下この項において「最終資格取得日」という。）の前

日における有期退職年金の額に二百四十月（法第七十六条第二項の申出をしていた場合

には、百二十月）から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属す

る月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取

得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月に

おいて適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加

えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組

合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第七十九条第二項の規定の例により計

算した額の合計額とする。

（支給の繰下げの申出があつた場合における法第七十六条等の規定の適用）



第十九条　法第八十条第一項の申出があつた場合における法第七十六条、第七十八条から

第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三項

中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とあるの

は「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日か

ら」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日（以下「繰下げ申出日」という。）か

ら」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰下げ申出日が」と、

同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第七

十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ

申出日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ

申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第七十九

条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に」と

あるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四第一項第

二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。

（厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付）

第二十条　法第八十四条第七項及び第九十条第七項に規定する厚生年金保険法による年金

たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。

一　平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一

元化法第二条の規定による改正前の法（以下「平成二十四年一元化法改正前の法」と

いう。）による退職共済年金（同項の規定によりなおその効力を有するものとされた

平成二十四年一元化法改正前の法（以下この条において「なお効力を有する平成二十

四年一元化法改正前の法」という。）第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職

域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条第一項に規

定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第七十八条の

二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

の法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加

算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第十二条

の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額

並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定（平成二十四年一元化法

附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。）による改正前の国家公務員等共済組合

法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効

力を有する昭和六十年改正法」という。）附則第十六条第一項及び第四項並びに第十

七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当

する部分に限る。）、障害共済年金（なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

の法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平

成二十四年一元化法改正前の法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共

済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族共済年金（なお効力を有

する平成二十四年一元化法改正前の法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職

域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十条の規定によ

り加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十八条第一項並

びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の

額から除いた額に相当する部分に限る。）

二　平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共

済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正

法」という。）第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（以下「旧国共



済法」という。）による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金（当該これら

の年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金

の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額（以下この条に

おいて「老齢基礎年金相当額」という。）を当該これらの年金である給付の額から除

いた額に相当する部分に限る。）、障害年金（当該障害年金の額（なお効力を有する

昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二

十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平成二十七年政令第三

百四十四号）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十六号。以下この

条において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。）第四十二条第

二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号

において同じ。）の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額

に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額（以下この条におい

て「障害基礎年金相当額」という。）を当該障害年金の額から除いた額に相当する部

分に限る。）又は遺族年金若しくは通算遺族年金（当該これらの年金である給付の額

（遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十

八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合

の同条第一項又は第二項の規定による額）の百十分の十に相当する額及び国民年金法

による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算し

た額（以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。）を当該これらの年金で

ある給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）

三　平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金（厚生年金

保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算さ

れることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる

額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一

号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されること

となる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二

項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除

いた額に相当する部分に限る。）、障害共済年金（厚生年金保険法の規定を適用する

こととしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相

当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族共

済年金（厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の

規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三

条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に

相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）

四　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一

元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（以下「平成二十四年一

元化法改正前地方共済法」という。）による退職共済年金（平成二十四年一元化法附

則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額（以下この号において「旧職

域加算額」という。）のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年

一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成

二十四年一元化法改正前地方共済法（以下この号において「なお効力を有する平成二

十四年一元化法改正前地方共済法」という。）第八十条第一項に規定する加給年金

額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十条の二第四項の



規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地方共済法

附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成

二十四年一元化法改正前地方共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整

額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六

十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法

附則第百二条の規定（平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除

く。）による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年

法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年地方の改正法」と

いう。）附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算され

る額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害共済年金

（旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する

平成二十四年一元化法改正前地方共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当

該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族共済年金（旧職

域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二

十四年一元化法改正前地方共済法第九十九条の三の規定により加算される金額並びに

なお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一

項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当

する部分に限る。）

五　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共

済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方

の改正法」という。）第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（以下

「旧地共済法」という。）による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金（当

該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を

当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害年金

（当該障害年金の額（なお効力を有する昭和六十年地方の改正法附則第四十八条第三

項の規定を適用する場合（同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適

用する場合に限る。）は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定により

なおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正す

る等の政令（平成二十七年政令第三百四十六号）第二条の規定による改正前の地方公

務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和

六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年地共

済経過措置政令」という。）第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の

同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。）の百十分の十に相当する

額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限

る。）又は遺族年金若しくは通算遺族年金（当該これらの年金である給付の額（遺族

年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年地共済経過措置政令第四十

九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合

の同条第一項又は第二項の規定による額）の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年

金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）

六　平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金（厚生年金

保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算さ

れることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる

額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一

号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されること

となる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二



項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除

いた額に相当する部分に限る。）、障害共済年金（厚生年金保険法の規定を適用する

こととしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相

当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族共

済年金（厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の

規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三

条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に

相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）

七　平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法

第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法（以下「平成二十四年一元化法改

正前私学共済法」という。）による退職共済年金（平成二十四年一元化法附則第七十

九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私

学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前

の法（以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共

済法」という。）第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力

を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給

年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二

第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準

用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定に

より加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済

法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰

上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によ

ることとされるなお効力を有する昭和六十年改正法附則第十六条第一項及び第四項並

びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた

額に相当する部分に限る。）、障害共済年金（なお効力を有する平成二十四年一元化

法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びな

お効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定す

る加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺

族共済年金（なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条

第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元

化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員

共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和

六十年改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により

加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）

八　平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組

合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百六号）第一条の規定による改正前

の私立学校教職員共済組合法（以下「旧私学共済法」という。）による退職年金、減

額退職年金若しくは通算退職年金（当該これらの年金である給付の額の百十分の十に

相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額

に相当する部分に限る。）、障害年金（当該障害年金の額（私立学校教職員共済法第

四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年改

正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済

法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十

一年経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項

各号に定める金額。以下この号において同じ。）の百十分の十に相当する額及び障害



基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族

年金若しくは通算遺族年金（当該これらの年金である給付の額（遺族年金にあつて

は、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることと

されるなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定によるも

のであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の

規定による額）の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年

金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）

九　旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金（昭和六十

年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものと

された旧厚生年金保険法（以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険

法」という。）第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当

該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害年金

（なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加

給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分

に限る。）又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金（なお効力を有する旧

厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該

これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）

十　旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金（昭和六十年国

民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た旧船員保険法（以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。）

第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これら

の年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害年金（なお効力

を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基

礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族年

金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金（なお効力を有する旧船員保険法第五十条の

三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当

該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）

十一　平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共

済年金（同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合

法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法（昭和三十三年法律第九

十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。）第三

十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条

第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三

第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加

額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百

七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」と

いう。）附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算され

る額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害共済年金

（なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該

障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族共済年金（なお効

力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有

する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第

二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分

に限る。）



十二　平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、

減額退職年金若しくは通算退職年金（老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である

給付の額から除いた額に相当する部分に限る。）、障害年金（障害基礎年金相当額を

当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。）又は遺族年金若しくは通算

遺族年金（遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相

当する部分に限る。）

（掛金等を納付しない場合の給付の制限）

第二十一条　組合が第二十五条の二第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場

合において、当該通知に係る金額（以下「未納掛金等」という。）が未納掛金等につき

控除の行なわれるべき月の翌月の末日（当該通知に係る同項に規定する組合の指定した

日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。）ま

でに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法

第九十六条の規定により、その額（法第四十五条及び第九十七条の規定の適用後の額を

いう。）から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛

金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年十四・六パーセントの割

合で計算した金額（以下「給付制限額」という。）に達するまでの金額は、支給しな

い。ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつ

きやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

一　未納掛金等につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等（法第百条第一項に

規定する掛金等をいう。以下同じ。）の額が千円未満であるとき。

二　その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明ら

かでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。

三　給付制限額が十円未満であるとき。

２　前項本文の場合において、未納掛金等の一部につき納付があつたときは、その納付の

日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金

額を控除した金額とする。

３　第一項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項

本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当

する部分の給付制限額は、ないものとみなす。

４　給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制

限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。

（刑に処せられた場合等の給付の制限）

第二十一条の二　組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組

合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分（以下この条において「懲戒処分」とい

う。）を受けた場合又は組合員（退職した後に再び組合員となつた者に限る。）若しく

は組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分（以下この条において

「退職手当支給制限等処分」という。）を受けた場合には、同項の規定により、その者

には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき

以後、その組合員期間に係る退職年金（終身退職年金に限る。以下この条において同

じ。）又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割

合に相当する金額を支給しない。

一　禁錮以上の刑に処せられた場合 百分の百（公務障害年金にあつては、百分の五

十）

二　懲戒処分によつて退職した場合 その引き続く組合員期間の月数（国家公務員法第

八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員（以下この



号及び第四号において「再任用職員等」という。）である組合員（職員でなくなつた

ことにより当該職員が退職手当（国家公務員退職手当法の規定による退職手当をい

う。以下この号及び第四号において同じ。）又はこれに相当する給付の支給を受ける

ことができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等とな

つた組合員を除く。）が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職

員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつ

ては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在

職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数）が組合員期間の月数のうちに占め

る割合に百分の百（公務障害年金にあつては、百分の五十）を乗じて得た割合

三　国家公務員法第八十二条の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合

当該停職の期間の日数（当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十

五日）が三百六十五日のうちに占める割合に百分の五十（公務障害年金にあつては、

百分の二十五）を乗じて得た割合

四　退職手当支給制限等処分を受けた場合 当該退職手当支給制限等処分の対象となる

退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職

期間に係る組合員期間の月数（当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日

以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に

係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数

とを合算した月数）が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百（公務障害年

金にあつては、百分の五十）を乗じて得た割合

２　公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、法第九十七条第二項

の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百

分の五十に相当する金額を支給しない。

３　前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始す

べき月から、法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七

条の規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定によ

り退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して

六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。

４　前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲

戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しく

は公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日

において法第七十五条の四第一項の規定、法第八十一条第一項の規定、法第八十七条の

規定又は法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項の規定により退

職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、

その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。

５　第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第四号に規定する

引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係

る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の期間の日数は、法第九十九条第六

項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は

日数を控除した月数又は日数による。

６　第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第

一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間

は、そのうち最も高い割合による給付の制限（給付の制限の割合が同じときは、そのう

ちいずれか一の給付の制限）を定めている規定の定めるところによる。



７　第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長（法第八

条第一項に規定する各省各庁の長をいう。）がこれらの規定に定める割合によることを

不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通

知したときは、その割合によるものとする。

８　禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡

しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたと

したならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額の

うち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に

相当する金額を支給するものとする。

第四章　費用の負担

（給付に要する費用等の算定方法）

第二十二条　組合の短期給付に要する費用（高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条

第一項に規定する前期高齢者納付金等（以下この項において「前期高齢者納付金等」と

いう。）及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等（以下この項におい

て「後期高齢者支援金等」という。）の納付に要する費用並びに長期給付（基礎年金拠

出金を含む。）及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用（法第九十九条第五項

の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用

する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項におい

て「短期給付事務に要する費用」という。）を含み、法第九十九条第四項（第二号を除

く。）の規定による国等（同項に規定する国等をいう。以下同じ。）の負担に係るもの

（以下この項において「育児休業等負担金」という。）を除く。次条第一項において同

じ。）は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期

給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者

支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎

として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。

２　組合の退職等年金給付に要する費用（退職等年金給付に係る事務に要する費用（法第

九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において

読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以

下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。）を含む。次項及び次

条第三項において同じ。）は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基

準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎とし

て、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが

適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成

に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を

基礎とすることができる。

一　組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数

に対する年齢別の割合

二　退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有す

る者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合

三　組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額（法第四十一条第一項に

規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。）の平均額の上昇その他の変動の割

合

３　国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当

する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額

の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法に



より算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、

連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところに

より合理的に定めた率とする。

４　法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合

は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規

定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合

員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定する

ものとし、介護納付金（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百五十条第一項に

規定する納付金をいう。以下同じ。）の納付に係るものにあつては、当該事業年度にお

ける介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法

第九条第二号に規定する被保険者（以下「介護保険第二号被保険者」という。）の資格

を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計

額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係

るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準

額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額

とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。

（給付に要する費用の算定単位）

第二十二条の二　組合の短期給付に要する費用は、当該組合を組織する職員（任意継続組

合員及び特例退職組合員を含む。）を単位として算定する。ただし、外務省の職員（任

意継続組合員及び特例退職組合員を含む。）をもつて組織する組合にあつては、在外公

館に勤務する外務公務員である職員（以下「在外組合員」という。）とその他の者とに

区分し、防衛省の職員（任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。）をもつて組織す

る組合にあつては、自衛官（防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項

に規定する職員に該当する自衛官を除く。）、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、

防衛医科大学校の学生（防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第十六条第一

項第三号の教育訓練を受けている者を除く。）及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とそ

の他の者とに区分して算定する。

２　組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員（任意継続組合員

及び特例退職組合員を含む。）を単位として算定する。

３　組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員（継続長期組合員

を含む。）を単位として算定する。

（育児休業手当金等に対する国等の負担）

第二十二条の三　法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が

毎年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める金額とする。

一　国 当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び

介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額から次号及び第三

号に定める金額の合計額を控除した金額

二　独立行政法人造幣局 当該事業年度において独立行政法人造幣局の職員である組合

員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて

得た金額

三　独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において独立行政法人国立印刷局の職員で

ある組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合

を乗じて得た金額

２　法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。



３　法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国等が毎年度におい

て負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金

額とする。

一　国 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額

から次号及び第三号に定める金額の合計額を控除した金額

二　独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分

の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の厚生年金保険法第二条の五第

一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者（以下「第二号厚生年金被保険者」と

いう。）の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合

計額の合算額に対する独立行政法人造幣局の職員である第二号厚生年金被保険者の標

準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額

の割合を乗じて得た金額

三　独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の

二分の一に相当する額に当該事業年度における全ての組合の第二号厚生年金被保険者

の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合

算額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である第二号厚生年金被保険者の標準報

酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額の割

合を乗じて得た金額

（組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担）

第二十三条　法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規

定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事

務（福祉事業に係る事務を除く。）に要する費用について、行政執行法人の職員である

組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計

上した額とする。

（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘

案する事情）

第二十四条　法第百条第四項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第

七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給

状況、法第九十九条第一項第三号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定につ

いて国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方

退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるよう

にすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。

（介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月）

第二十五条　法第百条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資

格を喪失した日の属する月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を

除く。）とする。

（掛金等の払込期限）

第二十五条の二　法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込む

べき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一

項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とす

る。

２　法第百一条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項

に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるとこ

ろにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知する

ものとする。



（組合への国等の負担金の払込み）

第二十五条の三　国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項（第二号を除

く。）の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護

休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。

２　国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項（第一号を除く。）の規定に

より負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して

組合に払い込むものとする。

３　前二項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定によ

り当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度まで

の国の予算によりそれぞれ行うものとする。

４　前三項の規定は、独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局について準用す

る。この場合において、第一項中「予算で定めるところにより、法」とあるのは「法」

と、「負担すべき金額を、」とあるのは「負担すべき金額として独立行政法人造幣局又

は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員が属する組合が当該事業年度においてそ

の予算に計上した額を、当該組合の」と、「支給」とあるのは「支給（独立行政法人造

幣局又は独立行政法人国立印刷局の職員である組合員に係るものに限る。）」と、「組

合」とあるのは「当該組合」と、第二項中「予算で定めるところにより、法」とあるの

は「法」と、「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額として連合会が当該事業

年度においてその予算に計上した額」と、「組合」とあるのは「前項に規定する組合」

と、前項中「組合」とあるのは「第一項に規定する組合」と、「国の予算」とあるのは

「第一項に規定する組合（前項に係るものにあつては、連合会）の予算に当該調整後の

金額として計上した額をその予算に計上した事業年度において独立行政法人造幣局又は

独立行政法人国立印刷局が払い込むこと」と読み替えるものとする。

（連合会への負担金の払込み）

第二十五条の四　法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次

に掲げる金額とする。

一　法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項（同条第七項及び第八項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定によ

り負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るも

の並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五

項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保

険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体（法第九十九条第

六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。）又は派遣先企業（国と

民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項（同法第二十四条第一項におい

て準用する場合を含む。）に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。）、法

科大学院設置者（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派

遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項にお

いて同じ。）若しくは受入先弁護士法人等（判事補及び検事の弁護士職務経験に関す

る法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。）が

負担すべき金額

二　法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職

員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額

２　組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先

企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項

（同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に



規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定によ

り払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。

第四章の二　地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

（国の調整対象費用の額）

第二十六条　法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度

における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二

条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号

に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。

（国の厚生年金保険給付等に係る収入）

第二十七条　法第百二条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生

年金保険給付（厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条におい

て同じ。）に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のう

ち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るため

に法第百二条の三第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収

入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

（国の厚生年金保険給付等に係る支出）

第二十七条の二　法第百二条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の

厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支

出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図

るために同条第一項第二号及び第三号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出と

することが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

（地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出）

第二十八条　連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百二条の二に規定する財

政調整拠出金（以下この条において「財政調整拠出金」という。）の見込額として法第

百二条の三第一項（第四号を除く。）の規定の例により算定した額（次項において「国

の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。）を、財務省令の定めるところ

により、地方公務員共済組合連合会（地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に

規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。）に拠出するも

のとする。

２　連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第

百二条の三第一項（第四号を除く。）の規定により算定した当該事業年度における連合

会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度

に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度におい

て地方公務員等共済組合法施行令第三十条の六第一項の規定により地方公務員共済組合

連合会が連合会に拠出することとなる額（以下この項及び次項において「地方の厚生年

金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。）がある場合にあつては、当該満たない

額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるとき

は、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

３　連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が地

方公務員等共済組合法第百十六条の三第一項（第四号を除く。）の規定により算定した

当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超

えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するもの

とする。ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出

金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠



出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会

に還付するものとする。

４　前三項の規定は、法第百二条の三第一項（第一号から第三号までを除く。）の規定に

よる地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準

用する。この場合において、第一項中「第四号」とあるのは「第一号から第三号まで」

と、「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給

付概算財政調整拠出金の額」と、第二項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金

の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあ

るのは「第一号から第三号まで」と、「第三十条の六第一項」とあるのは「第三十条の

六第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算

財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」

と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退

職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第四号」とあるのは「第一号から第三号

まで」と読み替えるものとする。

５　前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項

は、財務大臣が定める。

第五章　国家公務員共済組合審査会

（審査会の委員に対する報酬）

第二十九条　連合会は、国家公務員共済組合審査会（以下「審査会」という。）の公益を

代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律

第二十二条第一項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給

する。

（審査会の委員及び関係人に対する旅費）

第二十九条の二　審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の

職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表（一）の十級の職務にある職員が国家

公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）の規定により支給を受け

るべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに

相当する額により、連合会が支給する。

２　行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第三十四条の規定により事実の陳述

又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に

支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。

（審査会の書記）

第二十九条の三　審査会に書記を置く。

２　書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。

３　書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。

第五章の二　資料の提供

第三十条　法第百十四条に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

一　平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元

化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付

二　平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付

三　厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六条

第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金であ

る給付

四　平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府

が支給するものとされた年金である給付



第六章　権限の委任

第三十一条　次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は

保険医療機関、保険薬局若しくは指定訪問看護事業者の所在地を管轄する財務局長（当

該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長）に委任

する。ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものと

する。

一　法第百十六条第三項の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するも

の

二　法第百十七条第一項又は第二項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並び

に質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に関するもの

２　前項第一号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に

関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄

する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財

務支局長）も行うことができる。

３　第一項第二号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、

同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に係る療養に関する短

期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機

関の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に

あつては、福岡財務支局長）も行うことができる。

第七章　外国で勤務する組合員に係る特例

（療養費の特例）

第三十二条　在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間（以下この

章において「本邦外にある期間」という。）内において療養を受ける場合には、組合が

その者に支払うべき療養費の額は、法第五十六条第三項及び第四項の規定にかかわら

ず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金

額とする。

（家族療養費の特例）

第三十三条　在外組合員が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族（在外組合員の配偶

者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを

含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。）で次の各号に掲げる者（次条

から第三十九条までにおいて「在外被扶養者」という。）が本邦外にある期間内におい

て療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、法第

五十七条第二項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に

応じ当該各号に定める金額とする。

一　配偶者 その療養に要した費用の額に百分の七十を乗じて得た金額

二　子及び父母 その療養に要した費用の額に百分の五十六を乗じて得た金額

（高額療養費の特例）

第三十四条　在外組合員が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における法第六

十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの規定に

かかわらず、在外組合員が同一の月にそれぞれ一の病院等（第十一条の三の三第一項第

一号に規定する病院等をいう。次項において同じ。）から受けた療養に係る療養に要し

た費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する

金額を控除した金額（以下この項において「組合員負担額」という。）がその者の在勤

手当（第五条第二項第一号の二に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。）の月

額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その



額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除し

た金額とする。

２　在外組合員の在外被扶養者が本邦外にある期間内において療養を受ける場合における

法第六十条の二第一項の高額療養費は、第十一条の三の三から第十一条の三の五までの

規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養

に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給

される金額に相当する金額を控除した金額（以下この項において「組合員負担額」とい

う。）がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額

を超える場合に支給するものとし、その額は、当該組合員負担額から当該在勤手当の月

額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。

３　前二項に定めるもののほか、前二項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、第十一

条の三の六の規定にかかわらず、組合の定款で定める。

（出産費及び家族出産費の特例）

第三十五条　在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内において出産した場

合における法第六十一条第一項又は第三項の規定による出産費又は家族出産費の額は、

第十一条の三の七の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。

（家族埋葬料の特例）

第三十六条　在外組合員の在外被扶養者である子が本邦外において死亡した場合における

法第六十三条第三項の規定による家族埋葬料の額は、第十一条の三の八の規定にかかわ

らず、組合の定款で定める金額とする。

（災害見舞金の特例）

第三十七条　在外組合員が本邦外にある家財に損害を受けた場合における法第七十一条の

規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応

じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。

２　在外組合員の本邦外にある住居については、法第七十一条の規定は、適用しない。

（対外支払手段による支払）

第三十八条　組合は、在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの

者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、

移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての

家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手

段（外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六条第一項第八号

に規定する対外支払手段をいう。）によつて行うものとする。

（給付の制限）

第三十九条　在外組合員又はその在外被扶養者が本邦外にある期間内にこれらの者につい

て生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、

支給しない。

（掛金の特例）

第四十条　在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第四号に規定する掛金は、法

第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤

手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定

める。

第四十一条　削除

（区分経理）

第四十二条　組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支

払と区分して経理しなければならない。



第八章　公庫等の継続長期組合員に係る特例

（継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲）

第四十三条　法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等（以下「公庫等」という。）に

係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法

人とする。

一　小型船舶検査機構

二　日本消防検定協会

三　株式会社日本政策金融公庫（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十

七号）附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法（平成十一年法律

第三十五号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則

第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改

正する法律（平成十一年法律第五十六号）附則第二条の規定により国民生活金融公庫

となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生

金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散し

た旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金

融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法

附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。）

四　削除

五　株式会社日本政策投資銀行（株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十

五号）附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法（平成十一年法律第

七十三号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七

条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀

行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。）

六　軽自動車検査協会

七　高圧ガス保安協会

八　独立行政法人農林漁業信用基金（独立行政法人農林漁業信用基金法（平成十四年法

律第百二十八号）附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法（昭和六十二

年法律第七十九号）附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法

附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農

林漁業信用基金法の一部を改正する法律（平成十一年法律第六十九号）附則第三条第

四項の規定により解散した旧農業共済基金並びに独立行政法人農林漁業信用基金法附

則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。）

九　独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十

九号）附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構

（同法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法（昭和六

十一年法律第八十二号）附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所

を含む。）

十　独立行政法人福祉医療機構（独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六

十六号）附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法（昭和五十九年法

律第七十五号）附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事

業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに独立

行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事

業団を含む。）

十一　確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）に規定する企業年金連合会（国

民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）附則第三十九条の規定



により企業年金連合会（平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の

厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合

会」という。）となつた旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。）

十二　独立行政法人都市再生機構（独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百

号）附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法（平成十一年法律第七十

六号。以下「旧都市基盤整備公団法」という。）附則第十七条の規定による廃止前の

住宅・都市整備公団法（昭和五十六年法律第四十八号。以下「旧住宅・都市整備公団

法」という。）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び旧住宅・

都市整備公団法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団、旧都市基盤

整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに独立

行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団

を含む。）

十三　独立行政法人日本スポーツ振興センター（独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法（平成十四年法律第百六十二号）附則第九条の規定による廃止前の日本体育・

学校健康センター法（昭和六十年法律第九十二号。以下この号において「旧日本体

育・学校健康センター法」という。）附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健

康会法（昭和五十七年法律第六十三号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日

本学校給食会、旧日本体育・学校健康センター法附則第六条第一項の規定により解散

した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含

む。）

十四　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（石油代替エネルギーの

開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第七十

号）第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する

法律（昭和五十五年法律第七十一号）附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭

鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正

する法律（平成三年法律第六十四号）による改正前の産業技術に関する研究開発体制

の整備に関する法律（昭和六十三年法律第三十三号）附則第四条の規定により新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償

等臨時措置法の一部を改正する法律（平成八年法律第二十三号）附則第二条第一項の

規定により解散した旧石炭鉱害事業団、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十六年法律第六十七号。以下「平成

二十六年独法整備法」という。）第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）附則第二条第

一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。）

十五　東日本高速道路株式会社（日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律

第百二号）第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。）

十六　独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）附則第二条

第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構（農用地開発公団法の一部を

改正する法律（昭和六十三年法律第四十四号）附則第二条の規定により農用地整備公

団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法

律第七十号）附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附

則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機

構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百



三十号。以下「旧緑資源機構法」という。）附則第四条第一項の規定により解散した

旧緑資源公団を含む。）

十七　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（日本原子力船開発事業団法の一部を

改正する法律（昭和五十五年法律第九十二号）附則第二条第一項の規定により日本原

子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一

部を改正する法律（昭和五十九年法律第五十七号）附則第二条第一項の規定により解

散した旧日本原子力船研究開発事業団、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団

法の一部を改正する法律（平成十年法律第六十二号）附則第二条の規定により核燃料

サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団、平成二十六年独法整備法第

九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年

法律第百五十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び

同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに同法第

三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。）

十八　国立研究開発法人科学技術振興機構（新技術開発事業団法の一部を改正する法律

（平成元年法律第五十二号）附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術

開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人

科学技術振興機構法（平成十四年法律第百五十八号）附則第六条の規定による廃止前

の科学技術振興事業団法（平成八年法律第二十七号）附則第六条第一項の規定により

解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散し

た旧新技術事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行

政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事

業団並びに同法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。）

十九　独立行政法人労働者健康安全機構（独立行政法人に係る改革を推進するための厚

生労働省関係法律の整備等に関する法律（平成二十七年法律第十七号。以下「平成二

十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。）第四条の規定による改正前の独

立行政法人労働者健康福祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）附則第二条第一項

の規定により解散した旧労働福祉事業団及び同法第二条の独立行政法人労働者健康福

祉機構を含む。）

二十　国立研究開発法人理化学研究所（平成二十六年独法整備法第八十七条の規定によ

る改正前の独立行政法人理化学研究所法（平成十四年法律第百六十号）附則第二条第

一項の規定により解散した旧理化学研究所及び同法第二条の独立行政法人理化学研究

所を含む。）

二十一　独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業総合事業団法及び機械類信用保

険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第百四十六号）第一条の規定による廃止

前の中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）附則第二十四条の規定による

廃止前の中小企業事業団法（昭和五十五年法律第五十三号）附則第六条第一項の規定

により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散し

た旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律（昭和

五十八年法律第五十三号）による改正前の特定不況産業安定臨時措置法（昭和五十三

年法律第四十四号）第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用によ

る特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭和六十一年法律第七十七号）附則第

七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置

法（昭和六十二年法律第二十四号）附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能

力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基

金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律（平成六年法律第二十七号）



による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法（昭和四十二年法律第八十二号）第二十

一条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定に

より解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第六条第一項の規定により解散した

旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小

企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則

第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項

の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法

人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十五号）附則

第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。）

二十二　独立行政法人日本貿易振興機構（独立行政法人日本貿易振興機構法（平成十四

年法律第百七十二号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含

む。）

二十三　独立行政法人労働政策研究・研修機構（日本労働協会法の一部を改正する法律

（平成元年法律第三十九号）附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日

本労働協会及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九

号）附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。）

二十四　独立行政法人国際観光振興機構（独立行政法人国際観光振興機構法（平成十四

年法律第百八十一号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含

む。）

二十五　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（特定船舶製造業安定事業協会

法の一部を改正する法律（平成元年法律第五十七号）による改正前の特定船舶製造業

安定事業協会法（昭和五十三年法律第百三号）第一条の特定船舶製造業安定事業協

会、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）

附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法（平成九年法律第八十三

号）附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一

項の規定により解散した旧鉄道整備基金、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に

関する法律（平成十年法律第百三十六号）附則第二条の規定により解散した旧日本国

有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律（平成十二年法律第

四十七号）附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散

した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設

整備事業団を含む。）

二十六　首都高速道路株式会社（日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の

規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。）

二十七　独立行政法人勤労者退職金共済機構（中小企業退職金共済法の一部を改正する

法律（昭和五十六年法律第三十八号）附則第五条第一項の規定により解散した旧特定

業種退職金共済組合、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成九年法律第

六十八号）附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び

同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企

業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六十四号）附則第二条第

一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。）

二十八　独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十

六号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構

（同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十

号）附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十



号）附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇

用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構

法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。）

二十九　年金積立金管理運用独立行政法人（年金積立金管理運用独立行政法人法附則第

十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律

（平成十二年法律第二十号）第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団及

び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金

資金運用基金を含む。）

三十　独立行政法人農畜産業振興機構（独立行政法人農畜産業振興機構法（平成十四年

法律第百二十六号）附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法（平成八

年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。）附則

第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法（昭和五十六年法律第四

十四号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八

条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団、旧農畜産業振興事業団法附則第六

条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第

七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに独立行政法人農

畜産業振興機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び

同法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。）

三十一　独立行政法人水資源機構（独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八

十二号）附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。）

三十二　阪神高速道路株式会社（日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の

規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。）

三十三　郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律

第百二号）第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法（平成十四年法律第九

十八号。第七十五号において「旧公社法施行法」という。）第六条第一項の規定によ

り解散した旧簡易保険福祉事業団（簡易生命保険法の一部を改正する法律（平成二年

法律第五十号）附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡

易保険郵便年金福祉事業団を含む。）

三十四　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（石油公団法及び金属鉱業事業

団法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第九十三号）附則第二条第一項の規定に

より解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業

事業団を含む。）

三十五　国立教育会館の解散に関する法律（平成十一年法律第六十二号）第一項の規定

により解散した旧国立教育会館

三十六　社会保障研究所の解散に関する法律（平成八年法律第四十号）第一項の規定に

より解散した旧社会保障研究所

三十七　独立行政法人環境再生保全機構（公害健康被害補償法の一部を改正する法律

（昭和六十二年法律第九十七号）による改正前の公害健康被害補償法（昭和四十八年

法律第百十一号）第十三条第二項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部

を改正する法律（平成四年法律第三十九号）附則第二条の規定により環境事業団とな

つた旧公害防止事業団並びに独立行政法人環境再生保全機構法（平成十五年法律第四

十三号）附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同

法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。）

三十八　成田国際空港株式会社（成田国際空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四

号）附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。）



三十九　独立行政法人日本芸術文化振興会（国立劇場法の一部を改正する法律（平成二

年法律第六号）附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び

独立行政法人日本芸術文化振興会法（平成十四年法律第百六十三号）附則第二条第一

項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。）

四十　独立行政法人空港周辺整備機構（公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十七号）附則第

四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び公共用飛行場周辺における

航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成十四年法律

第百八十四号）附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含

む。）

四十一　独立行政法人日本学術振興会（独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年法

律第百五十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含

む。）

四十二　海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成十八年法律

第三十八号）第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関す

る法律（昭和五十六年法律第二十八号）第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭

公団及び旧阪神外貿埠頭公団

四十三　削除

四十四　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（平成二十六年独法整備法第八十八条

の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六

十一号）附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第三条の

独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。）

四十五　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（独立行政法人国立重度

知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）附則第二条第一項

の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。）

四十六　日本私立学校振興・共済事業団（日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年

法律第四十八号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含

む。）

四十七　独立行政法人農業者年金基金（独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法

律第百二十七号）附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含

む。）

四十八　本州四国連絡高速道路株式会社（日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条

第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。）

四十九　独立行政法人情報処理推進機構（情報処理の促進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成十四年法律第百四十四号）附則第二条第一項の規定により解散した旧情

報処理振興事業協会を含む。）

五十　独立行政法人国民生活センター（独立行政法人国民生活センター法（平成十四年

法律第百二十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含

む。）

五十一　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成二

十四年法律第八十九号）附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上

災害防止センター（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

（平成十四年法律第百八十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害

防止センターを含む。）



五十二　五十二　五十二　五十二　独独独独立行政法人水立行政法人水立行政法人水立行政法人水産産産産総総総総合合合合研研研研究究究究センターセンターセンターセンター法法法法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成十四年法律法律（平成十四年法律法律（平成十四年法律法律（平成十四年法律

第百三十一号）附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター第百三十一号）附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター第百三十一号）附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター第百三十一号）附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター

五十三　五十三　五十三　五十三　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人海洋法人海洋法人海洋法人海洋研研研研究開究開究開究開発発発発機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年独独独独法整備法第九十二法整備法第九十二法整備法第九十二法整備法第九十二条条条条のののの規規規規

定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）附

則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第三条の独立

行政法人海洋研究開発機構を含む。）行政法人海洋研究開発機構を含む。）行政法人海洋研究開発機構を含む。）行政法人海洋研究開発機構を含む。）

五十四　五十四　五十四　五十四　独独独独立行政法人日本万立行政法人日本万立行政法人日本万立行政法人日本万国国国国博博博博覧会覧会覧会覧会記念機構法記念機構法記念機構法記念機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律（平成二十五年法律第法律（平成二十五年法律第法律（平成二十五年法律第法律（平成二十五年法律第

十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念

機構（同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法（平成十四年法律機構（同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法（平成十四年法律機構（同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法（平成十四年法律機構（同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法（平成十四年法律

第百二十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を第百二十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を第百二十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を第百二十五号）附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を

含む。）含む。）含む。）含む。）

五十五　五十五　五十五　五十五　日本下水道事業日本下水道事業日本下水道事業日本下水道事業団団団団

五十六　五十六　五十六　五十六　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際交流基金（際交流基金（際交流基金（際交流基金（独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際交流基金法（平成十四年法律第際交流基金法（平成十四年法律第際交流基金法（平成十四年法律第際交流基金法（平成十四年法律第

百三十七号）附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。）百三十七号）附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。）百三十七号）附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。）百三十七号）附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。）

五十七　五十七　五十七　五十七　通商通商通商通商産産産産業省業省業省業省関関関関係係係係のののの基準基準基準基準・・・・認証制度等認証制度等認証制度等認証制度等のののの整理及整理及整理及整理及びびびび合理化合理化合理化合理化にににに関関関関するするするする法律（平成十一法律（平成十一法律（平成十一法律（平成十一

年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。）第一条の規定年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。）第一条の規定年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。）第一条の規定年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。）第一条の規定

による改正前の消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）により設立さによる改正前の消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）により設立さによる改正前の消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）により設立さによる改正前の消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）により設立さ

れた製品安全協会（整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限れた製品安全協会（整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限れた製品安全協会（整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限れた製品安全協会（整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限

る。）る。）る。）る。）

五十八　五十八　五十八　五十八　独独独独立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故対対対対策機構（策機構（策機構（策機構（独独独独立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故対対対対策機構法（平成策機構法（平成策機構法（平成策機構法（平成

十四年法律第百八十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策十四年法律第百八十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策十四年法律第百八十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策十四年法律第百八十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策

センターを含む。）センターを含む。）センターを含む。）センターを含む。）

五十九　五十九　五十九　五十九　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際協力機構（際協力機構（際協力機構（際協力機構（独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際協力機構法（平成十四年法律第際協力機構法（平成十四年法律第際協力機構法（平成十四年法律第際協力機構法（平成十四年法律第

百三十六号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。）百三十六号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。）百三十六号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。）百三十六号）附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。）

六十　六十　六十　六十　自動車安全運自動車安全運自動車安全運自動車安全運転転転転センターセンターセンターセンター

六十一　六十一　六十一　六十一　輸出入輸出入輸出入輸出入・・・・港港港港湾関湾関湾関湾関連情報連情報連情報連情報処処処処理理理理センターセンターセンターセンター株式株式株式株式会会会会社（航空運送貨物社（航空運送貨物社（航空運送貨物社（航空運送貨物のののの税関税関税関税関手手手手続続続続のののの特例特例特例特例

等に関する法律の一部を改正する法律（平成三年法律第十八号）による改正前の航空等に関する法律の一部を改正する法律（平成三年法律第十八号）による改正前の航空等に関する法律の一部を改正する法律（平成三年法律第十八号）による改正前の航空等に関する法律の一部を改正する法律（平成三年法律第十八号）による改正前の航空

運送貨物の税関手続の特例等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第六条の運送貨物の税関手続の特例等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第六条の運送貨物の税関手続の特例等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第六条の運送貨物の税関手続の特例等に関する法律（昭和五十二年法律第五十四号）第六条の

航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する

法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十四号）附則第二条第一項の規定法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十四号）附則第二条第一項の規定法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十四号）附則第二条第一項の規定法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二十四号）附則第二条第一項の規定

により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例

等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第

一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。）一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。）一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。）一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。）

六十二　六十二　六十二　六十二　独独独独立行政法人通信立行政法人通信立行政法人通信立行政法人通信総総総総合合合合研研研研究所法究所法究所法究所法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成十四年法律第百三法律（平成十四年法律第百三法律（平成十四年法律第百三法律（平成十四年法律第百三

十四号）附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構（通信・放送衛星十四号）附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構（通信・放送衛星十四号）附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構（通信・放送衛星十四号）附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構（通信・放送衛星

機構法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十四号）による改正前の通信・放送機構法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十四号）による改正前の通信・放送機構法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十四号）による改正前の通信・放送機構法の一部を改正する法律（平成四年法律第三十四号）による改正前の通信・放送

衛星機構法（昭和五十四年法律第四十六号）第一条の通信・放送衛星機構を含む。）衛星機構法（昭和五十四年法律第四十六号）第一条の通信・放送衛星機構を含む。）衛星機構法（昭和五十四年法律第四十六号）第一条の通信・放送衛星機構を含む。）衛星機構法（昭和五十四年法律第四十六号）第一条の通信・放送衛星機構を含む。）

六十三　六十三　六十三　六十三　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人医薬医薬医薬医薬品品品品医医医医療機器療機器療機器療機器総総総総合機構（合機構（合機構（合機構（医薬医薬医薬医薬品副作用被害救品副作用被害救品副作用被害救品副作用被害救済済済済基金法基金法基金法基金法のののの一部一部一部一部をををを

改正する法律（昭和六十二年法律第三十二号）による改正前の医薬品副作用被害救済改正する法律（昭和六十二年法律第三十二号）による改正前の医薬品副作用被害救済改正する法律（昭和六十二年法律第三十二号）による改正前の医薬品副作用被害救済改正する法律（昭和六十二年法律第三十二号）による改正前の医薬品副作用被害救済

基金法（昭和五十四年法律第五十五号）第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法基金法（昭和五十四年法律第五十五号）第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法基金法（昭和五十四年法律第五十五号）第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法基金法（昭和五十四年法律第五十五号）第一条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法

及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律（平成五年法律第及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律（平成五年法律第及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律（平成五年法律第及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律（平成五年法律第

二十七号）による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副二十七号）による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副二十七号）による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副二十七号）による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副

作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四作用被害救済・研究振興基金及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四

年法律第百九十二号）附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害年法律第百九十二号）附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害年法律第百九十二号）附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害年法律第百九十二号）附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害

救済・研究振興調査機構を含む。）救済・研究振興調査機構を含む。）救済・研究振興調査機構を含む。）救済・研究振興調査機構を含む。）



六十四　六十四　六十四　六十四　独独独独立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本学学学学生支援機構（生支援機構（生支援機構（生支援機構（独独独独立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本学学学学生支援機構法（平成十五生支援機構法（平成十五生支援機構法（平成十五生支援機構法（平成十五

年法律第九十四号）附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。）年法律第九十四号）附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。）年法律第九十四号）附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。）年法律第九十四号）附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。）

六十五　六十五　六十五　六十五　放送大放送大放送大放送大学学学学学学学学園法（平成十四年法律第百五十六園法（平成十四年法律第百五十六園法（平成十四年法律第百五十六園法（平成十四年法律第百五十六号号号号）第三）第三）第三）第三条条条条にににに規定規定規定規定するするするする放送大放送大放送大放送大学学学学学学学学

園（同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。）園（同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。）園（同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。）園（同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。）

六十六　六十六　六十六　六十六　関関関関西西西西国国国国際空港及際空港及際空港及際空港及びびびび大阪大阪大阪大阪国国国国際空港際空港際空港際空港のののの一体的一体的一体的一体的かつかつかつかつ効効効効率的率的率的率的なななな設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法法法法

律（平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。）附律（平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。）附律（平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。）附律（平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。）附

則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法（昭和五十九年法律第五十則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法（昭和五十九年法律第五十則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法（昭和五十九年法律第五十則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法（昭和五十九年法律第五十

三号）により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施行の日の前日までの三号）により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施行の日の前日までの三号）により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施行の日の前日までの三号）により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施行の日の前日までの

間におけるものに限る。）間におけるものに限る。）間におけるものに限る。）間におけるものに限る。）

六十七　六十七　六十七　六十七　危危危危険険険険物保安技術協物保安技術協物保安技術協物保安技術協会会会会

六十八　六十八　六十八　六十八　消防消防消防消防団団団団員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共済済済済基金基金基金基金

六十九　六十九　六十九　六十九　独独独独立行政法人高立行政法人高立行政法人高立行政法人高齢齢齢齢・・・・障害障害障害障害・・・・求職者雇用支援機構（身体障害者雇用促進法求職者雇用支援機構（身体障害者雇用促進法求職者雇用支援機構（身体障害者雇用促進法求職者雇用支援機構（身体障害者雇用促進法のののの一部一部一部一部

を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）による改正前の身体障害者雇用促進を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）による改正前の身体障害者雇用促進を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）による改正前の身体障害者雇用促進を改正する法律（昭和六十二年法律第四十一号）による改正前の身体障害者雇用促進

法（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十条の身体障害者雇用促進協会、独立行政

法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行

政法人高齢・障害者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第三条第一政法人高齢・障害者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第三条第一政法人高齢・障害者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第三条第一政法人高齢・障害者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）附則第三条第一

項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第二条の独立行政法人高

齢・障害者雇用支援機構を含む。）齢・障害者雇用支援機構を含む。）齢・障害者雇用支援機構を含む。）齢・障害者雇用支援機構を含む。）

七十　七十　七十　七十　中央中央中央中央労働労働労働労働災害防止協災害防止協災害防止協災害防止協会会会会

七十一　七十一　七十一　七十一　地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金

七十二　七十二　七十二　七十二　中央職業能力開中央職業能力開中央職業能力開中央職業能力開発発発発協協協協会会会会

七十三　七十三　七十三　七十三　総総総総合合合合研研研研究開究開究開究開発発発発機構法機構法機構法機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律（平成十九年法律第百法律（平成十九年法律第百法律（平成十九年法律第百法律（平成十九年法律第百号号号号。以下。以下。以下。以下このこのこのこの号号号号におにおにおにお

いて「廃止法」という。）による廃止前の総合研究開発機構法（昭和四十八年法律第いて「廃止法」という。）による廃止前の総合研究開発機構法（昭和四十八年法律第いて「廃止法」という。）による廃止前の総合研究開発機構法（昭和四十八年法律第いて「廃止法」という。）による廃止前の総合研究開発機構法（昭和四十八年法律第

五十一号）により設立された総合研究開発機構（廃止法附則第二条に規定する旧法適五十一号）により設立された総合研究開発機構（廃止法附則第二条に規定する旧法適五十一号）により設立された総合研究開発機構（廃止法附則第二条に規定する旧法適五十一号）により設立された総合研究開発機構（廃止法附則第二条に規定する旧法適

用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）

七十四　七十四　七十四　七十四　基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術研研研研究究究究円円円円滑化法滑化法滑化法滑化法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成十三年法律第六十法律（平成十三年法律第六十法律（平成十三年法律第六十法律（平成十三年法律第六十号号号号）附則）附則）附則）附則

第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター

七十五　七十五　七十五　七十五　旧旧旧旧公社法施行法第四十公社法施行法第四十公社法施行法第四十公社法施行法第四十条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの郵便貯金法（昭和二十二年法律郵便貯金法（昭和二十二年法律郵便貯金法（昭和二十二年法律郵便貯金法（昭和二十二年法律

第百四十四号）により設立された郵便貯金振興会（旧公社法施行法附則第六条第一項第百四十四号）により設立された郵便貯金振興会（旧公社法施行法附則第六条第一項第百四十四号）により設立された郵便貯金振興会（旧公社法施行法附則第六条第一項第百四十四号）により設立された郵便貯金振興会（旧公社法施行法附則第六条第一項

に規定する時までの間におけるものに限る。）に規定する時までの間におけるものに限る。）に規定する時までの間におけるものに限る。）に規定する時までの間におけるものに限る。）

七十六　七十六　七十六　七十六　独独独独立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの廃廃廃廃止等止等止等止等にににに関関関関するするするする法律（平法律（平法律（平法律（平

成十八年法律第百十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平成十八年法律第百十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平成十八年法律第百十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平成十八年法律第百十九号）附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平

和祈念事業特別基金（平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律和祈念事業特別基金（平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律和祈念事業特別基金（平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律和祈念事業特別基金（平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律

（平成十四年法律第百三十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念（平成十四年法律第百三十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念（平成十四年法律第百三十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念（平成十四年法律第百三十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念

事業特別基金を含む。）事業特別基金を含む。）事業特別基金を含む。）事業特別基金を含む。）

七十七　七十七　七十七　七十七　社社社社会会会会保保保保険険険険診療報酬支診療報酬支診療報酬支診療報酬支払払払払基金基金基金基金

七十八　七十八　七十八　七十八　国国国国民年金基金連合民年金基金連合民年金基金連合民年金基金連合会会会会

七十九　七十九　七十九　七十九　日本中央競馬日本中央競馬日本中央競馬日本中央競馬会会会会

八十　八十　八十　八十　預金保預金保預金保預金保険険険険機構機構機構機構

八十一　八十一　八十一　八十一　日本日本日本日本たばこたばこたばこたばこ産産産産業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社

八十二　八十二　八十二　八十二　日本電信電話株式日本電信電話株式日本電信電話株式日本電信電話株式会会会会社社社社

八十三　八十三　八十三　八十三　北海道旅客北海道旅客北海道旅客北海道旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社

八十四　八十四　八十四　八十四　旅客旅客旅客旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社及社及社及社及びびびび日本貨物日本貨物日本貨物日本貨物鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法法法法

律（平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正律（平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正律（平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正律（平成十三年法律第六十一号。以下この号において「平成十三年旅客会社法改正

法」という。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法」という。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法」という。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法」という。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する



法律（昭和六十一年法律第八十八号）により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東法律（昭和六十一年法律第八十八号）により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東法律（昭和六十一年法律第八十八号）により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東法律（昭和六十一年法律第八十八号）により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東

海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社（平成十三年旅客会社法改正法の施海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社（平成十三年旅客会社法改正法の施海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社（平成十三年旅客会社法改正法の施海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社（平成十三年旅客会社法改正法の施

行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。）行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。）行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。）行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。）

八十五　八十五　八十五　八十五　四四四四国国国国旅客旅客旅客旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社

八十六　八十六　八十六　八十六　旅客旅客旅客旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社及社及社及社及びびびび日本貨物日本貨物日本貨物日本貨物鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法法法法

律（平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」とい律（平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」とい律（平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」とい律（平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」とい

う。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律によう。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律によう。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律によう。）による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律によ

り設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前り設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前り設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前り設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前

日までの間におけるものに限る。）日までの間におけるものに限る。）日までの間におけるものに限る。）日までの間におけるものに限る。）

八十七　八十七　八十七　八十七　日本貨物日本貨物日本貨物日本貨物鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社

八十八　八十八　八十八　八十八　東日本電信電話株式東日本電信電話株式東日本電信電話株式東日本電信電話株式会会会会社社社社

八十九　八十九　八十九　八十九　西日本電信電話株式西日本電信電話株式西日本電信電話株式西日本電信電話株式会会会会社社社社

九十　九十　九十　九十　原子力原子力原子力原子力発発発発電環境整備機構電環境整備機構電環境整備機構電環境整備機構

九十一　九十一　九十一　九十一　株式株式株式株式会会会会社社社社産産産産業再生機構業再生機構業再生機構業再生機構

九十二　九十二　九十二　九十二　独独独独立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題対対対対策協策協策協策協会会会会

九十三　九十三　九十三　九十三　独独独独立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構のののの解散解散解散解散にににに関関関関するするするする法律第一法律第一法律第一法律第一条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散

した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構

九十四　九十四　九十四　九十四　中間貯中間貯中間貯中間貯蔵蔵蔵蔵・・・・環境安全事業株式環境安全事業株式環境安全事業株式環境安全事業株式会会会会社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式会会会会社法社法社法社法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

する法律（平成二十六年法律第百二十号）による改正前の日本環境安全事業株式会社する法律（平成二十六年法律第百二十号）による改正前の日本環境安全事業株式会社する法律（平成二十六年法律第百二十号）による改正前の日本環境安全事業株式会社する法律（平成二十六年法律第百二十号）による改正前の日本環境安全事業株式会社

法（平成十五年法律第四十四号）第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含法（平成十五年法律第四十四号）第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含法（平成十五年法律第四十四号）第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含法（平成十五年法律第四十四号）第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含

む。）む。）む。）む。）

九十五　九十五　九十五　九十五　独独独独立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開発発発発基金基金基金基金

九十六　九十六　九十六　九十六　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人法人法人法人医薬医薬医薬医薬基盤基盤基盤基盤・・・・健康健康健康健康・・・・栄栄栄栄養養養養研研研研究所（究所（究所（究所（独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人医薬医薬医薬医薬基盤基盤基盤基盤研研研研究所究所究所究所

法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十八号）による改正前の独立行政法法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十八号）による改正前の独立行政法法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十八号）による改正前の独立行政法法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十八号）による改正前の独立行政法

人医薬基盤研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第二条の独立行政法人医薬基盤人医薬基盤研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第二条の独立行政法人医薬基盤人医薬基盤研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第二条の独立行政法人医薬基盤人医薬基盤研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第二条の独立行政法人医薬基盤

研究所を含む。）研究所を含む。）研究所を含む。）研究所を含む。）

九十七　九十七　九十七　九十七　沖沖沖沖縄縄縄縄科科科科学学学学技術大技術大技術大技術大学学学学院大院大院大院大学学学学学学学学園法（平成二十一年法律第七十六園法（平成二十一年法律第七十六園法（平成二十一年法律第七十六園法（平成二十一年法律第七十六号号号号）附則第三）附則第三）附則第三）附則第三条条条条第第第第

一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

九十八　九十八　九十八　九十八　中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式会会会会社社社社

九十九　九十九　九十九　九十九　西日本高速道路株式西日本高速道路株式西日本高速道路株式西日本高速道路株式会会会会社社社社

百　百　百　百　独独独独立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有・・・・債務返債務返債務返債務返済済済済機構機構機構機構

百一　百一　百一　百一　独独独独立行政法人地域立行政法人地域立行政法人地域立行政法人地域医医医医療機能推進機構（療機能推進機構（療機能推進機構（療機能推進機構（独独独独立行政法人年金立行政法人年金立行政法人年金立行政法人年金・・・・健康保健康保健康保健康保険険険険福祉施設整理福祉施設整理福祉施設整理福祉施設整理

機構法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十三号）第二条の規定による改機構法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十三号）第二条の規定による改機構法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十三号）第二条の規定による改機構法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十三号）第二条の規定による改

正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法（平成十七年法律第七十一正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法（平成十七年法律第七十一正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法（平成十七年法律第七十一正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法（平成十七年法律第七十一

号）第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。）号）第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。）号）第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。）号）第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。）

百二　百二　百二　百二　日本司法支援日本司法支援日本司法支援日本司法支援センターセンターセンターセンター

百三　百三　百三　百三　独独独独立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（独独独独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年

法律第八十二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）法律第八十二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）法律第八十二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）法律第八十二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）

百四　百四　百四　百四　地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体金融機構（地方交付体金融機構（地方交付体金融機構（地方交付体金融機構（地方交付税税税税法等法等法等法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成二十一年法法律（平成二十一年法法律（平成二十一年法法律（平成二十一年法

律第十号）第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律律第十号）第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律律第十号）第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律律第十号）第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律

第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。）附則第九条第一項の規第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。）附則第九条第一項の規第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。）附則第九条第一項の規第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。）附則第九条第一項の規

定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方

公営企業等金融機構を含む。）公営企業等金融機構を含む。）公営企業等金融機構を含む。）公営企業等金融機構を含む。）

百五　百五　百五　百五　地方競馬全地方競馬全地方競馬全地方競馬全国国国国協協協協会会会会

百六　百六　百六　百六　株式株式株式株式会会会会社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫



百七　百七　百七　百七　全全全全国国国国健康保健康保健康保健康保険険険険協協協協会会会会

百八　百八　百八　百八　農水農水農水農水産産産産業協同組合貯金保業協同組合貯金保業協同組合貯金保業協同組合貯金保険険険険機構機構機構機構

百九　百九　百九　百九　株式株式株式株式会会会会社社社社産産産産業革新機構業革新機構業革新機構業革新機構

百十　百十　百十　百十　株式株式株式株式会会会会社地域社地域社地域社地域経済経済経済経済活性化支援機構（株式活性化支援機構（株式活性化支援機構（株式活性化支援機構（株式会会会会社企業再生支援機構法社企業再生支援機構法社企業再生支援機構法社企業再生支援機構法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正すすすす

る法律（平成二十五年法律第二号）による改正前の株式会社企業再生支援機構法（平る法律（平成二十五年法律第二号）による改正前の株式会社企業再生支援機構法（平る法律（平成二十五年法律第二号）による改正前の株式会社企業再生支援機構法（平る法律（平成二十五年法律第二号）による改正前の株式会社企業再生支援機構法（平

成二十一年法律第六十三号）第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。）成二十一年法律第六十三号）第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。）成二十一年法律第六十三号）第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。）成二十一年法律第六十三号）第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。）

百十一　百十一　百十一　百十一　日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

百十二　百十二　百十二　百十二　漁業漁業漁業漁業経営経営経営経営にににに関関関関するするするする補償制度補償制度補償制度補償制度のののの改善改善改善改善のためののためののためののための漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及びびびび漁業災害補償漁業災害補償漁業災害補償漁業災害補償

法の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第三十九号）附則第四条第一項の規法の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第三十九号）附則第四条第一項の規法の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第三十九号）附則第四条第一項の規法の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第三十九号）附則第四条第一項の規

定により解散した旧漁船保険中央会定により解散した旧漁船保険中央会定により解散した旧漁船保険中央会定により解散した旧漁船保険中央会

百十三　百十三　百十三　百十三　日本商工日本商工日本商工日本商工会会会会議所議所議所議所

百十四　百十四　百十四　百十四　全全全全国国国国土地改良事業土地改良事業土地改良事業土地改良事業団団団団体連合体連合体連合体連合会会会会

百十五　百十五　百十五　百十五　全全全全国国国国中小企業中小企業中小企業中小企業団団団団体中央体中央体中央体中央会会会会

百十六　百十六　百十六　百十六　全全全全国国国国商工商工商工商工会会会会連合連合連合連合会会会会

百十七　百十七　百十七　百十七　漁業共漁業共漁業共漁業共済済済済組合連合組合連合組合連合組合連合会会会会

百十八　百十八　百十八　百十八　日本銀行日本銀行日本銀行日本銀行

百十九　百十九　百十九　百十九　日本弁理士日本弁理士日本弁理士日本弁理士会会会会

百二十　百二十　百二十　百二十　東京地下東京地下東京地下東京地下鉄鉄鉄鉄株式株式株式株式会会会会社社社社

百二十一　百二十一　百二十一　百二十一　日本日本日本日本アルコールアルコールアルコールアルコール産産産産業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社

百二十二　百二十二　百二十二　百二十二　原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償・・・・廃炉廃炉廃炉廃炉等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

する法律（平成二十六年法律第四十号）による改正前の原子力損害賠償支援機構法する法律（平成二十六年法律第四十号）による改正前の原子力損害賠償支援機構法する法律（平成二十六年法律第四十号）による改正前の原子力損害賠償支援機構法する法律（平成二十六年法律第四十号）による改正前の原子力損害賠償支援機構法

（平成二十三年法律第九十四号）第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。）（平成二十三年法律第九十四号）第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。）（平成二十三年法律第九十四号）第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。）（平成二十三年法律第九十四号）第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。）

百二十三　百二十三　百二十三　百二十三　株式株式株式株式会会会会社東日本大震災事業者再生支援機構社東日本大震災事業者再生支援機構社東日本大震災事業者再生支援機構社東日本大震災事業者再生支援機構

百二十四　百二十四　百二十四　百二十四　株式株式株式株式会会会会社社社社国国国国際協力銀行際協力銀行際協力銀行際協力銀行

百二十五　百二十五　百二十五　百二十五　新新新新関関関関西西西西国国国国際空港株式際空港株式際空港株式際空港株式会会会会社社社社

百二十六　百二十六　百二十六　百二十六　株式株式株式株式会会会会社農林漁業成長社農林漁業成長社農林漁業成長社農林漁業成長産産産産業化支援機構業化支援機構業化支援機構業化支援機構

百二十七　百二十七　百二十七　百二十七　株式株式株式株式会会会会社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構

百二十八　百二十八　百二十八　百二十八　株式株式株式株式会会会会社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構

百二十九　百二十九　百二十九　百二十九　地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体情報体情報体情報体情報システムシステムシステムシステム機構機構機構機構

百三十　百三十　百三十　百三十　株式株式株式株式会会会会社海外交通社海外交通社海外交通社海外交通・・・・都市開都市開都市開都市開発発発発事業支援機構事業支援機構事業支援機構事業支援機構

百三十一　百三十一　百三十一　百三十一　広広広広域的運域的運域的運域的運営営営営推進機推進機推進機推進機関関関関

百三十二　百三十二　百三十二　百三十二　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人日本法人日本法人日本法人日本医医医医療療療療研研研研究開究開究開究開発発発発機構機構機構機構

百三十三　百三十三　百三十三　百三十三　株式株式株式株式会会会会社海外通信社海外通信社海外通信社海外通信・・・・放送放送放送放送・・・・郵便事業支援機構郵便事業支援機構郵便事業支援機構郵便事業支援機構

百三十四　百三十四　百三十四　百三十四　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人量子科法人量子科法人量子科法人量子科学学学学技術技術技術技術研研研研究開究開究開究開発発発発機構機構機構機構

百三十五　百三十五　百三十五　百三十五　使用使用使用使用済済済済燃料再燃料再燃料再燃料再処処処処理機構理機構理機構理機構

百三十六　百三十六　百三十六　百三十六　外外外外国国国国人技能人技能人技能人技能実実実実習機構習機構習機構習機構

百三十七　百三十七　百三十七　百三十七　株式株式株式株式会会会会社日本貿易保社日本貿易保社日本貿易保社日本貿易保険険険険

２　２　２　２　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項にににに規定規定規定規定するするするする特定公庫等（以下「特定公庫等」特定公庫等（以下「特定公庫等」特定公庫等（以下「特定公庫等」特定公庫等（以下「特定公庫等」というというというという。）。）。）。）にににに

係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法

人とする。人とする。人とする。人とする。

一　一　一　一　削除削除削除削除

二　二　二　二　地方競馬全地方競馬全地方競馬全地方競馬全国国国国協協協協会会会会

三　三　三　三　自自自自転転転転車競技法及車競技法及車競技法及車競技法及びびびび小型自動車競走法小型自動車競走法小型自動車競走法小型自動車競走法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成十九年法律第八十法律（平成十九年法律第八十法律（平成十九年法律第八十法律（平成十九年法律第八十

二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会二号）附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会



四　四　四　四　自自自自転転転転車競技法及車競技法及車競技法及車競技法及びびびび小型自動車競走法小型自動車競走法小型自動車競走法小型自動車競走法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律附則第十法律附則第十法律附則第十法律附則第十条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定

により解散した旧日本小型自動車振興会により解散した旧日本小型自動車振興会により解散した旧日本小型自動車振興会により解散した旧日本小型自動車振興会

五　五　五　五　日本道路公日本道路公日本道路公日本道路公団団団団等民等民等民等民営営営営化化化化関関関関係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧旧旧旧日本道日本道日本道日本道

路公団路公団路公団路公団

六　六　六　六　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人日本原子力法人日本原子力法人日本原子力法人日本原子力研研研研究開究開究開究開発発発発機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年独独独独法整備法第九十七法整備法第九十七法整備法第九十七法整備法第九十七条条条条のののの

規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定

により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開

発機構を含む。）発機構を含む。）発機構を含む。）発機構を含む。）

七　七　七　七　日本道路公日本道路公日本道路公日本道路公団団団団等民等民等民等民営営営営化化化化関関関関係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧旧旧旧首都高首都高首都高首都高

速道路公団速道路公団速道路公団速道路公団

八　八　八　八　日本道路公日本道路公日本道路公日本道路公団団団団等民等民等民等民営営営営化化化化関関関関係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧旧旧旧阪神高阪神高阪神高阪神高

速道路公団速道路公団速道路公団速道路公団

九　九　九　九　独独独独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業金融公庫法及立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業金融公庫法及立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業金融公庫法及立行政法人中小企業基盤整備機構（中小企業金融公庫法及びびびび独独独独立行政法人中小企立行政法人中小企立行政法人中小企立行政法人中小企

業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地

域振興整備公団を含む。）域振興整備公団を含む。）域振興整備公団を含む。）域振興整備公団を含む。）

十　十　十　十　地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償基金

十一　十一　十一　十一　日本道路公日本道路公日本道路公日本道路公団団団団等民等民等民等民営営営営化化化化関関関関係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五係法施行法第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧旧旧旧本州本州本州本州

四国連絡橋公団四国連絡橋公団四国連絡橋公団四国連絡橋公団

十二　十二　十二　十二　預金保預金保預金保預金保険険険険機構機構機構機構

十三　十三　十三　十三　日本下水道事業日本下水道事業日本下水道事業日本下水道事業団団団団

十四　十四　十四　十四　総総総総合合合合研研研研究開究開究開究開発発発発機構法機構法機構法機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律（以下法律（以下法律（以下法律（以下このこのこのこの号号号号においてにおいてにおいてにおいて「「「「廃廃廃廃止法」止法」止法」止法」というというというという。）。）。）。）

による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構（廃止法附則による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構（廃止法附則による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構（廃止法附則による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構（廃止法附則

第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。）

十五　十五　十五　十五　農水農水農水農水産産産産業協同組合貯金保業協同組合貯金保業協同組合貯金保業協同組合貯金保険険険険機構機構機構機構

十六　十六　十六　十六　独独独独立行政法人通信立行政法人通信立行政法人通信立行政法人通信総総総総合合合合研研研研究所法究所法究所法究所法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律附則第三法律附則第三法律附則第三法律附則第三条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに

より解散した旧通信・放送機構より解散した旧通信・放送機構より解散した旧通信・放送機構より解散した旧通信・放送機構

十七　十七　十七　十七　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人医薬医薬医薬医薬品品品品医医医医療機器療機器療機器療機器総総総総合機構（合機構（合機構（合機構（独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人医薬医薬医薬医薬品品品品医医医医療機器療機器療機器療機器総総総総合機構法合機構法合機構法合機構法

附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機

構を含む。）構を含む。）構を含む。）構を含む。）

十八　十八　十八　十八　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人新法人新法人新法人新エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー・産産産産業技術業技術業技術業技術総総総総合開合開合開合開発発発発機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年独独独独法整備法整備法整備法整備

法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機

構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。）構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。）構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。）構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。）

十九　十九　十九　十九　日本私立日本私立日本私立日本私立学学学学校振興校振興校振興校振興・・・・共共共共済済済済事業事業事業事業団団団団

二十　二十　二十　二十　株式株式株式株式会会会会社日本政策金融公庫法附則第十五社日本政策金融公庫法附則第十五社日本政策金融公庫法附則第十五社日本政策金融公庫法附則第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧国旧国旧国旧国民生民生民生民生

活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同

法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八

条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行

二十一　二十一　二十一　二十一　株式株式株式株式会会会会社日本政策投資銀行法附則第十五社日本政策投資銀行法附則第十五社日本政策投資銀行法附則第十五社日本政策投資銀行法附則第十五条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧旧旧旧日本日本日本日本

政策投資銀行政策投資銀行政策投資銀行政策投資銀行

二十二　二十二　二十二　二十二　年金積立金管理運用年金積立金管理運用年金積立金管理運用年金積立金管理運用独独独独立行政法人（年金積立金管理運用立行政法人（年金積立金管理運用立行政法人（年金積立金管理運用立行政法人（年金積立金管理運用独独独独立行政法人法附則第立行政法人法附則第立行政法人法附則第立行政法人法附則第

三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。）三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。）三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。）三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。）

二十三　二十三　二十三　二十三　銀行等保有株式取得機構銀行等保有株式取得機構銀行等保有株式取得機構銀行等保有株式取得機構

二十四　二十四　二十四　二十四　独独独独立行政法人日本万立行政法人日本万立行政法人日本万立行政法人日本万国国国国博博博博覧会覧会覧会覧会記念機構法記念機構法記念機構法記念機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律附則第二法律附則第二法律附則第二法律附則第二条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規規規規

定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構



二十五　二十五　二十五　二十五　独独独独立行政法人水資源機構立行政法人水資源機構立行政法人水資源機構立行政法人水資源機構

二十六　二十六　二十六　二十六　独独独独立行政法人農畜立行政法人農畜立行政法人農畜立行政法人農畜産産産産業振興機構業振興機構業振興機構業振興機構

二十七　二十七　二十七　二十七　独独独独立行政法人農業者年金基金立行政法人農業者年金基金立行政法人農業者年金基金立行政法人農業者年金基金

二十八　二十八　二十八　二十八　独独独独立行政法人農林漁業信用基金立行政法人農林漁業信用基金立行政法人農林漁業信用基金立行政法人農林漁業信用基金

二十九　二十九　二十九　二十九　独独独独立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題立行政法人北方領土問題対対対対策協策協策協策協会会会会

三十　三十　三十　三十　独独独独立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本学学学学術振興術振興術振興術振興会会会会

三十一　三十一　三十一　三十一　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人宇宙航空法人宇宙航空法人宇宙航空法人宇宙航空研研研研究開究開究開究開発発発発機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年独独独独法整備法第八十八法整備法第八十八法整備法第八十八法整備法第八十八条条条条

の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇

宙航空研究開発機構を含む。）宙航空研究開発機構を含む。）宙航空研究開発機構を含む。）宙航空研究開発機構を含む。）

三十二　三十二　三十二　三十二　独独独独立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンター

三十三　三十三　三十三　三十三　独独独独立行政法人日本芸術文化振興立行政法人日本芸術文化振興立行政法人日本芸術文化振興立行政法人日本芸術文化振興会会会会

三十四　三十四　三十四　三十四　独独独独立行政法人福祉立行政法人福祉立行政法人福祉立行政法人福祉医医医医療機構療機構療機構療機構

三十五　三十五　三十五　三十五　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国立重度知的障害者立重度知的障害者立重度知的障害者立重度知的障害者総総総総合施設合施設合施設合施設のぞみののぞみののぞみののぞみの園園園園

三十六　三十六　三十六　三十六　独独独独立行政法人日本貿易振興機構立行政法人日本貿易振興機構立行政法人日本貿易振興機構立行政法人日本貿易振興機構

三十七　三十七　三十七　三十七　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際交流基金際交流基金際交流基金際交流基金

三十八　三十八　三十八　三十八　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人労働労働労働労働政策政策政策政策研研研研究究究究・・・・研研研研修機構修機構修機構修機構

三十九　三十九　三十九　三十九　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人緑緑緑緑資源機構法資源機構法資源機構法資源機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律附則第二法律附則第二法律附則第二法律附則第二条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散

した旧独立行政法人緑資源機構した旧独立行政法人緑資源機構した旧独立行政法人緑資源機構した旧独立行政法人緑資源機構

四十　四十　四十　四十　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人科法人科法人科法人科学学学学技術振興機構（平成二十六年技術振興機構（平成二十六年技術振興機構（平成二十六年技術振興機構（平成二十六年独独独独法整備法第八十五法整備法第八十五法整備法第八十五法整備法第八十五条条条条のののの規定規定規定規定

による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興

機構を含む。）機構を含む。）機構を含む。）機構を含む。）

四十一　四十一　四十一　四十一　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人理化法人理化法人理化法人理化学学学学研研研研究所（平成二十六年究所（平成二十六年究所（平成二十六年究所（平成二十六年独独独独法整備法第八十七法整備法第八十七法整備法第八十七法整備法第八十七条条条条のののの規定規定規定規定にににに

よる改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含よる改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含よる改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含よる改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含

む。）む。）む。）む。）

四十二　四十二　四十二　四十二　独独独独立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故立行政法人自動車事故対対対対策機構策機構策機構策機構

四十三　四十三　四十三　四十三　独独独独立行政法人勤立行政法人勤立行政法人勤立行政法人勤労労労労者退職金共者退職金共者退職金共者退職金共済済済済機構機構機構機構

四十四　四十四　四十四　四十四　独独独独立行政法人空港周立行政法人空港周立行政法人空港周立行政法人空港周辺辺辺辺整備機構整備機構整備機構整備機構

四十五　四十五　四十五　四十五　海洋海洋海洋海洋汚汚汚汚染等及染等及染等及染等及びびびび海上災害海上災害海上災害海上災害のののの防止防止防止防止にににに関関関関するするするする法律等法律等法律等法律等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律附則第十法律附則第十法律附則第十法律附則第十

条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター

四十六　四十六　四十六　四十六　電子情報電子情報電子情報電子情報処処処処理組織理組織理組織理組織によるによるによるによる税関税関税関税関手手手手続続続続のののの特例等特例等特例等特例等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律

（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政（平成二十年法律第四十六号）附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政

法人通関情報処理センター法人通関情報処理センター法人通関情報処理センター法人通関情報処理センター

四十七　四十七　四十七　四十七　独独独独立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等立行政法人平和祈念事業特別基金等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの廃廃廃廃止等止等止等止等にににに関関関関するするするする法律附則法律附則法律附則法律附則

第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金

四十八　四十八　四十八　四十八　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際協力機構際協力機構際協力機構際協力機構

四十九　四十九　四十九　四十九　放送大放送大放送大放送大学学学学学学学学園法第三園法第三園法第三園法第三条条条条にににに規定規定規定規定するするするする放送大放送大放送大放送大学学学学学学学学園園園園

五十　五十　五十　五十　独独独独立行政法人高立行政法人高立行政法人高立行政法人高齢齢齢齢・・・・障害障害障害障害・・・・求職者雇用支援機構（求職者雇用支援機構（求職者雇用支援機構（求職者雇用支援機構（独独独独立行政法人雇用立行政法人雇用立行政法人雇用立行政法人雇用・・・・能力開能力開能力開能力開発発発発機機機機

構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇

用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。）用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。）用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。）用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。）

五十一　五十一　五十一　五十一　独独独独立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構立行政法人原子力安全基盤機構のののの解散解散解散解散にににに関関関関するするするする法律第一法律第一法律第一法律第一条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散

した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構した旧独立行政法人原子力安全基盤機構

五十二　五十二　五十二　五十二　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人鉄鉄鉄鉄道建設道建設道建設道建設・・・・運輸施設整備支援機構運輸施設整備支援機構運輸施設整備支援機構運輸施設整備支援機構

五十三　五十三　五十三　五十三　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人国国国国際際際際観観観観光振興機構光振興機構光振興機構光振興機構

五十四　五十四　五十四　五十四　独独独独立行政法人環境再生保全機構立行政法人環境再生保全機構立行政法人環境再生保全機構立行政法人環境再生保全機構



五十五　五十五　五十五　五十五　独独独独立行政法人雇用立行政法人雇用立行政法人雇用立行政法人雇用・・・・能力開能力開能力開能力開発発発発機構法機構法機構法機構法をををを廃廃廃廃止止止止するするするする法律附則第二法律附則第二法律附則第二法律附則第二条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに

より解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構より解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構より解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構より解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構

五十六　五十六　五十六　五十六　独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人労働労働労働労働者健康安全機構（平成二十七年者健康安全機構（平成二十七年者健康安全機構（平成二十七年者健康安全機構（平成二十七年独独独独法改革厚生法改革厚生法改革厚生法改革厚生労働労働労働労働省省省省関関関関係法整係法整係法整係法整

備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行

政法人労働者健康福祉機構を含む。）政法人労働者健康福祉機構を含む。）政法人労働者健康福祉機構を含む。）政法人労働者健康福祉機構を含む。）

五十七　五十七　五十七　五十七　独独独独立行政法人情報立行政法人情報立行政法人情報立行政法人情報処処処処理推進機構理推進機構理推進機構理推進機構

五十八　五十八　五十八　五十八　独独独独立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本立行政法人日本学学学学生支援機構生支援機構生支援機構生支援機構

五十九　五十九　五十九　五十九　独独独独立行政法人石油天然立行政法人石油天然立行政法人石油天然立行政法人石油天然ガス・ガス・ガス・ガス・金金金金属鉱属鉱属鉱属鉱物資源機構物資源機構物資源機構物資源機構

六十　六十　六十　六十　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人海洋法人海洋法人海洋法人海洋研研研研究開究開究開究開発発発発機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年機構（平成二十六年独独独独法整備法第九十二法整備法第九十二法整備法第九十二法整備法第九十二条条条条のののの規定規定規定規定

による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発

機構を含む。）機構を含む。）機構を含む。）機構を含む。）

六十一　六十一　六十一　六十一　独独独独立行政法人都市再生機構立行政法人都市再生機構立行政法人都市再生機構立行政法人都市再生機構

六十二　六十二　六十二　六十二　独独独独立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開立行政法人奄美群島振興開発発発発基金基金基金基金

六十三　六十三　六十三　六十三　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人法人法人法人医薬医薬医薬医薬基盤基盤基盤基盤・・・・健康健康健康健康・・・・栄栄栄栄養養養養研研研研究所（究所（究所（究所（独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人医薬医薬医薬医薬基盤基盤基盤基盤研研研研究所究所究所究所

法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立

行政法人医薬基盤研究所を含む。）行政法人医薬基盤研究所を含む。）行政法人医薬基盤研究所を含む。）行政法人医薬基盤研究所を含む。）

六十四　六十四　六十四　六十四　沖沖沖沖縄縄縄縄科科科科学学学学技術大技術大技術大技術大学学学学院大院大院大院大学学学学学学学学園法附則第三園法附則第三園法附則第三園法附則第三条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより解散解散解散解散したしたしたした旧独旧独旧独旧独立立立立

行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

六十五　六十五　六十五　六十五　独独独独立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有立行政法人日本高速道路保有・・・・債務返債務返債務返債務返済済済済機構機構機構機構

六十六　六十六　六十六　六十六　独独独独立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（立行政法人住宅金融支援機構（独独独独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三立行政法人住宅金融支援機構法附則第三立行政法人住宅金融支援機構法附則第三立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条条条条

第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。）

六十七　六十七　六十七　六十七　地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体金融機構（体金融機構（体金融機構（体金融機構（旧旧旧旧地方公地方公地方公地方公営営営営企業等金融機構法附則第九企業等金融機構法附則第九企業等金融機構法附則第九企業等金融機構法附則第九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定

により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公

営企業等金融機構を含む。）営企業等金融機構を含む。）営企業等金融機構を含む。）営企業等金融機構を含む。）

六十八　六十八　六十八　六十八　全全全全国国国国健康保健康保健康保健康保険険険険協協協協会会会会

六十九　六十九　六十九　六十九　日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

七十　七十　七十　七十　漁業漁業漁業漁業経営経営経営経営にににに関関関関するするするする補償制度補償制度補償制度補償制度のののの改善改善改善改善のためののためののためののための漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及漁船損害等補償法及びびびび漁業災害補償法漁業災害補償法漁業災害補償法漁業災害補償法

の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会

七十一　七十一　七十一　七十一　日本商工日本商工日本商工日本商工会会会会議所議所議所議所

七十二　七十二　七十二　七十二　全全全全国国国国土地改良事業土地改良事業土地改良事業土地改良事業団団団団体連合体連合体連合体連合会会会会

七十三　七十三　七十三　七十三　全全全全国国国国中小企業中小企業中小企業中小企業団団団団体中央体中央体中央体中央会会会会

七十四　七十四　七十四　七十四　全全全全国国国国商工商工商工商工会会会会連合連合連合連合会会会会

七十五　七十五　七十五　七十五　高高高高圧圧圧圧ガスガスガスガス保安協保安協保安協保安協会会会会

七十六　七十六　七十六　七十六　消防消防消防消防団団団団員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共員等公務災害補償等共済済済済基金基金基金基金

七十七　七十七　七十七　七十七　漁業共漁業共漁業共漁業共済済済済組合連合組合連合組合連合組合連合会会会会

七十八　七十八　七十八　七十八　軽軽軽軽自動車自動車自動車自動車検検検検査査査査協協協協会会会会

七十九　七十九　七十九　七十九　小型船舶小型船舶小型船舶小型船舶検検検検査査査査機構機構機構機構

八十　八十　八十　八十　自動車安全運自動車安全運自動車安全運自動車安全運転転転転センターセンターセンターセンター

八十一　八十一　八十一　八十一　危危危危険険険険物保安技術協物保安技術協物保安技術協物保安技術協会会会会

八十二　八十二　八十二　八十二　関関関関西西西西国国国国際空港及際空港及際空港及際空港及びびびび大阪大阪大阪大阪国国国国際空港際空港際空港際空港のののの一体的一体的一体的一体的かつかつかつかつ効効効効率的率的率的率的なななな設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする法法法法

律（以下この号において「設置管理法」という。）附則第十九条の規定による廃止前律（以下この号において「設置管理法」という。）附則第十九条の規定による廃止前律（以下この号において「設置管理法」という。）附則第十九条の規定による廃止前律（以下この号において「設置管理法」という。）附則第十九条の規定による廃止前

の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社（設置管理法の施

行の日の前日までの間におけるものに限る。）行の日の前日までの間におけるものに限る。）行の日の前日までの間におけるものに限る。）行の日の前日までの間におけるものに限る。）

八十三　八十三　八十三　八十三　日本電信電話株式日本電信電話株式日本電信電話株式日本電信電話株式会会会会社社社社

八十四　八十四　八十四　八十四　北海道旅客北海道旅客北海道旅客北海道旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社



八十五　八十五　八十五　八十五　四四四四国国国国旅客旅客旅客旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社

八十六　八十六　八十六　八十六　平成二十七年旅客平成二十七年旅客平成二十七年旅客平成二十七年旅客会会会会社法改正法社法改正法社法改正法社法改正法によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの旅客旅客旅客旅客鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社及社及社及社及びびびび日本貨物日本貨物日本貨物日本貨物

鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社（平成二十七年旅

客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。）

八十七　八十七　八十七　八十七　日本貨物日本貨物日本貨物日本貨物鉄鉄鉄鉄道株式道株式道株式道株式会会会会社社社社

八十八　八十八　八十八　八十八　東日本電信電話株式東日本電信電話株式東日本電信電話株式東日本電信電話株式会会会会社社社社

八十九　八十九　八十九　八十九　西日本電信電話株式西日本電信電話株式西日本電信電話株式西日本電信電話株式会会会会社社社社

九十　九十　九十　九十　原子力原子力原子力原子力発発発発電環境整備機構電環境整備機構電環境整備機構電環境整備機構

九十一　九十一　九十一　九十一　東京地下東京地下東京地下東京地下鉄鉄鉄鉄株式株式株式株式会会会会社社社社

九十二　九十二　九十二　九十二　中間貯中間貯中間貯中間貯蔵蔵蔵蔵・・・・環境安全事業株式環境安全事業株式環境安全事業株式環境安全事業株式会会会会社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式社（日本環境安全事業株式会会会会社法社法社法社法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事

業株式会社を含む。）業株式会社を含む。）業株式会社を含む。）業株式会社を含む。）

九十三　九十三　九十三　九十三　成田成田成田成田国国国国際空港株式際空港株式際空港株式際空港株式会会会会社社社社

九十四　九十四　九十四　九十四　東日本高速道路株式東日本高速道路株式東日本高速道路株式東日本高速道路株式会会会会社社社社

九十五　九十五　九十五　九十五　首都高速道路株式首都高速道路株式首都高速道路株式首都高速道路株式会会会会社社社社

九十六　九十六　九十六　九十六　中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式中日本高速道路株式会会会会社社社社

九十七　九十七　九十七　九十七　西日本高速道路株式西日本高速道路株式西日本高速道路株式西日本高速道路株式会会会会社社社社

九十八　九十八　九十八　九十八　阪神高速道路株式阪神高速道路株式阪神高速道路株式阪神高速道路株式会会会会社社社社

九十九　九十九　九十九　九十九　本州四本州四本州四本州四国国国国連絡高速道路株式連絡高速道路株式連絡高速道路株式連絡高速道路株式会会会会社社社社

百　百　百　百　日本日本日本日本アルコールアルコールアルコールアルコール産産産産業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社

百一　百一　百一　百一　株式株式株式株式会会会会社日本政策金融公庫社日本政策金融公庫社日本政策金融公庫社日本政策金融公庫

百二　百二　百二　百二　株式株式株式株式会会会会社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫社商工組合中央金庫

百三　百三　百三　百三　株式株式株式株式会会会会社日本政策投資銀行社日本政策投資銀行社日本政策投資銀行社日本政策投資銀行

百四　百四　百四　百四　輸出入輸出入輸出入輸出入・・・・港港港港湾関湾関湾関湾関連情報連情報連情報連情報処処処処理理理理センターセンターセンターセンター株式株式株式株式会会会会社社社社

百五　百五　百五　百五　原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償・・・・廃炉廃炉廃炉廃炉等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法等支援機構（原子力損害賠償支援機構法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする

法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含

む。）む。）む。）む。）

百六　百六　百六　百六　株式株式株式株式会会会会社社社社国国国国際協力銀行際協力銀行際協力銀行際協力銀行

百七　百七　百七　百七　新新新新関関関関西西西西国国国国際空港株式際空港株式際空港株式際空港株式会会会会社社社社

百八　百八　百八　百八　株式株式株式株式会会会会社社社社産産産産業革新機構業革新機構業革新機構業革新機構

百九　百九　百九　百九　株式株式株式株式会会会会社農林漁業成長社農林漁業成長社農林漁業成長社農林漁業成長産産産産業化支援機構業化支援機構業化支援機構業化支援機構

百十　百十　百十　百十　株式株式株式株式会会会会社地域社地域社地域社地域経済経済経済経済活性化支援機構活性化支援機構活性化支援機構活性化支援機構

百十一　百十一　百十一　百十一　株式株式株式株式会会会会社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構社民間資金等活用事業推進機構

百十二　百十二　百十二　百十二　株式株式株式株式会会会会社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構社海外需要開拓支援機構

百十三　百十三　百十三　百十三　地方公共地方公共地方公共地方公共団団団団体情報体情報体情報体情報システムシステムシステムシステム機構機構機構機構

百十四　百十四　百十四　百十四　独独独独立行政法人地域立行政法人地域立行政法人地域立行政法人地域医医医医療機能推進機構療機能推進機構療機能推進機構療機能推進機構

百十五　百十五　百十五　百十五　株式株式株式株式会会会会社海外交通社海外交通社海外交通社海外交通・・・・都市開都市開都市開都市開発発発発事業支援機構事業支援機構事業支援機構事業支援機構

百十六　百十六　百十六　百十六　広広広広域的運域的運域的運域的運営営営営推進機推進機推進機推進機関関関関

百十七　百十七　百十七　百十七　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人日本法人日本法人日本法人日本医医医医療療療療研研研研究開究開究開究開発発発発機構機構機構機構

百十八　百十八　百十八　百十八　株式株式株式株式会会会会社海外通信社海外通信社海外通信社海外通信・・・・放送放送放送放送・・・・郵便事業支援機構郵便事業支援機構郵便事業支援機構郵便事業支援機構

百十九　百十九　百十九　百十九　国国国国立立立立研研研研究開究開究開究開発発発発法人量子科法人量子科法人量子科法人量子科学学学学技術技術技術技術研研研研究開究開究開究開発発発発機構機構機構機構

百二十　百二十　百二十　百二十　使用使用使用使用済済済済燃料再燃料再燃料再燃料再処処処処理機構理機構理機構理機構

百二十一　百二十一　百二十一　百二十一　外外外外国国国国人技能人技能人技能人技能実実実実習機構習機構習機構習機構

百二十二　百二十二　百二十二　百二十二　株式株式株式株式会会会会社日本貿易保社日本貿易保社日本貿易保社日本貿易保険険険険

（継続長期組合員についての特例を適用しない場合）（継続長期組合員についての特例を適用しない場合）（継続長期組合員についての特例を適用しない場合）（継続長期組合員についての特例を適用しない場合）



第四十四条　第四十四条　第四十四条　第四十四条　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項にににに規定規定規定規定するするするする公庫等職員（以下「公庫等職員」公庫等職員（以下「公庫等職員」公庫等職員（以下「公庫等職員」公庫等職員（以下「公庫等職員」といといといとい

う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員

が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員（法の長期給が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員（法の長期給が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員（法の長期給が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員（法の長期給

付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。）となつた後退職し、引き続付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。）となつた後退職し、引き続付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。）となつた後退職し、引き続付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。）となつた後退職し、引き続

いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引

き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これき続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これき続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これき続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これ

に準ずる場合として財務省令で定める場合とする。に準ずる場合として財務省令で定める場合とする。に準ずる場合として財務省令で定める場合とする。に準ずる場合として財務省令で定める場合とする。

２　２　２　２　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項にににに規定規定規定規定するするするする特定公庫等役員（以下「特定公庫等役員」特定公庫等役員（以下「特定公庫等役員」特定公庫等役員（以下「特定公庫等役員」特定公庫等役員（以下「特定公庫等役員」といといといとい

う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等う。）となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等

役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員とな役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員とな役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員とな役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員とな

つた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつ

て、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨て、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨て、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨て、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨

を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。

３　３　３　３　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員がががが法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項にににに規定規定規定規定するするするする転転転転出（第四十四出（第四十四出（第四十四出（第四十四条条条条のののの三三三三においにおいにおいにおい

て「転出」という。）の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二て「転出」という。）の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二て「転出」という。）の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二て「転出」という。）の日以後再び長期組合員となることなく法第百二十四条の二第二

項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関項第一号又は第二号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関

する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日する規定の適用については、同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するに至つた日

に退職したものとみなす。に退職したものとみなす。に退職したものとみなす。に退職したものとみなす。

（継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例）（継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例）（継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例）（継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例）

第四十四条の二　第四十四条の二　第四十四条の二　第四十四条の二　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第三項二第三項二第三項二第三項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる

場合とする。場合とする。場合とする。場合とする。

一　一　一　一　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員がががが公庫等職員公庫等職員公庫等職員公庫等職員としてとしてとしてとして在職在職在職在職しししし、引、引、引、引きききき続続続続きききき他他他他のののの公庫等職員公庫等職員公庫等職員公庫等職員となつたとなつたとなつたとなつた場合場合場合場合

（その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。）（その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。）（その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。）（その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。）

二　二　二　二　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員がががが特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員としてとしてとしてとして在職在職在職在職しししし、引、引、引、引きききき続続続続きききき他他他他のののの特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員となとなとなとな

つた場合（その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。）つた場合（その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。）つた場合（その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。）つた場合（その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。）

（継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取（継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取（継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取（継続長期組合員であつた者が再び同一の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取

扱い）扱い）扱い）扱い）

第四十四条の三　第四十四条の三　第四十四条の三　第四十四条の三　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの二第四項二第四項二第四項二第四項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる場合場合場合場合はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる

場合とする。場合とする。場合とする。場合とする。

一　一　一　一　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員がががが公庫等職員公庫等職員公庫等職員公庫等職員としてとしてとしてとして在職在職在職在職しししし、引、引、引、引きききき続続続続きききき再再再再びびびび組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得したしたしたした

後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同

一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合一の公庫等に公庫等職員として転出をした場合

二　二　二　二　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員がががが特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員特定公庫等役員としてとしてとしてとして在職在職在職在職しししし、引、引、引、引きききき続続続続きききき再再再再びびびび組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得

した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再した後、法第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再

び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合

（継続長期組合員の報酬等）（継続長期組合員の報酬等）（継続長期組合員の報酬等）（継続長期組合員の報酬等）

第四十四条の四　第四十四条の四　第四十四条の四　第四十四条の四　継続継続継続継続長期組合員長期組合員長期組合員長期組合員についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその受受受受けるけるけるける給給給給与与与与のうちのうちのうちのうち一般職員一般職員一般職員一般職員のののの報酬報酬報酬報酬にににに含含含含

まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、そのまれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、そのまれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、そのまれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その

受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして

組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

第八章の二　行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務す第八章の二　行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務す第八章の二　行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務す第八章の二　行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務す

ることを要する者の取扱いることを要する者の取扱いることを要する者の取扱いることを要する者の取扱い

第四十四条の五　第四十四条の五　第四十四条の五　第四十四条の五　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの三三三三にににに規定規定規定規定するするするする常時勤務常時勤務常時勤務常時勤務することをすることをすることをすることを要要要要しないしないしないしない者者者者でででで政令政令政令政令でででで

定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に



掲げる者又は教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十六条第一項の規定に掲げる者又は教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十六条第一項の規定に掲げる者又は教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十六条第一項の規定に掲げる者又は教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十六条第一項の規定に

より大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。より大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。より大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。より大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。

２　２　２　２　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの三三三三にににに規定規定規定規定するするするする臨時臨時臨時臨時にににに使用使用使用使用されるされるされるされる者者者者そのそのそのその他他他他のののの政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる者者者者はははは、第二、第二、第二、第二

条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補

助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項（同条第三助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項（同条第三助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項（同条第三助教職員の確保に関する法律（昭和三十年法律第百二十五号）第三条第一項（同条第三

項において準用する場合を含む。）の規定により臨時的に任用された者に準ずる者とし項において準用する場合を含む。）の規定により臨時的に任用された者に準ずる者とし項において準用する場合を含む。）の規定により臨時的に任用された者に準ずる者とし項において準用する場合を含む。）の規定により臨時的に任用された者に準ずる者とし

て組合の運営規則で定める者とする。て組合の運営規則で定める者とする。て組合の運営規則で定める者とする。て組合の運営規則で定める者とする。

３　３　３　３　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの三三三三にににに規定規定規定規定するするするする行政執行法人以外行政執行法人以外行政執行法人以外行政執行法人以外のののの独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人のうちのうちのうちのうち法別表第二法別表第二法別表第二法別表第二にににに

掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者（第一項に規定する者を掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者（第一項に規定する者を掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者（第一項に規定する者を掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者（第一項に規定する者を

含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。）については、その受ける給与の含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。）については、その受ける給与の含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。）については、その受ける給与の含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。）については、その受ける給与の

うち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与うち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与うち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与うち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与

をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当

等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

４　４　４　４　法第百二十四法第百二十四法第百二十四法第百二十四条条条条のののの三三三三にににに規定規定規定規定するするするする行政執行法人以外行政執行法人以外行政執行法人以外行政執行法人以外のののの独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人のうちのうちのうちのうち法別表第二法別表第二法別表第二法別表第二にににに

掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用

する場合における第十一条、第二十二条、第二十二条の三、第二十三条、第二十五条のする場合における第十一条、第二十二条、第二十二条の三、第二十三条、第二十五条のする場合における第十一条、第二十二条、第二十二条の三、第二十三条、第二十五条のする場合における第十一条、第二十二条、第二十二条の三、第二十三条、第二十五条の

三及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中三及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中三及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中三及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第第第第

十十十十

一一一一

条条条条

第第第第

一一一一

項項項項

に規定する公務上の災害に規定する公務上の災害に規定する公務上の災害に規定する公務上の災害

に規定する公務上の災害（独立行政法人に規定する公務上の災害（独立行政法人に規定する公務上の災害（独立行政法人に規定する公務上の災害（独立行政法人

のうち法別表第二に掲げるもの及び国立のうち法別表第二に掲げるもの及び国立のうち法別表第二に掲げるもの及び国立のうち法別表第二に掲げるもの及び国立

大学法人等の業務上の災害を含む。以下大学法人等の業務上の災害を含む。以下大学法人等の業務上の災害を含む。以下大学法人等の業務上の災害を含む。以下

この項において同じ。）この項において同じ。）この項において同じ。）この項において同じ。）

第第第第

二二二二

十十十十

二二二二

条条条条

第第第第

一一一一

項項項項

及及及及

びびびび

第第第第

二二二二

項項項項

行政執行法人の負担に係るもの行政執行法人の負担に係るもの行政執行法人の負担に係るもの行政執行法人の負担に係るもの

行政執行法人の負担に係るもの並びに法行政執行法人の負担に係るもの並びに法行政執行法人の負担に係るもの並びに法行政執行法人の負担に係るもの並びに法

第百二十四条の三の規定により読み替え第百二十四条の三の規定により読み替え第百二十四条の三の規定により読み替え第百二十四条の三の規定により読み替え

られた法第九十九条第七項及び第八項にられた法第九十九条第七項及び第八項にられた法第九十九条第七項及び第八項にられた法第九十九条第七項及び第八項に

おいて読み替えて適用する同条第五項のおいて読み替えて適用する同条第五項のおいて読み替えて適用する同条第五項のおいて読み替えて適用する同条第五項の

規定による独立行政法人のうち法別表第規定による独立行政法人のうち法別表第規定による独立行政法人のうち法別表第規定による独立行政法人のうち法別表第

二に掲げるもの及び国立大学法人等の負二に掲げるもの及び国立大学法人等の負二に掲げるもの及び国立大学法人等の負二に掲げるもの及び国立大学法人等の負

担に係るもの担に係るもの担に係るもの担に係るもの

第第第第

二二二二

十十十十

二二二二

条条条条

のののの

同項同項同項同項
同項（法第百二十四条の三の規定により同項（法第百二十四条の三の規定により同項（法第百二十四条の三の規定により同項（法第百二十四条の三の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）読み替えて適用する場合を含む。）読み替えて適用する場合を含む。）読み替えて適用する場合を含む。）

及び第三号及び第三号及び第三号及び第三号 から第四号までから第四号までから第四号までから第四号まで



三

第

一

項

三　独立行政法人国立印刷局　当

該事業年度において独立行政法人

国立印刷局の職員である組合員に

支給される育児休業手当金及び介

護休業手当金の額に次項に定める

割合を乗じて得た金額

三　独立行政法人国立印刷局　当該事

業年度において独立行政法人国立印刷

局の職員である組合員に支給される育

児休業手当金及び介護休業手当金の額

に次項に定める割合を乗じて得た金額

四　独立行政法人国立病院機構　当該

事業年度において独立行政法人国立病

院機構の職員である組合員に支給され

る育児休業手当金及び介護休業手当金

の額に次項に定める割合を乗じて得た

金額

第

二

十

二

条

の

三

第

三

項

同項
同項（法第百二十四条の三の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）

及び第三号 から第四号まで

三　独立行政法人国立印刷局　当

該事業年度において納付される基

礎年金拠出金の額の二分の一に相

当する額に当該事業年度における

全ての組合の第二号厚生年金被保

険者の標準報酬月額の合計額及び

当該第二号厚生年金被保険者の標

準賞与額の合計額の合算額に対す

る独立行政法人国立印刷局の職員

である第二号厚生年金被保険者の

標準報酬月額の合計額及び当該第

二号厚生年金被保険者の標準賞与

額の合計額の合算額の割合を乗じ

て得た金額

三　独立行政法人国立印刷局　当該事

業年度において納付される基礎年金拠

出金の額の二分の一に相当する額に当

該事業年度における全ての組合の第二

号厚生年金被保険者の標準報酬月額の

合計額及び当該第二号厚生年金被保険

者の標準賞与額の合計額の合算額に対

する独立行政法人国立印刷局の職員で

ある第二号厚生年金被保険者の標準報

酬月額の合計額及び当該第二号厚生年

金被保険者の標準賞与額の合計額の合

算額の割合を乗じて得た金額

四　独立行政法人国立病院機構　当該

事業年度において納付される基礎年金

拠出金の額の二分の一に相当する額に

当該事業年度における全ての組合の第

二号厚生年金被保険者の標準報酬月額

の合計額及び当該第二号厚生年金被保

険者の標準賞与額の合計額の合算額に

対する独立行政法人国立病院機構の職

員である第二号厚生年金被保険者の標

準報酬月額の合計額及び当該第二号厚

生年金被保険者の標準賞与額の合計額

の合算額の割合を乗じて得た金額

第

二

十

三

条

同条第五項

同条第五項（法第百二十四条の三の規

定により読み替えられた法第九十九条

第七項及び第八項において読み替えて

適用する場合を含む。）



行政執行法人

行政執行法人、独立行政法人のうち法

別表第二に掲げるもの又は国立大学法

人等

第

二

十

五

条

の

三

第

四

項

又は独立行政法人国立印刷局
、独立行政法人国立印刷局又は独立行

政法人国立病院機構

第

二

十

五

条

の

四

適用する場合

適用する場合並びに法第百二十四条の

三の規定により読み替えられた法第九

十九条第七項及び第八項の規定により

読み替えて適用する場合

行政執行法人

行政執行法人、独立行政法人のうち法

別表第二に掲げるもの、国立大学法人

等

第八章の三　組合職員及び連合会役職員の取扱い

（組合職員の報酬等）

第四十五条　組合職員（法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項において同

じ。）については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するも

のとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当

しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める

給与をもつて期末手当等とする。

２　組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第

六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。

（連合会役職員の取扱い）

第四十五条の二　連合会役職員（法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。

次項において同じ。）については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給

与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給

与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運

営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

２　連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあ

るのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。



法第

五条

第一

項

各省各庁の長（第八条第一項に規定する各省各庁の長

をいう。）

国家公務員共済

組合連合会の理

事長（以下第十

二条までにおい

て「理事長」と

いう。）

法第

八条

第一

項

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣

（環境大臣を除く。）、最高裁判所長官及び会計検査

院長（第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織

する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、

林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。）

は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省

各庁の所管する行政執行法人の職員

理事長は、第百

二十六条第一項

に規定する連合

会役職員

法第

八条

第二

項

各省各庁の長 理事長

法第

十二

条第

一項

各省各庁の長又は行政執行法人の長 理事長

その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行

法人に使用される者

国家公務員共済

組合連合会の役

員及び国家公務

員共済組合連合

会に使用される

者

法第

十二

条第

二項

各省各庁の長 理事長

法第

九十

九条

第二

項

国 連合会

法第

九十

九条

第五

項

国 連合会

法第

百二

条第

一項

各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人 連合会

国、行政執行法人 連合会



国、行政執行法人 連合会

法第

百二

十六

条の

五第

二項

国 連合会

３　前項の場合における第二十一条の二第七項及び第二十五条の四の規定の適用について

は、同項中「各省各庁の長（法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。）」とあ

るのは「連合会の理事長」と、同条中「国、行政執行法人」とあるのは「連合会」とす

る。

第九章　地方公務員共済組合との関係

（組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い）

第四十六条　組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会

は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつ

たときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保

険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金

額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当

該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該

地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の

組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が

総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百二十六条の二第三項に規

定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合（地方公務員等

共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方

の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会）に移換するものとする。

第四十七条　組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共

済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金

（第二号厚生年金被保険者期間（同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年

金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚

生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。）を計算の基礎とする部分に

限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。）又は障害厚生年金（第二

号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号

障害厚生年金」という。）が厚生年金保険法による老齢厚生年金（第三号厚生年金被保

険者期間（同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をい

い、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間

とみなされた期間を含む。以下同じ。）を計算の基礎とする部分に限る。）又は障害厚

生年金（第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。）とみなされた

場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生

年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないも

のとみなす。

２　組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法

第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年

金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用につい



ては、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当

しないものとみなす。

（地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い）

第四十八条　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたと

きは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員

であつた期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額（平成二十四年一元化

法附則第四条第十二号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間（以下この項において「旧

地方公務員共済組合員期間」という。）にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条

第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額）及び厚生年金

保険法による標準賞与額（旧地方公務員共済組合員期間にあつては、平成二十四年一元

化法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額）

をその者の第二号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準

報酬月額及び標準賞与額とみなす。

２　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者（地方公務員等共済組合法に

よる退職等年金給付の受給権者を除く。）が組合員となつたときは、退職等年金給付に

関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月

の同法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額及び同法第四十四条第一項に規定する

標準期末手当等の額並びに同法第七十七条第一項に規定する付与率及び地方の基準利率

をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並び

に法第七十五条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。

３　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者（地方公務員等共済組合法に

よる退職等年金給付の受給権者に限る。）が組合員となつたときは、退職等年金給付に

関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十七条第一

項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

４　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法改

正前地方共済法第百条に規定する地方公共団体の長であつた期間（地方公務員等共済組

合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行

法」という。）の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含

む。）が十二年以上であるもの（平成二十四年一元化法の施行の日前に地方公共団体の

長であつた期間を有する者に限る。）が組合員となつたときは、その者に対する厚生年

金保険法による老齢厚生年金（法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつた

期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。）の支給又はその者

の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金（同項の規定により組合員であつた

期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。）の支給について

は、平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の例による。

５　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法附

則第六十八条第二項から第四項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法に

よる障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の

支給については、同条第二項から第四項までの規定の例による。

６　地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法

第九十七条第一項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組

合法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分

は、法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。

第十章　任意継続組合員に係る特例

（任意継続組合員となるための申出等の手続）



第四十九条　第四十九条　第四十九条　第四十九条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第一項五第一項五第一項五第一項にににに規定規定規定規定するするするする申出申出申出申出はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書書書書

面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。

一　一　一　一　申出申出申出申出をするをするをするをする者者者者のののの住所及住所及住所及住所及びびびび氏名氏名氏名氏名

二　二　二　二　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第一項五第一項五第一項五第一項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする旨旨旨旨

三　三　三　三　退職退職退職退職したしたしたした年月日年月日年月日年月日

四　四　四　四　退職時退職時退職時退職時のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額

五　五　五　五　そのそのそのその他財務省令他財務省令他財務省令他財務省令でででで定定定定めるめるめるめる事項事項事項事項

２　２　２　２　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第五項第五五第五項第五五第五項第五五第五項第五号号号号にににに規定規定規定規定するするするする申出申出申出申出はははは、次、次、次、次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした書面書面書面書面

を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。

一　一　一　一　申出申出申出申出をするをするをするをする者者者者のののの住所及住所及住所及住所及びびびび氏名氏名氏名氏名

二　二　二　二　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員でなくなることをでなくなることをでなくなることをでなくなることを希望希望希望希望するするするする旨旨旨旨

三　三　三　三　そのそのそのその他財務省令他財務省令他財務省令他財務省令でででで定定定定めるめるめるめる事項事項事項事項

（任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額）（任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額）（任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額）（任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額）

第四十九条の二　第四十九条の二　第四十九条の二　第四十九条の二　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額はははは、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる額額額額のうちいずれのうちいずれのうちいずれのうちいずれ

か少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数がか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数がか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数がか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切あるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切あるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切あるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切

り上げるものとする。）をもつてその者の標準報酬の日額（法第五十二条に規定する標り上げるものとする。）をもつてその者の標準報酬の日額（法第五十二条に規定する標り上げるものとする。）をもつてその者の標準報酬の日額（法第五十二条に規定する標り上げるものとする。）をもつてその者の標準報酬の日額（法第五十二条に規定する標

準報酬の日額をいう。以下同じ。）とする。準報酬の日額をいう。以下同じ。）とする。準報酬の日額をいう。以下同じ。）とする。準報酬の日額をいう。以下同じ。）とする。

一　一　一　一　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの退職時退職時退職時退職時のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額

二　二　二　二　前年（一月前年（一月前年（一月前年（一月からからからから三月三月三月三月までのまでのまでのまでの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額にあつてはにあつてはにあつてはにあつては、前、前、前、前々々々々年）年）年）年）のののの九月三十日九月三十日九月三十日九月三十日におにおにおにお

ける当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全てのける当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全てのける当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全てのける当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての

組合員の同月の標準報酬の月額の平均額（当該平均額の範囲内において組合の定款で組合員の同月の標準報酬の月額の平均額（当該平均額の範囲内において組合の定款で組合員の同月の標準報酬の月額の平均額（当該平均額の範囲内において組合の定款で組合員の同月の標準報酬の月額の平均額（当該平均額の範囲内において組合の定款で

定めた額があるときは、当該定款で定めた額）を法第四十条第一項の規定による標準定めた額があるときは、当該定款で定めた額）を法第四十条第一項の規定による標準定めた額があるときは、当該定款で定めた額）を法第四十条第一項の規定による標準定めた額があるときは、当該定款で定めた額）を法第四十条第一項の規定による標準

報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額

（費用の負担の特例）（費用の負担の特例）（費用の負担の特例）（費用の負担の特例）

第五十条　第五十条　第五十条　第五十条　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの存存存存するするするする組合組合組合組合にににに係係係係るるるる法第九十九法第九十九法第九十九法第九十九条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定のののの適適適適

用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第百二十六条の五第二項に規用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第百二十六条の五第二項に規用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第百二十六条の五第二項に規用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第百二十六条の五第二項に規

定する任意継続組合員（次項において「任意継続組合員」という。）を含む。）」と、定する任意継続組合員（次項において「任意継続組合員」という。）を含む。）」と、定する任意継続組合員（次項において「任意継続組合員」という。）を含む。）」と、定する任意継続組合員（次項において「任意継続組合員」という。）を含む。）」と、

同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続

掛金（次号及び次項において「任意継続掛金」という。）を含む。）」と、同項第二号掛金（次号及び次項において「任意継続掛金」という。）を含む。）」と、同項第二号掛金（次号及び次項において「任意継続掛金」という。）を含む。）」と、同項第二号掛金（次号及び次項において「任意継続掛金」という。）を含む。）」と、同項第二号

中「掛金」とあるのは「掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同条第二項中「組合員の中「掛金」とあるのは「掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同条第二項中「組合員の中「掛金」とあるのは「掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同条第二項中「組合員の中「掛金」とあるのは「掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同条第二項中「組合員の

掛金」とあるのは「組合員の掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同項第一号、第二号掛金」とあるのは「組合員の掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同項第一号、第二号掛金」とあるのは「組合員の掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同項第一号、第二号掛金」とあるのは「組合員の掛金（任意継続掛金を含む。）」と、同項第一号、第二号

及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五及び第四号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五

十、国の負担金百分の五十（任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分十、国の負担金百分の五十（任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分十、国の負担金百分の五十（任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分十、国の負担金百分の五十（任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分

の百）」とする。の百）」とする。の百）」とする。の百）」とする。

（任意継続掛金）（任意継続掛金）（任意継続掛金）（任意継続掛金）

第五十一条　第五十一条　第五十一条　第五十一条　任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金はははは、任意、任意、任意、任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得したしたしたした日日日日のののの属属属属するするするする月月月月にそのにそのにそのにその資格資格資格資格

を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失したを喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失したを喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失したを喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した

日の属する月の前月までの各月（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月日の属する月の前月までの各月（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月日の属する月の前月までの各月（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月日の属する月の前月までの各月（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月

のうち対象月に限る。）につき、徴収するものとする。のうち対象月に限る。）につき、徴収するものとする。のうち対象月に限る。）につき、徴収するものとする。のうち対象月に限る。）につき、徴収するものとする。

２　２　２　２　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得したしたしたした日日日日のののの属属属属するするするする月月月月にそのにそのにそのにその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失したときはしたときはしたときはしたときは、、、、そのそのそのその月月月月

（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の

任意継続掛金を徴収する。任意継続掛金を徴収する。任意継続掛金を徴収する。任意継続掛金を徴収する。

３　３　３　３　任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金はははは、任意、任意、任意、任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額をををを標準標準標準標準としてとしてとしてとして算定算定算定算定するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、

その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。



４　４　４　４　第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項にににに規定規定規定規定するするするする対対対対象月象月象月象月とはとはとはとは、、、、当当当当該任意該任意該任意該任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員がががが介護保介護保介護保介護保険険険険第二第二第二第二号号号号被保被保被保被保

険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する

月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい

う。う。う。う。

（任意継続掛金の払込み）（任意継続掛金の払込み）（任意継続掛金の払込み）（任意継続掛金の払込み）

第五十二条　第五十二条　第五十二条　第五十二条　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員はははは、初、初、初、初めてめてめてめて払払払払いいいい込込込込むべきむべきむべきむべき任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員となつたとなつたとなつたとなつた日日日日のののの属属属属するするするする

月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日（法第百二十六条月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日（法第百二十六条月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日（法第百二十六条月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日（法第百二十六条

の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出

があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」といがあつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」といがあつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」といがあつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」とい

う。）までに、組合に払い込まなければならない。う。）までに、組合に払い込まなければならない。う。）までに、組合に払い込まなければならない。う。）までに、組合に払い込まなければならない。

２　２　２　２　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員はははは、前項、前項、前項、前項のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき、任意、任意、任意、任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを継続継続継続継続しようとするしようとするしようとするしようとする月月月月

の任意継続掛金を、その月の前月の末日（その日が払込期日前であるときは、当該期の任意継続掛金を、その月の前月の末日（その日が払込期日前であるときは、当該期の任意継続掛金を、その月の前月の末日（その日が払込期日前であるときは、当該期の任意継続掛金を、その月の前月の末日（その日が払込期日前であるときは、当該期

日）までに、組合に払い込まなければならない。日）までに、組合に払い込まなければならない。日）までに、組合に払い込まなければならない。日）までに、組合に払い込まなければならない。

３　３　３　３　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより組合組合組合組合にににに払払払払いいいい込込込込まれたまれたまれたまれた任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金のうちのうちのうちのうち、、、、徴収徴収徴収徴収をををを要要要要しないこととなしないこととなしないこととなしないこととな

つたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しない

こととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付することとなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付することとなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付することとなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付する

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

（任意継続掛金の前納）（任意継続掛金の前納）（任意継続掛金の前納）（任意継続掛金の前納）

第五十三条　第五十三条　第五十三条　第五十三条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第三項五第三項五第三項五第三項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金のののの前納前納前納前納はははは、四月、四月、四月、四月からからからから九九九九

月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を

単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合

員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該

六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後

の期間（二月以上の期間に限る。）又はその資格を喪失する日の属する月の前月までのの期間（二月以上の期間に限る。）又はその資格を喪失する日の属する月の前月までのの期間（二月以上の期間に限る。）又はその資格を喪失する日の属する月の前月までのの期間（二月以上の期間に限る。）又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの

期間（二月以上の期間に限る。）の任意継続掛金について前納を行うことができるもの期間（二月以上の期間に限る。）の任意継続掛金について前納を行うことができるもの期間（二月以上の期間に限る。）の任意継続掛金について前納を行うことができるもの期間（二月以上の期間に限る。）の任意継続掛金について前納を行うことができるもの

とする。とする。とする。とする。

第五十四条　第五十四条　第五十四条　第五十四条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第三項五第三項五第三項五第三項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金をををを前納前納前納前納しようとするしようとするしようとするしようとする任任任任

意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日ま意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日ま意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日ま意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日ま

でに、組合に払い込まなければならない。でに、組合に払い込まなければならない。でに、組合に払い込まなければならない。でに、組合に払い込まなければならない。

（前納の際の控除額）（前納の際の控除額）（前納の際の控除額）（前納の際の控除額）

第五十五条　第五十五条　第五十五条　第五十五条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第三項五第三項五第三項五第三項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる額額額額はははは、前納、前納、前納、前納にににに係係係係るるるる期間期間期間期間のののの

各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセン各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセン各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセン各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセン

トの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれトの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれトの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれトの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれ

ぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額（その額に一円未満の端数がある場合においぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額（その額に一円未満の端数がある場合においぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額（その額に一円未満の端数がある場合においぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額（その額に一円未満の端数がある場合におい

て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額て、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額

が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。）を控除した額とすが五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。）を控除した額とすが五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。）を控除した額とすが五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。）を控除した額とす

る。る。る。る。

（前納された任意継続掛金の充当）（前納された任意継続掛金の充当）（前納された任意継続掛金の充当）（前納された任意継続掛金の充当）

第五十六条　第五十六条　第五十六条　第五十六条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第三項五第三項五第三項五第三項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金がががが前納前納前納前納されたされたされたされた後、前納後、前納後、前納後、前納

に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合にに係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合にに係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合にに係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合に

おいては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われるこおいては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われるこおいては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われるこおいては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われるこ

ととなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金ととなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金ととなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金ととなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金

に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

（前納された任意継続掛金の還付）（前納された任意継続掛金の還付）（前納された任意継続掛金の還付）（前納された任意継続掛金の還付）



第五十七条　第五十七条　第五十七条　第五十七条　法第百二十六法第百二十六法第百二十六法第百二十六条条条条のののの五第三項五第三項五第三項五第三項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより任意任意任意任意継続継続継続継続掛金掛金掛金掛金をををを前納前納前納前納したしたしたした後、前納後、前納後、前納後、前納にににに

係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その

者（同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者（同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者（同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者（同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その

者の相続人）の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを者の相続人）の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを者の相続人）の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを者の相続人）の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを

還付する。還付する。還付する。還付する。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする未未未未経経経経過期間過期間過期間過期間にににに係係係係るるるる還付額還付額還付額還付額はははは、任意、任意、任意、任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失したときにしたときにしたときにしたときに

おいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納おいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納おいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納おいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納

すべき額に相当する額とする。すべき額に相当する額とする。すべき額に相当する額とする。すべき額に相当する額とする。

（任意継続組合員に係る短期給付の特例）（任意継続組合員に係る短期給付の特例）（任意継続組合員に係る短期給付の特例）（任意継続組合員に係る短期給付の特例）

第五十八条　第五十八条　第五十八条　第五十八条　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員にににに係係係係るるるる法第五十二法第五十二法第五十二法第五十二条条条条、第五十四、第五十四、第五十四、第五十四条条条条第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五条条条条のののの三第三第三第三第

一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十

九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用につい九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用につい九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用につい九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項又は第六十四条の規定の適用につい

ては、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）」とあるのては、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）」とあるのては、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）」とあるのては、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日）」とあるの

は「（給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合は「（給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合は「（給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合は「（給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合

員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第

五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によら五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によら五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によら五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によら

ない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（任意継続組合員となつない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（任意継続組合員となつない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（任意継続組合員となつない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（任意継続組合員となつ

た後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中「退職した」とある

のは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以のは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以のは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以のは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以

内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退

職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条

第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡（任意継続組第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡（任意継続組第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡（任意継続組第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡（任意継続組

合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中「退職後三月以合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中「退職後三月以合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中「退職後三月以合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中「退職後三月以

内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退

職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。

第五十九条　第五十九条　第五十九条　第五十九条　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員にににに係係係係るるるる法第五十四法第五十四法第五十四法第五十四条条条条第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五条条条条のののの三第一項、第五十三第一項、第五十三第一項、第五十三第一項、第五十

五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六

条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四

条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補

償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他これらに類する法令の規定によりこれら償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他これらに類する法令の規定によりこれら償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他これらに類する法令の規定によりこれら償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他これらに類する法令の規定によりこれら

の給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。の給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。の給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。の給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。

（任意継続組合員に係る審査請求等）（任意継続組合員に係る審査請求等）（任意継続組合員に係る審査請求等）（任意継続組合員に係る審査請求等）

第六十条　第六十条　第六十条　第六十条　任意任意任意任意継続継続継続継続組合員組合員組合員組合員にににに係係係係るるるる法第百三法第百三法第百三法第百三条条条条第一項、第百十一第一項、第百十一第一項、第百十一第一項、第百十一条条条条第二項又第二項又第二項又第二項又はははは第百十五第百十五第百十五第百十五条条条条第第第第

二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」と二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」と二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」と二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」と

あり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項にあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項にあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項にあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に

規定する任意継続掛金」とする。規定する任意継続掛金」とする。規定する任意継続掛金」とする。規定する任意継続掛金」とする。

（省令への委任）（省令への委任）（省令への委任）（省令への委任）

第六十一条　第六十一条　第六十一条　第六十一条　第四十九第四十九第四十九第四十九条条条条からからからから前前前前条条条条までにまでにまでにまでに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、法第百二十六、法第百二十六、法第百二十六、法第百二十六条条条条のののの五五五五のののの規定規定規定規定のののの

適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附　則附　則附　則附　則

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和三十三年七月一日、昭和三十三年七月一日、昭和三十三年七月一日、昭和三十三年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（他の政令の廃止）（他の政令の廃止）（他の政令の廃止）（他の政令の廃止）

第二条　第二条　第二条　第二条　次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる政令政令政令政令はははは、、、、廃廃廃廃止止止止するするするする。。。。

一　一　一　一　共共共共済済済済組合審組合審組合審組合審査査査査会会会会にににに関関関関するするするする政令（昭和二十三年政令第二百三十五政令（昭和二十三年政令第二百三十五政令（昭和二十三年政令第二百三十五政令（昭和二十三年政令第二百三十五号号号号））））



二　二　二　二　在外公館在外公館在外公館在外公館にににに勤務勤務勤務勤務するするするする外務公務員外務公務員外務公務員外務公務員についてのについてのについてのについての国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの特例特例特例特例にににに関関関関するするするする政政政政

令（昭和二十七年政令第二百四号）令（昭和二十七年政令第二百四号）令（昭和二十七年政令第二百四号）令（昭和二十七年政令第二百四号）

第三条　第三条　第三条　第三条　削除削除削除削除

第四条　第四条　第四条　第四条　削除削除削除削除

（厚生年金保険給付積立金等の運用の特例）（厚生年金保険給付積立金等の運用の特例）（厚生年金保険給付積立金等の運用の特例）（厚生年金保険給付積立金等の運用の特例）

第五条　第五条　第五条　第五条　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険給付積立金等給付積立金等給付積立金等給付積立金等のののの運用運用運用運用についてはについてはについてはについては、第九、第九、第九、第九条条条条のののの三第一項三第一項三第一項三第一項のののの規定規定規定規定にかかわにかかわにかかわにかかわ

らず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。らず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。らず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。らず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。

一　一　一　一　第九第九第九第九条条条条のののの三第一項各三第一項各三第一項各三第一項各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる方法方法方法方法

二　二　二　二　不動不動不動不動産産産産（（（（あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣のののの承認承認承認承認をををを受受受受けたものにけたものにけたものにけたものに限限限限るるるる。）。）。）。）のののの取得、取得、取得、取得、譲譲譲譲渡又渡又渡又渡又はははは貸付貸付貸付貸付

けけけけ

三　三　三　三　組合組合組合組合にににに対対対対するするするする資金資金資金資金のののの貸付貸付貸付貸付けけけけ

四　四　四　四　連合連合連合連合会会会会のののの経経経経理理理理単単単単位（財務省令位（財務省令位（財務省令位（財務省令でででで定定定定めるところによりそのめるところによりそのめるところによりそのめるところによりその経経経経理理理理についてについてについてについて設設設設けられるけられるけられるけられる区区区区

分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。）に対する資金の貸付け

（退職者給付拠出金の経過措置）（退職者給付拠出金の経過措置）（退職者給付拠出金の経過措置）（退職者給付拠出金の経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　国国国国民健康保民健康保民健康保民健康保険険険険法附則第十法附則第十法附則第十法附則第十条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより社社社社会会会会保保保保険険険険診療報酬支診療報酬支診療報酬支診療報酬支払払払払基金基金基金基金がががが同項同項同項同項

に規定する拠出金を徴収する間、第二十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びにに規定する拠出金を徴収する間、第二十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びにに規定する拠出金を徴収する間、第二十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びにに規定する拠出金を徴収する間、第二十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びに

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金

（以下この項において「退職者給付拠出金」という。）の納付に」と、「の納付額、」（以下この項において「退職者給付拠出金」という。）の納付に」と、「の納付額、」（以下この項において「退職者給付拠出金」という。）の納付に」と、「の納付額、」（以下この項において「退職者給付拠出金」という。）の納付に」と、「の納付額、」

とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。

（特例退職組合員の標準報酬の日額）（特例退職組合員の標準報酬の日額）（特例退職組合員の標準報酬の日額）（特例退職組合員の標準報酬の日額）

第六条の二　第六条の二　第六条の二　第六条の二　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの日額日額日額日額はははは、、、、そのそのそのその者者者者のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額のののの二十二分二十二分二十二分二十二分のののの

一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以一に相当する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以

上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）とする。

（特例退職組合員に係る費用の負担の特例）（特例退職組合員に係る費用の負担の特例）（特例退職組合員に係る費用の負担の特例）（特例退職組合員に係る費用の負担の特例）

第六条の二の二　第六条の二の二　第六条の二の二　第六条の二の二　特定共特定共特定共特定共済済済済組合組合組合組合にににに係係係係るるるる法第九十九法第九十九法第九十九法第九十九条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用についについについについ

ては、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第一号に規定する費用については、附ては、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第一号に規定する費用については、附ては、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第一号に規定する費用については、附ては、同条第一項中「職員」とあるのは「職員（第一号に規定する費用については、附

則第十二条第三項に規定する特例退職組合員（次項において「特例退職組合員」とい則第十二条第三項に規定する特例退職組合員（次項において「特例退職組合員」とい則第十二条第三項に規定する特例退職組合員（次項において「特例退職組合員」とい則第十二条第三項に規定する特例退職組合員（次項において「特例退職組合員」とい

う。）を含む。）」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（附則第十二条第六項う。）を含む。）」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（附則第十二条第六項う。）を含む。）」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（附則第十二条第六項う。）を含む。）」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金（附則第十二条第六項

に規定する定款で定める金額（次号及び次項において「特例退職掛金」という。）を含に規定する定款で定める金額（次号及び次項において「特例退職掛金」という。）を含に規定する定款で定める金額（次号及び次項において「特例退職掛金」という。）を含に規定する定款で定める金額（次号及び次項において「特例退職掛金」という。）を含

む。）」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金（特例退職掛金を含む。）」と、む。）」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金（特例退職掛金を含む。）」と、む。）」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金（特例退職掛金を含む。）」と、む。）」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金（特例退職掛金を含む。）」と、

同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金（特例退職掛金を含む。）」同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金（特例退職掛金を含む。）」同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金（特例退職掛金を含む。）」同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金（特例退職掛金を含む。）」

と、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのはと、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのはと、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのはと、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは

「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十（特例退職組合員に係るものにあつては、特「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十（特例退職組合員に係るものにあつては、特「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十（特例退職組合員に係るものにあつては、特「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十（特例退職組合員に係るものにあつては、特

例退職掛金百分の百）」とする。例退職掛金百分の百）」とする。例退職掛金百分の百）」とする。例退職掛金百分の百）」とする。

（特例退職掛金）（特例退職掛金）（特例退職掛金）（特例退職掛金）

第六条の二の三　第六条の二の三　第六条の二の三　第六条の二の三　特例退職掛金（法附則第十二特例退職掛金（法附則第十二特例退職掛金（法附則第十二特例退職掛金（法附則第十二条条条条第六項第六項第六項第六項にににに規定規定規定規定するするするする定款定款定款定款でででで定定定定めるめるめるめる金額金額金額金額をいをいをいをい

う。以下同じ。）は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失う。以下同じ。）は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失う。以下同じ。）は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失う。以下同じ。）は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失

したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属

する月の前月までの各月（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうちする月の前月までの各月（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうちする月の前月までの各月（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうちする月の前月までの各月（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち

対象月に限る。）につき、徴収するものとする。対象月に限る。）につき、徴収するものとする。対象月に限る。）につき、徴収するものとする。対象月に限る。）につき、徴収するものとする。

２　２　２　２　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得したしたしたした日日日日のののの属属属属するするするする月月月月にそのにそのにそのにその資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失したときはしたときはしたときはしたときは、、、、そのそのそのその月月月月

（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の（介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。）の

特例退職掛金を徴収する。特例退職掛金を徴収する。特例退職掛金を徴収する。特例退職掛金を徴収する。

３　３　３　３　特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金はははは、特例退職組合員、特例退職組合員、特例退職組合員、特例退職組合員のののの標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬のののの月額月額月額月額をををを標準標準標準標準としてとしてとしてとして算定算定算定算定するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、

その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。



４　４　４　４　第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項にににに規定規定規定規定するするするする対対対対象月象月象月象月とはとはとはとは、、、、当当当当該特例退職組合員該特例退職組合員該特例退職組合員該特例退職組合員がががが介護保介護保介護保介護保険険険険第二第二第二第二号号号号被保被保被保被保

険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する険者の資格を有する日を含む月（介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する

月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい月（介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。）を除く。）をい

う。う。う。う。

（特例退職掛金の払込み）（特例退職掛金の払込み）（特例退職掛金の払込み）（特例退職掛金の払込み）

第六条の二の四　第六条の二の四　第六条の二の四　第六条の二の四　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員はははは、初、初、初、初めてめてめてめて払払払払いいいい込込込込むべきむべきむべきむべき特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員となつたとなつたとなつたとなつた日日日日のののの属属属属

する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算しする月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算しする月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算しする月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算し

て二十日を経過する日（次項において「払込期日」という。）までに、特定共済組合にて二十日を経過する日（次項において「払込期日」という。）までに、特定共済組合にて二十日を経過する日（次項において「払込期日」という。）までに、特定共済組合にて二十日を経過する日（次項において「払込期日」という。）までに、特定共済組合に

払い込まなければならない。払い込まなければならない。払い込まなければならない。払い込まなければならない。

２　２　２　２　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員はははは、前項、前項、前項、前項のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき、各月、各月、各月、各月のののの特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金をををを、、、、そのそのそのその月月月月のののの前月前月前月前月のののの末日末日末日末日

（その日が払込期日前であるときは、当該払込期日）までに、特定共済組合に払い込ま（その日が払込期日前であるときは、当該払込期日）までに、特定共済組合に払い込ま（その日が払込期日前であるときは、当該払込期日）までに、特定共済組合に払い込ま（その日が払込期日前であるときは、当該払込期日）までに、特定共済組合に払い込ま

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。

３　３　３　３　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより特定共特定共特定共特定共済済済済組合組合組合組合にににに払払払払いいいい込込込込まれたまれたまれたまれた特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金特例退職掛金のうちのうちのうちのうち、、、、徴収徴収徴収徴収をををを要要要要しないしないしないしない

こととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当こととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当こととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当こととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当

該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であ該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であ該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であ該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であ

つた者に還付するものとする。つた者に還付するものとする。つた者に還付するものとする。つた者に還付するものとする。

（特例退職掛金の前納）（特例退職掛金の前納）（特例退職掛金の前納）（特例退職掛金の前納）

第六条の二の五　第六条の二の五　第六条の二の五　第六条の二の五　第五十三第五十三第五十三第五十三条条条条からからからから第五十七第五十七第五十七第五十七条条条条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定はははは、特例退職掛金、特例退職掛金、特例退職掛金、特例退職掛金のののの前納前納前納前納についてについてについてについて

準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」と準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」と準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」と準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」と

あるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。あるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。あるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。あるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

（特例退職組合員に係る短期給付の特例）（特例退職組合員に係る短期給付の特例）（特例退職組合員に係る短期給付の特例）（特例退職組合員に係る短期給付の特例）

第六条の二の六　第六条の二の六　第六条の二の六　第六条の二の六　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員にににに係係係係るるるる法第五十二法第五十二法第五十二法第五十二条条条条、第五十四、第五十四、第五十四、第五十四条条条条第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五条条条条のののの

三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第

五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の

規定の適用については、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職規定の適用については、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職規定の適用については、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職規定の適用については、法第五十二条中「（給付事由が退職後に生じた場合には、退職

の日）」とあるのは「（給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合にの日）」とあるのは「（給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合にの日）」とあるのは「（給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合にの日）」とあるのは「（給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合に

は、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五は、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五は、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五は、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日）」と、法第五十四条第一項、第五十五

条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一

項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（特例項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（特例項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（特例項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷（特例

退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。）」と、法第五十九条第一項中

「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項

中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六

月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」

と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらないと、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらないと、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらないと、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない

死亡（特例退職組合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中死亡（特例退職組合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中死亡（特例退職組合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中死亡（特例退職組合員となつた後における死亡を含む。）をした」と、法第六十四条中

「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月

以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」

と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」

とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。

第六条の二の七　第六条の二の七　第六条の二の七　第六条の二の七　特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員特例退職組合員にににに係係係係るるるる法第五十四法第五十四法第五十四法第五十四条条条条第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五第一項、第五十五条条条条のののの三第一項、第三第一項、第三第一項、第三第一項、第

五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五

十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六

十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災

害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は

給付が行われるときは、行わない。給付が行われるときは、行わない。給付が行われるときは、行わない。給付が行われるときは、行わない。



（特例退職組合員に係る審査請求等）

第六条の二の八　特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十

五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金

等」とあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合

法施行令附則第六条の二の三第一項に規定する特例退職掛金」とする。

（省令への委任）

第六条の三　附則第六条の二の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規

定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

（支給の繰上げの請求があつた場合における法第七十六条等の規定の適用）

第七条　法附則第十三条第一項の請求があつた場合における法第七十六条、第七十八条か

ら第七十九条の二まで及び第七十九条の四の規定の適用については、法第七十六条第三

項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に」とある

のは「前項の申出は」と、法第七十八条第二項中「終身退職年金の給付事由が生じた日

から」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日（以下「繰上げ請求日」とい

う。）から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「繰上げ請求日

が」と、同条第三項及び第四項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並び

に法第七十九条第二項及び第三項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは

「繰上げ請求日」と、同条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは

「繰上げ請求日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰上げ請求日の」と、法

第七十九条の二第一項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以

内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第三項及び法第七十九条の四

第一項第二号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰上げ請求日」とする。

（公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例）

第七条の二　法第八十四条第一項又は第九十条第一項に規定する組合員又は組合員であつ

た者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合にお

ける法附則第十四条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生

年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とする。

（育児休業手当金等に対する国等の負担に関する暫定措置）

第七条の三　法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二

十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た

率とする。

第七条の三の二　平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における法第九十九条

第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定に

かかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。

（介護納付金に係る掛金の徴収の特例）

第七条の四　法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とす

る。

一　法第百条第一項又は第二項に規定する対象月

二　組合員の資格を喪失した日の属する月（組合員の資格を取得した日の属する月を除

く。）

三　組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた

日の属する月（当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有す

ることとなつた日の属する月を除く。）



２　法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした

組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項

中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第

一項及び第二項又は附則第六条の二の三第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは

「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第

五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条の二の三第一項若しくは第二項に規

定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月

（任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。）又は任

意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養

者を有しないこととなつた日の属する月（当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介

護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除

く。）」とする。

３　法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした

場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合

員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介

護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。

４　外務省の職員（任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。）をもつて組織する組合

において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二

第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二

条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。

ただし、外務省の職員（任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。）をもつて組織す

る組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。

（支出費按
あん

分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等）

第七条の五　厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第二十六条の

規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象

額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替え

て適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按
あん

分率を乗じて得た額を加え

て得た」とする。

（短期給付に係る財政調整事業）

第八条　法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、そ

の組合の所要掛金率（第二十二条第四項の規定の例により算定した短期給付（法第五十

一条に規定する短期給付を除く。以下この項において同じ。）及び介護納付金に係る標

準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この項及び第三項に

おいて同じ。）が全ての組合の平均の所要掛金率を基礎として財務大臣の定める率以上

である組合であつて、短期給付及び介護納付金に係る掛金の負担を軽減することが必要

であると認められるものに対して行うものとする。

２　連合会は、前項の規定により行う交付金の交付の事業のほか、財務大臣の承認を受け

て、組合員又はその被扶養者が受けた療養に関する費用の組合員に対する通知その他の

事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに組合が共同して行うことが適当で

あると認められるものを行うことができる。

３　法附則第十四条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した費用は、所

要掛金率が財務大臣が定める率を超える組合の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率

を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額とする。

一　当該事業年度における当該組合の組合員（交流派遣職員（国と民間企業との間の人

事交流に関する法律第八条第二項（同法第二十四条第一項において準用する場合を含



む。）に規定する交流派遣職員をいう。第六項において同じ。）である組合員、法科

大学院派遣職員（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派

遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者をいう。第六項において同

じ。）である組合員（短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。）、弁護士

職務従事職員（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定す

る弁護士職務従事職員をいう。第六項において同じ。）である組合員、継続長期組合

員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。次項において同じ。）の標準報酬の

月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額

二　当該組合の所要掛金率から当該財務大臣が定める率を控除した率

４　組合は、法附則第十四条の三第二項の規定による交付金の交付に要する費用に充てる

ため、毎月、連合会に対し、組合員の標準報酬の月額の合計額（組合が標準期末手当等

の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計

額の合算額とする。）に、当該交付金の交付に要する費用の額を勘案して連合会が定め

る率を乗じて得た金額に相当する金額を同項の特別拠出金として払い込まなければなら

ない。

５　国、行政執行法人若しくは法第九十九条第六項に規定する職員団体、独立行政法人の

うち法別表第二に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会（以下こ

の項において「費用負担者」という。）は、毎月、組合に対し、前項の規定により当該

組合が連合会に払い込むべき特別拠出金の額に、当該組合に係る同条第二項第一号に掲

げる費用に充てるための負担金の合計額に対する当該費用負担者の負担金の割合を乗じ

て得た金額を払い込まなければならない。

６　組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てるた

め、毎月、連合会に対し、組合員（交流派遣職員である組合員、法科大学院派遣職員で

ある組合員（短期給付に関する規定の適用を受けない者に限る。）、弁護士職務従事職

員である組合員及び継続長期組合員を除く。）の標準報酬の月額の合計額（組合が標準

期末手当等の額を決定した月においては、標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等

の額の合計額の合算額とする。）に、当該費用（同条第二項又は第三項の規定により特

別拠出金又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。）の額を勘案して連合

会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込

まなければならない。

７　法第百二条第二項の規定は、前三項の規定による払込みについて準用する。

８　組合は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認があつた

後二月以内に、前事業年度の末日において有する短期給付に係る業務上の余裕金のうち

法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行う事業の運営上必要と認める金額を

財務大臣の定める基準により連合会に預託しなければならない。

９　連合会は、前項の規定により預託された預託金を第八条第一項から第三項までの規定

の例により運用しなければならない。

１０　第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の事業の対象となる組合に対する

交付金の額の算定その他交付金の交付に関し必要な事項、第四項から第六項までの規定

による払込みに関し必要な事項並びに前二項の規定による余裕金の預託及びその運用に

関し必要な事項は、財務大臣が定める。

（恩給の受給権の取扱に係る旧長期組合員であつた者の範囲）

第九条　施行法第五条第二項第二号に規定する施行日の前日に旧長期組合員であつた者に

は、同日において旧法第九十四条第二項の規定の適用を受けていた者を含まないものと

する。



（職員に準ずる者）

第十条　施行法第七条第一項第五号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次

に掲げる者とする。

一　職員（国家公務員法の施行前におけるこれに相当する者を含む。）以外の者として

国に使用され、国庫から報酬を受けていた者であつて、次のイ、ロ又はハに掲げる者

に該当するもの

イ　昭和二十三年七月一日（同日前から国に使用され、国庫から報酬を受けていた者

については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。）以

後に、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令の規定によ

り、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、旧法第

一条第三号から第五号までに掲げる者その他財務省令で定める者（以下「駐留軍労

働者等」という。）として勤務した日を除く。）が二十二日以上ある月が六月引き

続いている期間（ロにおいて「待期期間」という。）を有するに至つた者で、その

有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要するこ

ととされていたもの

ロ　昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至

つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時

間により勤務することを要することとされていたもの

ハ　イ又はロに掲げる者に準ずる者で財務省令で定めるもの

二　旧特別調達庁法（昭和二十二年法律第七十八号）に規定する特別調達庁に勤務して

いた者で職員に相当するもの

２　施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、前項第一号に

掲げる者であつた期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。

（政令で定める要件に該当する期間）

第十条の二　施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、

外地官署所属職員の身分に関する件（昭和二十一年勅令第二百八十七号）第一項に規定

する外地にある官署所属の職員（当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含

む。以下この条において「外地官署所属職員」という。）であつた者で、昭和二十年八

月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三

年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日（恩給更新組合員にあつては、同年十月一

日。次条第二項において同じ。）の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官

署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省

令で定める期間とする。

（外国政府職員等から職員となるまでの期間等）

第十条の三　施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める期間は、三年とする。

２　施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める者は、外国政府等（同号に規定す

る外国政府等をいう。以下この項において同じ。）に勤務していた者のうち次の各号に

掲げる者とする。

一　当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した

者で、その後他に就職することなく昭和二十三年八月七日（当該外国政府等に昭和二

十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者（未帰還者留

守家族等援護法（昭和二十八年法律第百六十一号）第二条に規定する未帰還者をい

う。次号において同じ。）と認められた者にあつては、その帰国した日から三年を経

過する日の前日）までの間に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続い

て職員であつたもの



二　外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の

職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者（当該外国政府等に昭和二十

年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者

を含む。）で、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一

月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの

三　外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の

職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、その後任命権者又はその

委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人

その他の団体の職員（以下この号において「関与法人等の職員」という。）となるた

め退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、そ

の後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで

引き続いて職員であつたもの

（特殊の期間の通算の対象となる者等）

第十一条　施行法第九条第四号に規定する政令で定める者は、外国政府等（同号に規定す

る外国政府等をいう。以下この条において同じ。）に勤務していた者で、当該外国政府

等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続

き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。

２　施行法第九条第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者（前項の規定

に該当する者を除く。）の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規

定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務した期間及

び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は

疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤

務した期間とする。

（地方鉄道会社の範囲）

第十一条の二　施行法第九条第五号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、信濃鉄道株

式会社、芸備鉄道株式会社、横荘鉄道株式会社、北九州鉄道株式会社、富士身延鉄道株

式会社、白棚鉄道株式会社、新潟臨港開発鉄道株式会社、留萌鉄道株式会社、北海道鉄

道株式会社、鶴見鉄道株式会社、富山地方鉄道株式会社、伊那電気鉄道株式会社、三信

鉄道株式会社、鳳来寺鉄道株式会社、豊川鉄道株式会社、播丹鉄道株式会社、宇部鉄道

株式会社、小野田鉄道株式会社、小倉鉄道株式会社、産業セメント株式会社、胆振縦貫

鉄道株式会社、宮城電気鉄道株式会社、南武鉄道株式会社、青梅電気鉄道株式会社、奥

多摩電気鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、飯山鉄道株式会社、中国鉄道株式会社、西

日本鉄道株式会社及び南海鉄道株式会社とする。

第十二条　削除

第十三条　削除

第十四条　削除

第十五条　削除

第十六条　削除

第十七条　削除

（施行日以後の重複期間を有する者の取扱い）

第十八条　昭和三十四年九月三十日において、国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（昭和三十四年法律第百六十三号）第二条の規定による改正前の施行法第四十七条

又は第四十八条の規定の適用を受けていた組合員は、施行法第二十三条第一項に規定す

る恩給更新組合員に該当するものとみなし、その組合員については、同項において準用



する施行法第七条第二項に規定する同条第一項第二号から第四号までの期間には、昭和

三十四年一月一日以後の組合員期間を含むものとする。

第十九条　削除

第二十条　削除

（厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い）

第二十一条　施行法第二十八条第一項に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合

法施行令の一部を改正する政令（昭和四十年政令第百八十四号）の施行の日に職員とし

て在職している者で施行法の施行の日（恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月

一日）前に附則第十条第一項各号に掲げる者であつたことのあるもののうち、同令の施

行の際現に次の各号に掲げる者に該当する者（第三号又は第四号に掲げる者について

は、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令（昭和四十一年政令第三百三十

号）の施行の日から六十日を経過する日以前に、その者又はその遺族が、組合を経由し

て社会保険庁長官に対して施行法第二十八条第一項の規定の適用を受けることを希望し

ない旨の申出をした場合に限る。）以外の者とする。

一　旧厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた期間（以下この条におい

て「被保険者期間」という。）が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格

要件たる期間以上である者

二　旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者

三　旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつていた者

四　通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律（昭和三十六年法律

第百八十二号）附則第九条第一項又は第二項の規定により脱退手当金を受けることが

できた者

２　前項の規定に該当する者の施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号に掲げる期間

内の被保険者期間は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号に規定

する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。

（恩給等の裁定者等の証明等）

第二十二条　連合会は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員

であつた者に係る恩給（施行法第三十一条第一項後段の規定により恩給とみなされるも

のを含む。）、同項後段の規定により旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給

付とみなされる給付又は地方公務員等共済組合法若しくは地方の施行法の規定による給

付（以下この項において「恩給等」という。）の受給権並びにその基礎となつた在職

年、条例在職年（地方の施行法第二条第一項第二十号に規定する条例在職年をい

う。）、旧長期組合員期間（地方の施行法第二条第一項第二十一号に規定する旧長期組

合員期間をいう。）、地方の組合の組合員であつた期間その他の事項で長期給付の決定

に関して必要なものについて、その当該恩給等の裁定又は決定を行つた者（次項におい

て「裁定者等」という。）に対し、証明を求めることができる。

２　裁定者等は、前項の規定により連合会から証明を求められたときは、速やかに回答し

なければならない。

（長期給付の決定に関する審理）

第二十三条　連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間

（普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。）に該当

するものに係る長期給付については、施行法第五十五条の規定により、総務大臣の審理

を経て決定するものとする。

一　恩給公務員期間のうち、在職年の計算において実在職年数と異なつた在職年の計算

を行う期間



二　恩給法（大正十二年法律第四十八号）第九十条第二項の規定により通算されること

とされている期間

三　前二号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認め、総務大臣と協議して定め

る期間

（健康保険組合の権利義務の承継）

第二十四条　連合会組合（法附則第十六条に規定する連合会組合をいう。以下同じ。）

は、その成立の際、同条の規定により解散した健康保険組合（以下「解散健康保険組

合」という。）のすべての権利義務を承継する。この場合において、解散健康保険組合

の保険料その他の徴収金で未収のものに係るものがあるときは、連合会組合は、なお従

前の例により、当該徴収金を徴収することができる。

２　解散健康保険組合の理事であつた者は、解散の日から三十日以内に、解散の日の前日

現在で決算を行わなければならない。この場合において、当該理事であつた者は、大蔵

大臣の定める様式により、財産目録、貸借対照表及び附属明細書並びに書類帳簿引継調

書を作成しなければならない。

３　解散健康保険組合の理事であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なくこれ

を厚生大臣に提出し、その認定を受けた後、これを連合会の理事長に引き継がなければ

ならない。

４　連合会の理事長は、前項の規定により第二項の書類の引継を受けたときは、その書類

の写を添附し、当該権利義務の承継について、大蔵大臣及び厚生大臣に報告しなければ

ならない。

（組合職員及び連合会役職員の取扱い）

第二十五条　組合職員（法第百二十五条に規定する組合職員をいう。）又は連合会役職員

（法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。）

である組合員に対する施行法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一　これらの者のうち旧法の規定に基づく組合又は連合会に使用される者（常時勤務に

服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。）でそれぞれ組合又は連合

会の運営規則で定めるもの（以下「旧組合職員等」という。）であつた者の旧組合職

員等であつた期間（施行法第七条第一項第三号又は第四号の期間に該当するものを除

く。）は、同項第五号の期間（旧組合職員等であつた期間（職員であつた期間を含

む。）が昭和三十三年七月一日（連合会役職員にあつては、昭和三十六年十月一日）

の前日まで引き続いていない場合には、施行法第九条第一号の期間）に該当するもの

とする。

二　これらの者のうち法附則第十八条第一項に規定する者の厚生年金保険の被保険者で

あつた期間（その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間

の計算の例による。）は、施行法第七条第一項第三号の期間で施行法第二条第十四号

に規定する控除期間に該当しないものであつたものとみなす。

２　昭和三十六年十月一日前に職員が連合会役職員（旧法の規定に基づく連合会に使用さ

れた者（常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。）を含

む。）となつた場合における長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済

組合法等の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百五十二号）附則第十二条の規定

の適用を受ける者の例による。

（厚生保険特別会計からの交付金）

第二十六条　法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額

は、昭和三十三年六月三十日（連合会組合にあつては、その成立の日の前日）における

厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定



により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の

八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被

保険者（以下この条において「被保険者」という。）であり、かつ、引き続き組合員と

なる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定

の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保

険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当

該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて

算定した金額とする。

２　前項に規定する組合に交付すべき金額の交付の手続については、大蔵大臣が厚生大臣

と協議して定める。

（地方の職員等であつた組合員の取扱い）

第二十七条　地方の更新組合員（施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員を

いう。）であつた者で地方の施行法第三十三条第一項の申出をしたものが組合員となつ

たときにおける施行法第三十一条の規定の適用については、当該申出に係る旧市町村職

員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金は、旧法の規定による障害年金に該当

しないものとし、当該旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による障害年金の基

礎となつた期間は、旧長期組合員期間に該当しないものとする。

２　施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める者は、外国政府等（同号に規

定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。）に勤務していた者で当該外国政

府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き

続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつたものとする。

３　施行法第三十一条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者

（前項の規定に該当する者を除く。）の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで

又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤

務した期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因

する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外

国政府等に勤務した期間とする。

４　施行法第三十一条第五項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者で、施行法第五

条第二項本文（施行法第二十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により

退職年金を受ける権利が消滅させられたものとする。ただし、その組合員期間のうち、

昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方の施行法第百五十一条の規定

による改正前の施行法（以下「昭和三十七年改正前の施行法」という。）第五十一条第

一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた

期間以外の地方公務員であつた期間（昭和三十七年十一月三十日までの期間に限る。）

を有する者、昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した後同日以後

再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適

用を受けた者を除く。

一　地方自治法施行令の一部を改正する政令（昭和三十二年政令第二十一号）附則第四

条、第六条若しくは第十一条又は地方自治法施行令の一部を改正する政令（昭和三十

四年政令第百五十四号）附則第四条、第六条若しくは第十一条の規定の適用を受ける

ことができなかつた者のうち、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の施行の

日前に都道府県の条例に基づく退職年金を受ける権利又は市町村の教育職員として勤

務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権利を有してい

た者



二　地方自治法第二百五十二条の十八第一項ただし書（同条第三項において準用する場

合を含む。）又は同法附則第七条第一項ただし書の規定により市町村の教育職員とし

ての在職年が恩給法の公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年

に通算しないこととされている者で、その通算しないこととされている市町村の教育

職員として勤務したことにより生じた当該市町村の条例に基づく退職年金を受ける権

利を有していたもの。ただし、前号の規定に該当する者を除く。

５　前項各号に規定する者で、その組合員期間のうち、昭和三十七年改正前の施行法第五

十一条第一項又は第五十一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとな

つていた期間以外の地方公務員であつた期間（昭和三十七年十一月三十日までの期間に

限る。）を有するもの（昭和三十七年十二月一日前に長期組合員であつた者で退職した

後同日以後再び長期組合員となつたもの及び地方公務員等共済組合法の長期給付に関す

る規定の適用を受けた者を除く。）に施行法第三十一条第五項の規定を適用する場合に

おいては、同項中「その受けたこれらの給付の額」とあるのは、「地方の施行法による

改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条第一項又は第五十

一条の三の規定により職員であつたものとみなされることとなつていた期間以外の地方

公務員であつた期間に受けたこれらの給付の額」とする。

（復帰更新組合員等から除かれる者の範囲）

第二十七条の二　施行法第三十三条第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者と

する。

一　沖縄の立法院議員（群島議会議員を含む。）であつた者

二　沖縄の中央教育委員会の委員であつた者

２　施行法第三十三条第六号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　前項各号に掲げる者

二　常時勤務に服することを要しない者であつた者で財務省令で定めるもの

（退職共済年金等の取扱い）

第二十七条の三　施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除

かれる者は、公務員等共済組合法（千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等

共済法」という。）、公立学校職員共済組合法（千九百六十八年立法第百四十七号。以

下「公立学校職員共済法」という。）又は旧公務員退職年金法（千九百六十五年立法第

百号。以下「年金法」という。）の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。

２　施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして

政令で定める者は、次に掲げる者（前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。）とす

る。

一　公務員等共済法第六十六条第一項ただし書、公立学校職員共済法第六十七条第一項

ただし書又は年金法第二十八条第一項ただし書の規定の適用を受けた者

二　通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法（千九百七十年立法

第五十六号。以下「沖縄の通算年金関係整理法」という。）附則第五条ただし書又は

附則第十四条ただし書の規定によりこれらの規定に規定する控除額相当額を琉球政府

又は公立学校職員共済法に基づく公立学校職員共済組合に返還した者

３　施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員（施行法第

三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。）であつた間長期組合員で

あつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共

済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法

律第七十二号）第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなし

て、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金（施



行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。）又は昭和六十年改正

前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が

当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。

（沖縄の組合員であつた長期組合員の取扱い）

第二十七条の四　施行法第三十七条第三項に規定する政令で定める者は、年金法附則第三

条第一項若しくは第四条第一項に規定する政府等の職員又はこれらの規定に規定する機

関に在職していた職員のうち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関す

る法律施行令（昭和二十八年政令第三百二十二号）別表第一に掲げる職員（同表第十七

項及び第十八項に掲げる職員を除く。）及びこれに準ずる者として財務省令で定める者

とする。

２　沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、旧長期組合員期間の

うち元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法

律第百五十六号）第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二

条第十四号に規定する控除期間とみなして、施行法の規定を適用する。

３　次の各号に掲げる者であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が当該

各号に掲げる者であつた間、施行法第二十二条第一項第二号に掲げる長期組合員であつ

たものと、その者に係る恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で

沖縄の共済法（施行法第三十三条第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。）

の規定によつて消滅したものは施行法中の相当する規定によつて消滅したものとみなし

て、施行法の規定を適用する。

一　公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（千九百六十九年立法第百五十五

号）第三十九条第一項第二号に掲げる者

二　公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法（千九百六十八年立法第百四十

八号）第二十三条第一項第二号に掲げる者

三　年金法附則第四条第一項の規定に該当した者

４　施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員（前項各号に掲げる者を含む。以

下同じ。）である同条第六号に規定する琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する

施行法第八条第二号及び第十四条第一項の規定の適用については、別段の定めがあるも

のを除き、同号中「第五条第二項本文」とあるのは「第三十五条第二項本文」と、同項

中「第五条第一項及び第二項本文」とあるのは「第三十五条第一項及び第二項本文」と

する。

５　施行法第三十七条第五項の規定は、施行法第三十五条第二項第二号の規定による申出

をしなかつた者又は施行法第三十六条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定に

よる申出をした者については、適用しない。

（副看守長等であつた衛視等の取扱い）

第二十七条の五　施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官

公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号まで

に掲げる機関とする。

２　施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等（以下「副看守長等」という。）であ

つた法附則第十三条第二項に規定する衛視等（以下「衛視等」という。）については、

その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の

二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。

３　沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の

適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年

七月一日」とする。



（沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い）

第二十七条の六　施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　復帰更新組合員（施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次号

において同じ。）であつた者で再び組合員となつたもの

二　沖縄の組合員であつた者（附則第二十七条の二第一項各号に掲げる者及び沖縄の共

済法の規定に基づく共済組合の役員であつた者を除く。）で沖縄の復帰に伴う特別措

置に関する法律の施行の日以後に組合員となつたもの（復帰更新組合員及び前号に掲

げる者を除く。）

２　施行法第三十五条第二項（第二号を除く。以下この項において同じ。）並びに第三十

六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。

この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中

「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の

六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

（省令への委任）

第二十七条の七　附則第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、施行法第九章の

規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

（経過措置に伴う追加費用の負担）

第二十八条　施行法第五十四条第一項の規定により国が毎年度において負担すべき金額

は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。

２　施行法第五十四条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局

又は独立行政法人国立病院機構が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、連合会

が当該事業年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

３　施行法第五十四条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべ

き金額は、当分の間、それぞれ組合又は連合会の当該事業年度の予算をもつて定める。

（旧地方公営企業等金融機構法の施行に伴う経過措置）

第二十九条　旧公営企業金融公庫の職員で旧地方公営企業等金融機構法附則第二十六条の

規定による廃止前の公営企業金融公庫法（昭和三十二年法律第八十三号）第三十九条の

規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例によ

る。この場合においては、旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定の適用

があるものとする。

（動力炉・核燃料開発事業団法の施行に伴う経過措置）

第三十条　旧原子燃料公社の役員又は職員で原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団

法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法（昭

和四十二年法律第七十三号。以下この条において「旧動力炉・核燃料開発事業団法」と

いう。）附則第八条の規定による廃止前の原子燃料公社法（昭和三十一年法律第九十四

号）第三十七条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、

なお従前の例による。この場合においては、旧動力炉・核燃料開発事業団法附則第三条

第一項及び平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本

原子力研究開発機構法附則第三条第一項の規定の適用があるものとする。

（水資源開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置）

第三十一条　旧愛知用水公団の役員又は職員で昭和四十三年十月一日前に旧愛知用水公団

法（昭和三十年法律第百四十一号）第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施

行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、水資源開発

公団法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第七十三号）附則第二条第一項及び独

立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。



（農用地開発公団法の施行に伴う経過措置）

第三十二条　旧農地開発機械公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律

附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号。以

下この条において「旧農用地整備公団法」という。）附則第十六条の規定による廃止前

の農地開発機械公団法（昭和三十年法律第百四十二号）第三十七条の規定の適用を受け

ていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合にお

いては、旧農用地整備公団法附則第六条第一項、森林開発公団法の一部を改正する法律

附則第三条第一項、旧緑資源機構法附則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を

廃止する法律附則第二条第一項の規定の適用があるものとする。

（旧住宅・都市整備公団法の施行に伴う経過措置）

第三十三条　旧日本住宅公団の役員又は職員で旧住宅・都市整備公団法附則第二十一条第

一号の規定による廃止前の日本住宅公団法（昭和三十年法律第五十三号）第五十九条の

規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例によ

る。この場合においては、旧住宅・都市整備公団法附則第六条第一項、旧都市基盤整備

公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定の適

用があるものとする。

（中小企業総合事業団法の施行に伴う経過措置）

第三十三条の二　旧中小企業信用保険公庫の職員で中小企業総合事業団法及び機械類信用

保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法（以下

この条において「旧中小企業総合事業団法」という。）附則第二十四条の規定による廃

止前の中小企業信用保険公庫法（昭和三十三年法律第九十三号）第二十九条の規定の適

用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この

場合においては、旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法

及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定の適用があるもの

とする。

（森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置）

第三十三条の三　旧森林開発公団の役員又は職員で森林開発公団法の一部を改正する法律

による改正前の森林開発公団法（昭和三十一年法律第八十五号）第四十四条の規定の適

用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この

場合においては、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条、旧緑資源機構法附

則第四条第一項及び独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定

の適用があるものとする。

（独立行政法人労働者健康福祉機構法の施行に伴う経過措置）

第三十三条の四　旧労働福祉事業団の役員又は職員で平成二十七年独法改革厚生労働省関

係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第十条

の規定による廃止前の労働福祉事業団法（昭和三十二年法律第百二十六号）第三十五条

の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例に

よる。この場合においては、平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規

定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定の適用が

あるものとする。

（日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置）

第三十三条の五　旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第

三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法（昭和三十一年法律第六号）第三

十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道

路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団



法（昭和三十四年法律第百三十三号）第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る

施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、日本道路

公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。

（病床転換支援金等の経過措置）

第三十四条　平成三十年三月三十一日までの間、第二十二条第一項中「）及び同法」とあ

るのは「）、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。）」とあるのは「後期高齢者

支援金等」という。）及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等（以下こ

の項において「病床転換支援金等」という。）」と、「及び後期高齢者支援金等」とあ

るのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

（郵便貯金銀行等の組織の再編成）

第三十四条の二　法附則第二十条の二第二項第三号ニ及び第四号ニに規定する政令で定め

る組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。

第三十四条の二の二　法附則第二十条の二第二項第三号ニに掲げる組織の再編成後の法人

（この項の規定により同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなされる法人を含

む。）であつて同号の規定により財務大臣が定めたものが事業の全部若しくは一部の譲

渡、合併又は会社分割を行つたときは、当該事業の全部若しくは一部を譲り受けた法

人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により当該事

業を承継した法人を同号ニに掲げる組織の再編成後の法人とみなして同号の規定を適用

する。

２　前項の規定は、法附則第二十条の二第二項第四号ニに掲げる組織の再編成後の法人で

あつて同号の規定により財務大臣が定めたものについて準用する。

（郵政会社等役職員の取扱い等）

第三十四条の二の三　郵政会社等役職員（法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社

等役職員をいう。第五項において同じ。）については、その受ける給与のうち一般職員

の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与

をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当

等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等

とする。

２　法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第四項（第

一号を除く。）の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下この

条において「管理機構」という。）が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度

において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額に当該事業年度におけ

る全ての組合の第二号厚生年金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年

金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額に対する管理機構の職員である第二号厚生年

金被保険者の標準報酬月額の合計額及び当該第二号厚生年金被保険者の標準賞与額の合

計額の合算額の割合を乗じて得た金額とする。この場合において、第二十二条の三第三

項の規定の適用については、同項第一号中「定める金額」とあるのは、「定める金額及

び附則第三十四条の二の三第二項に定める金額」とする。

３　管理機構は、法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九

条第四項（第一号を除く。）の規定により負担すべき金額として連合会が当該事業年度

においてその予算に計上した額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況

を勘案して日本郵政共済組合に払い込むものとする。

４　前項の規定により管理機構が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と法附則第二十条の

二第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条第四項（第一号を除く。）の規

定により当該事業年度において管理機構が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の



翌々年度までの連合会の予算に当該調整後の金額として計上した額をその予算に計上し

た事業年度において管理機構が払い込むことにより行うものとする。

５　前各項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場

合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句とする。

第二

十一

条の

二第

七項

各省各庁の長（法

第八条第一項に規

定する各省各庁の

長をいう。）

各省各庁の長（法第八条第一項に規定する各省各庁の

長をいう。）又は郵政会社等を代表する者（法附則第

二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法

第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をい

う。）

第二

十二

条

を除く。以下この

項

並びに法附則第二十条の二第四項において読み替えて

適用する法第九十九条第四項の規定による郵政会社等

の負担に係るものを除く。以下この項

第二

十三

条

に規定する政令
又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適

用する法第九十九条第五項に規定する政令

行政執行法人が 行政執行法人又は郵政会社等が

組合が 組合又は日本郵政共済組合が

当該組合 これらの組合

第二

十五

条の

四

行政執行法人 行政執行法人、郵政会社等

附則

第八

条第

五項

国立大学法人等 国立大学法人等若しくは郵政会社等

附則

第二

十八

条第

二項

又は独立行政法人

国立病院機構

若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式

会社

（適用法人の要件等）

第三十四条の二の四　法附則第二十条の六第一項に規定する政令で定める要件は、同項の

承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。

一　新たに設立される法人で郵政会社等と密接な関係を有する業務を行うものと認めら

れること。

二　法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとする法人（以下この項にお

いて「承認申請法人」という。）が株式会社であるときは当該承認申請法人の発行済

株式の総数の三分の二以上に当たる株式が郵政会社等により保有されていると認めら

れること又は承認申請法人が株式会社以外の法人であるときは当該承認申請法人が郵

政会社等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。



三　郵政会社等に使用され、かつ、郵政会社等から給与を受ける者（郵政会社等の常勤

の役員を含み、臨時に使用される者を除く。）又は適用法人（法附則第二十条の七第

一項に規定する適用法人をいう。以下この号及び次条において同じ。）に使用され、

かつ、当該適用法人から給与を受ける者（当該適用法人の常勤の役員を含み、臨時に

使用される者を除く。）から引き続き承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請

法人から給与を受ける者（当該承認申請法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される

者を除く。以下この号において同じ。）となるものの数が当該承認申請法人に使用さ

れ、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者の総数の四分の三以上になると認め

られること。

２　前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の六第一

項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令

で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。

（適用法人に使用される者の報酬等）

第三十四条の二の五　適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について

は、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵

政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当し

ないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規

則で定める給与をもつて期末手当等とする。

（市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例）

第三十四条の三　市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病

院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又

は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項

の規定を適用する。

２　市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養（七十歳

に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。）を受けた

場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額

は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高

額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる

金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）を合算した金額を

加算した金額とする。

一　七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額（当

該金額が零を下回る場合には、零とする。）に、被扶養者按
あん

分率（市町村民税経過

措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第

十一条の三の四第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により

支給される高額療養費の額を控除した金額（次号において「被扶養者一部負担金等合

算額」という。）を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を

乗じて得た金額

二　被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額

３　第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基

準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるの

は、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替え

て適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定

を適用する。

４　第十一条の三の五第二項（第三号及び第四号を除く。）の規定は、第二項第一号の高

額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項



の」とあるのは「附則第三十四条の三第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第

四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあ

るのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費（前条第一項若しくは

第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若し

くは附則第三十四条の三第二項の規定によるものに限る。）が支給されている月数が三

月以上ある場合」と読み替えるものとする。

５　第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十一条の三の五第二項第三号に定める金

額とする。

６　市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の五第三項の高額療養

費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。

７　市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の六第一項及び第二項

の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」と

する。

８　第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のう

ち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　その被扶養者が療養を受ける月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合に

あつては、地方税法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第五号）附則第六条第

二項に該当する者

二　その被扶養者が療養を受ける月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合に

あつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者

（厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る

高額療養費の支給に関する経過措置）

第三十四条の四　法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条

第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一

年三月までの間に、特定給付対象療養（これらの者に対する医療に関する給付であつ

て、健康保険法施行令附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われ

るべき療養に限る。）を受けたものに係る第十一条の三の三第六項の規定による高額療

養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、

「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）附則

第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み

替えて、同項の規定を適用する。

附　則　（昭和三三年一二月一六日政令第三三一号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三三年一二月二七日政令第三五七号）

この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附　則　（昭和三四年六月一日政令第二〇七号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

２　次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

一　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の四、第

十二条、附則第四条の三から第四条の六まで、附則第四条の十から第四条の十二まで

並びに附則第七条第七項及び第八項の規定　昭和三十四年一月一日

二　新令第二条及び附則第七条第一項の規定 昭和三十四年五月十五日

３　改正前の国家公務員共済組合法施行令第二条第二項（同令附則第七条第二項において

準用する場合を含む。）の規定は、昭和三十四年五月十五日以後は、適用しないものと

する。



４　新令附則第四条の八の規定は、昭和三十四年五月十五日以後給付事由が生じた施行法

第十九条に規定する退職一時金について適用する。

５　新令第四条の九に規定する者でこの政令の施行前に増加恩給等を受ける権利を有する

こととなつたものについては、同条中「当該増加恩給等を受ける権利を有することとな

つた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令（昭和三十

四年政令第二百七号）の施行の日」として、同条の規定を適用する。

附　則　（昭和三四年九月五日政令第二八七号）

（施行期日）

１　この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第十一条の五の次に一条

を加える改正規定、改正後の附則第十五条の次に三条を加える改正規定中附則第十六条

に係る部分及び改正後の附則第二十七条第八項の前に三項を加える改正規定は、公布の

日から施行する。

（適用区分）

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第四条の規定は昭和

三十四年一月一日から、新令第十一条の六の規定は国家公務員共済組合法等の一部を改

正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から、それぞれ適用する。ただし、

同日後この政令の公布の日前に既に支給を受けた、又は受けるべきであつた長期給付の

額については、同条の規定は、この限りでない。

（普通恩給受給権を放棄した者等に関する経過措置）

３　新令附則第二十七条第五項の規定は、次の各号に掲げる者については、適用しない。

一　この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下

「施行法」という。）第五条第二項の規定により普通恩給（同法第五十一条第一項後

段（同法第五十一条の三において準用する場合を含む。）の規定により普通恩給とみ

なされるものを含む。）を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出た者

二　この政令の公布の日前に国家公務員共済組合法（以下「法」という。）又は施行法

の規定により退職年金を受けることとなつた者

（消防職員に係る警察共済組合の権利義務の承継）

４　改正法附則第六条第三項に規定する市町村職員共済組合又は健康保険組合（以下「市

町村職員共済組合等」という。）は、昭和三十四年十月一日において、同条第一項に規

定する消防職員（以下「消防職員」という。）に係る法による短期給付及び法第九十八

条第一号に掲げる事業で主として消防職員たる組合員の利用に供するものに係る改正法

附則第六条第二項に規定する警察共済組合（以下「警察共済組合」という。）のすべて

の権利義務を承継する。

５　警察共済組合は、昭和三十四年十二月三十一日までに、同年九月三十日現在で、前項

に規定する短期給付及び事業について、決算を行わなければならない。この場合におい

て、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び附属

明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。

６　警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出

し、その認定を受けた後、これを市町村職員共済組合等に引き継がなければならない。

７　市町村職員共済組合等は、前項の規定により第五項の書類の引継を受けたときは、そ

の書類の写を添附し、当該権利義務の承継について、自治大臣又は厚生大臣に報告しな

ければならない。

（消防職員に係る責任準備金に相当する金額の引継）



８　警察共済組合は、改正法附則第六条第四項の規定により、新令附則第八条の規定の例

により算定した責任準備金に相当する金額を、昭和三十五年一月三十一日までに、市町

村職員共済組合又は市町村若しくは都に引き継がなければならない。

附　則　（昭和三四年一〇月一日政令第三一六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三五年六月三〇日政令第一八五号）

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日（昭和三十五年七月一日）

から施行する。

附　則　（昭和三六年六月一九日政令第二〇一号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第十

二条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。

（他の政令の廃止）

２　炭鉱離職者援護会等の役職員期間と国家公務員共済組合の組合員期間との通算に関す

る政令（昭和三十五年政令第二十五号）は、廃止する。

（適用区分）

３　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十二条の二第一項

の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

（傷病手当金と俸給との調整に関する経過措置）

４　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百五十二号。以

下「改正法」という。）の施行の際現に同法による改正前の国家公務員共済組合法の規

定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病によりこの政令の施行の日以後

に受ける傷病手当金については、その者が新令第十一条の四第一号の場合に該当すると

きにおいても、同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。

（恩給法施行前の在職年等の取扱いに関する経過措置）

５　この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付に係る改正前の国家公務員共済組合法

施行令附則第十条に規定する恩給、退隠料その他これらに準ずべきもの及び期間の取扱

いについては、なお従前の例による。

（公庫等の在職者の復帰希望職員となるための申出等）

６　新令第四十四条及び第四十五条の規定は、改正法附則第九条第二項に規定する公庫職

員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新令第四十五

条の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新令第四十六条の

規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。

（厚生保険特別会計からの交付金）

７　新令附則第二十六条の規定は、改正法附則第十六条第二項の規定により厚生保険特別

会計から組合に交付すべき金額について準用する。この場合において、新令附則第二十

六条第一項中「昭和三十三年六月三十日（連合会組合にあつては、その成立の日の前

日）」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十六年法律

第百五十二号）の施行の日の前日」と、「同日において厚生年金保険の被保険者（以下

この条において「被保険者」という。）であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保

険者であつた期間」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による

改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第五号の規定の

適用を受ける者の厚生年金保険の被保険者（以下この条において「被保険者」とい

う。）であつた期間（同号に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するもので

あつた期間に限る。）」と読み替えるものとする。



（中小企業信用保険公庫の共済負担金）

８　中小企業信用保険公庫の共済負担金に係る新令附則第二十九条第二項の規定の適用に

ついては、同項中「毎年度」とあるのは、「毎年度（昭和三十六年度以前の共済負担金

については、同年度）」とする。

附　則　（昭和三六年六月一九日政令第二〇六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条ま

での規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附　則　（昭和三六年一一月一四日政令第三六七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年一一月二七日政令第三八七号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年一二月六日政令第四〇三号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年一二月一九日政令第四一四号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四

月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日

から適用する。

附　則　（昭和三七年四月二六日政令第一六二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。

附　則　（昭和三七年四月二七日政令第一七二号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年四月三〇日政令第一七七号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年六月一二日政令第二四五号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年六月二五日政令第二六一号）

（施行期日）

１　この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日（昭和三十七年七月一日）から施行す

る。

附　則　（昭和三七年七月二七日政令第三〇七号）

この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日（昭和三十七年八月一

日）から施行する。

附　則　（昭和三七年九月八日政令第三五二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日（昭和三十七年十二月一日。以下

「施行日」という。）から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第八十条　前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七

年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付につ



いて適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従

前の例による。

附　則　（昭和三七年九月二八日政令第三七八号）

１　この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第三十二条又は第三

十三条の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた療養費又は家族療養費に

ついて適用し、同日前に給付事由が生じた療養費又は家族療養費については、なお従前

の例による。

３　新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者のうち、この政令の施行の

日前において恩給法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百五十五号）附則第四

十三条第一項各号又は第二項に規定する事由が生じたことにより、その適用を受けるこ

ととなつたものに対する新令附則第十条第一項又は第二項の規定の適用については、こ

れらの規定中「その該当することとなつた日の属する月の翌月分」とあるのは、「昭和

三十七年十月分」とする。

４　新令附則第二十五条第三号の規定は、この政令の施行の日以後に同号の退職をした者

について適用する。

附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）

１　この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十

七年十月一日）から施行する。

２　この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この

政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定

によつて生じた効力を妨げない。

３　この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

（以下「訴願等」という。）については、この政令の施行後も、なお従前の例による。

この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」とい

う。）又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決

等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

４　前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす

ることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用につ

いては、同法による不服申立てとみなす。

附　則　（昭和三八年五月九日政令第一五九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年六月八日政令第一八九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年六月一五日政令第二〇二号）

（施行期日）

１　この政令は、法の施行の日（昭和三十八年七月一日）から施行する。

附　則　（昭和三八年六月二七日政令第二二二号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年七月一二日政令第二五一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年八月二〇日政令第三〇八号）



この政令は、公布の日から施行する。ただし、この政令による改正後の附則第二十七条

の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

附　則　（昭和三八年八月三〇日政令第三一五号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三八年九月二〇日政令第三三四号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年三月一六日政令第二三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年三月三〇日政令第五五号）

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三九年五月六日政令第一四五号）

１　この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第

七十二号）の施行の日（昭和三十九年五月八日）から施行する。

附　則　（昭和三九年六月一日政令第一七二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年七月六日政令第二三五号）

１　この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、附則第二十条の次に二条

を加える改正規定中附則第二十条の三に係る部分及び附則第二十五条に一項を加える改

正規定は、公布の日から施行する。

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第四十八条第三項、

附則第二十条及び附則第二十条の二の規定はこの政令の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に給付事由が生じた給付について、新令附則第二十条の三の規定は前項ただ

し書に規定する日以後に給付事由が生じた給付についてそれぞれ適用し、これらの日前

に給付事由が生じたこれらの給付については、なお従前の例による。

３　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和三十九年法律第百五十三号。以

下「法律第百五十三号」という。）による改正前の国家公務員共済組合法第百二十五条

第二項（同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。）の申出をした者（法

律第百五十三号附則第五条第二項（同条第五項において準用する場合を含む。附則第八

項を除き、以下同じ。）の申出をした者を除く。）については、改正前の国家公務員共

済組合法施行令附則第二十五条第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。

４　新令附則第二十五条第二項の規定は、昭和三十六年十月一日から附則第一項ただし書

に規定する日の前日までの間に退職した同条第一項に規定する連合会役職員（以下「連

合会役職員」という。）についても、適用する。

５　法律第百五十三号附則第五条第五項に規定する政令で定める組合員は、施行日におい

て現に連合会役職員である者で新令附則第二十五条第二項の規定の適用を受けるものと

する。

６　法律第百五十三号附則第五条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面に履歴

書を添えて、これを組合に提出してするものとする。

一　申出をする者の氏名

二　法律第百五十三号附則第五条第二項の規定の適用を受けようとする旨



三　法律第百五十三号附則第五条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。以

下同じ。）の規定に該当する者にあつては、同条第三項に規定する期間内に受けた同

項各号に掲げる給付に係る明細

７　新令第七条の二第一項に規定する連合会加入組合は、前項の書面の提出があつたとき

は、これを国家公務員共済組合連合会に送付しなければならない。

８　法律第百五十三号附則第五条第五項において準用する同条第二項の申出をした者（施

行日前に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）

第五条（同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けた者を除く。）については、施行法第五条第二項ただし書（同項第

二号に掲げる権利に係る部分に限る。）及び第四項（同法第四十一条第一項又は第四十

二条第一項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

９　前項に規定するもののほか、法律第百五十三号附則第五条第二項の申出をした者に対

する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、大蔵大臣が定める。

附　則　（昭和三九年九月二日政令第二九三号）

１　この政令は、漁業災害補償法の施行の日（昭和三十九年九月三日）から施行する。

附　則　（昭和三九年一〇月三日政令第三二九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年三月二七日政令第四八号）

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四〇年四月九日政令第一二二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年五月六日政令第一五二号）

（施行期日）

１　この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律（昭和四十年法律

第五十七号）の施行の日（昭和四十年五月十日）から施行する。

附　則　（昭和四〇年五月一八日政令第一六五号）

この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。

附　則　（昭和四〇年六月一日政令第一八四号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の八の規定

は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第九十六条に規定する事実が生じ

た場合について適用する。

３　新令第十二条の二第一項の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

４　新令附則第十条の二、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十五条の規定

は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事

由の生じた給付については、なお従前の例による。

５　新令附則第二十五条第一項に規定する組合職員又は連合会役職員である組合員につき

この政令の施行の日以後最初に生じた長期給付の給付事由に基づく給付について、昭和

四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定

による年金の額の改定に関する法律（昭和四十年法律第百一号。以下「法律第百一号」

という。）附則第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する

施行法の規定及び改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第二十五条第一項第三号の

規定により算定した金額（以下「旧法による給付額」という。）が、法律第百一号附則

第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定及



び新令附則第二十五条第一項第二号から第四号までの規定により算定した金額（以下

「新法による給付額」という。）をこえる場合には、旧法による給付額に相当する金額

をもつて新法による給付額とみなす。

６　退職一時金の額の算定につき前項の規定の適用を受けた者は、新令附則第二十一条の

四に規定する者に含まれないものとする。

附　則　（昭和四〇年六月一日政令第一八五号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年七月九日政令第二四九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年八月一九日政令第二八二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年九月三〇日政令第三一八号）

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年二月一六日政令第一七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条か

ら第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。

附　則　（昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年七月三〇日政令第二七三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年九月二七日政令第三二四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四一年九月二九日政令第三三〇号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。ただし、国家公務員共済組合法施行令附則第九

条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十二条、第二十条第一項及び第二十七条の

改正規定並びに附則第四項から第六項まで及び第十一項の規定は、昭和四十一年十月一

日から施行する。

（在外組合員に係る療養費の特例に関する経過措置）

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第三十二条第一項の

規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する月の初日以後に給付

事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従

前の例による。

（公庫等の範囲の改正に関する経過措置）



３　新令第四十三条の規定は、施行日以後に同条に規定する法人に勤務することとなつた

者の同日以後の勤務期間について適用する。

（琉球政府等職員であつた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置）

４　国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第二条

第一項第七号に規定する更新組合員又は同法第四十一条第一項各号に掲げる者が昭和四

十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政

府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十年政令第二百九十八号）第二条

の二又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百

五十三号）及び地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百五十二号）第

五十三条の十四並びに施行法及び新令の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族

年金を支給すべきこととなるときは、同法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分

から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月

分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金

の額を、これらの法令の規定を適用して算定した額に改定する。

５　前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百五十五号）附則

第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

６　附則第四項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者

が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二

に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは施行法の規定による退職一時金、障

害一時金若しくは遺族一時金（これらに相当する給付を含む。）の支給を受けた者（国

家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。）である

場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、当該一時恩給又はこれらの一時金の額

（同法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定

の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額（以下この項において

「支給額等」という。）の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金

額とする。）の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の

全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

（職員に準ずる者の範囲等の改正に伴う経過措置）

７　新令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定は、これらの規定に係る給付事

由の生じた日（障害給付にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族給付にあつ

てはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。）が昭和四十年六

月一日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同月一日前である場

合については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日までに退職一時金又は遺族

一時金の支給を受けた者のうち、既に支給を受けた退職一時金又は遺族一時金の額（以

下「従前の額」という。）が、これらの規定を適用するとしたならば受けるべきことと

なる退職一時金又は遺族一時金の額（以下「改定後の額」という。）より多いこととな

る者については、従前の額から改定後の額を控除した額に相当する額を、施行日から六

十日以内に返還しないときは、新令附則第二十一条の二第一項の規定は、適用しない。

８　附則第六項の規定は、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用に

より新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者について準用する。

９　施行日前に退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者

のうち、新令附則第十条の二又は第二十一条の二第一項の規定の適用を受けることとな

る者につきこれらの規定の適用によりこれらの年金の額が改定される場合には、その者

（遺族年金を受ける権利を有する者にあつては、組合員であつた者又はその遺族）の施

行日前に受けたこれらの年金の額は、改定後の年金として支給する額の内払とみなす。



この場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、その受けた年金

の額と支給すべきであつた年金の額との差額に相当する額に達するまで、支給時に際

し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

１０　前項前段の規定は、施行日前に退職一時金又は遺族一時金の支給を受けた者が、新

令附則第十条の二及び第二十一条の二第一項の規定の適用により受けるべきこととなる

退職一時金又は遺族一時金について準用する。

（旧軍人等の在職年の取扱いに関する経過措置）

１１　改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の規定は、昭和四十一年十二月

三十一日までの間は、なおその効力を有するものとし、同日以前の期間に係る給付につ

いては、同日後もなお従前の例によるものとする。

附　則　（昭和四一年一二月二六日政令第三九三号）

（施行期日）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年八月一日政令第二三八号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年八月一四日政令第二五一号）

（施行期日）

１　この政令は、法の施行の日（昭和四十二年八月十五日）から施行する。

附　則　（昭和四二年八月一四日政令第二五四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規

定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則

第二十七条の規定の施行の日（昭和四十二年八月十六日）から施行する。

附　則　（昭和四二年九月一六日政令第二九五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規

定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附　則　（昭和四二年九月二八日政令第三〇八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年九月三〇日政令第三二一号）

１　この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。

２　国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第二条

第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第

四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。）がこの政令の施行前に退職し、又

は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置

に関する政令等の一部を改正する政令（昭和四十二年政令第三百十八号）による改正後

の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十

年政令第二百九十八号）又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭

和三十七年法律第百五十三号）及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する

政令（昭和四十二年政令第三百二十号）による改正後の地方公務員等共済組合法施行令

（昭和三十七年政令第三百五十二号）並びに施行法及びこの政令による改正後の国家公

務員共済組合法施行令の規定を適用するとしたならば、その者又はその遺族の退職年

金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十

二年十月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。



附　則　（昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号）附　則　（昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号）附　則　（昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号）附　則　（昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四三年六月二五日政令第二一九号）附　則　（昭和四三年六月二五日政令第二一九号）附　則　（昭和四三年六月二五日政令第二一九号）附　則　（昭和四三年六月二五日政令第二一九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、石炭、石炭、石炭、石炭鉱鉱鉱鉱害賠償害賠償害賠償害賠償担担担担保等臨時措置法保等臨時措置法保等臨時措置法保等臨時措置法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（昭和四十三法律（昭和四十三法律（昭和四十三法律（昭和四十三

年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）か年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）か年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）か年法律第五十一号。以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十三年七月一日）か

ら施行する。ら施行する。ら施行する。ら施行する。

附　則　（昭和四三年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（昭和四三年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（昭和四三年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（昭和四三年九月一九日政令第二八〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十三年十月一日、昭和四十三年十月一日、昭和四十三年十月一日、昭和四十三年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四三年九月三〇日政令第二八九号）附　則　（昭和四三年九月三〇日政令第二八九号）附　則　（昭和四三年九月三〇日政令第二八九号）附　則　（昭和四三年九月三〇日政令第二八九号）

この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四三年一二月一三日政令第三三四号）附　則　（昭和四三年一二月一三日政令第三三四号）附　則　（昭和四三年一二月一三日政令第三三四号）附　則　（昭和四三年一二月一三日政令第三三四号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十三年十二月十四日、昭和四十三年十二月十四日、昭和四十三年十二月十四日、昭和四十三年十二月十四日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正前改正前改正前改正前のののの第二第二第二第二条条条条第二第二第二第二号号号号のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行前施行前施行前施行前においてにおいてにおいてにおいて同同同同号号号号のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けけけけ

ていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法ていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法ていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法ていた者に国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

（昭和三十三年法律第百二十九号）の規定を適用する場合については、なおその効力を（昭和三十三年法律第百二十九号）の規定を適用する場合については、なおその効力を（昭和三十三年法律第百二十九号）の規定を適用する場合については、なおその効力を（昭和三十三年法律第百二十九号）の規定を適用する場合については、なおその効力を

有する。有する。有する。有する。

附　則　（昭和四四年四月一日政令第七九号）附　則　（昭和四四年四月一日政令第七九号）附　則　（昭和四四年四月一日政令第七九号）附　則　（昭和四四年四月一日政令第七九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四四年六月一七日政令第一六四号）附　則　（昭和四四年六月一七日政令第一六四号）附　則　（昭和四四年六月一七日政令第一六四号）附　則　（昭和四四年六月一七日政令第一六四号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十四年七月一日、昭和四十四年七月一日、昭和四十四年七月一日、昭和四十四年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの第三十五第三十五第三十五第三十五条条条条からからからから第三十七第三十七第三十七第三十七条条条条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日以後日以後日以後日以後にににに給付事給付事給付事給付事

由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前

の例による。の例による。の例による。の例による。

３　３　３　３　改正後改正後改正後改正後のののの第四十第四十第四十第四十条条条条及及及及びびびび第四十一第四十一第四十一第四十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定はははは、昭和四十四年七月分以後、昭和四十四年七月分以後、昭和四十四年七月分以後、昭和四十四年七月分以後のののの掛金掛金掛金掛金にににに

ついて適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。ついて適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。ついて適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。ついて適用し、同年六月分以前の掛金については、なお従前の例による。

附　則　（昭和四四年八月一八日政令第二二三号）附　則　（昭和四四年八月一八日政令第二二三号）附　則　（昭和四四年八月一八日政令第二二三号）附　則　（昭和四四年八月一八日政令第二二三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、次、次、次、次条条条条及及及及びびびび附則第六附則第六附則第六附則第六条条条条からからからから第十五第十五第十五第十五条条条条

までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四四年一二月一六日政令第二九一号）附　則　（昭和四四年一二月一六日政令第二九一号）附　則　（昭和四四年一二月一六日政令第二九一号）附　則　（昭和四四年一二月一六日政令第二九一号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの第十一第十一第十一第十一条条条条のののの六、附則第二十六、附則第二十六、附則第二十六、附則第二十条条条条及及及及びびびび附則第二十附則第二十附則第二十附則第二十条条条条のののの二二二二のののの規定並規定並規定並規定並びにびにびにびに次次次次条条条条からからからから附附附附

則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。則第四条までの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

（奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置）（奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置）（奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置）（奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの長期給付長期給付長期給付長期給付にににに関関関関するするするする施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」というというというという。）第。）第。）第。）第

二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同

法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい

う。）が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島う。）が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島う。）が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島う。）が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島

の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令

（昭和四十四年政令第二百九十号）による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の（昭和四十四年政令第二百九十号）による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の（昭和四十四年政令第二百九十号）による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の（昭和四十四年政令第二百九十号）による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の



職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条に職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条に職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条に職員の恩給等の特別措置に関する政令（昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条に

おいて「改正後の特別措置に関する政令」という。）第二条の二及び同法の規定を適用おいて「改正後の特別措置に関する政令」という。）第二条の二及び同法の規定を適用おいて「改正後の特別措置に関する政令」という。）第二条の二及び同法の規定を適用おいて「改正後の特別措置に関する政令」という。）第二条の二及び同法の規定を適用

するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することするとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することするとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することするとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加すること

となるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、ことなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、ことなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、ことなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、こ

れらの規定を適用して算定した額に改定する。れらの規定を適用して算定した額に改定する。れらの規定を適用して算定した額に改定する。れらの規定を適用して算定した額に改定する。

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより退職年金、減額退職年金、障害年金又退職年金、減額退職年金、障害年金又退職年金、減額退職年金、障害年金又退職年金、減額退職年金、障害年金又はははは遺族年金遺族年金遺族年金遺族年金のののの額額額額をををを改定改定改定改定されるされるされるされる

こととなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定こととなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定こととなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定こととなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定

する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていたする琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていたする琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていたする琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた

者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普

通恩給の額の総額の十五分の一（遺族年金にあつては、三十分の一）に相当する金額を通恩給の額の総額の十五分の一（遺族年金にあつては、三十分の一）に相当する金額を通恩給の額の総額の十五分の一（遺族年金にあつては、三十分の一）に相当する金額を通恩給の額の総額の十五分の一（遺族年金にあつては、三十分の一）に相当する金額を

控除した金額とする。控除した金額とする。控除した金額とする。控除した金額とする。

３　３　３　３　昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後にににに退職退職退職退職したしたしたした更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等でででで改正後改正後改正後改正後のののの特別措置特別措置特別措置特別措置にににに関関関関するするするする政令政令政令政令

第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間

（次項において「奄美群島職員期間」という。）を有するものにつき退職年金、減額退（次項において「奄美群島職員期間」という。）を有するものにつき退職年金、減額退（次項において「奄美群島職員期間」という。）を有するものにつき退職年金、減額退（次項において「奄美群島職員期間」という。）を有するものにつき退職年金、減額退

職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けて職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けて職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けて職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けて

いたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給いたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給いたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給いたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給

時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

４　４　４　４　昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後昭和四十四年十月一日以後にににに死亡死亡死亡死亡したしたしたした更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等でででで奄美群島職員期間奄美群島職員期間奄美群島職員期間奄美群島職員期間をををを有有有有するものするものするものするもの

の遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺の遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺の遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺の遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺

族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通

恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額（前項の規定によりすでに控恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額（前項の規定によりすでに控恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額（前項の規定によりすでに控恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額（前項の規定によりすでに控

除された額があるときは、その額を控除した額）の二分の一に相当する額に達するま除された額があるときは、その額を控除した額）の二分の一に相当する額に達するま除された額があるときは、その額を控除した額）の二分の一に相当する額に達するま除された額があるときは、その額を控除した額）の二分の一に相当する額に達するま

で、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。で、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。で、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。で、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

（琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例）（琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例）（琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例）（琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金額の特例）

第三条　第三条　第三条　第三条　前前前前条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、昭和四十二年度及、昭和四十二年度及、昭和四十二年度及、昭和四十二年度及びびびび昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度におけるにおけるにおけるにおける旧旧旧旧令令令令によるによるによるによる共共共共

済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する

法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十四年改正法」という。）附則第六条第一法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十四年改正法」という。）附則第六条第一法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十四年改正法」という。）附則第六条第一法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十四年改正法」という。）附則第六条第一

項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職項の規定により新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職

年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定されることとなる者が、恩

給法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律給法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律給法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律給法等の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律

第九十一号」という。）附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在第九十一号」という。）附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在第九十一号」という。）附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在第九十一号」という。）附則第十三条第二項に規定する琉球諸島民政府職員としての在

職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合につい職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合につい職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合につい職期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合につい

て、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四て、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四て、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四て、前条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で昭和四

十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩

給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第十条の二の規定の適給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第十条の二の規定の適給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第十条の二の規定の適給等の特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第百五十六号）第十条の二の規定の適

用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間を有するものにつき退

職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が当該普通恩給の

支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員支給を受けていたときについて、前条第四項の規定は、同日以後に死亡した更新組合員

等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職し等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職し等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職し等で当該期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は同日以後に退職し

た更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合た更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合た更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合た更新組合員等で当該期間を有するものが死亡したことにより遺族年金を支給する場合

において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたとにおいて、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたとにおいて、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたとにおいて、これらの遺族年金に係る更新組合員等が当該普通恩給の支給を受けていたと

きについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのはきについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのはきについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのはきについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは

「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは「昭和四十四年改正法附則第六条第一項」と、同条第四項中「前項の規定」とあるのは

「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。「附則第三条において準用する附則第二条第三項の規定」と読み替えるものとする。

（改定された年金等の支給に関する経過措置）（改定された年金等の支給に関する経過措置）（改定された年金等の支給に関する経過措置）（改定された年金等の支給に関する経過措置）



第四条　第四条　第四条　第四条　附則第二附則第二附則第二附則第二条条条条第一項、昭和四十四年改正法附則第五第一項、昭和四十四年改正法附則第五第一項、昭和四十四年改正法附則第五第一項、昭和四十四年改正法附則第五条条条条においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする同法附則第同法附則第同法附則第同法附則第

四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若四条第一項若しくは同法附則第六条第一項の規定により年金額を改定された退職年金若

しくは遺族年金（妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。）又は同項の規定によりしくは遺族年金（妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。）又は同項の規定によりしくは遺族年金（妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。）又は同項の規定によりしくは遺族年金（妻、子又は孫に係るものを除く。以下同じ。）又は同項の規定により

新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律新たに支給されることとなる退職年金若しくは遺族年金については、昭和四十四年法律

第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち第九十一号附則第十七条第一項又は第二項の規定の例により、これらの年金の額のうち

一部の金額の支給を停止する。一部の金額の支給を停止する。一部の金額の支給を停止する。一部の金額の支給を停止する。

附　則　（昭和四五年三月三〇日政令第二九号）附　則　（昭和四五年三月三〇日政令第二九号）附　則　（昭和四五年三月三〇日政令第二九号）附　則　（昭和四五年三月三〇日政令第二九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十五年四月一日、昭和四十五年四月一日、昭和四十五年四月一日、昭和四十五年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの

控除）控除）控除）控除）

第二条　第二条　第二条　第二条　昭和四十二年度及昭和四十二年度及昭和四十二年度及昭和四十二年度及びびびび昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度におけるにおけるにおけるにおける旧旧旧旧令令令令によるによるによるによる共共共共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金受年金受年金受年金受

給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正す給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正す給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正す給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正す

る法律（以下「四十四年改正法」という。）附則第十一条第四項の規定による退職年る法律（以下「四十四年改正法」という。）附則第十一条第四項の規定による退職年る法律（以下「四十四年改正法」という。）附則第十一条第四項の規定による退職年る法律（以下「四十四年改正法」という。）附則第十一条第四項の規定による退職年

金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額（す金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額（す金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額（す金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額（す

でに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受でに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受でに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受でに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受

給額」という。）に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給給額」という。）に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給給額」という。）に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給給額」という。）に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給

時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。

２　２　２　２　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第四項第四項第四項第四項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる遺族年金遺族年金遺族年金遺族年金からのからのからのからの控除控除控除控除はははは、普通恩給受、普通恩給受、普通恩給受、普通恩給受

給額（前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額）の二給額（前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額）の二給額（前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額）の二給額（前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額）の二

分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額

を控除することにより行なうものとする。を控除することにより行なうものとする。を控除することにより行なうものとする。を控除することにより行なうものとする。

（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの長期給付長期給付長期給付長期給付にににに関関関関するするするする施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」というというというという。）第。）第。）第。）第

二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同二条第一項第七号に規定する更新組合員（同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同

法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」とい

う。）で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年う。）で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年う。）で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年う。）で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年

金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。金については、施行法第三十二条の二の規定は、適用しない。

２　２　２　２　四十四年改正法附則第八四十四年改正法附則第八四十四年改正法附則第八四十四年改正法附則第八条条条条第四項第四項第四項第四項にににに規定規定規定規定するするするする者者者者のうちのうちのうちのうち同項同項同項同項のののの普通恩給普通恩給普通恩給普通恩給のののの支給支給支給支給をををを受受受受けてけてけてけて

いた者の遺族（同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。）に遺族年金いた者の遺族（同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。）に遺族年金いた者の遺族（同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。）に遺族年金いた者の遺族（同条第二項の規定の適用を受けることができる者を除く。）に遺族年金

を支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合にを支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合にを支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合にを支給する場合には、前条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。この場合に

おいて、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えおいて、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えおいて、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替えおいて、同項中「前項」とあるのは、「四十四年改正法附則第八条第四項」と読み替え

るものとする。るものとする。るものとする。るものとする。

（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第三項第三項第三項第三項のののの規定規定規定規定はははは、同法附則第九、同法附則第九、同法附則第九、同法附則第九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに該該該該

当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者

について準用する。について準用する。について準用する。について準用する。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする者者者者にににに係係係係るるるる同項同項同項同項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第三項第三項第三項第三項にににに

規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組規定する退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組

合（国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第二十一条第一項に規定する連合会合（国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第二十一条第一項に規定する連合会合（国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第二十一条第一項に規定する連合会合（国家公務員共済組合法（以下「法」という。）第二十一条第一項に規定する連合会

加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。）が、その差加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。）が、その差加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。）が、その差加入組合に係る場合にあつては、国家公務員共済組合連合会。以下同じ。）が、その差

額に相当する金額を一時に支給する。額に相当する金額を一時に支給する。額に相当する金額を一時に支給する。額に相当する金額を一時に支給する。

３　３　３　３　四十四年改正法附則第九四十四年改正法附則第九四十四年改正法附則第九四十四年改正法附則第九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに該該該該当当当当するするするする者者者者のうちこののうちこののうちこののうちこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日（以日（以日（以日（以

下「施行日」という。）前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給下「施行日」という。）前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給下「施行日」という。）前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給下「施行日」という。）前の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給に併給

される普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくはされる普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくはされる普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくはされる普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは



障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じ障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じ障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じ障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条第一項又は第二項の規定に準じ

て控除を行なうものとする。て控除を行なうものとする。て控除を行なうものとする。て控除を行なうものとする。

（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置）

第五条　第五条　第五条　第五条　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより支給支給支給支給されることとなるされることとなるされることとなるされることとなる退職年金退職年金退職年金退職年金

の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金のの額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金のの額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金のの額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の

額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる額から同項に規定する申出がなかつたとしたならば同日において受けるべきこととなる

増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。増加恩給の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。

２　２　２　２　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに該該該該当当当当するするするする者者者者のうちのうちのうちのうち昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後にににに

おける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第おける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第おける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第おける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第

百四号。以下「四十二年改定法」という。）附則第九条第四項（同法附則第十条第八項百四号。以下「四十二年改定法」という。）附則第九条第四項（同法附則第十条第八項百四号。以下「四十二年改定法」という。）附則第九条第四項（同法附則第十条第八項百四号。以下「四十二年改定法」という。）附則第九条第四項（同法附則第十条第八項

において準用する場合を含む。）において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用において準用する場合を含む。）において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用において準用する場合を含む。）において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用において準用する場合を含む。）において準用する同法附則第三条第三項の規定の適用

を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。

３　３　３　３　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに該該該該当当当当するするするする者者者者にににに係係係係るるるる同同同同条条条条第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする

退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、そ退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、そ退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、そ退職年金の額の総額が同項に規定する障害年金の額の総額より多いときは、組合が、そ

の差額に相当する金額を一時に支給する。の差額に相当する金額を一時に支給する。の差額に相当する金額を一時に支給する。の差額に相当する金額を一時に支給する。

４　４　４　４　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にににに該該該該当当当当するするするする者者者者でででで同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする申出申出申出申出がなかがなかがなかがなか

つたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有すつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有すつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有すつたものとした場合においても施行法又は法の規定による障害年金を受ける権利を有す

るものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項るものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項るものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項るものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項

中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定

を適用する。を適用する。を適用する。を適用する。

（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族に関する経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　増増増増加恩給等（施行法第二加恩給等（施行法第二加恩給等（施行法第二加恩給等（施行法第二条条条条第一項第九第一項第九第一項第九第一項第九号号号号にににに規定規定規定規定するするするする増増増増加恩給等加恩給等加恩給等加恩給等をいうをいうをいうをいう。以下同。以下同。以下同。以下同

じ。）を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現じ。）を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現じ。）を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現じ。）を受ける権利を有する更新組合員等であつた者の遺族で施行日の前日において現

に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、に当該増加恩給等に係る扶助料を受ける権利を有するものに係る長期給付については、

なお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けななお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けななお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けななお従前の例による。ただし、その遺族が施行日から六十日以内に当該扶助料を受けな

いことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。いことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。いことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。いことを希望する旨の申出をその裁定庁にしたときは、この限りでない。

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの申出申出申出申出があつたときはがあつたときはがあつたときはがあつたときは、、、、当当当当該申出該申出該申出該申出にににに係係係係るるるる遺族遺族遺族遺族のののの扶助料扶助料扶助料扶助料をををを受受受受けるけるけるける権権権権利利利利はははは、施行日、施行日、施行日、施行日のののの

前日において消滅するものとする。前日において消滅するものとする。前日において消滅するものとする。前日において消滅するものとする。

３　３　３　３　第一項第一項第一項第一項のののの申出申出申出申出があつたがあつたがあつたがあつた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当当当当該申出該申出該申出該申出にににに係係係係るるるる遺族遺族遺族遺族につきにつきにつきにつき、施行法及、施行法及、施行法及、施行法及びびびび法法法法のののの規規規規

定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年

金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分

からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらからその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらからその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらからその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれら

の法律の規定を適用して算定した額に改定する。の法律の規定を適用して算定した額に改定する。の法律の規定を適用して算定した額に改定する。の法律の規定を適用して算定した額に改定する。

４　４　４　４　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより改定改定改定改定されるされるされるされる年金年金年金年金のののの額額額額がががが、施行日、施行日、施行日、施行日のののの前日前日前日前日においてにおいてにおいてにおいて同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする遺族遺族遺族遺族

が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する扶助料

の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。

５　５　５　５　第一項第一項第一項第一項にににに規定規定規定規定するするするする更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等であつたであつたであつたであつた者者者者のうちのうちのうちのうち施行日前施行日前施行日前施行日前のののの更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等であつたであつたであつたであつた期期期期

間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族で同項の

申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控申出があつたものに遺族年金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控

除を行なうものとする。除を行なうものとする。除を行なうものとする。除を行なうものとする。

６　６　６　６　前前前前条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、第三項、第三項、第三項、第三項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより新新新新たにたにたにたに遺族年金遺族年金遺族年金遺族年金をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合についてについてについてについて準準準準

用する。用する。用する。用する。

７　７　７　７　第二項第二項第二項第二項にににに規定規定規定規定するするするする扶助料扶助料扶助料扶助料をををを受受受受けるけるけるける権権権権利利利利がががが国国国国民生活金融公庫民生活金融公庫民生活金融公庫民生活金融公庫にににに担担担担保保保保にににに供供供供されていたときされていたときされていたときされていたとき

は、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法（明治二十九年法律第八十九号）の保は、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法（明治二十九年法律第八十九号）の保は、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法（明治二十九年法律第八十九号）の保は、組合は、当該扶助料を受ける権利につき民法（明治二十九年法律第八十九号）の保

証債務と同一の債務を負う。証債務と同一の債務を負う。証債務と同一の債務を負う。証債務と同一の債務を負う。



（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置）（増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置）

第七条　第七条　第七条　第七条　四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一四十四年改正法附則第十一条条条条第一項第一項第一項第一項にににに規定規定規定規定するするするする申出申出申出申出があつたがあつたがあつたがあつた更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等であつであつであつであつ

た者の遺族（四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。）た者の遺族（四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。）た者の遺族（四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。）た者の遺族（四十二年改定法附則第十条第四項又は第五項の申出をした遺族を含む。）

で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものにつき、施行法及び法

の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五の規定を適用するとしたならば遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五

年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定す年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定す年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定す年四月分から、当該遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定す

る。る。る。る。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする者者者者にはにはにはには、四十四年改正法附則第九、四十四年改正法附則第九、四十四年改正法附則第九、四十四年改正法附則第九条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定にににに準準準準じてじてじてじて算定算定算定算定したしたしたした増増増増

加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。加恩給の額の総額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。

３　３　３　３　第一項第一項第一項第一項にににに規定規定規定規定するするするする更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等であつたであつたであつたであつた者者者者のうちのうちのうちのうち施行日前施行日前施行日前施行日前のののの更新組合員等更新組合員等更新組合員等更新組合員等であつたであつたであつたであつた期期期期

間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年間に係る分として増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていた者の遺族に遺族年

金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。金を支給する場合には、附則第二条第二項の規定に準じて控除を行なうものとする。

４　４　４　４　附則第四附則第四附則第四附則第四条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、第一項、第一項、第一項、第一項にににに規定規定規定規定するするするする者者者者についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。

（地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置）（地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置）（地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置）（地方の更新組合員等であつた組合員に関する措置）

第八条　第八条　第八条　第八条　施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一条条条条のののの二第二項二第二項二第二項二第二項にににに規定規定規定規定するするするする地方地方地方地方のののの更新組合員（地方公務員等共更新組合員（地方公務員等共更新組合員（地方公務員等共更新組合員（地方公務員等共済済済済組組組組

合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第五十五条第一項合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第五十五条第一項合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第五十五条第一項合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第五十五条第一項

各号に掲げる者を含む。）であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度におけ各号に掲げる者を含む。）であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度におけ各号に掲げる者を含む。）であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度におけ各号に掲げる者を含む。）であつた組合員が昭和四十二年度及び昭和四十三年度におけ

る地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正る地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正る地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正る地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正

する法律（昭和四十四年法律第九十三号）附則第八条第一項又は第十条第一項の規定にする法律（昭和四十四年法律第九十三号）附則第八条第一項又は第十条第一項の規定にする法律（昭和四十四年法律第九十三号）附則第八条第一項又は第十条第一項の規定にする法律（昭和四十四年法律第九十三号）附則第八条第一項又は第十条第一項の規定に

よつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてよつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてよつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてよつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつて

した申出とみなして、同法の規定を適用する。した申出とみなして、同法の規定を適用する。した申出とみなして、同法の規定を適用する。した申出とみなして、同法の規定を適用する。

２　２　２　２　四十四年改正法第三四十四年改正法第三四十四年改正法第三四十四年改正法第三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの施行法（以下「改正後施行法（以下「改正後施行法（以下「改正後施行法（以下「改正後のののの施行法」施行法」施行法」施行法」といといといとい

う。）第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のう。）第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のう。）第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者のう。）第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、前項に規定する組合員であつた者の

うち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩うち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩うち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩うち四十四年改正法附則第十条第一項の申出があつた者で増加恩給に併給される普通恩

給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。給の支給を受けていたもの又はその遺族についても適用する。

（増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分）（増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分）（増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分）（増加恩給に併給される普通恩給等に係る控除のあん分）

第九条　第九条　第九条　第九条　施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一条条条条のののの二第五項若二第五項若二第五項若二第五項若しくはしくはしくはしくは第六項、第六項、第六項、第六項、国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの一部一部一部一部をををを

改正する法律（昭和三十九年法律第百五十三号）附則第五条第三項若しくは第四項、四改正する法律（昭和三十九年法律第百五十三号）附則第五条第三項若しくは第四項、四改正する法律（昭和三十九年法律第百五十三号）附則第五条第三項若しくは第四項、四改正する法律（昭和三十九年法律第百五十三号）附則第五条第三項若しくは第四項、四

十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項（これらの規定を同法附則第十条第七項十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項（これらの規定を同法附則第十条第七項十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項（これらの規定を同法附則第十条第七項十四年改正法附則第八条第四項若しくは第五項（これらの規定を同法附則第十条第七項

において準用する場合を含む。）、附則第二条第一項（附則第四条第三項において準ずにおいて準用する場合を含む。）、附則第二条第一項（附則第四条第三項において準ずにおいて準用する場合を含む。）、附則第二条第一項（附則第四条第三項において準ずにおいて準用する場合を含む。）、附則第二条第一項（附則第四条第三項において準ず

るものとされる場合を含む。）、附則第二条第二項（附則第三条第二項、附則第四条第るものとされる場合を含む。）、附則第二条第二項（附則第三条第二項、附則第四条第るものとされる場合を含む。）、附則第二条第二項（附則第三条第二項、附則第四条第るものとされる場合を含む。）、附則第二条第二項（附則第三条第二項、附則第四条第

三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含三項、附則第六条第五項又は附則第七条第三項において準ずるものとされる場合を含

む。）又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞむ。）又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞむ。）又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞむ。）又は前条第二項の規定を適用する場合において、これらの規定による額をそれぞ

れ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控れ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控れ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控れ同一の支給時に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控

除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれ除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれ除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれ除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれ

らの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額らの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額らの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額らの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額

とする。とする。とする。とする。

（特例による退職年金の額に関する経過措置）（特例による退職年金の額に関する経過措置）（特例による退職年金の額に関する経過措置）（特例による退職年金の額に関する経過措置）

第十条　第十条　第十条　第十条　改正後改正後改正後改正後のののの施行法第十三施行法第十三施行法第十三施行法第十三条条条条第三項（同法第四十一第三項（同法第四十一第三項（同法第四十一第三項（同法第四十一条条条条第一項又第一項又第一項又第一項又はははは第四十二第四十二第四十二第四十二条条条条第一項第一項第一項第一項にににに

おいて準用する場合を含む。）及び同法第四十五条の三第三項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）及び同法第四十五条の三第三項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）及び同法第四十五条の三第三項（同法第四十八条の三において準用する場合を含む。）及び同法第四十五条の三第三項（同法第四十八条の三に

おいて準用する場合を含む。）並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条おいて準用する場合を含む。）並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条おいて準用する場合を含む。）並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条おいて準用する場合を含む。）並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条

第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以

後適用する。後適用する。後適用する。後適用する。

附　則　（昭和四五年四月一日政令第四八号）附　則　（昭和四五年四月一日政令第四八号）附　則　（昭和四五年四月一日政令第四八号）附　則　（昭和四五年四月一日政令第四八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）



第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号）附　則　（昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号）附　則　（昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号）附　則　（昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日、昭和四十五年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号）附　則　（昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年九月二一日政令第二六六号）附　則　（昭和四五年九月二一日政令第二六六号）附　則　（昭和四五年九月二一日政令第二六六号）附　則　（昭和四五年九月二一日政令第二六六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年九月二八日政令第二八〇号）附　則　（昭和四五年九月二八日政令第二八〇号）附　則　（昭和四五年九月二八日政令第二八〇号）附　則　（昭和四五年九月二八日政令第二八〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第三、附則第三、附則第三、附則第三条条条条からからからから第九第九第九第九条条条条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定

は、昭和四十五年十月一日から施行する。は、昭和四十五年十月一日から施行する。は、昭和四十五年十月一日から施行する。は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四五年九月二九日政令第二八六号）附　則　（昭和四五年九月二九日政令第二八六号）附　則　（昭和四五年九月二九日政令第二八六号）附　則　（昭和四五年九月二九日政令第二八六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日、昭和四十五年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年一二月一九日政令第三三七号）附　則　（昭和四五年一二月一九日政令第三三七号）附　則　（昭和四五年一二月一九日政令第三三七号）附　則　（昭和四五年一二月一九日政令第三三七号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号）附　則　（昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号）附　則　（昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号）附　則　（昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号）

この政令は、法の施行の日から施行する。この政令は、法の施行の日から施行する。この政令は、法の施行の日から施行する。この政令は、法の施行の日から施行する。

附　則　（昭和四六年六月二四日政令第二〇五号）附　則　（昭和四六年六月二四日政令第二〇五号）附　則　（昭和四六年六月二四日政令第二〇五号）附　則　（昭和四六年六月二四日政令第二〇五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四六年六月二五日政令第二一六号）附　則　（昭和四六年六月二五日政令第二一六号）附　則　（昭和四六年六月二五日政令第二一六号）附　則　（昭和四六年六月二五日政令第二一六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十六年七月一日、昭和四十六年七月一日、昭和四十六年七月一日、昭和四十六年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四六年七月二日政令第二三九号）附　則　（昭和四六年七月二日政令第二三九号）附　則　（昭和四六年七月二日政令第二三九号）附　則　（昭和四六年七月二日政令第二三九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十六年八月十七日、昭和四十六年八月十七日、昭和四十六年八月十七日、昭和四十六年八月十七日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四六年九月二七日政令第三〇七号）附　則　（昭和四六年九月二七日政令第三〇七号）附　則　（昭和四六年九月二七日政令第三〇七号）附　則　（昭和四六年九月二七日政令第三〇七号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十六年十月一日、昭和四十六年十月一日、昭和四十六年十月一日、昭和四十六年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、次項、次項、次項、次項からからからから附則第四項附則第四項附則第四項附則第四項までまでまでまで

の規定は、同年十一月一日から施行する。の規定は、同年十一月一日から施行する。の規定は、同年十一月一日から施行する。の規定は、同年十一月一日から施行する。

（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）

２　２　２　２　昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法（以下組合法（以下組合法（以下組合法（以下

「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合

法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を

受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金

の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三

条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金



たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調

整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受

けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。

３　３　３　３　昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる減額退職年金減額退職年金減額退職年金減額退職年金をををを受受受受

ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時恩給又は一時金たる長期給付の支給

を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば改正

法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の

額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定

した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。

４　４　４　４　昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前昭和四十六年十月三十一日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる通算退職年金通算退職年金通算退職年金通算退職年金をををを受受受受

ける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法（以下「改正前のける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法（以下「改正前のける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法（以下「改正前のける権利を有する者のうち、改正法第三条の規定による改正前の法（以下「改正前の

法」という。）第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法」という。）第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法」という。）第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法」という。）第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は

同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた

者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法（以下者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法（以下者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法（以下者の当該年金の額は、同年十一月分以後、改正法第三条の規定による改正後の法（以下

「改正後の法」という。）第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退「改正後の法」という。）第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退「改正後の法」という。）第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退「改正後の法」という。）第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退

職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額職の際における改正前の法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額

（同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされ（同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされ（同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされ（同条第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされ

た者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算た者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算た者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算た者については、その乗じて得た額と改正後の法第七十九条の二第三項の規定により算

定した額との合算額）とする。定した額との合算額）とする。定した額との合算額）とする。定した額との合算額）とする。

附　則　（昭和四七年五月一日政令第一五二号）附　則　（昭和四七年五月一日政令第一五二号）附　則　（昭和四七年五月一日政令第一五二号）附　則　（昭和四七年五月一日政令第一五二号）

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年

五月十五日）から施行する。五月十五日）から施行する。五月十五日）から施行する。五月十五日）から施行する。

附　則　（昭和四七年六月一二日政令第二二一号）附　則　（昭和四七年六月一二日政令第二二一号）附　則　（昭和四七年六月一二日政令第二二一号）附　則　（昭和四七年六月一二日政令第二二一号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年七月二〇日政令第二八六号）附　則　（昭和四七年七月二〇日政令第二八六号）附　則　（昭和四七年七月二〇日政令第二八六号）附　則　（昭和四七年七月二〇日政令第二八六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、下水道事業、下水道事業、下水道事業、下水道事業センターセンターセンターセンター法法法法のののの施行施行施行施行のののの日（昭和四十七年七月二十二日）日（昭和四十七年七月二十二日）日（昭和四十七年七月二十二日）日（昭和四十七年七月二十二日）からからからから施施施施

行する。行する。行する。行する。

附　則　（昭和四七年九月二六日政令第三四〇号）附　則　（昭和四七年九月二六日政令第三四〇号）附　則　（昭和四七年九月二六日政令第三四〇号）附　則　（昭和四七年九月二六日政令第三四〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三五二号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三五二号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三五二号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三五二号）

この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三六五号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三六五号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三六五号）附　則　（昭和四七年九月三〇日政令第三六五号）

この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十七年十この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十七年十この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十七年十この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十七年十

月二日）から施行する。月二日）から施行する。月二日）から施行する。月二日）から施行する。

附　則　（昭和四八年三月二九日政令第三一号）附　則　（昭和四八年三月二九日政令第三一号）附　則　（昭和四八年三月二九日政令第三一号）附　則　（昭和四八年三月二九日政令第三一号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令附則第五組合法施行令附則第五組合法施行令附則第五組合法施行令附則第五条条条条のののの規定規定規定規定はははは、昭和四十八年四月一日以、昭和四十八年四月一日以、昭和四十八年四月一日以、昭和四十八年四月一日以

後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に

終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例によ終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例によ終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例によ終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例によ

る。る。る。る。

附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七三号）

この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日（昭和四十八年七月一この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日（昭和四十八年七月一この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日（昭和四十八年七月一この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日（昭和四十八年七月一

日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。



附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七五号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七五号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七五号）附　則　（昭和四八年六月二九日政令第一七五号）

この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八

年七月一日）から施行する。年七月一日）から施行する。年七月一日）から施行する。年七月一日）から施行する。

附　則　（昭和四八年八月九日政令第二二九号）附　則　（昭和四八年八月九日政令第二二九号）附　則　（昭和四八年八月九日政令第二二九号）附　則　（昭和四八年八月九日政令第二二九号）

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附　則　（昭和四八年九月二八日政令第二七七号）附　則　（昭和四八年九月二八日政令第二七七号）附　則　（昭和四八年九月二八日政令第二七七号）附　則　（昭和四八年九月二八日政令第二七七号）

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二八八号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二八八号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二八八号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二八八号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二九五号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二九五号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二九五号）附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二九五号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」というというというという。）附則第二十七。）附則第二十七。）附則第二十七。）附則第二十七条条条条のののの七七七七

第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。

３　３　３　３　新令附則第二十七新令附則第二十七新令附則第二十七新令附則第二十七条条条条のののの七第一項第二七第一項第二七第一項第二七第一項第二号号号号のののの規定規定規定規定はははは、昭和四十八年十月分以後、昭和四十八年十月分以後、昭和四十八年十月分以後、昭和四十八年十月分以後のののの給付給付給付給付につにつにつにつ

いて適用する。いて適用する。いて適用する。いて適用する。

（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）（一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等）

第二条　第二条　第二条　第二条　昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法（以下組合法（以下組合法（以下組合法（以下

「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合「法」という。）の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金（国家公務員共済組合

法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。）を

受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金

の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十八年改正法」といの額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十八年改正法」といの額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十八年改正法」といの額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（以下「昭和四十八年改正法」とい

う。）附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長う。）附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長う。）附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長う。）附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長

期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関

し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないし必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないし必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないし必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けない

ものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。ものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。ものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。ものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。

２　２　２　２　昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前昭和四十八年十月三十一日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる減額退職年金減額退職年金減額退職年金減額退職年金をををを受受受受

ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合

において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第

三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同

年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定し年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定し年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定し年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定し

た額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。た額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。た額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。た額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。

３　３　３　３　前二項前二項前二項前二項のののの規定規定規定規定はははは、前、前、前、前条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用にににに係係係係るるるる年金年金年金年金のののの額額額額のののの調整調整調整調整についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。

（特例年金等の給付に伴う調整等）（特例年金等の給付に伴う調整等）（特例年金等の給付に伴う調整等）（特例年金等の給付に伴う調整等）

第三条　第三条　第三条　第三条　昭和四十八年改正法附則第四昭和四十八年改正法附則第四昭和四十八年改正法附則第四昭和四十八年改正法附則第四条条条条第三項第三項第三項第三項にににに規定規定規定規定するするするする政令政令政令政令でででで定定定定めるものはめるものはめるものはめるものは、昭和四十、昭和四十、昭和四十、昭和四十

八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とす八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とす八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とす八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とす

る。る。る。る。

２　２　２　２　前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする者者者者がががが昭和四十八年改正法昭和四十八年改正法昭和四十八年改正法昭和四十八年改正法のののの施行施行施行施行のののの日以後日以後日以後日以後にににに死亡死亡死亡死亡したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、同、同、同、同

法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定によ法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定によ法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定によ法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又はる改正前の法（以下「旧法」という。）第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又はる改正前の法（以下「旧法」という。）第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又はる改正前の法（以下「旧法」という。）第七十条、第八十八条若しくは第九十三条又は

第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金（以第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金（以第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金（以第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金（以

下「特例年金等」という。）の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外下「特例年金等」という。）の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外下「特例年金等」という。）の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外下「特例年金等」という。）の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外

の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔の当該死亡した者の遺族に係る法第七十条、第八十八条又は第九十三条の規定による弔

慰金、遺族年金又は死亡一時金（以下「新法の年金等」という。）については、次の各慰金、遺族年金又は死亡一時金（以下「新法の年金等」という。）については、次の各慰金、遺族年金又は死亡一時金（以下「新法の年金等」という。）については、次の各慰金、遺族年金又は死亡一時金（以下「新法の年金等」という。）については、次の各

号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。



一　一　一　一　特例年金等特例年金等特例年金等特例年金等がががが旧旧旧旧法第七十法第七十法第七十法第七十条条条条、第八十八、第八十八、第八十八、第八十八条条条条又又又又はははは第九十三第九十三第九十三第九十三条条条条のののの二二二二のののの規定規定規定規定によるによるによるによる弔慰金、弔慰金、弔慰金、弔慰金、

遺族年金又は死亡一時金である場合　当該新法の年金等は、支給しない。遺族年金又は死亡一時金である場合　当該新法の年金等は、支給しない。遺族年金又は死亡一時金である場合　当該新法の年金等は、支給しない。遺族年金又は死亡一時金である場合　当該新法の年金等は、支給しない。

二　二　二　二　特例年金等特例年金等特例年金等特例年金等がががが旧旧旧旧法第九十三法第九十三法第九十三法第九十三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる遺族一時金遺族一時金遺族一時金遺族一時金であるであるであるである場合場合場合場合 当当当当該新法該新法該新法該新法のののの年金年金年金年金

等のうち法第八十八条の規定による遺族年金（以下「新法の遺族年金」という。）に等のうち法第八十八条の規定による遺族年金（以下「新法の遺族年金」という。）に等のうち法第八十八条の規定による遺族年金（以下「新法の遺族年金」という。）に等のうち法第八十八条の規定による遺族年金（以下「新法の遺族年金」という。）に

つき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以つき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以つき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以つき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以

上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の

支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時

金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を

順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺

族年金の支給は、停止する。族年金の支給は、停止する。族年金の支給は、停止する。族年金の支給は、停止する。

附　則　（昭和四八年一一月二四日政令第三四四号）附　則　（昭和四八年一一月二四日政令第三四四号）附　則　（昭和四八年一一月二四日政令第三四四号）附　則　（昭和四八年一一月二四日政令第三四四号）

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八年十二月十四この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八年十二月十四この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八年十二月十四この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十八年十二月十四

日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。

附　則　（昭和四八年一一月二六日政令第三四九号）附　則　（昭和四八年一一月二六日政令第三四九号）附　則　（昭和四八年一一月二六日政令第三四九号）附　則　（昭和四八年一一月二六日政令第三四九号）

この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。

附　則　（昭和四九年三月二七日政令第六八号）附　則　（昭和四九年三月二七日政令第六八号）附　則　（昭和四九年三月二七日政令第六八号）附　則　（昭和四九年三月二七日政令第六八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公共用飛行場周、公共用飛行場周、公共用飛行場周、公共用飛行場周辺辺辺辺におけるにおけるにおけるにおける航空機航空機航空機航空機騒騒騒騒音音音音によるによるによるによる障害障害障害障害のののの防止等防止等防止等防止等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律

の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十九年三月二十の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十九年三月二十の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十九年三月二十の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和四十九年三月二十

八日）から施行する。八日）から施行する。八日）から施行する。八日）から施行する。

附　則　（昭和四九年六月四日政令第一九六号）附　則　（昭和四九年六月四日政令第一九六号）附　則　（昭和四九年六月四日政令第一九六号）附　則　（昭和四九年六月四日政令第一九六号）

この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日（昭和四十九年六月五日）から施行この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日（昭和四十九年六月五日）から施行この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日（昭和四十九年六月五日）から施行この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日（昭和四十九年六月五日）から施行

する。する。する。する。

附　則　（昭和四九年六月一三日政令第二〇五号）附　則　（昭和四九年六月一三日政令第二〇五号）附　則　（昭和四九年六月一三日政令第二〇五号）附　則　（昭和四九年六月一三日政令第二〇五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第八、附則第八、附則第八、附則第八条条条条からからからから第十八第十八第十八第十八条条条条までのまでのまでのまでの規規規規

定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

附　則　（昭和四九年六月二五日政令第二二二号）附　則　（昭和四九年六月二五日政令第二二二号）附　則　（昭和四九年六月二五日政令第二二二号）附　則　（昭和四九年六月二五日政令第二二二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、第三十三、第三十三、第三十三、第三十三条条条条及及及及びびびび第三十六第三十六第三十六第三十六条条条条のののの改正改正改正改正

規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。規定並びに次条の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

（在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置）（在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置）（在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置）（在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第三十三組合法施行令第三十三組合法施行令第三十三組合法施行令第三十三条条条条及及及及びびびび第三十六第三十六第三十六第三十六条条条条のののの規定規定規定規定はははは、前、前、前、前条条条条

ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由

が生じた給付については、なお従前の例による。が生じた給付については、なお従前の例による。が生じた給付については、なお従前の例による。が生じた給付については、なお従前の例による。

附　則　（昭和四九年七月三〇日政令第二七九号）附　則　（昭和四九年七月三〇日政令第二七九号）附　則　（昭和四九年七月三〇日政令第二七九号）附　則　（昭和四九年七月三〇日政令第二七九号）

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日（昭和

四十九年八月一日）から施行する。四十九年八月一日）から施行する。四十九年八月一日）から施行する。四十九年八月一日）から施行する。

附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八一号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八一号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八一号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八一号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、漁業近代化資金助成法及、漁業近代化資金助成法及、漁業近代化資金助成法及、漁業近代化資金助成法及びびびび中小漁業融資保証法中小漁業融資保証法中小漁業融資保証法中小漁業融資保証法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法法法法

律（昭和四十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和四十九年八月一日）から施行す律（昭和四十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和四十九年八月一日）から施行す律（昭和四十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和四十九年八月一日）から施行す律（昭和四十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和四十九年八月一日）から施行す

る。る。る。る。

附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八三号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八三号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八三号）附　則　（昭和四九年七月三一日政令第二八三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）



第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第三、附則第三、附則第三、附則第三条条条条からからからから第十三第十三第十三第十三条条条条までのまでのまでのまでの規規規規

定は、昭和四十九年八月一日から施行する。定は、昭和四十九年八月一日から施行する。定は、昭和四十九年八月一日から施行する。定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附　則　（昭和四九年八月三一日政令第二九九号）附　則　（昭和四九年八月三一日政令第二九九号）附　則　（昭和四九年八月三一日政令第二九九号）附　則　（昭和四九年八月三一日政令第二九九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十九年九月一日、昭和四十九年九月一日、昭和四十九年九月一日、昭和四十九年九月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置）（外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置）（外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置）（外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　更新組合員（更新組合員（更新組合員（更新組合員（国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの長期給付長期給付長期給付長期給付にににに関関関関するするするする施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」施行法（以下「施行法」

という。）第二条第一項第七号（同法第四十二条第一項において準用する場合を含という。）第二条第一項第七号（同法第四十二条第一項において準用する場合を含という。）第二条第一項第七号（同法第四十二条第一項において準用する場合を含という。）第二条第一項第七号（同法第四十二条第一項において準用する場合を含

む。）に規定する更新組合員をいう。）又は同法第四十一条第一項第一号（同法第四十む。）に規定する更新組合員をいう。）又は同法第四十一条第一項第一号（同法第四十む。）に規定する更新組合員をいう。）又は同法第四十一条第一項第一号（同法第四十む。）に規定する更新組合員をいう。）又は同法第四十一条第一項第一号（同法第四十

二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退

職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の

三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年

金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分か金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分か金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分か金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分か

ら、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額にら、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額にら、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額にら、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に

改定する。改定する。改定する。改定する。

附　則　（昭和五〇年七月二五日政令第二二八号）附　則　（昭和五〇年七月二五日政令第二二八号）附　則　（昭和五〇年七月二五日政令第二二八号）附　則　（昭和五〇年七月二五日政令第二二八号）

この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十年八月この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十年八月この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十年八月この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十年八月

一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。

附　則　（昭和五〇年七月三一日政令第二四二号）附　則　（昭和五〇年七月三一日政令第二四二号）附　則　（昭和五〇年七月三一日政令第二四二号）附　則　（昭和五〇年七月三一日政令第二四二号）

この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年八月五日政令第二四八号）附　則　（昭和五〇年八月五日政令第二四八号）附　則　（昭和五〇年八月五日政令第二四八号）附　則　（昭和五〇年八月五日政令第二四八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号）附　則　（昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号）附　則　（昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号）附　則　（昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの第十一第十一第十一第十一条条条条のののの六、附則第六六、附則第六六、附則第六六、附則第六条条条条のののの三、附則第七三、附則第七三、附則第七三、附則第七条条条条第一項、附則第七第一項、附則第七第一項、附則第七第一項、附則第七条条条条のののの二、附則二、附則二、附則二、附則

第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第第十二条第二項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項、附則第

二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、二十一条の二第三項、附則第二十三条の二並びに附則第二十七条の五第三項の規定は、

この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用

する。する。する。する。

附　則　（昭和五一年三月二六日政令第三四号）附　則　（昭和五一年三月二六日政令第三四号）附　則　（昭和五一年三月二六日政令第三四号）附　則　（昭和五一年三月二六日政令第三四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十一年四月一日、昭和五十一年四月一日、昭和五十一年四月一日、昭和五十一年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五一年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和五一年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和五一年六月二九日政令第一七三号）附　則　（昭和五一年六月二九日政令第一七三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十一年七月一日、昭和五十一年七月一日、昭和五十一年七月一日、昭和五十一年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる規規規規

定は、当該各号に掲げる日から施行する。定は、当該各号に掲げる日から施行する。定は、当該各号に掲げる日から施行する。定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　一　一　一　附則第八附則第八附則第八附則第八条条条条のののの二二二二のののの改正規定改正規定改正規定改正規定 公布公布公布公布のののの日日日日

二　二　二　二　第十一第十一第十一第十一条条条条のののの六六六六のののの改正規定、第十一改正規定、第十一改正規定、第十一改正規定、第十一条条条条のののの八八八八のののの次次次次にににに一一一一条条条条をををを加加加加えるえるえるえる改正規定、第四十八改正規定、第四十八改正規定、第四十八改正規定、第四十八条条条条

第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附第三項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第七条の三、附

則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに則第十条第五項、附則第二十条、附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項並びに

附則第二十七条の七の改正規定（同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合附則第二十七条の七の改正規定（同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合附則第二十七条の七の改正規定（同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合附則第二十七条の七の改正規定（同条第一項第一号の改正規定中国家公務員共済組合

法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第三十三条及び別表に係る法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第三十三条及び別表に係る法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第三十三条及び別表に係る法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第三十三条及び別表に係る



部分、附則第二十七条の七第三項中「第六号」を「第七号」に改める部分並びに同条

に一項を加える改正規定中施行法第三十三条に係る部分を除く。）並びに次条第一項

及び附則第五条の規定　昭和五十一年八月一日

（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）

第二条　改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新令」という。）第十一条の六、

附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十

条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じ

た給付についても、同年八月分以後適用する。

２　昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済

組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金（施行法の規定によりこれら

の年金たる給付とみなされる給付を含む。）に係る国家公務員共済組合法施行令第十一

条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附

則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六

第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改

定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における

国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」

と、「「昭和五十年改正法」という。）附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正

法」という。）附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等から

の年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十二

号。以下「昭和五十一年改正法」という。）附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正

法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附

則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とある

のは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令

附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるの

は「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若し

くは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しく

は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正

法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附

則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とある

のは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、

「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は

昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正

法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正

法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十

一条」とする。

（任意継続掛金等に関する経過措置）

第三条　新令第十二条第四項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年

度までの掛金については、なお従前の例による。

２　昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第十二条第四項中「任意継続掛金の標準とな

つた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額（昭和五十一年四月から六月ま

での各月の初日に係るものについては、第四十九条第一項第四号に規定する退職時の俸

給）」とする。

３　新令第五十一条第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金

について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。



４　昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金

に係る新令第五十一条第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあ

るのは、「四月一日」とする。

５　新令第五十二条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつ

た者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例に

よる。

６　新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付

（同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。）について

適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以

前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例に

よる。

（公務による遺族年金の額の最低保障の特例の調整に関する経過措置）

第四条　昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用につ

いては、新令附則第十七条の二第一号中「昭和五十一年法律第五十一号」とあるのは

「恩給法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年

法律第五十一号」という。）」と、「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による

共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第二百五十六号）

の規定により連合会が支給する年金」と、同条第二号中「殉職年金等」とあるのは「昭

和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律

（昭和四十二年法律第百四号）第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金

（次号において「殉職年金等」という。）」とする。

（昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金の取扱い）

第五条　昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金に係る昭和四十二年

度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改

正する法律（以下「昭和五十一年改正法」という。）附則第二条第一項の規定の適用に

ついては、同項中「第八十二条の二」とあるのは、「第八十二条の二（同条第二項第一

号中組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合に係

る部分を除く。）」とする。

（長期在職者等の遺族年金の最低保障の取扱い）

第六条　昭和五十一年改正法附則第十一条第一項第三号に規定する遺族年金を受ける者が

妻である場合における同条の規定の適用については、同項中「その額」とあるのは、

「その額（その額につき法第八十八条の五（施行法において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定の適用がある場合には、その額から法第八十八条の五の

規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額）」とする。

（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）

第七条　昭和五十一年改正法附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合

は、次に掲げる場合とする。

一　恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定による扶助料又は施行法第五十一条の

二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつ

て、恩給法等の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第

一項若しくは第二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三

十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定

によりその例によることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する

当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加え

られる場合



二　旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第

二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法

（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族

年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年

金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい

う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金

等」という。）の支給を受ける場合

三　旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合

四　施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規

定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ

りその例によることとされる年金額改定法第三条の九において準用する年金額改定法

第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金

に加えることとされている額が加えられる場合

附　則　（昭和五一年七月二七日政令第二〇一号）

この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年八月一四日政令第二一八号）

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年九月一八日政令第二四五号）

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年九月三〇日政令第二五八号）

１　この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

２　改正後の第五十三条の規定は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間に

国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失

した者についても、適用する。

附　則　（昭和五二年六月七日政令第一七九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二を附則第十七条

の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号

の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、

昭和五十二年八月一日から施行する。

（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）

第二条　改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項、附則第六条の三、附則第七条

第一項、附則第七条の二、附則第二十条、附則第二十七条の四第六項及び第七項並びに

附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事

由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。

（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）

第三条　昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す

る法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書（同条第六項において準用す

る場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定による扶助料又は国家公務員共済組合

法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規

定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の

一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第

二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百

五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に



よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条

例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

二　旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第

二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法

（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族

年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年

金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい

う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金

等」という。）の支給を受ける場合

三　旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合

四　施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規

定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ

りその例によることとされる年金額改定法第三条の十若しくは第三条の十の二におい

て準用する年金額改定法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の

規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることと

されている額が加えられる場合

附　則　（昭和五二年六月二四日政令第二二〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号）

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日（昭和五十三年

二月一日）から施行する。

附　則　（昭和五三年三月一〇日政令第三一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（昭和五十三年四月一日）から施行する。

附　則　（昭和五三年五月三一日政令第二〇七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条第二項第一号、附則

第十六条の四、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五

第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三

条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の改正規定並びに次条第二項

の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

（長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置）

第二条　改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項

及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並び

に附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付

事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。

２　改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第

四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第

一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第

三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に

給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。

（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）



第三条　昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す

る法律等の一部を改正する法律附則第六条第二項ただし書（同条第七項後段において準

用する場合を含む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定による扶助料又は国家公務員共済組合

法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規

定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の

一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第

二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百

五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に

よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条

例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

二　旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和二十五年法律第

二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法

（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族

年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年

金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい

う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金

等」という。）の支給を受ける場合

三　旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合

四　施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規

定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ

りその例によることとされる年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二に

おいて準用する年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三

項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加え

ることとされている額が加えられる場合

附　則　（昭和五三年六月二七日政令第二六〇号）

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別

会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附　則　（昭和五三年七月四日政令第二七七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五三年一一月一四日政令第三七四号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年三月三〇日政令第四八号）

１　この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

２　改正後の第三十五条、第三十六条及び別表第一の規定は、この政令の施行の日以後に

給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、な

お従前の例による。

附　則　（昭和五四年六月二六日政令第一九八号）

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年九月一九日政令第二五〇号）

１　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十九条の二第一項に一号を加え

る改正規定及び附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施

行する。

２　改正後の附則第八条の三の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法

第九十九条第一項の規定により行う再計算について適用する。



附　則　（昭和五四年一〇月一日政令第二六九号）附　則　（昭和五四年一〇月一日政令第二六九号）附　則　（昭和五四年一〇月一日政令第二六九号）附　則　（昭和五四年一〇月一日政令第二六九号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年一二月二八日政令第三一三号）附　則　（昭和五四年一二月二八日政令第三一三号）附　則　（昭和五四年一二月二八日政令第三一三号）附　則　（昭和五四年一二月二八日政令第三一三号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十五年一月一日、昭和五十五年一月一日、昭和五十五年一月一日、昭和五十五年一月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、第七、第七、第七、第七条条条条第五第五第五第五号号号号、第十、第十、第十、第十

一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削

り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条のり、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条のり、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条のり、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の

四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及

び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、

附則第八条の規定（「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」附則第八条の規定（「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」附則第八条の規定（「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」附則第八条の規定（「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」

に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改

める部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。める部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。める部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。める部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

２　２　２　２　次次次次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる規定規定規定規定はははは、、、、当当当当該各該各該各該各号号号号にににに定定定定めるめるめるめる日日日日からからからから適用適用適用適用するするするする。。。。

一　一　一　一　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」というというというという。）第十一。）第十一。）第十一。）第十一条条条条のののの八八八八のののの二二二二

第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次第二項第四号並びに新令附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに次

条第一項及び附則第七条の規定　昭和五十四年四月一日条第一項及び附則第七条の規定　昭和五十四年四月一日条第一項及び附則第七条の規定　昭和五十四年四月一日条第一項及び附則第七条の規定　昭和五十四年四月一日

二　二　二　二　新令附則第十一新令附則第十一新令附則第十一新令附則第十一条条条条のののの三及三及三及三及びびびび第十六第十六第十六第十六条条条条のののの四第三項四第三項四第三項四第三項のののの規定並規定並規定並規定並びにびにびにびに附則第四附則第四附則第四附則第四条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規規規規

定　昭和五十四年六月一日定　昭和五十四年六月一日定　昭和五十四年六月一日定　昭和五十四年六月一日

三　三　三　三　新令附則第十六新令附則第十六新令附則第十六新令附則第十六条条条条のののの四第四項四第四項四第四項四第四項のののの規定及規定及規定及規定及びびびび附則第四附則第四附則第四附則第四条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定 昭和五十四年十昭和五十四年十昭和五十四年十昭和五十四年十

月一日月一日月一日月一日

（遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項第四二第二項第四二第二項第四二第二項第四号号号号のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十四年三月三十一日以前、昭和五十四年三月三十一日以前、昭和五十四年三月三十一日以前、昭和五十四年三月三十一日以前にににに

給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

２　２　２　２　新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項第五二第二項第五二第二項第五二第二項第五号号号号のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生

じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

（長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　新令第十二新令第十二新令第十二新令第十二条条条条のののの二第二項二第二項二第二項二第二項ただしただしただしただし書書書書のののの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日以後日以後日以後日以後にににに国国国国家公務家公務家公務家公務

員共済組合法（以下「法」という。）第九十九条第一項の規定により行う再計算につい員共済組合法（以下「法」という。）第九十九条第一項の規定により行う再計算につい員共済組合法（以下「法」という。）第九十九条第一項の規定により行う再計算につい員共済組合法（以下「法」という。）第九十九条第一項の規定により行う再計算につい

て適用する。て適用する。て適用する。て適用する。

（長期在職者の老齢加算等に関する経過措置）（長期在職者の老齢加算等に関する経過措置）（長期在職者の老齢加算等に関する経過措置）（長期在職者の老齢加算等に関する経過措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　新令附則第十一新令附則第十一新令附則第十一新令附則第十一条条条条のののの三及三及三及三及びびびび第十六第十六第十六第十六条条条条のののの四第三項四第三項四第三項四第三項のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十四年五月三十、昭和五十四年五月三十、昭和五十四年五月三十、昭和五十四年五月三十

一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

２　２　２　２　新令附則第十六新令附則第十六新令附則第十六新令附則第十六条条条条のののの四第四項四第四項四第四項四第四項のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十四年九月三十日以前、昭和五十四年九月三十日以前、昭和五十四年九月三十日以前、昭和五十四年九月三十日以前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生

じた給付についても、同年十月分以後適用する。じた給付についても、同年十月分以後適用する。じた給付についても、同年十月分以後適用する。じた給付についても、同年十月分以後適用する。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第五条　第五条　第五条　第五条　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関すすすす

る法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」といる法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」といる法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」といる法律等の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第七十二号。以下「改正法」とい

う。）附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛う。）附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛う。）附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛う。）附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から十二月分までに係る掛

金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であ金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であ金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であ金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であ

つた者を含む。）は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一つた者を含む。）は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一つた者を含む。）は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一つた者を含む。）は、法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一

括して、速やかに払い込まなければならない。括して、速やかに払い込まなければならない。括して、速やかに払い込まなければならない。括して、速やかに払い込まなければならない。

（地方公務員共済組合との関係に関する経過措置）（地方公務員共済組合との関係に関する経過措置）（地方公務員共済組合との関係に関する経過措置）（地方公務員共済組合との関係に関する経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　組合員又組合員又組合員又組合員又はははは組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者がががが、地方公務員等共、地方公務員等共、地方公務員等共、地方公務員等共済済済済組合法（昭和三十七年法律第組合法（昭和三十七年法律第組合法（昭和三十七年法律第組合法（昭和三十七年法律第

百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。）第三条第一項に規定する地百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。）第三条第一項に規定する地百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。）第三条第一項に規定する地百五十二号。以下この条において「地方の新法」という。）第三条第一項に規定する地

方公務員共済組合（次項において「地方の組合」という。）の組合員となり地方の新法方公務員共済組合（次項において「地方の組合」という。）の組合員となり地方の新法方公務員共済組合（次項において「地方の組合」という。）の組合員となり地方の新法方公務員共済組合（次項において「地方の組合」という。）の組合員となり地方の新法



の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける改

正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例によ正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例によ正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例によ正前の法の規定による返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例によ

る。る。る。る。

２　２　２　２　地方地方地方地方のののの組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者がががが組合員組合員組合員組合員となつたとなつたとなつたとなつた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその者者者者がががが昭和四十二昭和四十二昭和四十二昭和四十二

年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を

改正する法律（昭和五十四年法律第七十三号）第二条の規定による改正前の地方の新法改正する法律（昭和五十四年法律第七十三号）第二条の規定による改正前の地方の新法改正する法律（昭和五十四年法律第七十三号）第二条の規定による改正前の地方の新法改正する法律（昭和五十四年法律第七十三号）第二条の規定による改正前の地方の新法

第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定によ第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定によ第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定によ第八十三条第二項の退職一時金を受けた者であるときにおける改正法第二条の規定によ

る改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適る改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適る改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適る改正前の法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適

用については、なお従前の例による。用については、なお従前の例による。用については、なお従前の例による。用については、なお従前の例による。

（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）（長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整）

第七条　第七条　第七条　第七条　改正法附則第十八改正法附則第十八改正法附則第十八改正法附則第十八条条条条第二項第二項第二項第二項ただしただしただしただし書（同書（同書（同書（同条条条条第七項後段第七項後段第七項後段第七項後段においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする場合場合場合場合をををを含含含含

む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。む。）に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　一　一　一　恩給法（大正十二年法律第四十八恩給法（大正十二年法律第四十八恩給法（大正十二年法律第四十八恩給法（大正十二年法律第四十八号号号号））））のののの規定規定規定規定によるによるによるによる扶助料又扶助料又扶助料又扶助料又はははは国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合組合組合組合

法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規法の長期給付に関する施行法（以下「施行法」という。）第五十一条の二第一項に規

定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の

一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第一部を改正する法律（昭和五十一年法律第五十一号）附則第十四条第一項若しくは第

二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百二項（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百

五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に五十三号。以下「地方の施行法」という。）第三条の三第四項の規定によりその例に

よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条よることとされる場合を含む。）の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条

例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合

二　二　二　二　旧旧旧旧令令令令によるによるによるによる共共共共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金受給者年金受給者年金受給者年金受給者のためののためののためののための特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第特別措置法（昭和二十五年法律第

二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法二百五十六号）の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、旧法

（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族（施行法第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。以下同じ。）の規定による遺族

年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年

金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい金の額の改定に関する法律（昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」とい

う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金う。）第二条第一項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金（以下「殉職年金

等」という。）の支給を受ける場合等」という。）の支給を受ける場合等」という。）の支給を受ける場合等」という。）の支給を受ける場合

三　三　三　三　旧旧旧旧法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる遺族年金又遺族年金又遺族年金又遺族年金又はははは殉職年金等殉職年金等殉職年金等殉職年金等のののの支給支給支給支給をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合

四　四　四　四　施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一条条条条のののの二第一項二第一項二第一項二第一項にににに規定規定規定規定するするするする旧旧旧旧市町村職員共市町村職員共市町村職員共市町村職員共済済済済組合法又組合法又組合法又組合法又はははは共共共共済条済条済条済条例例例例のののの規規規規

定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によ

りその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二にりその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二にりその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二にりその例によることとされる年金額改定法第三条の十二若しくは第三条の十二の二に

おいて準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三おいて準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三おいて準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三おいて準用する年金額改定法第一条の十二第四項前段若しくは第一条の十二の二第三

項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加え項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加え項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加え項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加え

ることとされている額が加えられる場合ることとされている額が加えられる場合ることとされている額が加えられる場合ることとされている額が加えられる場合

附　則　（昭和五五年三月三一日政令第二九号）附　則　（昭和五五年三月三一日政令第二九号）附　則　（昭和五五年三月三一日政令第二九号）附　則　（昭和五五年三月三一日政令第二九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十五年四月一日、昭和五十五年四月一日、昭和五十五年四月一日、昭和五十五年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置）（組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置）（組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置）（組合の連合会加入に伴う権利義務の承継に関する経過措置）

２　２　２　２　改正前改正前改正前改正前のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十組合法施行令第十組合法施行令第十組合法施行令第十条条条条第二第二第二第二号号号号又又又又はははは附則第六附則第六附則第六附則第六条条条条にににに規定規定規定規定するするするする組合組合組合組合のののの

次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定に次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定に次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定に次に掲げる事業については、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定に

よりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これよりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これよりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これよりこれらの組合の権利義務を国家公務員共済組合連合会が承継するまでの間は、これ

らの組合がなお従前の例により行う。らの組合がなお従前の例により行う。らの組合がなお従前の例により行う。らの組合がなお従前の例により行う。

一　一　一　一　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに給付事由給付事由給付事由給付事由がががが生生生生じたじたじたじた長期給付（長期給付（長期給付（長期給付（国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法第七十組合法第七十組合法第七十組合法第七十

二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。）の決定及び支払二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。）の決定及び支払二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。）の決定及び支払二条第一項に規定する長期給付をいう。次号において同じ。）の決定及び支払

二　二　二　二　責任準備金及責任準備金及責任準備金及責任準備金及びびびび長期給付長期給付長期給付長期給付のののの支支支支払払払払上上上上のののの余裕金余裕金余裕金余裕金のののの管理及管理及管理及管理及びびびび運用運用運用運用



（組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例）（組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例）（組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例）（組合の連合会加入に伴う国家公務員共済組合法の適用の特例）

３　３　３　３　前項前項前項前項のののの場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用についてはについてはについてはについては、同法第四十一、同法第四十一、同法第四十一、同法第四十一条条条条

第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合（国家公務員共済組合法施第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合（国家公務員共済組合法施第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合（国家公務員共済組合法施第一項中「連合会加入組合」とあるのは、「連合会加入組合（国家公務員共済組合法施

行令の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二十九号）附則第二項に規定する組合行令の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二十九号）附則第二項に規定する組合行令の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二十九号）附則第二項に規定する組合行令の一部を改正する政令（昭和五十五年政令第二十九号）附則第二項に規定する組合

を除く。）」とする。を除く。）」とする。を除く。）」とする。を除く。）」とする。

附　則　（昭和五五年五月三一日政令第一四八号）附　則　（昭和五五年五月三一日政令第一四八号）附　則　（昭和五五年五月三一日政令第一四八号）附　則　（昭和五五年五月三一日政令第一四八号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第十九、附則第十九、附則第十九、附則第十九条条条条のののの二第一項及二第一項及二第一項及二第一項及びびびび第四第四第四第四

項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行す項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行す項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行す項並びに附則第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行す

る。る。る。る。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」というというというという。）第十一。）第十一。）第十一。）第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二第二第二第

二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定二項第四号、附則第六条の二並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定

並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用す並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用す並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用す並びに次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用す

る。る。る。る。

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項第四二第二項第四二第二項第四二第二項第四号号号号のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十五年三月三十一日以前、昭和五十五年三月三十一日以前、昭和五十五年三月三十一日以前、昭和五十五年三月三十一日以前にににに

給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

（掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する（掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する（掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する（掛金の標準となる俸給に関する規定の改正に伴う長期給付に係る俸給の特例に関する

経過措置）経過措置）経過措置）経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　新令附則第六新令附則第六新令附則第六新令附則第六条条条条のののの二二二二のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十三年四月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十三年四月一日、昭和五十三年四月一日からからからから昭和五十五年三月三十昭和五十五年三月三十昭和五十五年三月三十昭和五十五年三月三十

一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分とし一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分とし一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分とし一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分とし

て支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同年三月分以前の月分とし

て支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。て支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。て支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。て支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第四条　第四条　第四条　第四条　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関すすすす

る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号）附則第二条の規定の適

用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十五年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が

あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共

済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか

に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。

（沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措（沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措（沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措（沖縄の共済法の規定による退職年金等の最低保障に関する規定の改正に関する経過措

置）置）置）置）

第五条　第五条　第五条　第五条　昭和五十五年四月一日昭和五十五年四月一日昭和五十五年四月一日昭和五十五年四月一日からからからから同年九月三十日同年九月三十日同年九月三十日同年九月三十日までのまでのまでのまでの間間間間におけるにおけるにおけるにおける新令附則第二十七新令附則第二十七新令附則第二十七新令附則第二十七条条条条

の七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのの七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのの七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるのの七の規定の適用については、同条第一項第一号中「昭和五十五年改正法」とあるの

は、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関すは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関すは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関すは、「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す

る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和る法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十四号。第六項において「昭和

五十五年改正法」という。）」とする。五十五年改正法」という。）」とする。五十五年改正法」という。）」とする。五十五年改正法」という。）」とする。

附　則　（昭和五五年六月三〇日政令第一八九号）附　則　（昭和五五年六月三〇日政令第一八九号）附　則　（昭和五五年六月三〇日政令第一八九号）附　則　（昭和五五年六月三〇日政令第一八九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十五年七月一日、昭和五十五年七月一日、昭和五十五年七月一日、昭和五十五年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置）（再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置）（再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置）（再退職者に係る減額退職年金の額の改定等に関する経過措置）

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの六六六六のののの三、附則第七三、附則第七三、附則第七三、附則第七条条条条第二項並第二項並第二項並第二項並びにびにびにびに附附附附

則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年則第二十一条の二第三項第一号及び第二号の規定は、この政令の施行の日以後に退職年

金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用



し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職

年金については、なお従前の例による。年金については、なお従前の例による。年金については、なお従前の例による。年金については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四二号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四二号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四二号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四五号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四五号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四五号）附　則　（昭和五五年九月二九日政令第二四五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日、昭和五十五年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号）附　則　（昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号）附　則　（昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号）附　則　（昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令（次組合法施行令（次組合法施行令（次組合法施行令（次条条条条においてにおいてにおいてにおいて「新令」「新令」「新令」「新令」とととと

いう。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務いう。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務いう。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務いう。）の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務

員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一

日から適用する。日から適用する。日から適用する。日から適用する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　新令附則第六新令附則第六新令附則第六新令附則第六条条条条のののの六、第七六、第七六、第七六、第七条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第七第七第七第七条条条条のののの二二二二のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十五年五月、昭和五十五年五月、昭和五十五年五月、昭和五十五年五月

三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

附　則　（昭和五五年一一月二九日政令第三一三号）附　則　（昭和五五年一一月二九日政令第三一三号）附　則　（昭和五五年一一月二九日政令第三一三号）附　則　（昭和五五年一一月二九日政令第三一三号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年二月二一日政令第一四号）附　則　（昭和五六年二月二一日政令第一四号）附　則　（昭和五六年二月二一日政令第一四号）附　則　（昭和五六年二月二一日政令第一四号）

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年三月一日）この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年三月一日）この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年三月一日）この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年三月一日）

から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加えから施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加えから施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加えから施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加え

る改正規定（同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。）、第三条中船員保険法施行る改正規定（同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。）、第三条中船員保険法施行る改正規定（同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。）、第三条中船員保険法施行る改正規定（同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。）、第三条中船員保険法施行

令第三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第三条の二の二に係る部分を除く。）及令第三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第三条の二の二に係る部分を除く。）及令第三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第三条の二の二に係る部分を除く。）及令第三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第三条の二の二に係る部分を除く。）及

び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第

十一条の三の二の次に四条を加える改正規定（同令第十一条の三の三に係る部分を除十一条の三の二の次に四条を加える改正規定（同令第十一条の三の三に係る部分を除十一条の三の二の次に四条を加える改正規定（同令第十一条の三の三に係る部分を除十一条の三の二の次に四条を加える改正規定（同令第十一条の三の三に係る部分を除

く。）、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加えるく。）、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加えるく。）、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加えるく。）、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える

改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令

第二十三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第二十三条の三に係る部分を除く。）第二十三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第二十三条の三に係る部分を除く。）第二十三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第二十三条の三に係る部分を除く。）第二十三条の二の次に四条を加える改正規定（同令第二十三条の三に係る部分を除く。）

並びに第七条の規定（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。）並びに第七条の規定（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。）並びに第七条の規定（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。）並びに第七条の規定（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。）

は、同年四月一日から施行する。は、同年四月一日から施行する。は、同年四月一日から施行する。は、同年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年四月二一日政令第一三四号）附　則　（昭和五六年四月二一日政令第一三四号）附　則　（昭和五六年四月二一日政令第一三四号）附　則　（昭和五六年四月二一日政令第一三四号）

この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年五月三〇日政令第一九六号）附　則　（昭和五六年五月三〇日政令第一九六号）附　則　（昭和五六年五月三〇日政令第一九六号）附　則　（昭和五六年五月三〇日政令第一九六号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令附則組合法施行令附則組合法施行令附則組合法施行令附則

第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日か第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日か第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日か第十九条の二第一項及び第二十七条の七第三項の改正規定は、昭和五十六年十月一日か

ら施行する。ら施行する。ら施行する。ら施行する。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」組合法施行令（以下「新令」というというというという。）第十一。）第十一。）第十一。）第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二第二第二第

二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項二項第四号、第十一条の八の三、第十一条の八の五第二項第四号、第十一条の十第三項

から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十から第七項まで並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、昭和五十

六年四月一日から適用する。六年四月一日から適用する。六年四月一日から適用する。六年四月一日から適用する。

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）



第二条　第二条　第二条　第二条　新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項第四二第二項第四二第二項第四二第二項第四号号号号のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十六年三月三十一日以前、昭和五十六年三月三十一日以前、昭和五十六年三月三十一日以前、昭和五十六年三月三十一日以前にににに

給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。

（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの十第三項十第三項十第三項十第三項のののの規定規定規定規定はははは、昭和五十六年三月三十一日、昭和五十六年三月三十一日、昭和五十六年三月三十一日、昭和五十六年三月三十一日においてにおいてにおいてにおいて改正前改正前改正前改正前のののの

国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第一項又は第二項の規定により行われている

給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する給付の制限についても、適用する。ただし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する

施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付につい施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付につい施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付につい施行法第十五条第一項又は第十六条の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付につい

て行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なて行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なて行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なて行われた同令第十一条の十第一項又は第二項の規定による給付の制限については、な

お従前の例による。お従前の例による。お従前の例による。お従前の例による。

２　２　２　２　前項本文前項本文前項本文前項本文のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、昭和五十六年三月分以前、昭和五十六年三月分以前、昭和五十六年三月分以前、昭和五十六年三月分以前のののの給付給付給付給付についてについてについてについて新令第十一新令第十一新令第十一新令第十一条条条条のののの十十十十

第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同

項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は

同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。

（短期給付に係る財政調整事業に関する特例）（短期給付に係る財政調整事業に関する特例）（短期給付に係る財政調整事業に関する特例）（短期給付に係る財政調整事業に関する特例）

第四条　第四条　第四条　第四条　昭和五十六年度昭和五十六年度昭和五十六年度昭和五十六年度におけるにおけるにおけるにおける新令附則第七新令附則第七新令附則第七新令附則第七条条条条のののの六第三項六第三項六第三項六第三項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる余裕金余裕金余裕金余裕金のののの預託預託預託預託にににに

関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認関しては、同項中「毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第十六条第二項の承認

があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項があつた後二月以内に」とあるのは、「昭和五十六年七月一日において」として、同項

の規定を適用する。の規定を適用する。の規定を適用する。の規定を適用する。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第五条　第五条　第五条　第五条　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関すすすす

る法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第五十五号）附則第四条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第五十五号）附則第四条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第五十五号）附則第四条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第五十五号）附則第四条の規定の適

用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十六年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が

あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共

済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか済組合法第百一条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やか

に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。に払い込まなければならない。

附　則　（昭和五六年六月一一日政令第二三一号）附　則　（昭和五六年六月一一日政令第二三一号）附　則　（昭和五六年六月一一日政令第二三一号）附　則　（昭和五六年六月一一日政令第二三一号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五六年八月三日政令第二六八号）附　則　（昭和五六年八月三日政令第二六八号）附　則　（昭和五六年八月三日政令第二六八号）附　則　（昭和五六年八月三日政令第二六八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十六年十月一日、昭和五十六年十月一日、昭和五十六年十月一日、昭和五十六年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五六年九月一一日政令第二七五号）附　則　（昭和五六年九月一一日政令第二七五号）附　則　（昭和五六年九月一一日政令第二七五号）附　則　（昭和五六年九月一一日政令第二七五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第三、附則第三、附則第三、附則第三条条条条からからからから第十五第十五第十五第十五条条条条までのまでのまでのまでの規規規規

定は、昭和五十六年十月一日から施行する。定は、昭和五十六年十月一日から施行する。定は、昭和五十六年十月一日から施行する。定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年九月二九日政令第二九七号）附　則　（昭和五六年九月二九日政令第二九七号）附　則　（昭和五六年九月二九日政令第二九七号）附　則　（昭和五六年九月二九日政令第二九七号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、中小企業退職金共、中小企業退職金共、中小企業退職金共、中小企業退職金共済済済済法法法法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行のののの日（昭和五十六年日（昭和五十六年日（昭和五十六年日（昭和五十六年

十月一日）から施行する。十月一日）から施行する。十月一日）から施行する。十月一日）から施行する。

附　則　（昭和五六年一一月一七日政令第三二一号）附　則　（昭和五六年一一月一七日政令第三二一号）附　則　（昭和五六年一一月一七日政令第三二一号）附　則　（昭和五六年一一月一七日政令第三二一号）

この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日（昭和五十七この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日（昭和五十七この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日（昭和五十七この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日（昭和五十七

年三月三十一日）から施行する。年三月三十一日）から施行する。年三月三十一日）から施行する。年三月三十一日）から施行する。

附　則　（昭和五七年一月七日政令第三号）附　則　（昭和五七年一月七日政令第三号）附　則　（昭和五七年一月七日政令第三号）附　則　（昭和五七年一月七日政令第三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）



第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和四十二年度以後、昭和四十二年度以後、昭和四十二年度以後、昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの年金年金年金年金のののの額額額額のののの

改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十三号）第四条の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十三号）第四条の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十三号）第四条の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十三号）第四条の

規定の施行の日（昭和五十七年四月一日）から施行する。規定の施行の日（昭和五十七年四月一日）から施行する。規定の施行の日（昭和五十七年四月一日）から施行する。規定の施行の日（昭和五十七年四月一日）から施行する。

附　則　（昭和五七年三月三〇日政令第六一号）附　則　（昭和五七年三月三〇日政令第六一号）附　則　（昭和五七年三月三〇日政令第六一号）附　則　（昭和五七年三月三〇日政令第六一号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十七年四月一日、昭和五十七年四月一日、昭和五十七年四月一日、昭和五十七年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一条条条条からからからから第三十四第三十四第三十四第三十四条条条条までのまでのまでのまでの規定規定規定規定はははは、、、、このこのこのこの

政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じ政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じ政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じ政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じ

た給付については、なお従前の例による。た給付については、なお従前の例による。た給付については、なお従前の例による。た給付については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五七年五月二五日政令第一四八号）附　則　（昭和五七年五月二五日政令第一四八号）附　則　（昭和五七年五月二五日政令第一四八号）附　則　（昭和五七年五月二五日政令第一四八号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項第二第二項第二第二項第二第二項第

四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改

正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関す

る法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等によるる法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等によるる法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等によるる法律施行令の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等による

年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二二第二二第二二第二

項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、

同年五月分以後適用する。同年五月分以後適用する。同年五月分以後適用する。同年五月分以後適用する。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第三条　第三条　第三条　第三条　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関すすすす

る法律等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十六号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十六号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十六号）附則第二条の規定の適る法律等の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十六号）附則第二条の規定の適

用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が用により、昭和五十七年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金が

あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共あるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員共

済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加して済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加して済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加して済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加して

支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附　則　（昭和五七年七月二日政令第一八四号）附　則　（昭和五七年七月二日政令第一八四号）附　則　（昭和五七年七月二日政令第一八四号）附　則　（昭和五七年七月二日政令第一八四号）

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附　則　（昭和五七年八月二四日政令第二三二号）附　則　（昭和五七年八月二四日政令第二三二号）附　則　（昭和五七年八月二四日政令第二三二号）附　則　（昭和五七年八月二四日政令第二三二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十七年九月一日、昭和五十七年九月一日、昭和五十七年九月一日、昭和五十七年九月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日からからからから老人保健法（昭和五十七年法律第八十老人保健法（昭和五十七年法律第八十老人保健法（昭和五十七年法律第八十老人保健法（昭和五十七年法律第八十号号号号）附則第一）附則第一）附則第一）附則第一条条条条

本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳

未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定め未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定め未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定め未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定め

る者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体る者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体る者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体る者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体

職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定

による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第

一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後

の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用（私立学校教職員共済組合の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用（私立学校教職員共済組合の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用（私立学校教職員共済組合の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用（私立学校教職員共済組合

法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第十条の五において国家公務員共済組合法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第十条の五において国家公務員共済組合法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第十条の五において国家公務員共済組合法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第十条の五において国家公務員共済組合

法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）について法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）について法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）について法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）について

は、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。は、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。は、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。は、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。



２　２　２　２　前項前項前項前項のののの主務大臣主務大臣主務大臣主務大臣はははは、健康保、健康保、健康保、健康保険険険険法若法若法若法若しくはしくはしくはしくは船員保船員保船員保船員保険険険険法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる家族高額療養費又家族高額療養費又家族高額療養費又家族高額療養費又はははは

国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国

家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵

大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者

については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定によるについては同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定によるについては同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定によるについては同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による

家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法

の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。

第三条　第三条　第三条　第三条　昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日昭和五十七年九月一日からからからから同年十二月三十一日同年十二月三十一日同年十二月三十一日同年十二月三十一日までのまでのまでのまでの間間間間においてにおいてにおいてにおいて前前前前条条条条第一項第一項第一項第一項にににに規規規規

定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合

法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共

済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支

給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規

定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用

（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第（私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第

十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）については、これら十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）については、これら十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）については、これら十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。）については、これら

の規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。の規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。の規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。の規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六三号）附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六三号）附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六三号）附　則　（昭和五七年九月二五日政令第二六三号）

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五八年一月二一日政令第六号）附　則　（昭和五八年一月二一日政令第六号）附　則　（昭和五八年一月二一日政令第六号）附　則　（昭和五八年一月二一日政令第六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、老人保健法、老人保健法、老人保健法、老人保健法のののの施行施行施行施行のののの日（昭和五十八年二月一日）日（昭和五十八年二月一日）日（昭和五十八年二月一日）日（昭和五十八年二月一日）からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　第十三第十三第十三第十三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十二組合法施行令第十二組合法施行令第十二組合法施行令第十二条条条条第四項第四項第四項第四項のののの規規規規

定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における国家公務員共済

組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百条第二項に規定する俸給と掛金との割合

の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合

の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前の算定については、同令第十二条第四項中「当該事業年度における」とあるのは、「前

事業年度及び当該事業年度における」とする。事業年度及び当該事業年度における」とする。事業年度及び当該事業年度における」とする。事業年度及び当該事業年度における」とする。

附　則　（昭和五八年五月二四日政令第一〇九号）附　則　（昭和五八年五月二四日政令第一〇九号）附　則　（昭和五八年五月二四日政令第一〇九号）附　則　（昭和五八年五月二四日政令第一〇九号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年三月一七日政令第三五号）附　則　（昭和五九年三月一七日政令第三五号）附　則　（昭和五九年三月一七日政令第三五号）附　則　（昭和五九年三月一七日政令第三五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、、、、国国国国家公務員及家公務員及家公務員及家公務員及びびびび公共企業体職員公共企業体職員公共企業体職員公共企業体職員にににに係係係係るるるる共共共共済済済済組合制度組合制度組合制度組合制度のののの統合等統合等統合等統合等をををを図図図図るるるる

ための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一ための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一ための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一ための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年四月一

日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。日）から施行する。

（公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止）（公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止）（公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止）（公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止）

第二条　第二条　第二条　第二条　次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる政令政令政令政令はははは、、、、廃廃廃廃止止止止するするするする。。。。

一　一　一　一　公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合審組合審組合審組合審査査査査会会会会令（昭和三十五年政令第二百八十五令（昭和三十五年政令第二百八十五令（昭和三十五年政令第二百八十五令（昭和三十五年政令第二百八十五号号号号））））

二　二　二　二　昭和四十年度昭和四十年度昭和四十年度昭和四十年度におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定するするするする共共共共済済済済組合組合組合組合がががが支給支給支給支給するするするする

年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の

額を定める政令（昭和四十一年政令第三百三十四号）額を定める政令（昭和四十一年政令第三百三十四号）額を定める政令（昭和四十一年政令第三百三十四号）額を定める政令（昭和四十一年政令第三百三十四号）

三　三　三　三　公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法施行令（昭和四十五年政令第三十一組合法施行令（昭和四十五年政令第三十一組合法施行令（昭和四十五年政令第三十一組合法施行令（昭和四十五年政令第三十一号号号号））））

四　四　四　四　昭和四十二年度及昭和四十二年度及昭和四十二年度及昭和四十二年度及びびびび昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度昭和四十三年度におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定すすすす

る共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴る共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴る共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴る共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う長期給付に関する措置に関する政令（昭和四十五年政令第三十二号）う長期給付に関する措置に関する政令（昭和四十五年政令第三十二号）う長期給付に関する措置に関する政令（昭和四十五年政令第三十二号）う長期給付に関する措置に関する政令（昭和四十五年政令第三十二号）



五　五　五　五　沖沖沖沖縄縄縄縄のののの復復復復帰帰帰帰にににに伴伴伴伴うううう公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの適用適用適用適用のののの特別措置等特別措置等特別措置等特別措置等にににに関関関関するするするする政令政令政令政令

（昭和四十七年政令第百五十五号）（昭和四十七年政令第百五十五号）（昭和四十七年政令第百五十五号）（昭和四十七年政令第百五十五号）

六　六　六　六　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定するするするする共共共共済済済済組合組合組合組合がががが支支支支

給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政

令（昭和四十七年政令第三百六十一号）令（昭和四十七年政令第三百六十一号）令（昭和四十七年政令第三百六十一号）令（昭和四十七年政令第三百六十一号）

七　七　七　七　昭和四十八年度及昭和四十八年度及昭和四十八年度及昭和四十八年度及びびびび昭和四十九年度昭和四十九年度昭和四十九年度昭和四十九年度におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定すすすす

る共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令（昭和四十八年政令第二百七十一る共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令（昭和四十八年政令第二百七十一る共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令（昭和四十八年政令第二百七十一る共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令（昭和四十八年政令第二百七十一

号）号）号）号）

八　八　八　八　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定するするするする共共共共済済済済組合組合組合組合がががが支支支支

給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例

の調整に関する政令（昭和五十一年政令第百八十六号）の調整に関する政令（昭和五十一年政令第百八十六号）の調整に関する政令（昭和五十一年政令第百八十六号）の調整に関する政令（昭和五十一年政令第百八十六号）

九　九　九　九　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共公共企業体職員等共済済済済組合法組合法組合法組合法にににに規定規定規定規定するするするする共共共共済済済済組合組合組合組合がががが支支支支

給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正す給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正す給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正す給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正す

る法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令（昭和五十六年政令第る法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令（昭和五十六年政令第る法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令（昭和五十六年政令第る法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令（昭和五十六年政令第

二百三号）二百三号）二百三号）二百三号）

（郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置）（郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置）（郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置）（郵政省共済組合の連合会加入に伴う経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　国国国国家公務員及家公務員及家公務員及家公務員及びびびび公共企業体職員公共企業体職員公共企業体職員公共企業体職員にににに係係係係るるるる共共共共済済済済組合制度組合制度組合制度組合制度のののの統合等統合等統合等統合等をををを図図図図るためのるためのるためのるための国国国国家公家公家公家公

務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第五条第一項務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第五条第一項務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第五条第一項務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第五条第一項

前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合（以下この条において前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合（以下この条において前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合（以下この条において前段の規定により、郵政省に属する職員をもつて組織する組合（以下この条において

「郵政省共済組合」という。）に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等「郵政省共済組合」という。）に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等「郵政省共済組合」という。）に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等「郵政省共済組合」という。）に係る改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等

共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。）第二十一共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。）第二十一共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。）第二十一共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正後の法」という。）第二十一

条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会条第二項第一号に掲げる業務を、改正法の施行の日以後、国家公務員等共済組合連合会

（以下この条において「連合会」という。）において行うこととなつたことに伴い、郵（以下この条において「連合会」という。）において行うこととなつたことに伴い、郵（以下この条において「連合会」という。）において行うこととなつたことに伴い、郵（以下この条において「連合会」という。）において行うこととなつたことに伴い、郵

政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継す政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継す政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継す政省共済組合の同号に掲げる業務に関する権利義務は、同日において、連合会が承継す

る。る。る。る。

２　２　２　２　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより連合連合連合連合会会会会がががが承承承承継継継継するするするする権権権権利義務利義務利義務利義務のののの範範範範囲囲囲囲そのそのそのその他承他承他承他承継継継継にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、

郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。郵政省共済組合の代表者と連合会の理事長が大蔵大臣に協議して定める。

３　３　３　３　連合連合連合連合会会会会はははは、、、、当当当当分分分分のののの間、連合間、連合間、連合間、連合会会会会のののの業務業務業務業務のののの状状状状況況況況をををを勘案勘案勘案勘案してしてしてして、連合、連合、連合、連合会会会会のののの理事長理事長理事長理事長とととと郵政省共郵政省共郵政省共郵政省共済済済済

組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に組合の代表者とが協議して定めるところにより、改正後の法第二十一条第二項第一号に

掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払掲げる業務のうち、長期給付の支払に関する業務並びに責任準備金及び長期給付の支払

上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。上の余裕金の管理及び運用に関する業務を郵政省共済組合に委任することができる。

４　４　４　４　郵政省共郵政省共郵政省共郵政省共済済済済組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者についてについてについてについて改正法第三改正法第三改正法第三改正法第三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家家家家

公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下

「改正後の施行法」という。）第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第「改正後の施行法」という。）第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第「改正後の施行法」という。）第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第「改正後の施行法」という。）第五十一条の十二第二項第三号又は第五十一条の十三第

一項（これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を一項（これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を一項（これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を一項（これらの規定を改正後の施行法第五十一条の十七第一項において準用する場合を

含む。）の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が含む。）の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が含む。）の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が含む。）の規定を適用する場合には、郵政省共済組合が決定した長期給付は、連合会が

決定した長期給付とみなす。決定した長期給付とみなす。決定した長期給付とみなす。決定した長期給付とみなす。

５　５　５　５　郵政省共郵政省共郵政省共郵政省共済済済済組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員であつたであつたであつたであつた者者者者についてについてについてについて第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員家公務員家公務員家公務員

等共済組合法施行令（以下「新令」という。）附則第十九条の二第二項の規定を適用す等共済組合法施行令（以下「新令」という。）附則第十九条の二第二項の規定を適用す等共済組合法施行令（以下「新令」という。）附則第十九条の二第二項の規定を適用す等共済組合法施行令（以下「新令」という。）附則第十九条の二第二項の規定を適用す

る場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等る場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等る場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等る場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等

は、連合会に返還されたものとみなす。は、連合会に返還されたものとみなす。は、連合会に返還されたものとみなす。は、連合会に返還されたものとみなす。

（公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例）（公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例）（公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例）（公共企業体の組合の組合員に係る短期給付に関する規定の適用の特例）

第四条　第四条　第四条　第四条　公共企業体公共企業体公共企業体公共企業体のののの組合（改正後組合（改正後組合（改正後組合（改正後のののの法第百十六法第百十六法第百十六法第百十六条条条条第五項第五項第五項第五項にににに規定規定規定規定するするするする公共企業体公共企業体公共企業体公共企業体のののの組合組合組合組合をををを

いう。以下同じ。）の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用についいう。以下同じ。）の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用についいう。以下同じ。）の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用についいう。以下同じ。）の組合員に対する改正後の法の短期給付に関する規定の適用につい

ては、当分の間、公共企業体（改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をては、当分の間、公共企業体（改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をては、当分の間、公共企業体（改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をては、当分の間、公共企業体（改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体を



いう。次条第二項において同じ。）の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体のいう。次条第二項において同じ。）の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体のいう。次条第二項において同じ。）の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体のいう。次条第二項において同じ。）の経営する医療機関又は薬局は、当該公共企業体の

組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。

（旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等）（旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等）（旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等）（旧組合の組合員であつた者等に係る短期給付の特例等）

第五条　第五条　第五条　第五条　旧旧旧旧公企体共公企体共公企体共公企体共済済済済法（改正後法（改正後法（改正後法（改正後のののの施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一条条条条のののの十一第一十一第一十一第一十一第一号号号号にににに規定規定規定規定するするするする旧旧旧旧公企体共公企体共公企体共公企体共

済法をいう。以下同じ。）第三条第一項の規定により設けられた共済組合（第三項にお済法をいう。以下同じ。）第三条第一項の規定により設けられた共済組合（第三項にお済法をいう。以下同じ。）第三条第一項の規定により設けられた共済組合（第三項にお済法をいう。以下同じ。）第三条第一項の規定により設けられた共済組合（第三項にお

いて「旧組合」という。）の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法いて「旧組合」という。）の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法いて「旧組合」という。）の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法いて「旧組合」という。）の組合員であつた者で改正法の施行の日前に旧公企体共済法

の規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定のの規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定のの規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定のの規定による傷病手当金の支給を受けていた者に対する改正後の法第六十六条の規定の

適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条適用については、同条第一項中「日以後三日を経過した日」とあるのは「日」と、同条

第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した第三項中「第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した

日（同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その日（同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その日（同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その日（同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その

支給を始めた日）」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法支給を始めた日）」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法支給を始めた日）」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法支給を始めた日）」とあるのは「国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法

（昭和三十三年法律第百二十九号）第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法（昭和三十三年法律第百二十九号）第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法（昭和三十三年法律第百二十九号）第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法（昭和三十三年法律第百二十九号）第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法

の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。の規定による傷病手当金の支給を始めた日」とする。

２　２　２　２　改正法改正法改正法改正法のののの施行施行施行施行のののの日日日日のののの前日前日前日前日においてにおいてにおいてにおいて公共企業体公共企業体公共企業体公共企業体のののの役員役員役員役員でありでありでありであり、改正法、改正法、改正法、改正法のののの施行施行施行施行のののの日以後引日以後引日以後引日以後引

き続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しなき続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しなき続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しなき続き役員である者のうち、改正後の法第二条第一項第一号に規定する職員に該当しな

い者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号い者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号い者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号い者に対する改正後の法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、同号

の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。

３　３　３　３　改正法改正法改正法改正法のののの施行施行施行施行のののの日日日日のののの前日前日前日前日においてにおいてにおいてにおいて、、、、旧旧旧旧公企体共公企体共公企体共公企体共済済済済法附則第十九法附則第十九法附則第十九法附則第十九条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によによによによ

り、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつたり、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつたり、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつたり、旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない旧組合の組合員であつた

者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の者であるものについては、その者が引き続き組合員である間、改正後の法及び改正後の

施行法の長期給付に関する規定は適用しない。施行法の長期給付に関する規定は適用しない。施行法の長期給付に関する規定は適用しない。施行法の長期給付に関する規定は適用しない。

（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）（給付の制限に関する経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　旧旧旧旧公企体組合員期間（改正後公企体組合員期間（改正後公企体組合員期間（改正後公企体組合員期間（改正後のののの施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一施行法第五十一条条条条のののの十一第五十一第五十一第五十一第五号号号号にににに規定規定規定規定するするするする旧旧旧旧公企公企公企公企

体組合員期間をいう。）を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定める体組合員期間をいう。）を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定める体組合員期間をいう。）を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定める体組合員期間をいう。）を有する組合員については、新令第十一条の十第四項に定める

もののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期もののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期もののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期もののほか、同条第一項第三号に規定する停職の期間の月数は、その旧公企体組合員期

間内の停職の期間の月数を控除した月数による。間内の停職の期間の月数を控除した月数による。間内の停職の期間の月数を控除した月数による。間内の停職の期間の月数を控除した月数による。

（長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置）（長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位に関する経過措置）

第七条　第七条　第七条　第七条　改正法改正法改正法改正法のののの施行施行施行施行のののの日以後最初日以後最初日以後最初日以後最初にににに改正後改正後改正後改正後のののの法第九十九法第九十九法第九十九法第九十九条条条条第一項後段第一項後段第一項後段第一項後段のののの規定規定規定規定によるによるによるによる再計再計再計再計

算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位につい算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位につい算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位につい算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定方法及び算定単位につい

ては、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例ては、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例ては、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例ては、新令第十二条第二項及び第十二条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例

による。による。による。による。

（資金の運用に関する経過措置）（資金の運用に関する経過措置）（資金の運用に関する経過措置）（資金の運用に関する経過措置）

第八条　第八条　第八条　第八条　新令附則第五新令附則第五新令附則第五新令附則第五条条条条第一項第一項第一項第一項においてにおいてにおいてにおいて読読読読みみみみ替替替替えられたえられたえられたえられた新令第九新令第九新令第九新令第九条条条条第三項及第三項及第三項及第三項及びびびび新令附則第新令附則第新令附則第新令附則第

三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度におい三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度におい三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度におい三条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度におい

て資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額て資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額て資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額て資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額

について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すについて適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すについて適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用すについて適用する。この場合において、同日に始まる事業年度におけるこれらに運用す

べき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。べき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。べき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。べき金額については、同項中「百分の三十四」とあるのは、「百分の三十」とする。

２　２　２　２　昭和六十年四月一日昭和六十年四月一日昭和六十年四月一日昭和六十年四月一日にににに始始始始まるまるまるまる事業年度以後事業年度以後事業年度以後事業年度以後のののの各事業年度各事業年度各事業年度各事業年度においてにおいてにおいてにおいて改正後改正後改正後改正後のののの法第三十五法第三十五法第三十五法第三十五

条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用す条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用す条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用す条の二又は改正後の法附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用す

べき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度べき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度べき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度べき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度

の末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えらの末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えらの末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えらの末日においてこれらに運用している金額が新令附則第五条第一項において読み替えら

れた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定れた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定れた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定れた新令附則第三条第二項に定められている金額に達するまでの間に限り、同項の規定

にかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度におけにかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度におけにかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度におけにかかわらず、同日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度におけ

る同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じてる同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じてる同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じてる同条第一項に規定する責任準備金の現実積立額の増加額に百分の四十の割合を乗じて

得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用するこ得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用するこ得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用するこ得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用するこ



とにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあるとにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあるとにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあるとにより連合会又は公共企業体の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがある

と認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大と認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大と認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大と認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大

蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。

附　則　（昭和五九年五月二二日政令第一五二号）附　則　（昭和五九年五月二二日政令第一五二号）附　則　（昭和五九年五月二二日政令第一五二号）附　則　（昭和五九年五月二二日政令第一五二号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二項二第二項二第二項二第二項

第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定に第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定に第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定に第四号並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定に

よる改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改よる改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改よる改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改よる改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改

定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及定に関する法律施行令第十六条第一項から第四項まで並びに第十八条第一項、第二項及

び第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条のび第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条のび第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条のび第五項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十五条の四第一項及び第十五条の

七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額七の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額

の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの八八八八のののの二第二第二第二第

二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付について二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付について二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付について二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付について

も、同年三月分以後適用する。も、同年三月分以後適用する。も、同年三月分以後適用する。も、同年三月分以後適用する。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第三条　第三条　第三条　第三条　昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後昭和四十二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合等組合等組合等組合等からのからのからのからの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関

する法律等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第三十五号）附則第二条の規定のする法律等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第三十五号）附則第二条の規定のする法律等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第三十五号）附則第二条の規定のする法律等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第三十五号）附則第二条の規定の

適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金適用により、昭和五十九年四月分及び五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金

があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員

等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加

して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

（国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過（国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過（国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過（国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過

措置）措置）措置）措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　第三第三第三第三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等によるによるによるによる年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに

関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国関する政令の規定は、昭和五十九年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法及び国

家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）の家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）の家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）の家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）の

規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれ規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれ規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれ規定に基づく年金たる給付の額について適用し、昭和五十九年三月分以前の月分のこれ

らの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。らの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。らの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。らの法律の規定に基づく年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）附　則　（昭和五九年六月九日政令第一八二号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和五十九年七月一日、昭和五十九年七月一日、昭和五十九年七月一日、昭和五十九年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

３　３　３　３　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに総総総総理府理府理府理府総総総総務副長官務副長官務副長官務副長官であつたであつたであつたであつた者者者者のうちのうちのうちのうち国会国会国会国会議員議員議員議員でないでないでないでない者者者者をもつをもつをもつをもつ

て充てられたものに対する国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）て充てられたものに対する国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）て充てられたものに対する国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）て充てられたものに対する国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）

の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済の規定による長期給付については、第二十八条の規定による改正後の国家公務員等共済

組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。組合法施行令第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年六月二七日政令第二二〇号）附　則　（昭和五九年六月二七日政令第二二〇号）附　則　（昭和五九年六月二七日政令第二二〇号）附　則　（昭和五九年六月二七日政令第二二〇号）

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年六月三〇日政令第二三九号）附　則　（昭和五九年六月三〇日政令第二三九号）附　則　（昭和五九年六月三〇日政令第二三九号）附　則　（昭和五九年六月三〇日政令第二三九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六五号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六五号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六五号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六五号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、昭和六十年三月三十一日、昭和六十年三月三十一日、昭和六十年三月三十一日、昭和六十年三月三十一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）附　則　（昭和五九年九月七日政令第二六八号）



（施行期日）

第一条　この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十九年十月

一日）から施行する。

（任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置）

第三条　この政令の施行の日の前日において、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第

二十条又は船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第十九条ノ三の規定による被保険

者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本

文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月か

ら昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法

第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。

２　この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第

百二十八号）第百二十六条の五第二項（私立学校教職員共済組合法（昭和二十八年法律

第二百四十五号）第二十五条第一項において準用する場合を含む。）又は地方公務員等

共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の二第二項に規定する任意

継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行

令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教

職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月か

ら昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項

（私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。）又は地

方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行う

ことができる。

附　則　（昭和五九年一一月二日政令第三一三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第四十三条第四号

及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二

条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の

二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行す

る。

（特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置）

第二条　昭和六十年三月三十一日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第

七条の十第一項の規定の適用については、同項の表中「百分の五十」とあるのは「百分

の五十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の八十五、当該特例継続組合員に係

る国の負担金百分の十五」とする。

附　則　（昭和五九年一二月一一日政令第三四二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（昭和六十年一月一日）から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月五日政令第二四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

（公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する

規定の適用等に関する特例）

第二十一条　公共企業体等の組合（整備法第二十六条の規定による改正後の国家公務員等

共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百十六条第五項に規定する公共企業体

等の組合をいう。以下同じ。）の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及

び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の



一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（昭和五十九年政令第

三十五号）附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これ

らの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。

（旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担）

第二十二条　旧公社の役員又は職員であつた者（旧公社法施行前のこれに相当する者を含

む。）に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員

に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法

律（昭和五十八年法律第八十二号）附則第三十七条の規定によりなおその効力を有する

こととされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法（昭和

三十一年法律第百三十四号）附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例に

よる。この場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとす

る。

２　国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九

号）第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。こ

の場合においては、会社法附則第十二条第一項の規定の適用があるものとする。

附　則　（昭和六〇年三月八日政令第二七号）

この政令は、法の施行の日（昭和六十年三月三十一日）から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月一五日政令第三一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

（公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する

規定の適用等に関する特例）

第十八条　公共企業体等の組合（日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合

法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合

をいう。以下同じ。）の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企

業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（昭和五十九年政令第三十五

号）附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規

定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。

（旧公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負担）

第十九条　旧公社の役員又は職員であつた者（旧公社法施行前のこれに相当する者を含

む。）に係る恩給の支払に充てるべき費用の負担に係る国家公務員及び公共企業体職員

に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法

律（昭和五十八年法律第八十二号）附則第三十七条の規定によりなおその効力を有する

こととされた同法附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法（昭和

三十一年法律第百三十四号）附則第三十六条の規定の適用については、なお従前の例に

よる。この場合においては、会社法附則第四条第一項の適用があるものとする。

２　国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九

号）第三条の規定による給付に要する費用の負担については、なお従前の例による。こ

の場合においては、会社法附則第四条第一項の規定の適用があるものとする。

附　則　（昭和六〇年三月二九日政令第四六号）

１　この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第十一条の三の二第六項の

改正規定は、公布の日から施行する。



２　この政令による改正後の第十一条の三の二第六項の規定は、昭和六十年一月一日以後

に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。

３　この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又はそ

の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十

三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しく

は家族埋葬料（同法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含

む。）の額については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六〇年六月七日政令第一六三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年六月七日政令第一六五号）

（施行期日等）

第一条　この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共

済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家

公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定

による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定

は、昭和六十年四月一日から適用する。

（遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第

二項第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付について

も、同年四月分以後適用する。

（掛金の標準となる俸給の改正に伴う掛金の払込み）

第三条　昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関

する法律等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十九号）附則第二条の規定の適

用により、昭和六十年四月分から六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金

があるときは、給与支給機関又は組合員（組合員であつた者を含む。）は、国家公務員

等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百一条の規定の例により、当該追加

して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

附　則　（昭和六〇年六月二八日政令第二一一号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号）

（施行期日等）

１　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一

月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号）

１　この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年三月二八日政令第五五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

（長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令（以下「新施行令」

という。）附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭

和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十

一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。



２　第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧施行令」とい

う。）附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定

は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき

金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有す

る。

３　昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済

組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」

という。）第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第

百二十八号。以下「新共済法」という。）第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第

四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに

運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金

額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定

められている金額（昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあ

つては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第

二項に定められている金額）に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規

定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において

現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立

金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。

ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共

済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼ

すおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、

当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とす

る。

（標準報酬の月額と掛金との割合の算定方法に関する経過措置）

第三条　昭和六十一年度の掛金のうち短期給付に係るものに関しては、新施行令第十二条

第四項中「標準報酬の月額の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二

項の規定により掛金の標準となつた俸給（任意継続組合員にあつては、国家公務員等共

済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十五号）第一条の

規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第五十一条第二項の規定により任意

継続掛金の標準となつた額）の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とす

る。

（国等の負担金の調整に関する経過措置）

第四条　旧施行令第十二条の五第一項の規定により国又は日本国有鉄道が国家公務員等共

済組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等

共済組合法（以下「旧共済法」という。）第九十九条第三項の規定により国又は日本国

有鉄道が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

（任意継続組合員に係る特例に関する経過措置）

第五条　新施行令第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に退職した者の任意継続組合員（新共済法第百二十六条の五第二項に規定す

る任意継続組合員をいう。以下この条において同じ。）となるための申出について適用

し、施行日前に退職した者の当該申出については、なお従前の例による。

２　施行日前に退職した者に対する新施行令第四十九条の二の規定の適用については、同

条第一号中「退職時の標準報酬の月額」とあるのは「退職した日の属する月の掛金の標

準となつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」と、「当該標準報酬の月

額」とあるのは「当該乗じて得た額」とする。



３　昭和六十一年度の任意継続組合員の新共済法第五十二条の二に規定する標準報酬の月

額及び標準報酬の日額に関しては、新施行令第四十九条の二第二号中「標準報酬の月額

の合計額」とあるのは、「昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準

となつた俸給の額の合計額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

４　新施行令第五十一条及び第五十二条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛

金（新共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条にお

いて同じ。）について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の

例による。

５　旧共済法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施

行令第五十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、国家公

務員等共済組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金

を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しない

こととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する

額とする。

（特例継続組合員に係る特例に関する経過措置）

第六条　新施行令附則第七条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者の

特例継続組合員（新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員をい

う。）となるための申出について適用し、施行日前に退職した者の当該申出について

は、なお従前の例による。

２　施行日前に退職した者に対する国家公務員共済組合法施行令附則第七条の五の規定の

適用については、同条中「その者の退職時の標準報酬の月額」とあるのは、「その者の

退職した日の属する月の昭和六十年改正前の法第百条第二項の規定により掛金の標準と

なつた俸給の額に大蔵大臣の定める数値を乗じて得た額」とする。

３　新施行令附則第七条の六及び附則第七条の七の規定は、昭和六十一年四月分以後の特

例継続掛金（新共済法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下こ

の条において同じ。）について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、な

お従前の例による。

附　則　（昭和六一年四月三〇日政令第一三五号）

１　この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。

２　この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前

の例による。

附　則　（昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（旧特殊法人登記令等の暫定的効力）

第二条　農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第

三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前

の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合

法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定に

よる改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七

条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企

業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第

十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法

施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正



前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定

により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附　則　（昭和六一年八月一九日政令第二八二号）

この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一二月二六日政令第三八五号）

この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二〇日政令第五四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年四月二八日政令第一三四号）

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年六月一二日政令第二一六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力）

第二条　この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃

止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令（以下「旧

特殊法人登記令」という。）、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行

令（以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。）、第五条の規定による改正前の

国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」とい

う。）、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の

規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法

律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需について

の中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力

を有する。

３　この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧

国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による

改正前の中小漁業融資保証法施行令（以下「旧中小漁業融資保証法施行令」とい

う。）、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の

権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前

の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講

ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退

職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令

は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資

保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」

とする。

附　則　（昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号）

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十

二年十月一日）から施行する。

附　則　（昭和六二年七月一日政令第二五二号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号）



（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年一一月四日政令第三六八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年三月一八日政令第三六号）

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年三月三一日政令第六八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十

三年四月一日）から施行する。

附　則　（昭和六三年五月二四日政令第一六五号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年六月二一日政令第二〇九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年七月二二日政令第二三二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律（以下「改正法」とい

う。）の施行の日（昭和六十三年七月二十三日）から施行する。

附　則　（昭和六三年九月二四日政令第二七七号）

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日（昭和六十

三年十月一日）から施行する。

附　則　（平成元年五月三一日政令第一六一号）

１　この政令は、平成元年六月一日から施行する。

２　この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前

の例による。

附　則　（平成元年七月七日政令第二二〇号）

この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日（平成元

年七月二十日）から施行する。

附　則　（平成元年九月二二日政令第二七二号）

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日（平成元年十月一

日）から施行する。

附　則　（平成元年一二月一五日政令第三二三号）

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附　則　（平成元年一二月二七日政令第三四五号）

（施行期日等）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法

施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同

令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規

定は、平成二年一月一日から施行する。

２　次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一　次に掲げる規定 平成元年四月一日

イ　第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令（以下「改正後の施

行令」という。）附則第七条の九の二、第七条の九の三、第十二条及び第二十七条

の四第五項の規定



ロ　略

ハ　附則第六条の規定

二　次に掲げる規定 平成元年十二月一日

イ　改正後の施行令第十一条の七の二、第十一条の七の四及び第十一条の七の十の規

定

ロ　略

ハ　次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定

（組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置）

第二条　平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条

の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とす

る。

２　平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七

の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規

定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級か

ら第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」と

あるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第

十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第

十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第

十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。

３　平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の

七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とす

る。

４　平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の

七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の

規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十

七級」とする。

（短期給付等に係る標準報酬の区分の特例に関する経過措置）

第三条　平成二年一月一日前に国家公務員等共済組合の組合員の資格を取得して、同日ま

で引き続き組合員の資格を有する者（国家公務員等共済組合法（以下「法」という。）

第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び法附則第十三条の三第四項に規

定する特例継続組合員を除く。）のうち、平成元年十二月の標準報酬（法第四十二条第

一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。）の月額が四十七万円であ

るもの（当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるもの

を除く。）の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の施行

令附則第六条の規定により読み替えられた法第四十二条第一項の規定による標準報酬の

基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定する。

２　前項の規定により改定された標準報酬は、平成二年一月から同年九月までの各月の標

準報酬とする。

（特別拠出金の算定に関する経過措置）

第四条　平成元年度における改正後の施行令附則第七条の十第三項の規定の適用について

は、同項第一号中「当該事業年度」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十

一日までの期間」とする。

（日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報

酬月額等の改定率）



第六条　国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成元年法律第九十三号。以

下「平成元年改正法」という。）附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七

十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均

の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭

和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準

として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物

価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率

は、一・〇〇七とする。

２　改正後の昭和六十年改正法（平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正

後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。）附則第三十五条第一項（平成元年改正法附

則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み

替えて適用される場合に限る。）及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項

（平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）

に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の

比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。

附　則　（平成二年三月二八日政令第五六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二年四月一日から施行する。

（日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関

する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及

び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を

改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（以下「改正後の経過措置政令」とい

う。）第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法（以下「法」という。）による

退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の

障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る

法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済

年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係

る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金につい

ては、なお従前の例による。

（日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例）

第三条　施行日の前日において日本たばこ産業共済組合（厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の法（以下「平成八年

改正前共済法」という。）第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以

下同じ。）以外の組合（日本鉄道共済組合（同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。

以下同じ。）を除く。以下「その他組合」という。）の組合員である者が施行日前にお

いて日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合

の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者（当該

組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間（日本鉄道

共済組合の組合員であった期間を除く。）の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員で

あった期間（日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。）の月数を超える者に限

る。）に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国

家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前に



おいて日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属してい

たその他組合の組合員であったものとみなす。

２　日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社（以下「日本専売公社等」という。）の職

員（平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。）以

外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続い

て日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当

該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職

員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条

第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員で

あったものとみなす。

附　則　（平成二年三月三〇日政令第七五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二年四月一日から施行する。

（適用）

第二条　当分の間、国家公務員等共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）附則

第三十三条の二の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、

「規定する調整交付金から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額を控除して得た

額」とする。

附　則　（平成二年三月三〇日政令第八五号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年六月二九日政令第一八七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年九月二八日政令第二九〇号）

（施行期日）

１　この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日（平成二年十月一

日）から施行する。

附　則　（平成二年一〇月五日政令第三〇五号）

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附　則　（平成三年一月二五日政令第六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附　則　（平成三年四月二三日政令第一四五号）

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施

行の日（平成三年七月一日）から施行する。

附　則　（平成三年四月二六日政令第一四八号）

１　この政令は、平成三年五月一日から施行する。

２　この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前

の例による。

附　則　（平成三年六月二八日政令第二二八号）

１　この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法

律（平成三年法律第六十四号）の施行の日（平成三年七月一日）から施行する。

附　則　（平成三年九月三日政令第二七八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律（以下「改正

法」という。）の施行の日（平成三年九月十六日）から施行する。



附　則　（平成三年一一月二七日政令第三四八号）附　則　（平成三年一一月二七日政令第三四八号）附　則　（平成三年一一月二七日政令第三四八号）附　則　（平成三年一一月二七日政令第三四八号）

この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人保健法施行令第一

条の改正規定（「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び条の改正規定（「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び条の改正規定（「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び条の改正規定（「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び

老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。）、同令第三条の四を同令第三条の五老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。）、同令第三条の四を同令第三条の五老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。）、同令第三条の四を同令第三条の五老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。）、同令第三条の四を同令第三条の五

とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規とし、同令第三条の三を同令第三条の四とし、同令第三条の二の次に一条を加える改正規

定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定（同令第三条の七第二号に係る部分に限定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定（同令第三条の七第二号に係る部分に限定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定（同令第三条の七第二号に係る部分に限定及び同令第四条の前に三条を加える改正規定（同令第三条の七第二号に係る部分に限

る。）並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。る。）並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。る。）並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。る。）並びに第三条から第五条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年三月二七日政令第五九号）附　則　（平成四年三月二七日政令第五九号）附　則　（平成四年三月二七日政令第五九号）附　則　（平成四年三月二七日政令第五九号）

この政令は、平成四年四月一日から施行する。この政令は、平成四年四月一日から施行する。この政令は、平成四年四月一日から施行する。この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年三月三一日政令第八〇号）附　則　（平成四年三月三一日政令第八〇号）附　則　（平成四年三月三一日政令第八〇号）附　則　（平成四年三月三一日政令第八〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成四年四月一日、平成四年四月一日、平成四年四月一日、平成四年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）

第三条　第三条　第三条　第三条　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに出出出出産産産産したしたしたした国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合又組合又組合又組合又はははは地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共済済済済組組組組

合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は

地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従

前の例による。前の例による。前の例による。前の例による。

附　則　（平成四年六月二六日政令第二一九号）附　則　（平成四年六月二六日政令第二一九号）附　則　（平成四年六月二六日政令第二一九号）附　則　（平成四年六月二六日政令第二一九号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年八月一二日政令第二七八号）附　則　（平成四年八月一二日政令第二七八号）附　則　（平成四年八月一二日政令第二七八号）附　則　（平成四年八月一二日政令第二七八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公害防止事業、公害防止事業、公害防止事業、公害防止事業団団団団法法法法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成四年法律第三十九法律（平成四年法律第三十九法律（平成四年法律第三十九法律（平成四年法律第三十九

号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。号）の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。

附　則　（平成四年九月一一日政令第二九四号）附　則　（平成四年九月一一日政令第二九四号）附　則　（平成四年九月一一日政令第二九四号）附　則　（平成四年九月一一日政令第二九四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成四年九月一七日政令第二九六号）附　則　（平成四年九月一七日政令第二九六号）附　則　（平成四年九月一七日政令第二九六号）附　則　（平成四年九月一七日政令第二九六号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成四年十月一日、平成四年十月一日、平成四年十月一日、平成四年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合組合組合組合のののの組合員組合員組合員組合員のののの資格資格資格資格をををを取得取得取得取得してしてしてして、同日、同日、同日、同日までまでまでまで

引き続き組合員の資格を有する者（国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に引き続き組合員の資格を有する者（国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に引き続き組合員の資格を有する者（国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に引き続き組合員の資格を有する者（国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項に

規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を規定する任意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を

除く。）のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した除く。）のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した除く。）のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した除く。）のうち、平成四年七月一日から九月三十日までの間に組合員の資格を取得した

者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬（同条第者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬（同条第者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬（同条第者又は同法第四十二条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準報酬（同条第

一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをい一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをい一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをい一項に規定する標準報酬で同法附則第六条の二第一項の規定の適用を受けるものをい

う。以下同じ。）が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるう。以下同じ。）が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるう。以下同じ。）が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円であるう。以下同じ。）が改定された者であって、同月の標準報酬の月額が七十一万円である

もの（当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除もの（当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除もの（当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除もの（当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満であるものを除

く。）の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務く。）の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務く。）の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務く。）の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の国家公務

員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の員等共済組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の

規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定す規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定す規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定す規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員等共済組合が改定す

る。る。る。る。

３　３　３　３　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより改定改定改定改定されたされたされたされた標準報酬標準報酬標準報酬標準報酬はははは、平成四年十月、平成四年十月、平成四年十月、平成四年十月からからからから平成五年九月平成五年九月平成五年九月平成五年九月までのまでのまでのまでの各月各月各月各月

の標準報酬とする。の標準報酬とする。の標準報酬とする。の標準報酬とする。

附　則　（平成四年九月二八日政令第三一四号）附　則　（平成四年九月二八日政令第三一四号）附　則　（平成四年九月二八日政令第三一四号）附　則　（平成四年九月二八日政令第三一四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）



１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、通信、通信、通信、通信・・・・放送衛星機構法放送衛星機構法放送衛星機構法放送衛星機構法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行のののの日（平成四年十月日（平成四年十月日（平成四年十月日（平成四年十月

一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。

附　則　（平成五年三月三一日政令第八一号）附　則　（平成五年三月三一日政令第八一号）附　則　（平成五年三月三一日政令第八一号）附　則　（平成五年三月三一日政令第八一号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成五年四月一日、平成五年四月一日、平成五年四月一日、平成五年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成五年四月七日政令第一四三号）附　則　（平成五年四月七日政令第一四三号）附　則　（平成五年四月七日政令第一四三号）附　則　（平成五年四月七日政令第一四三号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成五年五月一日、平成五年五月一日、平成五年五月一日、平成五年五月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費のののの支給支給支給支給についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従従従従前前前前

の例による。の例による。の例による。の例による。

附　則　（平成六年三月二四日政令第六五号）附　則　（平成六年三月二四日政令第六五号）附　則　（平成六年三月二四日政令第六五号）附　則　（平成六年三月二四日政令第六五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成六年四月一日、平成六年四月一日、平成六年四月一日、平成六年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成六年四月二二日政令第一三二号）附　則　（平成六年四月二二日政令第一三二号）附　則　（平成六年四月二二日政令第一三二号）附　則　（平成六年四月二二日政令第一三二号）

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成六年この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成六年この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成六年この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成六年

四月二十八日）から施行する。四月二十八日）から施行する。四月二十八日）から施行する。四月二十八日）から施行する。

附　則　（平成六年六月三〇日政令第二〇〇号）附　則　（平成六年六月三〇日政令第二〇〇号）附　則　（平成六年六月三〇日政令第二〇〇号）附　則　（平成六年六月三〇日政令第二〇〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置）（長期給付に要する費用の算定単位の統合に伴う経過措置）

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令（次項組合法施行令（次項組合法施行令（次項組合法施行令（次項においてにおいてにおいてにおいて「新施行令」「新施行令」「新施行令」「新施行令」というというというという。）第十。）第十。）第十。）第十

二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九二条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員等共済組合法第九十九

条第一項の規定により行う再計算について適用する。条第一項の規定により行う再計算について適用する。条第一項の規定により行う再計算について適用する。条第一項の規定により行う再計算について適用する。

３　３　３　３　前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより新施行令第十二新施行令第十二新施行令第十二新施行令第十二条条条条のののの二第二項二第二項二第二項二第二項のののの規定規定規定規定がががが適用適用適用適用されるされるされるされる再計算再計算再計算再計算にににに基基基基づくづくづくづく標標標標

準報酬の月額と掛金との割合が適用される日（以下「適用日」という。）前に任期制自準報酬の月額と掛金との割合が適用される日（以下「適用日」という。）前に任期制自準報酬の月額と掛金との割合が適用される日（以下「適用日」という。）前に任期制自準報酬の月額と掛金との割合が適用される日（以下「適用日」という。）前に任期制自

衛官（改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧施行令」という。）第十二条衛官（改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧施行令」という。）第十二条衛官（改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧施行令」という。）第十二条衛官（改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧施行令」という。）第十二条

の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。）が引き続き非任期制自衛官等の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。）が引き続き非任期制自衛官等の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。）が引き続き非任期制自衛官等の二第二項に規定する任期制自衛官をいう。以下同じ。）が引き続き非任期制自衛官等

（旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。）と（旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。）と（旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。）と（旧施行令第十二条の三第一項に規定する非任期制自衛官等をいう。以下同じ。）と

なった場合又は非任期制自衛官（旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛なった場合又は非任期制自衛官（旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛なった場合又は非任期制自衛官（旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛なった場合又は非任期制自衛官（旧施行令第十二条の二第二項に規定する非任期制自衛

官をいう。以下同じ。）が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整官をいう。以下同じ。）が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整官をいう。以下同じ。）が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整官をいう。以下同じ。）が引き続き任期制自衛官となった場合における掛金の額の調整

については、なお従前の例による。については、なお従前の例による。については、なお従前の例による。については、なお従前の例による。

４　４　４　４　適用日前適用日前適用日前適用日前にににに任期制自衛官任期制自衛官任期制自衛官任期制自衛官であったであったであったであった期間期間期間期間をををを有有有有するするするする任期制自衛官任期制自衛官任期制自衛官任期制自衛官がががが適用日以後適用日以後適用日以後適用日以後にににに引引引引きききき続続続続きききき

非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非非任期制自衛官等となった場合又は適用日前に非任期制自衛官であった期間を有する非

任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合（財務省令で定める場任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合（財務省令で定める場任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合（財務省令で定める場任期制自衛官が適用日以後に引き続き任期制自衛官となった場合（財務省令で定める場

合を除く。）には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛合を除く。）には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛合を除く。）には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛合を除く。）には、その者については、その者が適用日の前日に引き続き非任期制自衛

官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例によ官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例によ官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例によ官等又は任期制自衛官となったものとみなし、旧施行令第十二条の三の規定の例によ

り、掛金の額を調整する。り、掛金の額を調整する。り、掛金の額を調整する。り、掛金の額を調整する。

附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）附　則　（平成六年七月二七日政令第二五一号）

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日（平成六年九月

一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。一日）から施行する。

附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）附　則　（平成六年九月二日政令第二八二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成六年十月一日、平成六年十月一日、平成六年十月一日、平成六年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第八条　第八条　第八条　第八条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法（昭和三十三年法律第百組合法（昭和三十三年法律第百組合法（昭和三十三年法律第百組合法（昭和三十三年法律第百

二十八号）の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。二十八号）の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。二十八号）の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。二十八号）の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。



２　２　２　２　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに出出出出産産産産したしたしたした組合員若組合員若組合員若組合員若しくはしくはしくはしくは組合員組合員組合員組合員であったであったであったであった者又者又者又者又はははは組合員組合員組合員組合員のののの被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者にににに係係係係るるるる国国国国

家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前

の例による。の例による。の例による。の例による。

３　３　３　３　第二十七第二十七第二十七第二十七条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一組合法施行令第三十一条条条条、第三十、第三十、第三十、第三十

三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同三条及び第三十八条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同

日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年一一月一六日政令第三五七号）附　則　（平成六年一一月一六日政令第三五七号）附　則　（平成六年一一月一六日政令第三五七号）附　則　（平成六年一一月一六日政令第三五七号）

（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）（施行期日等）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、次、次、次、次のののの各各各各号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる規定規定規定規定はははは、、、、当当当当該各該各該各該各

号に定める日から施行する。号に定める日から施行する。号に定める日から施行する。号に定める日から施行する。

一　一　一　一　第一第一第一第一条条条条中中中中国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一組合法施行令第十一条条条条のののの二二二二のののの二、第十一二、第十一二、第十一二、第十一条条条条のののの七七七七のののの二、第二、第二、第二、第

十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の

二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴

う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定　平う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定　平う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定　平う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定　平

成六年十二月一日成六年十二月一日成六年十二月一日成六年十二月一日

二　二　二　二　第一第一第一第一条条条条中中中中国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令附則第七組合法施行令附則第七組合法施行令附則第七組合法施行令附則第七条条条条のののの九九九九をををを附則第七附則第七附則第七附則第七条条条条のののの八八八八のののの二二二二とととと

し、同条の次に一条を加える改正規定　平成七年四月一日し、同条の次に一条を加える改正規定　平成七年四月一日し、同条の次に一条を加える改正規定　平成七年四月一日し、同条の次に一条を加える改正規定　平成七年四月一日

（短期給付の額に関する経過措置）（短期給付の額に関する経過措置）（短期給付の額に関する経過措置）（短期給付の額に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法施行令第四十九組合法施行令第四十九組合法施行令第四十九組合法施行令第四十九条条条条のののの二二二二のののの規規規規

定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法（昭和三十定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法（昭和三十定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法（昭和三十定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法（昭和三十

三年法律第百二十八号）による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第三年法律第百二十八号）による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第三年法律第百二十八号）による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第三年法律第百二十八号）による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第

六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由

が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規

定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。

（日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報（日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報（日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報（日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報

酬月額等の改定率）酬月額等の改定率）酬月額等の改定率）酬月額等の改定率）

第三条　第三条　第三条　第三条　国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成六年法律第九十八法律（平成六年法律第九十八法律（平成六年法律第九十八法律（平成六年法律第九十八号号号号。以。以。以。以

下「平成六年改正法」という。）附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公下「平成六年改正法」という。）附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公下「平成六年改正法」という。）附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公下「平成六年改正法」という。）附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公

務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五

年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する

組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数

に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員

の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各

号に定める率とする。号に定める率とする。号に定める率とする。号に定める率とする。

一　一　一　一　平成元年平成元年平成元年平成元年 一一一一・・・・〇〇〇〇九七九七九七九七

二　二　二　二　平成二年平成二年平成二年平成二年 一一一一・・・・〇〇〇〇六四六四六四六四

三　三　三　三　平成三年平成三年平成三年平成三年 一一一一・・・・〇〇〇〇三三三三〇〇〇〇

四　四　四　四　平成四年平成四年平成四年平成四年 一一一一・・・・〇〇〇〇一三一三一三一三

２　２　２　２　平成六年改正法第五平成六年改正法第五平成六年改正法第五平成六年改正法第五条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。）附する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。）附する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。）附する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。）附

則第三十五条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法則第三十五条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法則第三十五条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法則第三十五条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法

附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）及び改正後の附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）及び改正後の附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）及び改正後の附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）及び改正後の

昭和六十年改正法附則第五十七条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項の規定によ昭和六十年改正法附則第五十七条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項の規定によ昭和六十年改正法附則第五十七条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項の規定によ昭和六十年改正法附則第五十七条第一項（平成六年改正法附則第十条第三項の規定によ

り読み替えて適用される場合に限る。）に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平り読み替えて適用される場合に限る。）に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平り読み替えて適用される場合に限る。）に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平り読み替えて適用される場合に限る。）に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平

成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。



（年金である給付の額に関する経過措置）（年金である給付の額に関する経過措置）（年金である給付の額に関する経過措置）（年金である給付の額に関する経過措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　平成六年十月一日前平成六年十月一日前平成六年十月一日前平成六年十月一日前からからからから引引引引きききき続続続続きききき国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法によるによるによるによる年金年金年金年金であるであるであるである給付給付給付給付をををを

受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額（同法第七十受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額（同法第七十受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額（同法第七十受ける権利を有する者の同日以後における同法による年金である給付の額（同法第七十

八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同八条第一項に規定する加給年金額、同法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び同

法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法第九十条の規定により加算する額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する

法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二十八条法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二十八条法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二十八条法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第二十八条

第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により

加算する額及び同条第二項の規定により加算する額（以下この項において「加給年金額加算する額及び同条第二項の規定により加算する額（以下この項において「加給年金額加算する額及び同条第二項の規定により加算する額（以下この項において「加給年金額加算する額及び同条第二項の規定により加算する額（以下この項において「加給年金額

等加算額」という。）を除く。）が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の等加算額」という。）を除く。）が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の等加算額」という。）を除く。）が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の等加算額」という。）を除く。）が、平成六年九月三十日における厚生年金保険法等の

一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の国家公務一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の国家公務一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の国家公務一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）第二条の規定による改正前の国家公務

員等共済組合法（以下「平成八年改正前共済法」という。）による年金である給付の額員等共済組合法（以下「平成八年改正前共済法」という。）による年金である給付の額員等共済組合法（以下「平成八年改正前共済法」という。）による年金である給付の額員等共済組合法（以下「平成八年改正前共済法」という。）による年金である給付の額

（同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八（同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八（同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八（同日における平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、平成八

年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九年改正前共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び平成八年改正前共済法第九

十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定によ十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定によ十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定によ十条の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定によ

り加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同り加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同り加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同り加算する額、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同

条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日に条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日に条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日に条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日に

おける年金額」という。）より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額おける年金額」という。）より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額おける年金額」という。）より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額おける年金額」という。）より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額

をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法による年金である給付

の額（加給年金額等加算額を除く。）とする。の額（加給年金額等加算額を除く。）とする。の額（加給年金額等加算額を除く。）とする。の額（加給年金額等加算額を除く。）とする。

２　２　２　２　平成六年九月三十日平成六年九月三十日平成六年九月三十日平成六年九月三十日においてにおいてにおいてにおいて平成八年改正前共平成八年改正前共平成八年改正前共平成八年改正前共済済済済法附則第十二法附則第十二法附則第十二法附則第十二条条条条のののの三三三三のののの規定規定規定規定によるによるによるによる退退退退

職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に国家公務員共済組合法

第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの（以下この第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの（以下この第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの（以下この第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの（以下この

項において「受給権者」という。）の同日以後における同条の規定による退職共済年金項において「受給権者」という。）の同日以後における同条の規定による退職共済年金項において「受給権者」という。）の同日以後における同条の規定による退職共済年金項において「受給権者」という。）の同日以後における同条の規定による退職共済年金

の額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）が、同年九月三十日におの額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）が、同年九月三十日におの額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）が、同年九月三十日におの額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）が、同年九月三十日にお

ける平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額（同日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額（同日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額（同日における平成八年改正前共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額（同日にお

ける平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）から国民ける平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）から国民ける平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）から国民ける平成八年改正前共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。）から国民

年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第一条の規定による改正後年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第一条の規定による改正後年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第一条の規定による改正後年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第一条の規定による改正後

の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十七条本文に規定する老齢基礎年の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十七条本文に規定する老齢基礎年の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十七条本文に規定する老齢基礎年の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第二十七条本文に規定する老齢基礎年

金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号

の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除

して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条して得た額をもって、平成六年十月一日以後における国家公務員共済組合法第七十六条

の規定による退職共済年金の額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除の規定による退職共済年金の額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除の規定による退職共済年金の額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除の規定による退職共済年金の額（同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除

く。）とする。く。）とする。く。）とする。く。）とする。

（平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適（平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適（平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適（平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適

用関係）用関係）用関係）用関係）

第五条　第五条　第五条　第五条　平成二年度以後平成二年度以後平成二年度以後平成二年度以後におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関するするするする政令政令政令政令

（平成二年政令第五十七号）第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月（平成二年政令第五十七号）第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月（平成二年政令第五十七号）第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月（平成二年政令第五十七号）第一条から第六条まで及び第十条の規定は、平成六年十月

分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附分以後の月分の国家公務員等共済組合法による年金である給付及び昭和六十年改正法附

則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金については、適用しない。

附　則　（平成七年二月一七日政令第二六号）附　則　（平成七年二月一七日政令第二六号）附　則　（平成七年二月一七日政令第二六号）附　則　（平成七年二月一七日政令第二六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成七年七月一日（以下「施行日」、平成七年七月一日（以下「施行日」、平成七年七月一日（以下「施行日」、平成七年七月一日（以下「施行日」というというというという。）。）。）。）からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成七年三月二九日政令第一一五号）附　則　（平成七年三月二九日政令第一一五号）附　則　（平成七年三月二九日政令第一一五号）附　則　（平成七年三月二九日政令第一一五号）

この政令は、平成七年四月一日から施行する。この政令は、平成七年四月一日から施行する。この政令は、平成七年四月一日から施行する。この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月三一日政令第一四六号）附　則　（平成七年三月三一日政令第一四六号）附　則　（平成七年三月三一日政令第一四六号）附　則　（平成七年三月三一日政令第一四六号）



（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成七年四月一日、平成七年四月一日、平成七年四月一日、平成七年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成八年五月一七日政令第一四八号）附　則　（平成八年五月一七日政令第一四八号）附　則　（平成八年五月一七日政令第一四八号）附　則　（平成八年五月一七日政令第一四八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成八年六月一日、平成八年六月一日、平成八年六月一日、平成八年六月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（経過措置）（経過措置）（経過措置）（経過措置）

２　２　２　２　このこのこのこの政令政令政令政令のののの施行施行施行施行のののの日前日前日前日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費のののの支給支給支給支給についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従従従従前前前前

の例による。の例による。の例による。の例による。

附　則　（平成八年六月二一日政令第一八二号）附　則　（平成八年六月二一日政令第一八二号）附　則　（平成八年六月二一日政令第一八二号）附　則　（平成八年六月二一日政令第一八二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成八年六月二六日政令第一九三号）附　則　（平成八年六月二六日政令第一九三号）附　則　（平成八年六月二六日政令第一九三号）附　則　（平成八年六月二六日政令第一九三号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年八月一二日政令第二四二号）附　則　（平成八年八月一二日政令第二四二号）附　則　（平成八年八月一二日政令第二四二号）附　則　（平成八年八月一二日政令第二四二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成八年十月一日、平成八年十月一日、平成八年十月一日、平成八年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成八年八月三〇日政令第二五五号）附　則　（平成八年八月三〇日政令第二五五号）附　則　（平成八年八月三〇日政令第二五五号）附　則　（平成八年八月三〇日政令第二五五号）

この政令は、平成八年十月一日から施行する。この政令は、平成八年十月一日から施行する。この政令は、平成八年十月一日から施行する。この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附　則　（平成八年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（平成八年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（平成八年九月一九日政令第二八〇号）附　則　（平成八年九月一九日政令第二八〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、石炭、石炭、石炭、石炭鉱鉱鉱鉱害賠償等臨時措置法害賠償等臨時措置法害賠償等臨時措置法害賠償等臨時措置法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（以下「改正法」法律（以下「改正法」法律（以下「改正法」法律（以下「改正法」

という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。という。）の施行の日（平成八年十月一日）から施行する。

附　則　（平成八年一一月二七日政令第三二三号）附　則　（平成八年一一月二七日政令第三二三号）附　則　（平成八年一一月二七日政令第三二三号）附　則　（平成八年一一月二七日政令第三二三号）

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。この政令は、平成八年十二月一日から施行する。この政令は、平成八年十二月一日から施行する。この政令は、平成八年十二月一日から施行する。

附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成九年四月一日、平成九年四月一日、平成九年四月一日、平成九年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

（長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置）（長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置）（長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置）（長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　厚生年金保厚生年金保厚生年金保厚生年金保険険険険法等法等法等法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成八年法律第八十二法律（平成八年法律第八十二法律（平成八年法律第八十二法律（平成八年法律第八十二号号号号。以下「平成。以下「平成。以下「平成。以下「平成

八年改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三八年改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三八年改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三八年改正法」という。）第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三

十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。）附則第十四条の三第一項十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。）附則第十四条の三第一項十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。）附則第十四条の三第一項十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。）附則第十四条の三第一項

に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表

及び損益計算書については、なお従前の例による。及び損益計算書については、なお従前の例による。及び損益計算書については、なお従前の例による。及び損益計算書については、なお従前の例による。

附　則　（平成九年八月一日政令第二五六号）附　則　（平成九年八月一日政令第二五六号）附　則　（平成九年八月一日政令第二五六号）附　則　（平成九年八月一日政令第二五六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成九年九月一日、平成九年九月一日、平成九年九月一日、平成九年九月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成九年八月二二日政令第二六五号）附　則　（平成九年八月二二日政令第二六五号）附　則　（平成九年八月二二日政令第二六五号）附　則　（平成九年八月二二日政令第二六五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、運輸施設整備事業、運輸施設整備事業、運輸施設整備事業、運輸施設整備事業団団団団法（以下「法」法（以下「法」法（以下「法」法（以下「法」というというというという。）附則第一。）附則第一。）附則第一。）附則第一条条条条ただしただしただしただし書書書書

の政令で定める日（平成九年十月一日）から施行する。の政令で定める日（平成九年十月一日）から施行する。の政令で定める日（平成九年十月一日）から施行する。の政令で定める日（平成九年十月一日）から施行する。

附　則　（平成九年一二月五日政令第三四九号）附　則　（平成九年一二月五日政令第三四九号）附　則　（平成九年一二月五日政令第三四九号）附　則　（平成九年一二月五日政令第三四九号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）



第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十年一月一日、平成十年一月一日、平成十年一月一日、平成十年一月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成九年一二月一九日政令第三六六号）附　則　（平成九年一二月一九日政令第三六六号）附　則　（平成九年一二月一九日政令第三六六号）附　則　（平成九年一二月一九日政令第三六六号）

この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二項の改正規定この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二項の改正規定この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二項の改正規定この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二項の改正規定

は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施は公布の日から、第五条第一項及び第十二条の五第一項の改正規定は同年一月一日から施

行する。行する。行する。行する。

附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八三号）附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八三号）附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八三号）附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、外、外、外、外国国国国為為為為替及替及替及替及びびびび外外外外国国国国貿易管理法貿易管理法貿易管理法貿易管理法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行のののの日（平日（平日（平日（平

成十年四月一日）から施行する。成十年四月一日）から施行する。成十年四月一日）から施行する。成十年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一〇年三月一八日政令第四四号）附　則　（平成一〇年三月一八日政令第四四号）附　則　（平成一〇年三月一八日政令第四四号）附　則　（平成一〇年三月一八日政令第四四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、中小企業退職金共、中小企業退職金共、中小企業退職金共、中小企業退職金共済済済済法法法法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（次法律（次法律（次法律（次条条条条においてにおいてにおいてにおいて「改正「改正「改正「改正

法」という。）の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。法」という。）の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。法」という。）の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。法」という。）の施行の日（平成十年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号）附　則　（平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号）附　則　（平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号）附　則　（平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令第十二組合法施行令第十二組合法施行令第十二組合法施行令第十二条条条条のののの三三三三のののの規定規定規定規定はははは、平成十年度以後、平成十年度以後、平成十年度以後、平成十年度以後のののの年度年度年度年度

において国が負担すべき金額について適用する。において国が負担すべき金額について適用する。において国が負担すべき金額について適用する。において国が負担すべき金額について適用する。

附　則　（平成一〇年六月二六日政令第二三九号）附　則　（平成一〇年六月二六日政令第二三九号）附　則　（平成一〇年六月二六日政令第二三九号）附　則　（平成一〇年六月二六日政令第二三九号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年九月一七日政令第三〇八号）附　則　（平成一〇年九月一七日政令第三〇八号）附　則　（平成一〇年九月一七日政令第三〇八号）附　則　（平成一〇年九月一七日政令第三〇八号）

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施

行の日（平成十年十月一日）から施行する。行の日（平成十年十月一日）から施行する。行の日（平成十年十月一日）から施行する。行の日（平成十年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号）附　則　（平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号）附　則　（平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号）附　則　（平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、日本、日本、日本、日本国国国国有有有有鉄鉄鉄鉄道道道道清清清清算事業算事業算事業算事業団団団団のののの債務等債務等債務等債務等のののの処処処処理理理理にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの施行施行施行施行のののの日日日日

（平成十年十月二十二日）から施行する。（平成十年十月二十二日）から施行する。（平成十年十月二十二日）から施行する。（平成十年十月二十二日）から施行する。

附　則　（平成一一年五月二八日政令第一六五号）附　則　（平成一一年五月二八日政令第一六五号）附　則　（平成一一年五月二八日政令第一六五号）附　則　（平成一一年五月二八日政令第一六五号）

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年七この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年七この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年七この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成十一年七

月一日）から施行する。月一日）から施行する。月一日）から施行する。月一日）から施行する。

附　則　（平成一一年六月二三日政令第二〇四号）附　則　（平成一一年六月二三日政令第二〇四号）附　則　（平成一一年六月二三日政令第二〇四号）附　則　（平成一一年六月二三日政令第二〇四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十一年七月一日、平成十一年七月一日、平成十一年七月一日、平成十一年七月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一一年七月二六日政令第二三五号）附　則　（平成一一年七月二六日政令第二三五号）附　則　（平成一一年七月二六日政令第二三五号）附　則　（平成一一年七月二六日政令第二三五号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、司法制度改革審議、司法制度改革審議、司法制度改革審議、司法制度改革審議会会会会設置法設置法設置法設置法のののの施行施行施行施行のののの日（平成十一年七月二十七日）日（平成十一年七月二十七日）日（平成十一年七月二十七日）日（平成十一年七月二十七日）からからからから

施行する。施行する。施行する。施行する。

附　則　（平成一一年八月六日政令第二四九号）附　則　（平成一一年八月六日政令第二四九号）附　則　（平成一一年八月六日政令第二四九号）附　則　（平成一一年八月六日政令第二四九号）

この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年八月一八日政令第二五六号）附　則　（平成一一年八月一八日政令第二五六号）附　則　（平成一一年八月一八日政令第二五六号）附　則　（平成一一年八月一八日政令第二五六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、都市基盤整備公、都市基盤整備公、都市基盤整備公、都市基盤整備公団団団団法（以下「公法（以下「公法（以下「公法（以下「公団団団団法」法」法」法」というというというという。）。）。）。）のののの一部一部一部一部のののの施行施行施行施行のののの日日日日

（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一一年九月三日政令第二六二号）附　則　（平成一一年九月三日政令第二六二号）附　則　（平成一一年九月三日政令第二六二号）附　則　（平成一一年九月三日政令第二六二号）

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。この政令は、平成十二年四月一日から施行する。この政令は、平成十二年四月一日から施行する。この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年九月一六日政令第二六七号）附　則　（平成一一年九月一六日政令第二六七号）附　則　（平成一一年九月一六日政令第二六七号）附　則　（平成一一年九月一六日政令第二六七号）



（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七〇号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七〇号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七〇号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七〇号）

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。この政令は、平成十一年十月一日から施行する。この政令は、平成十一年十月一日から施行する。この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七二号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七二号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七二号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七六号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七六号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七六号）附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、雇用、雇用、雇用、雇用・・・・能力開能力開能力開能力開発発発発機構法（以下「法」機構法（以下「法」機構法（以下「法」機構法（以下「法」というというというという。）。）。）。）のののの一部一部一部一部のののの施行施行施行施行のののの日日日日

（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。（平成十一年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一一年九月二九日政令第三〇六号）附　則　（平成一一年九月二九日政令第三〇六号）附　則　（平成一一年九月二九日政令第三〇六号）附　則　（平成一一年九月二九日政令第三〇六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日、平成十一年十月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年三月一七日政令第七三号）附　則　（平成一二年三月一七日政令第七三号）附　則　（平成一二年三月一七日政令第七三号）附　則　（平成一二年三月一七日政令第七三号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十二年三月二十一日、平成十二年三月二十一日、平成十二年三月二十一日、平成十二年三月二十一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年三月三一日政令第一七一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一七一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一七一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一七一号）

この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施

行の日（平成十二年四月一日）から施行する。行の日（平成十二年四月一日）から施行する。行の日（平成十二年四月一日）から施行する。行の日（平成十二年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八一号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八一号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、公布、公布、公布、公布のののの日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

２　２　２　２　第一第一第一第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法施行令組合法施行令組合法施行令組合法施行令のののの規定規定規定規定はははは、平成十一年四月、平成十一年四月、平成十一年四月、平成十一年四月

一日から適用する。一日から適用する。一日から適用する。一日から適用する。

附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八二号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八二号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八二号）附　則　（平成一二年三月三一日政令第一八二号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十二年四月一日、平成十二年四月一日、平成十二年四月一日、平成十二年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、第一、第一、第一、第一条条条条中中中中国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共

済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

（増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過（増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過（増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過（増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過

措置）措置）措置）措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　第二第二第二第二条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国家公務員等共家公務員等共家公務員等共家公務員等共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律のののの

施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の

月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。）月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。）月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。）月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。）

による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族

共済年金の額については、なお従前の例による。共済年金の額については、なお従前の例による。共済年金の額については、なお従前の例による。共済年金の額については、なお従前の例による。

（国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）（国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）（国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）（国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）

第三条　第三条　第三条　第三条　国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの年金年金年金年金のののの額額額額のののの改定改定改定改定にににに関関関関するするするする政令（平成七年政令第百十六政令（平成七年政令第百十六政令（平成七年政令第百十六政令（平成七年政令第百十六

号）の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法に号）の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法に号）の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法に号）の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法に

よる年金（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五よる年金（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五よる年金（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五よる年金（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五

号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法によ号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法によ号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法によ号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第五十条第一項に規定する旧共済法によ

る年金をいう。）については、適用しない。る年金をいう。）については、適用しない。る年金をいう。）については、適用しない。る年金をいう。）については、適用しない。

（平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置）

第四条　第四条　第四条　第四条　平成十二年度平成十二年度平成十二年度平成十二年度からからからから平成十四年度平成十四年度平成十四年度平成十四年度までのまでのまでのまでの各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法等組合法等組合法等組合法等のののの

一部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」という。）第一条の規定による改正後一部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」という。）第一条の規定による改正後一部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」という。）第一条の規定による改正後一部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」という。）第一条の規定による改正後

の法（以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。）によるの法（以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。）によるの法（以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。）によるの法（以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。）による



障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないとき障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないとき障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないとき障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないとき

は、改正後の法第八十七条の七（第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部は、改正後の法第八十七条の七（第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部は、改正後の法第八十七条の七（第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部は、改正後の法第八十七条の七（第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部

を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置

に関する政令（以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。）第十四条第一項第一に関する政令（以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。）第十四条第一項第一に関する政令（以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。）第十四条第一項第一に関する政令（以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。）第十四条第一項第一

号においてその例による場合を含む。）の規定による金額は、当該規定にかかわらず、号においてその例による場合を含む。）の規定による金額は、当該規定にかかわらず、号においてその例による場合を含む。）の規定による金額は、当該規定にかかわらず、号においてその例による場合を含む。）の規定による金額は、当該規定にかかわらず、

第二号の規定による金額とする。第二号の規定による金額とする。第二号の規定による金額とする。第二号の規定による金額とする。

一　一　一　一　改正後改正後改正後改正後のののの法第八十七法第八十七法第八十七法第八十七条条条条のののの七及七及七及七及びびびび附則第十三附則第十三附則第十三附則第十三条条条条のののの九九九九のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこ

れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額

二　二　二　二　平成十二年改正法第一平成十二年改正法第一平成十二年改正法第一平成十二年改正法第一条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの法（以下法（以下法（以下法（以下このこのこのこの条条条条からからからから附則第九附則第九附則第九附則第九条条条条第一第一第一第一

項までにおいて「改正前の法」という。）第八十七条の七及び附則第十三条の九の規項までにおいて「改正前の法」という。）第八十七条の七及び附則第十三条の九の規項までにおいて「改正前の法」という。）第八十七条の七及び附則第十三条の九の規項までにおいて「改正前の法」という。）第八十七条の七及び附則第十三条の九の規

定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて

得た金額得た金額得た金額得た金額

２　２　２　２　平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、前項第二、前項第二、前項第二、前項第二号号号号のののの規定規定規定規定によるによるによるによる金額金額金額金額をををを算定算定算定算定すすすす

る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。

（平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）

第五条　第五条　第五条　第五条　平成十二年度平成十二年度平成十二年度平成十二年度からからからから平成十四年度平成十四年度平成十四年度平成十四年度までのまでのまでのまでの各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける改正後改正後改正後改正後のののの法第八十七法第八十七法第八十七法第八十七条条条条のののの四四四四

に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額についてに規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額についてに規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額についてに規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額について

は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金

額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

一　一　一　一　改正後改正後改正後改正後のののの法第八十七法第八十七法第八十七法第八十七条条条条のののの四及四及四及四及びびびび附則第十三附則第十三附則第十三附則第十三条条条条のののの九九九九のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこ

れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額

二　二　二　二　改正前改正前改正前改正前のののの法第八十七法第八十七法第八十七法第八十七条条条条のののの四及四及四及四及びびびび附則第十三附則第十三附則第十三附則第十三条条条条のののの九九九九のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこ

れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

２　２　２　２　平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、前項第二、前項第二、前項第二、前項第二号号号号のののの規定規定規定規定によるによるによるによる金額金額金額金額をををを算定算定算定算定すすすす

る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。

（平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　平成十二年度平成十二年度平成十二年度平成十二年度からからからから平成十四年度平成十四年度平成十四年度平成十四年度までのまでのまでのまでの各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける改正後改正後改正後改正後のののの法第八十九法第八十九法第八十九法第八十九条条条条第二第二第二第二

項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給

を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときを停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときを停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときを停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないとき

は、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とすは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とすは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とすは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とす

る。る。る。る。

一　一　一　一　改正後改正後改正後改正後のののの法第九十三法第九十三法第九十三法第九十三条条条条のののの三及三及三及三及びびびび附則第十三附則第十三附則第十三附則第十三条条条条のののの九九九九のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこ

れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額れらの規定により算定される金額

二　二　二　二　改正前改正前改正前改正前のののの法第九十三法第九十三法第九十三法第九十三条条条条のののの三及三及三及三及びびびび附則第十三附則第十三附則第十三附則第十三条条条条のののの九九九九のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこしたとしたならばこ

れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額れらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

２　２　２　２　平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七条条条条第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、前項第二、前項第二、前項第二、前項第二号号号号のののの規定規定規定規定によるによるによるによる金額金額金額金額をををを算定算定算定算定すすすす

る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。る場合における平均標準報酬月額について準用する。

（平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置）

第七条　第七条　第七条　第七条　平成十二年度以後平成十二年度以後平成十二年度以後平成十二年度以後のののの各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける旧旧旧旧共共共共済済済済法法法法によるによるによるによる年金（昭和六十年改正法附則年金（昭和六十年改正法附則年金（昭和六十年改正法附則年金（昭和六十年改正法附則

第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。）の額については、第一号に掲げ第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。）の額については、第一号に掲げ第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。）の額については、第一号に掲げ第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。）の額については、第一号に掲げ

る金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一る金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一る金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一る金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一

項（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政項（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政項（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政項（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政

令（以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。）令（以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。）令（以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。）令（以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。）

第四十九条第三項において準用する場合を含む。）、第四十条第一項第二号（同条第二第四十九条第三項において準用する場合を含む。）、第四十条第一項第二号（同条第二第四十九条第三項において準用する場合を含む。）、第四十条第一項第二号（同条第二第四十九条第三項において準用する場合を含む。）、第四十条第一項第二号（同条第二

項においてその例による場合を含む。）、第四十二条第一項（同条第二項（昭和六十一項においてその例による場合を含む。）、第四十二条第一項（同条第二項（昭和六十一項においてその例による場合を含む。）、第四十二条第一項（同条第二項（昭和六十一項においてその例による場合を含む。）、第四十二条第一項（同条第二項（昭和六十一



年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）において準用する場

合を含む。）及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項（昭和六十一年経過措置政合を含む。）及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項（昭和六十一年経過措置政合を含む。）及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項（昭和六十一年経過措置政合を含む。）及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項（昭和六十一年経過措置政

令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）並びに第五十七条第一項（同条第令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）並びに第五十七条第一項（同条第令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）並びに第五十七条第一項（同条第令第四十九条第三項において準用する場合を含む。）並びに第五十七条第一項（同条第

二項において準用する場合を含む。）（いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条二項において準用する場合を含む。）（いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条二項において準用する場合を含む。）（いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条二項において準用する場合を含む。）（いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条

においてその例による場合を含む。）並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第においてその例による場合を含む。）並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第においてその例による場合を含む。）並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第においてその例による場合を含む。）並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第

五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基

づいて算定される部分に限る。）による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号のづいて算定される部分に限る。）による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号のづいて算定される部分に限る。）による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号のづいて算定される部分に限る。）による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の

規定による金額とする。規定による金額とする。規定による金額とする。規定による金額とする。

一　一　一　一　昭和六十年改正法附則第三十五昭和六十年改正法附則第三十五昭和六十年改正法附則第三十五昭和六十年改正法附則第三十五条条条条第一項、第四十第一項、第四十第一項、第四十第一項、第四十条条条条第一項第二第一項第二第一項第二第一項第二号号号号、第四十二、第四十二、第四十二、第四十二条条条条第一第一第一第一

項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並び項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並び項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並び項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並び

に昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二に昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二に昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二に昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二

項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適項の規定（俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適

用したとしたならばこれらの規定により算定される金額用したとしたならばこれらの規定により算定される金額用したとしたならばこれらの規定により算定される金額用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

二　二　二　二　平成十二年改正法第三平成十二年改正法第三平成十二年改正法第三平成十二年改正法第三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正前改正前改正前改正前のののの昭和六十年改正法（以下昭和六十年改正法（以下昭和六十年改正法（以下昭和六十年改正法（以下このこのこのこの条条条条からからからから

附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第三十附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第三十附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第三十附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第三十

五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条

第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定（俸給年額又は衛視

等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適用したとしたならばこれらの等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適用したとしたならばこれらの等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適用したとしたならばこれらの等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。）を適用したとしたならばこれらの

規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額

改定率（次条第一項第二号において「従前額改定率」という。）を乗じて得た金額改定率（次条第一項第二号において「従前額改定率」という。）を乗じて得た金額改定率（次条第一項第二号において「従前額改定率」という。）を乗じて得た金額改定率（次条第一項第二号において「従前額改定率」という。）を乗じて得た金額

（平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置）（平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置）

第八条　第八条　第八条　第八条　平成十二年度以後平成十二年度以後平成十二年度以後平成十二年度以後のののの各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける公務公務公務公務によるによるによるによる障害年金、公務障害年金、公務障害年金、公務障害年金、公務によらないによらないによらないによらない障害年障害年障害年障害年

金又は公務による遺族年金（それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定金又は公務による遺族年金（それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定金又は公務による遺族年金（それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定金又は公務による遺族年金（それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定

する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。）する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。）する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。）する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。）

の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額についての昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額についての昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額についての昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額について

は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金

額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

一　一　一　一　昭和六十一年昭和六十一年昭和六十一年昭和六十一年経経経経過措置政令第四十八過措置政令第四十八過措置政令第四十八過措置政令第四十八条条条条のののの二二二二のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用したとしたならばしたとしたならばしたとしたならばしたとしたならば同同同同条条条条のののの規規規規

定により算定される金額定により算定される金額定により算定される金額定により算定される金額

二　二　二　二　改正前改正前改正前改正前のののの昭和六十年改正法附則第三昭和六十年改正法附則第三昭和六十年改正法附則第三昭和六十年改正法附則第三条条条条第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりなおによりなおによりなおによりなお従従従従前前前前のののの例例例例によることによることによることによること

とされる場合における旧共済法（改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定とされる場合における旧共済法（改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定とされる場合における旧共済法（改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定とされる場合における旧共済法（改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定

する旧共済法をいう。以下同じ。）第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第する旧共済法をいう。以下同じ。）第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第する旧共済法をいう。以下同じ。）第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第する旧共済法をいう。以下同じ。）第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第

九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に

従前額改定率を乗じて得た金額従前額改定率を乗じて得た金額従前額改定率を乗じて得た金額従前額改定率を乗じて得た金額

２　２　２　２　前項第二前項第二前項第二前項第二号号号号のののの規定規定規定規定によるによるによるによる金額金額金額金額をををを算定算定算定算定するするするする場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける旧旧旧旧共共共共済済済済法第八十六法第八十六法第八十六法第八十六条条条条第一項、第第一項、第第一項、第第一項、第

八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年

改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。

（平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する（平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する（平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する（平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する

経過措置）経過措置）経過措置）経過措置）

第九条　第九条　第九条　第九条　平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七平成十二年改正法附則第七条条条条第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定はははは、平成十二年度、平成十二年度、平成十二年度、平成十二年度からからからから平成平成平成平成

十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号

（改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含（改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含（改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含（改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含

む。）及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並む。）及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並む。）及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並む。）及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並



びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされるびに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされるびに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされるびに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる

改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項

第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二

第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。

２　２　２　２　平成十二年改正法附則第十一平成十二年改正法附則第十一平成十二年改正法附則第十一平成十二年改正法附則第十一条条条条第一項（第二第一項（第二第一項（第二第一項（第二号号号号をををを除除除除くくくく。）。）。）。）からからからから第三項第三項第三項第三項までまでまでまで並並並並びにびにびにびに第十第十第十第十

二条第一項（第二号を除く。）及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後二条第一項（第二号を除く。）及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後二条第一項（第二号を除く。）及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後二条第一項（第二号を除く。）及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後

の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号（昭和六十年改正法附の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号（昭和六十年改正法附の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号（昭和六十年改正法附の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号（昭和六十年改正法附

則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）及び第四十四条第一項第一則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）及び第四十四条第一項第一則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）及び第四十四条第一項第一則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。）及び第四十四条第一項第一

号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政

令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、

第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号（同号ロを除く。）及び第二号（同

号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する号ロを除く。）並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する

場合について準用する。場合について準用する。場合について準用する。場合について準用する。

附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十三年一月六日、平成十三年一月六日、平成十三年一月六日、平成十三年一月六日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年六月七日政令第三二六号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三二六号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三二六号）附　則　（平成一二年六月七日政令第三二六号）

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。この政令は、平成十三年一月六日から施行する。この政令は、平成十三年一月六日から施行する。この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一二年六月二三日政令第三四六号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三四六号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三四六号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三四六号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、附則第五、附則第五、附則第五、附則第五条条条条のののの改正規定改正規定改正規定改正規定

は、公布の日から施行する。は、公布の日から施行する。は、公布の日から施行する。は、公布の日から施行する。

（育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置）（育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置）（育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置）（育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置）

第二条　第二条　第二条　第二条　平成十二年度以前平成十二年度以前平成十二年度以前平成十二年度以前のののの年度年度年度年度にににに係係係係るるるる国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法によるによるによるによる育育育育児児児児休業手休業手休業手休業手当当当当金及金及金及金及びびびび

介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年六月二三日政令第三六一号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三六一号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三六一号）附　則　（平成一二年六月二三日政令第三六一号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年七月一四日政令第三八〇号）附　則　（平成一二年七月一四日政令第三八〇号）附　則　（平成一二年七月一四日政令第三八〇号）附　則　（平成一二年七月一四日政令第三八〇号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日、平成十三年四月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年八月三〇日政令第四一四号）附　則　（平成一二年八月三〇日政令第四一四号）附　則　（平成一二年八月三〇日政令第四一四号）附　則　（平成一二年八月三〇日政令第四一四号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、特定放射性、特定放射性、特定放射性、特定放射性廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの最終最終最終最終処処処処分分分分にににに関関関関するするするする法律附則第一法律附則第一法律附則第一法律附則第一条条条条第二第二第二第二号号号号にににに掲掲掲掲げげげげ

る規定の施行の日（平成十二年九月一日）から施行する。る規定の施行の日（平成十二年九月一日）から施行する。る規定の施行の日（平成十二年九月一日）から施行する。る規定の施行の日（平成十二年九月一日）から施行する。

附　則　（平成一二年一一月一五日政令第四七四号）附　則　（平成一二年一一月一五日政令第四七四号）附　則　（平成一二年一一月一五日政令第四七四号）附　則　（平成一二年一一月一五日政令第四七四号）

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。この政令は、平成十三年三月一日から施行する。この政令は、平成十三年三月一日から施行する。この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一一月二七日政令第四九二号）附　則　（平成一二年一一月二七日政令第四九二号）附　則　（平成一二年一一月二七日政令第四九二号）附　則　（平成一二年一一月二七日政令第四九二号）

１　１　１　１　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、法、法、法、法のののの一部一部一部一部のののの施行施行施行施行のののの日（平成十二年十二月一日）日（平成十二年十二月一日）日（平成十二年十二月一日）日（平成十二年十二月一日）からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附　則　（平成一二年一二月八日政令第五〇六号）附　則　（平成一二年一二月八日政令第五〇六号）附　則　（平成一二年一二月八日政令第五〇六号）附　則　（平成一二年一二月八日政令第五〇六号）

この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）からこの政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）からこの政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）からこの政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から

施行する。施行する。施行する。施行する。

附　則　（平成一二年一二月一三日政令第五〇八号）附　則　（平成一二年一二月一三日政令第五〇八号）附　則　（平成一二年一二月一三日政令第五〇八号）附　則　（平成一二年一二月一三日政令第五〇八号）

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）

第一条　第一条　第一条　第一条　このこのこのこの政令政令政令政令はははは、平成十三年一月一日、平成十三年一月一日、平成十三年一月一日、平成十三年一月一日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、第一、第一、第一、第一条条条条中健康保中健康保中健康保中健康保険険険険法施法施法施法施

行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に



二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定（「五分五厘」を「四分」

に改める部分に限る。）、第五条の規定、第九条の規定（国家公務員共済組合法施行令

第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。）、第十条

の規定（地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除

く。）並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定（「、第十一条

の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。）、同令第六条の改

正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日

から施行する。

附　則　（平成一二年一二月二七日政令第五四三号）

（施行期日）

１　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組

合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条

の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第

十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共

済法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）第五条の表の改正規定は、平成十三年

一月六日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

２　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年一月三一日政令第二一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年三月三〇日政令第一〇三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月七日政令第三四六号）

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正す

る法律の施行の日（平成十三年十二月一日）から施行する。

附　則　（平成一三年一一月一六日政令第三五二号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月二八日政令第三六六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年一二月七日政令第三九一号）

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月一三日政令第四三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第八条　第十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の十一

の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前

に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年六月二八日政令第二三九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年八月三〇日政令第二八二号）

（施行期日）



第一条　この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一〇月二日政令第三〇三号）

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一一月二七日政令第三四八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八一号）

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八三号）

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一月二九日政令第一六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

（平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置）

第二条　組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共

済組合法（以下「法」という。）第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額に

ついては、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（以下「平成十二年改正法」

という。）附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項

（後段を除く。）」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、

第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号（同号に規定する平均標準報酬

月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に

法第七十二条の二に規定する再評価率（以下「再評価率」という。）を乗じて得た額を

平均した額とする。）の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号（同号

に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準と

なった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該

平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。）の規定により算定さ

れる金額とを合算した金額が国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第三十三条

第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額（その金

額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があ

るときは、これを百円に切り上げるものとする。）より少ないときは、当該金額を当該

合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあ

るのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第

一項第一号（同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各

月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

れ同表の下欄に定める率（以下「従前額改定再評価率」という。）を乗じて得た額を平

均した額とする。）の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号（同号に

規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準と

なった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総

額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。）の規定に

より算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第

三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額



（その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の

端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。）より少ないときは、当該金

額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは

「第八十二条第一項（後段を除く。）」とする。

（平成十五年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置）

第三条　組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による

障害一時金の額については、法第八十七条の七（厚生年金保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

（以下「平成九年経過措置政令」という。）第十四条第一項第一号においてその例によ

る場合を含む。）の規定による金額は、法第八十七条の七の規定にかかわらず、次の各

号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二

条の規定による改正前の法（以下「改正前の法」という。）第八十七条の七第一号の規

定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合

算した金額が国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第三十三条第一項に規定す

る障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額（その金額に五十円未満

の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これ

を百円に切り上げるものとする。）より少ないときは、当該金額を当該合算した金額と

する。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の七（後段

を除く。）の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七（後段を除

く。）の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の七

第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額（平成十五年四月前の組

合員期間（以下この条において「基準日前組合員期間」という。）の計算の基礎となる

各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正す

る法律（平成十二年法律第二十一号）附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて

得た額を平均した額をいう。次号において同じ。）」と、「組合員期間の月数（当該月

数が三百月未満であるときは、三百月）」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」

と、同条第二号中「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三百

月）」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七第一号

中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」

とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場

合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。）」と、「組合員期間の月

数（当該月数が三百月未満であるときは、三百月）」とあるのは「平成十五年四月以後

の組合員期間（次号において「基準日後組合員期間」という。）の月数」と、同条第二

号中「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三百月）」とあるのは

「基準日後組合員期間の月数」とする。

第四条　法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号

の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定す

る従前額改定率（以下「従前額改定率」という。）を乗じて得た金額に満たないとき

は、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第

一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金



額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に

規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額（その金額に五十

円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき

は、これを百円に切り上げるものとする。）より少ないときは、当該金額を当該従前額

改定率を乗じて得た金額とする。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定に

よる改正前の法第八十七条の七（後段を除く。）及び附則第十三条の九の規定を適用

したとしたならばこれらの規定により算定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七（後段を除

く。）の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の

規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均

標準報酬月額（平成十五年四月前の組合員期間（以下この条において「基準日前組合員

期間」という。）の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均

した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。）」と、「組合員期間の月数

（当該月数が三百月未満であるときは、三百月）」とあるのは「基準日前組合員期間の

月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三

百月）」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定

による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等

の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表」と、「第七十七条第一

項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政

令第十六号）附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」

と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平

均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」とある

のを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区

分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

れ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準

報酬額をいう。次号において同じ。）」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の

五・七六九」と、「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三百

月）」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間（次号において「基準日後組合員

期間」という。）の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の

一・一五四」と、「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三百

月）」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

（組合員期間の月数が三百月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置）

第五条　法による障害共済年金（その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未

満であるものに限る。次項において同じ。）について平成十二年改正法附則第十一条第

一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定

により読み替えて適用する改正前の法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する

金額）」とあるのは「相当する金額）に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合

を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて

適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額）」とあるのは「相当



する金額）に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とす

る。

２　法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二

号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適

用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号及び第

二号中「相当する金額）」とあるのは「相当する金額）に、三百月を組合員期間の月数

で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定

により読み替えて適用する法第八十二条第一項第一号及び第二号中「相当する金額）」

とあるのは「相当する金額）に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて

得た金額」とする。

３　法による遺族共済年金（法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される

ものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満である

ものに限る。次項において同じ。）について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一

号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読

み替えて適用する改正前の法第八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」と

あるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を

乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額

に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改

正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十九条第一項第一号中

「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員

期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

４　法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十二条第一項第一号及び第二

号の規定による金額を算定する場合においては、同条第五項の規定により読み替えて適

用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十九条第一項第一号中「四

分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間

の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項中「乗じて得た金額」とあ

るのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た

金額」と、平成十二年改正法附則第十二条第六項の規定により読み替えて適用する法第

八十九条第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する

金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

５　法による障害一時金（その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であ

るものに限る。次項において同じ。）について附則第三条第一項第一号及び第二号の規

定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する

改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて

得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則

第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第二号中

「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除し

て得た割合を乗じて得た金額」とする。

６　法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定す

る場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一

条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号及び第二号中「乗じて得た金額」とあ

るのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た

金額」と、前条第三項の規定により読み替えて適用する法第八十七条の七第一号及び第

二号中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に、三百月を組合員期間の月数

で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。



（平成十五年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）

第六条　組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正後の

法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止

する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規

定による金額を合算した金額とする。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第八十七条の四の規定

を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用

したとしたならばこれらの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第八十七条の四

中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額（平成十五年四月前の組合員期

間（以下この条において「基準日前組合員期間」という。）の計算の基礎となる各月の

掛金の標準となつた標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

（平成十二年法律第二十一号）附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額

を平均した額をいう。以下この条において同じ。）」と、「政令で定める金額」とある

のは「平均標準報酬月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金

額に相当する金額」と、「相当する金額）（当該障害共済年金の額が第七十二条の二の

規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当

該金額を改定した金額）」とあるのは「相当する金額）に、基準日前組合員期間の月数

を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平

均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」とある

のを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算

定される平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。）」と、「政令で定める金

額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得

た金額に相当する金額」と、「相当する金額）」とあるのは「相当する金額）に、平成

十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た

金額」とする。

第七条　法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給

を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額

を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定に

かかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得

た金額を、同条の規定による金額とする。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定に

よる改正前の法第八十七条の四及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならば

これらの規定により算定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の四の規定を適用

したとしたならばこれらの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の

規定による改正前の法第八十七条の四中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報

酬月額（平成十五年四月前の組合員期間（以下この条において「基準日前組合員期間」

という。）の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額

をいう。以下この条及び附則第十三条の九において同じ。）」と、「政令で定める金

額」とあるのは「平均標準報酬月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて

得た金額に相当する金額」と、「相当する金額）（当該障害共済年金の額が第七十二条



の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところに

より当該金額を改定した金額）」とあるのは「相当する金額）に、基準日前組合員期間

の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法

第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員

共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表」と、「第

七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

（平成十五年政令第十六号）附則第七条第二項の規定により読み替えられた第八十七条

の四」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改

正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の四中「平

均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」とある

のを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区

分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

れ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準

報酬額をいう。以下この条において同じ。）」と、「百分の十四・六一五」とあるのは

「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇

七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均標準報酬額の千分の〇・二八八五に

相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額）」とある

のは「相当する金額）に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数

で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

（平成十五年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置）

第八条　組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第八十

九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の規定により支給

を停止する金額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の

各号の規定による金額を合算した金額とする。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第九十三条の三並びに

平成十二年改正法第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改

正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。）附則第

十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算

定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第九十三条の三並びに昭和六

十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれ

らの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第九十三条の三

中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額（平成十五年四月前の組合員期

間（以下この条において「基準日前組合員期間」という。）の計算の基礎となる各月の

掛金の標準となつた標準報酬の月額に国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律

（平成十二年法律第二十一号）附則第十一条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額

を平均した額をいう。）」と、「相当する金額（当該遺族共済年金の額が第七十二条の

二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより

当該金額を改定した金額）」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数

を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平

均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」とある



のを「平成十五年四月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算

定される平均標準報酬額をいう。）」と、「相当する金額の」とあるのは「相当する金

額に、平成十五年四月以後の組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を

乗じて得た金額の」とする。

第九条　法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十三条の三の

規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の

規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき

は、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額

改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。

一　平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定に

よる改正前の法第九十三条の三及び附則第十三条の九並びに平成十二年改正法第三条

の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定

を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

二　平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第九十三条の三並びに昭和六

十年改正法附則第十五条第二項及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれ

らの規定により算定される金額

２　前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の

規定による改正前の法第九十三条の三中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報

酬月額（平成十五年四月前の組合員期間（以下この条において「基準日前組合員期間」

という。）の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額

をいう。附則第十三条の九において同じ。）」と、「相当する金額（当該遺族共済年金

の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で

定めるところにより当該金額を改定した金額）」とあるのは「相当する金額に、基準日

前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成

十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは

「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則別

表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改

正する政令（平成十五年政令第十六号）附則第九条第二項の規定により読み替えられた

第九十三条の三」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等

の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表」とする。

３　第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第九十三条の三中「平

均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額（第七十二条の二中「組合員期間」とある

のを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区

分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十二年法律第二十一号）附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞ

れ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準

報酬額をいう。）」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、

「相当する金額の」とあるのは「相当する金額に、平成十五年四月以後の組合員期間の

月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額の」とする。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十条　平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の

額と掛金との割合（短期給付（同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。）に係

るもの及び介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第百五十条第一項に規定する納付

金の納付に係るものに限る。）の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公

務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及



び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額

の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年

法律第二十一号）第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別

掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額（その額に千円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額（その額が二百万円を超えるときは、二百万円）とする。以

下この項において「標準期末手当等の額」という。）」とする。

（平成十五年四月から平成十六年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関す

る経過措置）

第十一条　平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律（平

成十四年法律第百二号）附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二条第五項に

規定する特例退職組合員の標準報酬の月額（次項において「特例退職組合員の標準報酬

の月額」という。）に関しては、同条第五項中「標準期末手当等の額」とあるのは、

「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号）第二条

の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定の標準となつた

同項に規定する期末手当等の額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額（その額が二百万円を超えるときは、二百万円）とする。）」とする。

２　平成十六年一月から同年十二月までの特例退職組合員の標準報酬の月額に関しては、

健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十八条の規定による改正後の法附則第十二

条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「標準期末手当等の

額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二

十一号）第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項の規定により特別掛金の算定

の標準となつた同項に規定する期末手当等の額（その額に千円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額（その額が二百万円を超えるときは、二百万円）とする。）及

び同年四月から十二月までにおける当該組合員の標準期末手当等の額」とする。

（退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置）

第十二条　平成十二年改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合

及び附則第九条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年

改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「共済法第

七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十

二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。）附則第十二条第六

項の規定により読み替えられた共済法第七十二条の二、第七十七条第一項」と、「千分

の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは

「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、

同条第二項中「共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定」とあるのは「共済

法第八十九条第三項の規定により読み替えられた同条第一項及び国家公務員共済組合法

施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十六号）附則第九条第三項の規定に

より読み替えられた共済法第九十三条の三の規定」と、「共済法第八十九条第三項及び

第九十三条の三中」とあるのは「共済法第八十九条第三項の規定により読み替えられた

同条第一項中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六（その組合員又は組

合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第

百五号）附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応

じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合

を加えた割合）」と、「組合員期間の月数（当該月数が三百月未満であるときは、三百

月）」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同令附則第九条第三項の規定によ

り読み替えられた共済法第九十三条の三中」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千



分の二・五九六」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法

附則別表第二中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の

〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは

「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、

「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあ

るのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七

七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四

二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の

七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の

〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは

「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、

「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあ

るのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六

二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇

二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の

〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の

六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは

「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、

「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあ

るのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇

〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九

七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の

〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の

〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは

「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、

「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあ

るのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六

九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四

六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の

六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の

〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは

「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、

「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあ

るのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三

一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇

二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の

一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の

五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは

「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、

「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあ

るのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五

四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七

五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の

〇・五六九」とする。

附　則　（平成一五年三月二四日政令第六四号）



（施行期日）

第一条　この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平

成十五年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年三月二八日政令第九三号）

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年三月二八日政令第九九号）

１　この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

２　改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定

は、この政令の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事

由が生じた給付については、なお従前の例による。

附　則　（平成一五年四月九日政令第二〇五号）

この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日（平成十五年四月十日）から施行す

る。

附　則　（平成一五年六月四日政令第二四一号）

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十

五年六月十五日）から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九二号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年六月二七日政令第二九七号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年七月二四日政令第三二二号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年七月二四日政令第三二八号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年七月二四日政令第三二九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの

規定及び附則第四十四条の規定（国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）

第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。）は、平成十五年十月一日から施行す

る。

附　則　（平成一五年七月三〇日政令第三四二号）

（施行期日）



第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの

規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年七月三〇日政令第三四三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条まで

の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年七月三〇日政令第三四四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規

定、附則第十六条中財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）第三条第三十四号及

び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施

行する。

附　則　（平成一五年八月六日政令第三五八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三六四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並

びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五

年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三六五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三六七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三六八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条まで

の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三六九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの

規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月八日政令第三七〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年八月二九日政令第三九〇号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月三日政令第三九一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十五年十月一日から施行する。



附　則　（平成一五年九月三日政令第三九二号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月三日政令第三九三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの

規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月三日政令第三九四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月一〇日政令第三九七号）

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月一〇日政令第四〇六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月一二日政令第四一〇号）

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日か

ら施行する。

附　則　（平成一五年九月一二日政令第四一二号）

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日か

ら施行する。

附　則　（平成一五年九月一八日政令第四一六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年九月二五日政令第四三八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三

十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月二五日政令第四三九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年九月二五日政令第四四〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規

定は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月三日政令第四八三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月五日政令第四八九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条ま

で、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月五日政令第四九〇号）

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。



附　則　（平成一五年一二月一〇日政令第四九三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月一二日政令第五一六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第

五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年

四月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五四三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五四六号）

（施行期日）

１　この政令は、法の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十

九日）から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの

規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの

規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一月七日政令第二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並び

に第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一月三〇日政令第一四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月五日政令第三二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条まで

の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一九日政令第四四号）

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一九日政令第五〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの

規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二六日政令第八三号）

（施行期日）



第一条　この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年四月九日政令第一六〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附　則　（平成一六年五月二六日政令第一八一号）

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附　則　（平成一六年六月一六日政令第二〇〇号）

１　この政令は、公布の日から施行する。

２　この政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において国家公務員共済組合

法第七十二条第二項第二号の規定により長期給付に関する規定が適用されない職員で

あって施行日において改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の五第二号に掲げ

る職員である者に対する長期給付に関する規定の適用については、その者が施行日以後

引き続き同号に掲げる職員である間、改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

附　則　（平成一六年六月二三日政令第二〇七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年九月二九日政令第二八六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

（平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置

についての読替え等）

第二条　平成二十六年四月以後の月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二

十八号。以下「法」という。）による年金である給付について国家公務員共済組合法等

の一部を改正する法律（以下「平成十六年改正法」という。）附則第四条の二の規定に

より読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において

は、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げ

る規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

一　平成十六年改

正法第一条の規定

による改正前の法

附

則

第

十

二

条

の

四

の

二

第

二

項

第

一

号

四百四十四月 四百八十月



附

則

別

表

第

四

各

号

平成

十年

四月

以後

〇・

九八

〇

平成十年四月から平成十

七年三月まで

〇・九八

〇

平成十七年四月から平成

十八年三月まで

〇・九八

七

平成十八年四月から平成

十九年三月まで

〇・九九

〇

平成十九年四月から平成

二十一年三月まで

〇・九八

八

平成二十一年四月から平

成二十二年三月まで

〇・九七

七

平成二十二年四月から平

成二十三年三月まで

〇・九九

一

平成二十三年四月から平

成二十四年三月まで

〇・九九

八

平成二十四年四月から平

成二十六年三月まで

一・〇〇

一

平成二十六年四月から平

成二十七年三月まで

〇・九九

六

二　平成十六年改

正法第七条の規定

による改正前の国

家公務員共済組合

法の長期給付に関

する施行法（昭和

三十三年法律第百

二十九号）

第

十

一

条

第

一

項

三十七年 四十年

三　平成十六年改

正法第九条の規定

による改正前の国

家公務員等共済組

合法等の一部を改

正する法律（昭和

六十年法律第百五

号。以下「昭和六

十年改正法」とい

う。）

附

則

第

十

六

条

第

一

項

第

一

号

四百四十四月 四百八十月



附

則

第

十

六

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

二

十

八

条

第

一

項

第

二

号

新国民年金法

第二十七条本

文に規定する

老齢基礎年金

の額（新国民

年金法第十六

条の二の規定

による年金の

額の改定の措

置が講じられ

たときは、当

該改定後の

額）

七十七万二千八百円

附

則

第

二

十

八

条

第

一

項

第

一

号

加算額（共済

法第七十二条

の二の規定に

よる年金の額

の改定の措置

が講じられた

ときは、当該

改定後の額）

加算額



附

則

第

十

一

条

第

一

項

及

び

第

十

二

条

第

一

項

法第八十二条

第一項第一号

の規定により

算定される金

額

法第八十二条第一項第一号の規定に

より算定される金額（平成十三年十

二月以前の組合員期間があるときは

その金額に〇・九六一を乗じて得た

金額とし、平成十四年十二月以前の

組合員期間があるとき（平成十三年

十二月以前の組合員期間があるとき

を除く。）はその金額に〇・九七〇

を乗じて得た金額とし、平成十六年

十二月以前の組合員期間があるとき

（平成十四年十二月以前の組合員期

間があるときを除く。）はその金額

に〇・九七三を乗じて得た金額と

し、平成二十一年十二月以前の組合

員期間があるとき（平成十六年十二

月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九七六を乗

じて得た金額とし、平成二十二年十

二月以前の組合員期間があるとき

（平成二十一年十二月以前の組合員

期間があるときを除く。）はその金

額に〇・九八〇を乗じて得た金額と

し、平成二十三年一月以後の組合員

期間があるとき（平成二十二年十二

月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九八三を乗

じて得た金額とする。）

六十万三千二

百円
五十七万九千七百円

２　平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附

則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を

適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項

（同項の表第三号の項に限る。）の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の

同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。



平成十六年

改正法第十

七条の規定

による改正

前の平成十

二年改正法

附則第十一

条第二項若

しくは第三

項又は第十

二条第二項

若しくは第

三項の規定

により読み

替えられた

平成十六年

改正法第一

条の規定に

よる改正前

の法

第七十

七条第

一項並

びに第

二項第

一号及

び第二

号並び

に第八

十二条

第一項

第一号

及び第

二号

乗じて

得た金

額

乗じて得た金額（平成十三年十二月以前の組合

員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗

じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組

合員期間があるとき（平成十三年十二月以前の

組合員期間があるときを除く。）はその金額に

〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年

十二月以前の組合員期間があるとき（平成十四

年十二月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九七三を乗じて得た金

額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間

があるとき（平成十六年十二月以前の組合員期

間があるときを除く。）はその金額に〇・九七

六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月

以前の組合員期間があるとき（平成二十一年十

二月以前の組合員期間があるときを除く。）は

その金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、

平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき

（平成二十二年十二月以前の組合員期間がある

ときを除く。）はその金額に〇・九八三を乗じ

て得た金額とする。）

第八十

二条第

二項

加えた

金額）

加えた金額）（平成十三年十二月以前の組合員

期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じ

て得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合

員期間があるとき（平成十三年十二月以前の組

合員期間があるときを除く。）はその金額に

〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年

十二月以前の組合員期間があるとき（平成十四

年十二月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九七三を乗じて得た金

額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間

があるとき（平成十六年十二月以前の組合員期

間があるときを除く。）はその金額に〇・九七

六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月

以前の組合員期間があるとき（平成二十一年十

二月以前の組合員期間があるときを除く。）は

その金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、

平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき

（平成二十二年十二月以前の組合員期間がある

ときを除く。）はその金額に〇・九八三を乗じ

て得た金額とする。）



第八十

九条第

一項第

一号イ

及びロ

並びに

第二号

イ及び

ロ並び

に第二

項並び

に附則

第十二

条の四

の二第

二項第

二号並

びに第

三項第

一号及

び第二

号

乗じて

得た金

額

乗じて得た金額（平成十三年十二月以前の組

合員期間があるときはその金額に〇・九六一

を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以

前の組合員期間があるとき（平成十三年十二

月以前の組合員期間があるときを除く。）は

その金額に〇・九七〇を乗じて得た金額と

し、平成十六年十二月以前の組合員期間があ

るとき（平成十四年十二月以前の組合員期間

があるときを除く。）はその金額に〇・九七

三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二

月以前の組合員期間があるとき（平成十六年

十二月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九七六を乗じて得た

金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員

期間があるとき（平成二十一年十二月以前の

組合員期間があるときを除く。）はその金額

に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二

十三年一月以後の組合員期間があるとき（平

成二十二年十二月以前の組合員期間があると

きを除く。）はその金額に〇・九八三を乗じ

て得た金額とする。）

附則第

十三条

の九

国家公

務員共

済組合

法等の

一部を

改正す

る法律

（平成

十二年

法律第

二十一

号）附

則別表

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法

律（平成十六年法律第百三十号）第十七条の

規定による改正後の国家公務員共済組合法等

の一部を改正する法律（平成十二年法律第二

十一号）附則別表

３　平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替

えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七

条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する

金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しく

は第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の

四中「乗じて得た金額（当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定され

た場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金

額）」とあるのは、「乗じて得た金額（平成十三年十二月以前の組合員期間があるとき

はその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間が



あるとき（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・

九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき（平成十

四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・九七三を乗じて得

た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき（平成十六年十二月以前

の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平

成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき（平成二十一年十二月以前の組合員期間

があるときを除く。）はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一

月以後の組合員期間があるとき（平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除

く。）はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。）」とする。

４　平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替

えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九

条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により

支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八

条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた

法第九十三条の三中「乗じて得た金額（当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定

により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額

を改定した金額）」とあるのは、「乗じて得た金額（平成十三年十二月以前の組合員期

間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の

組合員期間があるとき（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）はそ

の金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間がある

とき（平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・九七

三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき（平成十六

年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・九七六を乗じて得た

金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき（平成二十一年十二月以前

の組合員期間があるときを除く。）はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平

成二十三年一月以後の組合員期間があるとき（平成二十二年十二月以前の組合員期間が

あるときを除く。）はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。）」とする。

５　平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附

則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を

適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条

の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正

前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定

による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二

項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改

正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法（昭和三十四年法律第百四

十一号）第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た

率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率

（〇・九六八）に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は

〇・九六一とする。

６　平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付（遺族共済年金に限る。）につ

いて平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改

正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替

えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎と

して第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合にお

いて、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中



「次の（１）に掲げる金額に（２）」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改

正する法律（平成十六年法律第百三十号）第一条の規定による改正前の法（以下この条

において「改正前国共済法」という。）第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号

ロ」と、同号ロ中「次の（１）に掲げる金額に（２）」とあるのは「改正前国共済法第

八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一

項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場

合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ（２）中「千分の一・〇九

六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金

額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ（２）中「次の（i）又は（ii）に掲げ

る者の区分に応じ、それぞれ（i）又は（ii）に定める金額の四分の三に相当する金

額」とあるのは「（i）に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあ

るのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇

九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数（当該月数が三

百月未満であるときは、三百月）」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法

第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、

同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額

又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは

「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額（その

金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が

あるときは、これを百円に切り上げるものとする。）」とあるのは「改正前国共済法第

八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあ

るのは「遺族共済年金の額」とする。

（平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置につ

いての読替え等）

第三条　平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金（昭和六十年改正法附則第二

条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。）について平成十六年改正

法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規

定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる

政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一　第二条の規定による改正

前の国家公務員等共済組合法

等の一部を改正する法律の施

行に伴う経過措置に関する政

令（次項において「改正前の

昭和六十一年経過措置政令」

という。）

第三十

四条

百

八

万

四

千

六

百

円

百四万二千三百円



第三十

八条第

一項第

一号ロ

三

万

七

千

七

百

十

六

円

三万七千七百十六円に〇・九六一

を乗じて得た金額

第三十

八条第

一項第

一号ハ

相

当

す

る

額

相当する額に〇・九六一を乗じて

得た額

第三十

八条第

一項第

三号ロ

三

万

七

千

七

百

十

六

円

三万七千七百十六円に〇・九六一

を乗じて得た金額

第三十

八条第

一項第

三号ハ

相

当

す

る

金

額

相当する金額に〇・九六一を乗じ

て得た金額

第三十

八条第

二項

百

八

万

四

千

六

百

円

百四万二千三百円

相

当

す

る

金

額

相当する金額に〇・九六一を乗じ

て得た金額



五

百

二

十

八

万

千

九

百

円

五百七万五千九百円

第四十

二条第

一項第

二号

三

百

四

十

四

万

五

千

六

百

円

三百三十一万千二百円

第四十

二条第

一項第

三号

二

百

三

十

八

万

九

千

九

百

円

二百二十九万六千七百円

第四十

二条第

二項第

一号

二

十

万

八

千

百

円

二十万円



第四十

二条第

二項第

二号

一

万

四

千

八

百

円

一万四千二百円

六

万

六

千

九

百

円

六万四千三百円

十

四

万

千

二

百

円

十三万五千七百円

第四十

二条第

四項第

一号

百

三

十

二

万

六

千

九

百

円

百二十七万五千二百円

第四十

二条第

四項第

二号

百

八

万

四

千

六

百

円

百四万二千三百円



第四十

二条第

四項第

三号及

び第四

十五条

八

十

万

四

千

二

百

円

七十七万二千八百円

第四十

六条第

一項

七

万

七

千

百

円

七万四千百円

二

十

三

万

千

四

百

円

二十二万二千四百円

第四十

八条第

一項

百

八

十

七

万

三

千

三

百

円

百八十万二百円

第四十

八条第

二項

百

八

十

七

万

三

千

三

百

円

百八十万二百円



百

七

十

四

万

六

千

四

百

円

百六十七万八千三百円

第四十

八条第

三項

一

万

四

千

八

百

円

一万四千二百円

六

万

六

千

九

百

円

六万四千三百円

第五十

条各号

列記以

外の部

分

相

当

す

る

金

額

相当する金額に〇・九六一を

乗じて得た金額

第五十

条第一

号

加

え

た

額

加えた額に〇・九六一を乗じ

て得た額

第五十

条第三

号

相

当

す

る

額

相当する額に〇・九六一を乗

じて得た額



第五十

七条第

一項

乗

じ

て

得

た

率

乗じて得た率に、〇・九六

一を乗じて得た率

に

相

当

す

る

金

額

に相当する金額から老齢加

算改定額（昭和六十年改正

法附則第五十七条第一項各

号に掲げる期間に応じ、当

該各号に定める金額に、昭

和六十年改正法附則別表第

五の上欄に掲げる受給権者

の区分に応じてそれぞれ同

表の下欄に掲げる率に一・

〇二七を乗じて得た率に

〇・〇三九を乗じて得た率

を乗じて得た金額）を控除

した金額

当

該

相

当

す

る

金

額

当該控除した金額

第五十

七条第

二項

乗

じ

て

得

た

率

乗じて得た率に、〇・九六

一を乗じて得た率

第六十

条

掲

げ

る

額

掲げる額に〇・九六一を乗

じて得た額

二　第四条の規定による

改正前の国家公務員共済

組合法施行令等の一部を

改正する政令（以下この

条及び次条において「改

正前の平成十二年改正政

第三十

八条第

一項第

一号ハ

相

当

す

る

額

相当する額に〇・九六一を

乗じて得た額



令」という。）第二条

の規定による改正前の

国家公務員等共済組合

法等の一部を改正する

法律の施行に伴う経過

措置に関する政令

第三十

八条第

一項第

三号ハ

及び第

二項並

びに第

五十条

各号列

記以外

の部分

相

当

す

る

金

額

相当する金額に〇・九六一

を乗じて得た金額

第五十

条第一

号及び

第三号

相

当

す

る

額

相当する額に〇・九六一を

乗じて得た額

第五十

七条第

一項

に

相

当

す

る

金

額

に相当する金額から老齢加

算改定額（昭和六十年改正

法附則第五十七条第一項各

号に掲げる期間に応じ、当

該各号に定める金額に、

一・〇二七に一・二二を乗

じて得た率に〇・〇三九を

乗じて得た率を乗じて得た

金額をいう。）を控除した

金額

当

該

相

当

す

る

金

額

当該控除した金額

２　平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替

えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年

改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第

四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六

条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置

政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正

前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、

「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。



３　平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替

えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年

改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第

四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六

条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附

則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同

号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金

額」とする。

４　平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第

五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用

する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規

定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正

法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定

する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九

九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する

当該改定後の率（〇・九六八）に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令

で定める率は〇・九六一とする。

（更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例）

第四条　平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附

則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を

適用する場合における平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法

（以下この項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第五十

七条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の

規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に

規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄

に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて

得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。この場合において、平成十六年改正前

の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正

前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する

金額から老齢加算改定額（附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に

定める金額に、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給

権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じ

て得た金額をいう。）を控除した金額を」と、「相当する金額）」とあるのは「相当す

る金額から老齢加算改定額を控除した金額）」とする。

２　平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第

五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用す

る場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定

する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法

（以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第五十

七条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の

規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に

規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。この場合において、平成十二年改

正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年

改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当

する金額から老齢加算改定額（附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各



号に定める金額に、一・二二に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。）

を控除した金額を」と、「相当する金額）」とあるのは「相当する金額から老齢加算改

定額を控除した金額）」とする。

（再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付）

第五条　平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、

法による年金である給付の全部とする。

（再評価率等の改定等の特例の対象となる給付）

第六条　平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

一　法による障害一時金

二　旧共済法による年金

（再評価率等の改定等の特例の対象となる率）

第七条　平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める率は、平成十二年改正法附則

第十二条第一項に規定する従前額改定率とする。

（年金額等の水準を表す指数の計算方法）

第八条　各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところ

により計算した指数（以下この項において「指数」という。）は、当該年度の前年度に

おける指数に、当該年度において法第七十二条の三第一項又は第三項（法第七十二条の

四第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項）の規定により

再評価率（法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。）

を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数が

あるときは、これを四捨五入する。）とする。ただし、平成十六年度における指数は、

〇・九九〇（昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六）と

する。

２　平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めると

ころにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数

（その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）とする。

３　前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合にお

いては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。

第八条の二　平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより

計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十

七年度において法第七十二条の三第一項又は第三項（法第七十二条の四第一項の規定が

適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項）の規定により再評価率を改定す

る際に基準とされる率を乗じて得た数（その数に小数点以下四位未満の端数があるとき

は、これを四捨五入する。）とする。

２　平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した

指数は、前条第二項の規定により得た数とする。

（平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例）

第八条の三　平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項（同項の表第四号の項

に限る。）、第二項（同項の表のうち平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の

平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三

項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第

十三条の九に係る部分を除く。）、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者（平

成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。）に係る平成二十七年度における平

成十二年改正法附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、国家公務員共済組合

法による再評価率の改定等に関する政令（平成十七年政令第八十二号）第四条第一項の



規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同

表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。

平成十四年十二月以前の組合員期間がある者
〇・九七

〇

平成十六年十二月以前の組合員期間がある者（平成十四年十二月以前の組

合員期間がある者を除く。）

〇・九七

三

平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者（平成十六年十二月以前の

組合員期間がある者を除く。）

〇・九七

六

平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者（平成二十一年十二月以前

の組合員期間がある者を除く。）

〇・九八

〇

平成二十三年一月以後の組合員期間がある者（平成二十二年十二月以前の

組合員期間がある者を除く。）

〇・九八

三

（基礎年金拠出金の負担に関する経過措置）

第八条の四　平成十六年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施

行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、

「三分の一」とする。

２　平成十七年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十

二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるの

は、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

３　平成十八年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十

二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるの

は、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。

４　平成十九年度から特定年度（国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第

百四号）附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。）の前年度までの各年度にお

ける第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項及び

附則第三十四条の二の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一

に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た

額」とする。

（平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の

特例）

第八条の五　法第九十九条第三項第二号に掲げる費用のうち平成十六年改正法附則第八条

の二の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人

国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成二十一年度

から平成二十五年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

一　国 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する

差額に相当する額から次号から第五号までに定める金額の合計額を控除した金額

二　独立行政法人造幣局 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八

条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員

の標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額（以下この条に

おいて「標準報酬総額」という。）に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組

合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額



三　独立行政法人国立印刷局 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則

第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組

合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準

報酬総額の割合を乗じて得た金額

四　独立行政法人国立病院機構 当該事業年度において納付される平成十六年改正法附

則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期

組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の

標準報酬総額の割合を乗じて得た金額

五　独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 当該事業年度において納付される

平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度におけ

る全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人郵便貯金・簡易生命

保険管理機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額

（存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定）

第九条　平成二十六年四月以後の月分の存続組合（厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（平成八年法律第八十二号。以下この項において「平成八年改正法」という。）附則

第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。）が支給する平成八年改正法附則第三十

三条第一項に規定する特例年金給付（以下「特例年金給付」という。）の額を算定する

場合における国共済法等の規定（同項に規定する国共済法等の規定をいう。）による年

金たる長期給付について平成十六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えら

れた平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第

二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同

表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の

第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合

を含む。）を適用する。

一　平成十六年

改正法第一条の

規定による改正

前の法

附則第十

二条の四

の二第二

項第一号

四百四十四月 四百八十月

附則別表

第四各号

平成十年四月以

後

〇・九八〇 平成十

年四月

から平

成十七

年三月

まで

〇・

九八

〇

平成十

七年四

月から

平成十

八年三

月まで

〇・

九八

七



平成十

八年四

月から

平成十

九年三

月まで

〇・

九九

〇

平成十

九年四

月から

平成二

十一年

三月ま

で

〇・

九八

八

平成二

十一年

四月か

ら平成

二十二

年三月

まで

〇・

九七

七

平成二

十二年

四月か

ら平成

二十三

年三月

まで

〇・

九九

一

平成二

十三年

四月か

ら平成

二十四

年三月

まで

〇・

九九

八

平成二

十四年

四月か

ら平成

二十六

年三月

まで

一・

〇〇

一



平成二

十六年

四月か

ら平成

二十七

年三月

まで

〇・

九九

六

二　平成十六年

改正法第七条の

規定による改正

前の国家公務員

共済組合法の長

期給付に関する

施行法

第十一条

第一項
三十七年 四十年

三　平成十六年

改正法第九条の

規定による改正

前の昭和六十年

改正法

附則第十

六条第一

項第一号

四百四十四月 四百八十月

附則第十

六条第一

項第二号

及び第二

十八条第

一項第二

号

新国民年金法第二十七条本文

に規定する老齢基礎年金の額

（新国民年金法第十六条の二

の規定による年金の額の改定

の措置が講じられたときは、

当該改定後の額）

七十七万二千八

百円

第二十八

条第一項

第一号

加算額（共済法第七十二条の

二の規定による年金の額の改

定の措置が講じられたとき

は、当該改定後の額）

加算額

２　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合における第三条の規定による改正前の厚生年金保険

法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関す

る経過措置に関する政令（以下この条において「改正前の平成九年経過措置政令」とい

う。）第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」と

あるのは「乗じて得た金額に〇・九六一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」

とあるのは「五十七万九千七百円」とする。

３　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち

法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過

措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支

給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均

標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九（その受給権者の同条の公務等傷病



による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・

五）に相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額とする。

４　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち

法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成九年経過

措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第八十七条の四の規定により支

給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定す

る場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九

六一を乗じて得た金額」とする。

５　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち

法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経

過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により

支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平

均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九六

一を乗じて得た金額とする。

６　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち

法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成九年経

過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十三条の三の規定により

支給を停止する金額を改正前の平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定

する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・

九六一を乗じて得た金額」とする。

７　平成二十六年四月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成十

六年改正法附則第二十五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二

十五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平

成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項及び平成十六年改正法

第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号に規定する当

該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を

乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改

定後の率（〇・九六八）に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定め

る率は〇・九六一とする。

８　平成十九年四月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付（遺族特例年金給付に

限る。）の額について平成十六年改正法附則第二十五条第一項の規定を適用する場合に

おいては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次

項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により

算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」

とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九

条第一項第一号イ中「次の（１）に掲げる金額に（２）」とあるのは「国家公務員共済

組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）第一条の規定による改正

前の法（以下この条において「改正前国共済法」という。）第八十九条第一項第一号イ

に掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の（１）に掲げる金額に（２）」とあるのは



「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ

中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三

項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ（２）

中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分

の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ（２）中「次の（i）

又は（ii）に掲げる者の区分に応じ、それぞれ（i）又は（ii）に定める金額の四分の

三に相当する金額」とあるのは「（i）に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上

である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、

「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数

（当該月数が三百月未満であるときは、三百月）」」とあるのは「の算定については、

改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定

にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一

号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定し

た」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて

得た金額（その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百

円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。）」とあるのは「改

正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定に

よる金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。

（退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置）

第九条の二　法第七十八条の二第四項及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三

の二第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「取得した日」とある

のは、「取得した日の翌日」とする。

２　組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退

職した日から起算して一月を経過した日の属する月が法第七十八条の二第一項の申出を

した日の属する月以前である場合における法第七十七条第一項又は第二項の規定により

算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の

翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。

（国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給

付）

第十条　国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める

給付は、次のとおりとする。

一　法による年金である給付及び障害一時金

二　旧共済法による年金

（平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づ

く国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の廃止）

第十一条　平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成十六年政令第百十

四号）は、廃止する。

附　則　（平成一六年九月二九日政令第二九四号）

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一一月二五日政令第三六六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一二月三日政令第三八三号）

（施行期日）



第一条　この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改

正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十月一日）か

ら施行する。

附　則　（平成一六年一二月二二日政令第四〇四号）

（施行期日）

１　この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一二月二八日政令第四二九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。

附　則　（平成一七年四月一日政令第一一八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例）

第二条　国家公務員共済組合法（以下「法」という。）による年金である給付の受給権者

であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率（法第七十二条の二に

規定する再評価率をいう。）の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する

法律（平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。）附則第七条の

規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三

の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率で

あって政令で定める率は、一（総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数

（以下この条において「物価指数」という。）が平成十七年（平成十六年改正法附則第

四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の

法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改

定が行われた年の前年）の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比

率）とする。

（平成十六年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置）

第三条　第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政

令（以下「平成十六年改正政令」という。）附則第二条第一項の規定により読み替えら

れた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二第二項第一

号（法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二

条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。附則第五条において同

じ。）の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条第一

項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付

に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）別表において読み替えられた同号の

規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月

（当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等

共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第十六条第一項に

規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年

四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者（同項に規定する施行日に六十歳

以上である者等に該当する者を除く。）にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日か

ら昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月

二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十

年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八

月）」とする。



２　第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み

替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の

一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。附則第五条において「昭和六十年改正

法」という。）附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用について

は、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月（当該退職共

済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である

者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日まで

の間に生まれた者（施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。）にあつては

四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつ

ては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生

まれた者にあつては四百六十八月）」とする。

３　第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み

替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期

給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十

年」とあるのは、「四十年（当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生

まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五

号）附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつ

ては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者（同項に

規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。）にあつては三十六年、

昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八

年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三

十九年）」とする。

（施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置）

第四条　昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十四条の規

定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」

とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部

を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第十六条第一項に規定する施行日に六

十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」と

あるのは「昭和九年四月一日までの間に生まれた者（同項に規定する施行日に六十歳以

上である者等に該当する者を除く。）」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生

まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上で

ある者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは

「昭和九年四月一日までの間に生まれた者（施行日に六十歳以上である者等に該当する

者を除く。）」とする。

（平成十六年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関す

る経過措置）

第五条　第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第九条第一項の規定により

読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十二条の四の二

第二項第一号の規定並びに平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三

条第一項及び平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長

期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成十六年改正法第九

条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三

項の規定並びに平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の



長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、附則第三条の規定を

準用する。

（独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令等の廃止）

第六条　次に掲げる政令は、廃止する。

一　独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律施行令（平成十五年政令第二百

九十一号）

二　独立行政法人国際観光振興機構法施行令（平成十五年政令第二百九十四号）

三　独立行政法人自動車事故対策機構法施行令（平成十五年政令第二百九十五号）

四　独立行政法人国民生活センター法施行令（平成十五年政令第三百五十八号）

五　独立行政法人日本学術振興会法施行令（平成十五年政令第三百六十七号）

六　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令（平成十五年政令第

三百九十四号）

七　独立行政法人日本貿易振興機構法施行令（平成十五年政令第四百六号）

八　独立行政法人国際協力機構法施行令（平成十五年政令第四百九号）

附　則　（平成一七年五月二日政令第一七三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（次項において「新国

共済法施行令」という。）第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が

平成十七年九月以後の場合における国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号の報

酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報

酬の額については、なお従前の例による。

２　新国共済法施行令第十一条の三の三第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平

成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受

ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例によ

る。

附　則　（平成一七年五月二七日政令第一九〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規

定は、平成十七年九月一日から施行する。

附　則　（平成一七年六月一日政令第二〇三号）

この政令は、施行日（平成十七年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一七年六月二四日政令第二二四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの

規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一七年八月一五日政令第二七九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定

は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一八年二月一日政令第一四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年二月二四日政令第二五号）



この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月二九日政令第七三号）

（施行期日）

１　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月二九日政令第七五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及

び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済

法による年金の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年七月二一日政令第二四一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第八条　第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下この条において

「新令」という。）第十一条の三の二第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十

八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合につ

いては、なお従前の例による。

２　新令第十一条の三の三第二項の規定は、同項に規定する被扶養者（以下この条及び次

条において「被扶養者」という。）が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合につ

いて適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の

例による。

第九条　国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの

規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者（以下この条におい

て「特定収入組合員」という。）に係る国家公務員共済組合法施行令（以下この条にお

いて「令」という。）第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、令第十一条

の三の五第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

一　療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十八年九月から平

成十九年八月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第

二項の収入の額が六百二十一万円未満である者（被扶養者がいない者にあっては、四

百八十四万円未満である者）

二　療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成十九年九月から平

成二十年三月までの場合における令第十一条の三の二第二項又は第十一条の三の三第

二項の収入の額が六百二十一万円未満である者（被扶養者がいない者にあっては、四

百八十四万円未満である者）

２　特定収入組合員に係る令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、令第十

一条の三の五第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。

３　特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定

の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号

イ」とする。

附　則　（平成一八年八月一八日政令第二七七号）



（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成一八年八月三〇日政令第二八六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十条　施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員で

あった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）

第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費

又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

第十一条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費

の支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年九月一五日政令第二九六号）

この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行

の日（平成十八年九月二十日）から施行する。

附　則　（平成一八年一二月八日政令第三七五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第六条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の

支給については、なお従前の例による。

第七条　施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き

組合員の資格を有する者（国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任

意継続組合員及び同法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員並びに同法第

四十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準報酬（同条第一項に規

定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。）の月額が改定されるべき者を除

く。）のうち、同年三月の標準報酬の月額が九十八万円であるもの（当該標準報酬の月

額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満であるものを除く。）の標準報酬は、当該

標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第五条の規定による改正後の国家公務員共済

組合法施行令附則第六条の規定により読み替えられた同法第四十二条第一項の規定によ

る標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。

２　前項の規定により改定された標準報酬は、平成十九年四月から同年八月までの各月の

標準報酬とする。

附　則　（平成一九年一月四日政令第三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月

九日）から施行する。

附　則　（平成一九年二月二三日政令第三一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月三〇日政令第七七号）

（施行期日）



第一条　この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及

び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第

二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

（退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置）

第三条　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号。以

下「平成十六年改正法」という。）附則第十七条の規定は、厚生年金保険法（昭和二十

九年法律第百十五号）第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者（同法

附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使

用される者を除く。）についても適用する。

（標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象であ

る規定の適用に関する読替え）

第四条　平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄

に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

国家公務員共済組合法等

の一部を改正する法律

（平成十二年法律第二十

一号。以下「平成十二年

改正法」という。）附則

第十一条第一項

組合

員期

間

組合員期間（離婚時みなし組合員期間（法第九

十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合

員期間（附則第十五条において「離婚時みなし

組合員期間」という。）を含む。以下この項及

び次条第一項において同じ。）

平成十二年改正法附則第

十五条

前の

組合

員期

間

前の組合員期間（離婚時みなし組合員期間を除

く。以下この条において同じ。）

国家公務員等共済組合法

施行令及び国家公務員等

共済組合法等の一部を改

正する法律の施行に伴う

経過措置に関する政令の

一部を改正する政令（平

成六年政令第三百五十七

号）附則第四条

とす

る。

とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十

三条の九第一項及び第二項の規定により標準報

酬の月額（同法第四十二条第一項に規定する標

準報酬の月額をいう。）及び標準期末手当等の

額（同法第四十二条の二第一項において規定す

る標準期末手当等の額をいう。）の改定又は決

定が行われた期間が同日以後の場合における平

成六年改正法による改正後の年金である給付に

ついては、この限りではない。

国家公務員共済組合法施

行令等の一部を改正する

政令（平成十六年政令第

二百八十六号）附則第九

条の二第二項

組合

員期

間

組合員期間（法第九十三条の十第二項に規定す

る離婚時みなし組合員期間を含む。）

附　則　（平成一九年三月三一日政令第一一九号）

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月三一日政令第一二九号）



この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年四月二三日政令第一六一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の九の三の

規定は、平成十九年度以後の年度において国等（同令第十二条第一項に規定する国等を

いう。）が負担すべき金額について適用する。

附　則　（平成一九年七月一三日政令第二〇七号）

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附　則　（平成一九年七月一三日政令第二一〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる

規定の施行の日（平成十九年十月一日）から施行する。

附　則　（平成一九年七月二〇日政令第二一六号）

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成一九年七月二〇日政令第二一九号）

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成一九年八月三日政令第二三三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附　則　（平成一九年八月三日政令第二三五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

（輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置）

第二十条　旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、

第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用について

は、銀行への預金とみなす。

一　略

二　国家公務員共済組合法施行令第八条第一項第一号及び第九条の三第一項第一号

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第二十五条　平成十九年度において第九十二条の規定による改正後の国家公務員共済組合

法施行令等の一部を改正する政令（平成十六年政令第二百八十六号）附則第八条の二第

四項の規定により読み替えられた第三十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合

法施行令附則第三十四条の二の三第二項において読み替えて適用する同令第十二条の三

第三項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第九十二条の

規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第八条の

二第四項において読み替えて適用する第三十九条の規定による改正前の国家公務員共済

組合法施行令（次項において「旧国共済令」という。）第十二条の三第三項第五号に定

める金額を控除した金額とする。

２　旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定により

旧公社が日本郵政公社共済組合（整備法第六十六条の規定による改正前の国家公務員共

済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第三条第一項の規定により旧公社に属する

職員（同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。）をもって組織された国家公務

員共済組合をいう。附則第三十四条第二項において同じ。）に払い込んだ金額が、旧公



社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員

共済組合連合会（旧国共済令第十二条の五第五項において準用する同条第一項の規定に

より払い込んだ金額にあっては、整備法第六十六条の規定による改正後の国家公務員共

済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合。以下この項において同

じ。）が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないと

きは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合

連合会に払い込むものとする。

附　則　（平成一九年八月八日政令第二五二号）

この政令は、廃止法の施行の日（平成十九年八月十日）から施行する。

附　則　（平成一九年九月一四日政令第二八七号）

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八

条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定　

法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附　則　（平成一九年九月二〇日政令第二九二号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一一月二日政令第三二六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一一月九日政令第三三三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月二一日政令第三八四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月二七日政令第三八八号）

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十

年一月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年二月二〇日政令第二九号）

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月三一日政令第八五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及

び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第

二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

（三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の

特例の対象である規定の適用に関する読替え）

第三条　国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）附

則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正す

る法律（平成十二年法律第二十一号）附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令

及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政



令の一部を改正する政令（平成六年政令第三百五十七号）附則第四条とする。この場合

におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」と

あるのは「以後の組合員期間（法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間で

あったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。）」と、同令附則第四

条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十

三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額（同法第四十二条第一項に規定する標

準報酬の月額をいう。）及び標準期末手当等の額（同法第四十二条の二第一項に規定す

る標準期末手当等の額をいう。）の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正

法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。

附　則　（平成二〇年三月三一日政令第一一六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

（老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法の規定の適用）

第十三条　平成二十八年度及び平成二十九年度において、国家公務員共済組合法（昭和三

十三年法律第百二十八号）第三条第四項及び同法第九十九条第一項の規定を適用する場

合においては、同法第三条第四項中「ほか、」とあるのは「ほか、健康保険法等の一部

を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第三十八条第一項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十

七年法律第八十号）の規定による拠出金（第九十九条第一項において「老人保健拠出

金」という。）並びに」と、同法第九十九条第一項中「の給付に要する費用（」とある

のは「の給付に要する費用（老人保健拠出金並びに」と、同項第一号中「短期給付に要

する費用（」とあるのは「短期給付に要する費用（老人保健拠出金並びに」とする。

（老人保健拠出金に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の適用）

第二十六条　平成二十八年度及び平成二十九年度において、国家公務員共済組合法施行令

第二十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用（」とあるのは「費

用（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第三十八条

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前

の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）の規定による拠出金（以下この項において

「老人保健拠出金」という。）並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるの

は「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第四十七条　第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（以下「新国共済

令」という。）第十一条の三の二第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合

について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

２　新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療

養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合に

あっては、同項中「及びその被扶養者（七十歳に達する日の属する月の翌月以後である

場合に該当する者に限る。）」とあるのは「並びにその被扶養者（七十歳に達する日の

属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。）及びその被扶養者であつた者

（法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため

被扶養者でなくなつた者をいう。）」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者

及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四十八条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による家族療養

費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。



第四十九条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養

費の支給については、なお従前の例による。

第五十条　国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のう

ち、次の各号のいずれかに該当するもの（以下この条において「特定収入組合員」とい

う。）に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十

一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済

組合法施行令（次項において「旧国共済令」という。）第十一条の三の五第二項第一号

に定める金額とする。

一　療養の給付又はその被扶養者（新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶

養者をいう。以下この号において同じ。）の療養を受ける月が平成二十年四月から八

月までの場合における附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共

済令第十一条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者（被扶養者及

び附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共済令第十一条の三の

二第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満

である者）

二　次のイ及びロのいずれにも該当する者

イ　新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者がいない者である組合員

であって、被扶養者であった者（国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定

する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者を

いう。以下この号及び附則第五十二条第四項第二号において同じ。）がいるもの

ロ　療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被

扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養

者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満であ

る者

２　特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療

養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、旧国共済

令第十一条の三の五第三項第一号に定める金額とする。

３　特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第十一条の三の六第一項及び第二

項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）第八条の規

定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。

第五十一条　平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員

共済組合法（以下この項及び第五項において「新国共済法」という。）第五十五条第二

項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が

適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養

（新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則

第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。）

を受けたもの（以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。）に

係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支

給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正

する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣

が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

２　平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の

四第二項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第二項第一

号の規定にかかわらず、なお従前の例による。



３　平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の

四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一

号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措

置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる

医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及

び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

５　国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用す

る国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の

三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの

規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養（同令第十一条の三の四第三項に

規定する外来療養をいう。）を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべ

き一部負担金等の額（新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をい

う。）についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定によ

る高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条の三の六第四

項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同

令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規

定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の

額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第

五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施

行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額（当該外来療養につき算定した費

用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつて

は、当該乗じて得た額）を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。

第五十二条　施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務

員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条

の三の六の二第一項第一号（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項

及び第四項において同じ。）中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあ

るのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同

条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句とする。

第十一条の三の六の

三第一項（同条第三

項及び第四項におい

て準用する場合を含

む。）

六十七万円 八十九万円

百二十六万円 百六十八万円

三十四万円 四十五万円

第十一条の三の六の

三第二項（同条第三

項及び第四項におい

て準用する場合を含

む。）

六十二万円 七十五万円

六十七万円 八十九万円

三十一万円 四十一万円

十九万円 二十五万円



地方公務員等

共済組合法施

行令（

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

（平成二十年政令第百十六号。以下この条

において「改正令」という。）附則第五十

八条第一項の規定により読み替えられた地

方公務員等共済組合法施行令（

地方公務員等

共済組合法施

行令第二十三

条の三の七第

二項

改正令附則第五十八条第一項の規定により

読み替えられた地方公務員等共済組合法施

行令第二十三条の三の七第二項

私立学校教職

員共済法施行

令

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規

定によりその例によることとされる改正令

附則第五十二条第一項の規定により読み替

えられた、私立学校教職員共済法施行令

防衛省の職員

の給与等に関

する法律施行

令第十七条の

六の五第一項

改正令附則第六十条第二項の規定により読

み替えられた防衛省の職員の給与等に関す

る法律施行令第十七条の六の五第一項

第二項及び
改正令附則第五十二条第一項の規定により

読み替えられた第二項及び

健康保険法施

行令

改正令附則第三十三条第一項の規定により

読み替えられた健康保険法施行令

船員保険法施

行令

改正令附則第四十五条第一項の規定により

読み替えられた船員保険法施行令

国民健康保険

法施行令

改正令附則第三十九条第一項の規定により

読み替えられた国民健康保険法施行令

第十一条の三の六の

三第六項

高齢者の医療

の確保に関す

る法律施行令

改正令附則第三十四条第一項の規定により

読み替えられた高齢者の医療の確保に関す

る法律施行令

２　平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号

に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ

当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一

条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあ

るのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同

条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。

一　新国共済令第十一条の三の六の二第一項及び第二項（これらの規定を同条第三項及

び第四項において準用する場合を含む。）の規定による高額介護合算療養費の支給

イ　この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合

の同条第一項（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。）に規定する

介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した



金額（当該金額が同項に規定する支給基準額（以下この項において「支給基準額」

という。）以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき

同条第一項ただし書に該当する場合には、零とする。）及び同項に規定する七十歳

以上介護合算支給総額を合算した金額

ロ　イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲

げる金額

二　新国共済令第十一条の三の六の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養

費の支給

イ　この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合

の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定

基準額を控除した金額（当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一

部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とす

る。）及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額

ロ　イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる

金額

三　新国共済令第十一条の三の六の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給

イ　この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合

の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定

基準額を控除した金額（当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一

部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とす

る。）

ロ　イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる

金額

３　前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の三の六の三第

二項第一号（同条第三項

及び第四項において準用

する場合を含む。）

六十二

万円
五十六万円

第十一条の三の六の三第

五項の表下欄

地方公

務員等

共済組

合法施

行令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平

成二十年政令第百十六号。以下この項において

「改正令」という。）附則第五十八条第三項の

規定により読み替えられた地方公務員等共済組

合法施行令

私立学

校教職

員共済

法施行

令

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定に

よりその例によることとされる改正令附則第五

十二条第三項の規定により読み替えられた、私

立学校教職員共済法施行令

第二項

及び

改正令附則第五十二条第三項の規定により読み

替えられた第二項及び



健康保

険法施

行令

改正令附則第三十三条第三項の規定により読

み替えられた健康保険法施行令

船員保

険法施

行令

改正令附則第四十五条第三項の規定により読

み替えられた船員保険法施行令

国民健

康保険

法施行

令

改正令附則第三十九条第三項の規定により読

み替えられた国民健康保険法施行令

４　新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれ

にも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項（同条第三項及び第四

項において準用する場合を含む。）の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第

十一条の三の六の三第二項（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。）の

規定にかかわらず、同条第二項第一号（同条第三項及び第四項において準用する場合を

含む。）に定める金額とする。

一　附則第五十条第一項第二号イに掲げる者

二　基準日とみなされる日（新国共済令第十一条の三の六の四第一項の規定により新国

共済令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。

以下この条において同じ。）が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であっ

て当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被

扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者

とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

５　基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国

共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国

共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

第二十三条

の三の八第

一項

第二十三条の三の八第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正す

る政令（平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」

という。）附則第五十八条第四項

）及び次条

第一項
）及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項

第二項及び

次条第一項
第二項及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項

第四十三条

の四第一項
第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項

第四十四条

第四項
第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項

第十一条の

四第一項
第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項



及び第二項 及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項

６　基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国

共済令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、新国共済令第十

一条の三の六の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項

並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第

三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附　則　（平成二〇年三月三一日政令第一二七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年五月二一日政令第一八〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年六月二七日政令第二一〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月一六日政令第二二六号）

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月二五日政令第二三七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年九月一二日政令第二八三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年九月一九日政令第二九七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一一月二一日政令第三五七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法

施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改

正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定（「第

十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部

分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の

六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限

る。）及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行

令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附

則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第

五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施

行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十条　第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（次条及び附則第十二

条において「新国共済令」という。）第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四か

ら第十一条の三の六の二までの規定（他の法令において引用する場合を含む。）は、療



養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合に

ついては、なお従前の例による。

第十一条　国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は

同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月

から三月までの間に、特定給付対象療養（新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に

規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成二

十年政令第百十六号）附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行

われるべき療養に限る。）を受けたもの（以下この条において「施行日以後平成二十年

度特例措置対象組合員等」という。）に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定

による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法

施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第三十二条第一項に

規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の

規定を適用する。

２　施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第

三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号中

「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円と

する。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

３　施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第

四項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第四項第一号中

「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円と

する。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

４　施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新国共済令第十一条の三の四第

五項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第五項第一号中

「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。

５　新国共済令第十一条の三の六第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対

象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度につい

ては、同条第一項第二号イ中「六万二千百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るもの

にあつては、三万千五十円）。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万

四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円）と

する。」とあるのは「四万四千四百円（七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつ

ては、二万二千二百円）」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二

千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三

項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号（同項第

二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政

令（平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。）附則第十一条

第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項

の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号）」と、同条第三項中「前項」とあ

るのは「改正令附則第十一条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。

６　新国共済令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済

組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに新国共済令第十一条の三の六第五

項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、施

行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養（新国共済令第十一条の三の四

第五項に規定する外来療養をいう。）を受けた場合において、同法の規定により支払う

べき一部負担金等の額（同法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をい



う。）についての支払が行われなかったときの新国共済令第十一条の三の四第五項の規

定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国共済令第十一条

の三の六第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十六条の二第三項の規定及び

新国共済令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第

五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負

担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令（平成

二十年政令第三百五十七号）附則第十一条第四項の規定による高額療養費算定基準額

（当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算

定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額）を控除した金額の限度におい

て」と読み替えるものとする。

第十二条　平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係

る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法

施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第五十二条第一項の

規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号（同条第三

項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用につい

ては、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定（平成二十年四月一日から十二

月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する

法律施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第三百五十七号）第五条の規定に

よる改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定（同条第一項の規定を附則

第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定に

より読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若

しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十

四条の三第二項の規定））」とする。

２　平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家

公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令

等の一部を改正する政令（平成二十年政令第百十六号）附則第五十二条第二項の規定を

適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号の規定の適用につ

いては、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定（平成二十年八月一日から十

二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関す

る法律施行令等の一部を改正する政令（平成二十年政令第三百五十七号）第五条の規定

による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定）」とする。

附　則　（平成二〇年一二月五日政令第三七一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は

被扶養者に係る国家公務員共済組合法第六十一条の規定による出産費又は家族出産費の

額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年三月二七日政令第五八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成二十一年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額

及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則

第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。



附　則　（平成二一年三月三一日政令第七六号）

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年

四月一日）から施行する。

附　則　（平成二一年三月三一日政令第一〇二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（地方

財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。）、第三条から第

十一条までの規定及び第十二条の規定（総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除

く。）は、同年六月一日から施行する。

附　則　（平成二一年四月三〇日政令第一三五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の

支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年五月二二日政令第一三九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年五月二九日政令第一四二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年六月一二日政令第一五五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措

置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十一年六月二十二日）から施行する。

附　則　（平成二一年六月二六日政令第一六八号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年八月二八日政令第二三五号）

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日（平成二十一年九月二十八日）か

ら施行する。

附　則　（平成二一年一一月二〇日政令第二六五号）

（施行期日）

１　この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十二年三月二

十六日）から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及

び第六十二条の改正規定、第三条の規定（防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第

三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。）及び第四条から

第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二四日政令第二九六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日政令第三〇五号）

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日政令第三一〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。

附　則　（平成二二年二月三日政令第六号）



（施行期日）

１　この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月二五日政令第四〇号）

この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十二年六月三十日）から施行す

る。

附　則　（平成二二年三月二六日政令第四二号）

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月三一日政令第六五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第六条　第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六

項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施

行日前の場合については、なお従前の例による。

附　則　（平成二二年四月一日政令第一〇八号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年七月二二日政令第一七〇号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年九月八日政令第一九四号）

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成二三年三月三〇日政令第五五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日前に出産した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は

被扶養者に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額について

は、なお従前の例による。

附　則　（平成二三年三月三〇日政令第五六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年三月三一日政令第五八号）

（施行期日等）

第一条　この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定による

改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十七年政令第百十

八号）附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の国家公務員共済組合法第七十九条第

三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用す

る。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額

及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則

第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二三年五月二七日政令第一五一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。



附　則　（平成二三年六月一〇日政令第一六六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附　則　（平成二三年七月一日政令第二〇五号）

この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行の日（平成二十三年七月七日）から施行する。

附　則　（平成二三年七月一五日政令第二二〇号）

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する

法律の施行の日（平成二十三年八月一日）から施行する。

附　則　（平成二三年八月一〇日政令第二五七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二一日政令第三二七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の

支給については、なお従前の例による。

附　則　（平成二三年一〇月三一日政令第三三四号）

この政令は、法の施行の日（平成二十三年十一月一日）から施行する。

附　則　（平成二三年一二月一四日政令第三九三号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一二月二六日政令第四二三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年二月二二日政令第三八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日（平成二十

四年二月二十三日）から施行する。

附　則　（平成二四年三月二二日政令第五四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成二十四年七月一日）から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定（国家

公務員退職手当法施行令（昭和二十八年政令第二百十五号）第九条の二に一号を加え

る改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。）、附則第十八条の

規定（国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第四十三条第一

項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。）、附則

第二十七条の規定（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平

成十三年政令第三十四号）第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下

に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第二十八条の規定

（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令（平成十五年政令第

二十七号）第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新

関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第三十条の規定（職員の退職



管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二条に一号を加える改正規定

及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。）並びに附則第三十一条の規定

（特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百九十号）

第十六条に一号を加える改正規定に限る。）　法附則第一条第二号に掲げる規定の施

行の日（平成二十四年四月一日）

（罰則の適用に関する経過措置）

第三十二条　この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

附　則　（平成二四年三月二八日政令第五八号）

（施行期日）

１　この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

２　平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法

による年金の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二四年三月二八日政令第七四号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年七月一九日政令第一九七号）

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日（平成二十五年一月一日）から施行する。

附　則　（平成二四年七月二五日政令第二〇二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（以下「平成二十四年改

正法」という。）の施行の日（平成二十四年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二四年一一月二六日政令第二七九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年一一月二八日政令第二八二号）

この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日（平成二十四年十二月

三日）から施行する。

附　則　（平成二五年三月八日政令第五一号）

（施行期日）

１　この政令は、廃止法の施行の日（平成二十五年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二五年三月一三日政令第五五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月一三日政令第五七号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年三月一五日政令第六五号）

（施行期日）

１　この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日（平成二

十五年三月十八日）から施行する。

附　則　（平成二五年三月二一日政令第七〇号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二七日政令第八六号）

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。



附　則　（平成二五年六月一二日政令第一七四号）

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成二五年七月三一日政令第二二六号）

（施行期日）

第一条　この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年八月一日）から

施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から

第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後

の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の

二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、

この政令の施行の日（以下「施行日」という。）以後の月分として支給される国家公務

員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）による年金である給付又は国家公務員

等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改

正法」という。）附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について

適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付

又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

第三条　国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第

六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった

組合員期間のうちに追加費用対象期間（国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行

法（昭和三十三年法律第百二十九号）第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間

をいう。次条において同じ。）があるもの（当該国家公務員共済組合法による年金であ

る給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する

他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法によ

る年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）

による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和

六十年法律第百八号）附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職

年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法（昭和二十九年法

律第百十五号）による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法（昭和二十八年

法律第二百四十五号）による年金である給付を含む。）については、施行日においてそ

の額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項（私

立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。）若しくは昭和六十年改

正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法

第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方

公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正

する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の

規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施

行日の属する月から行う。

（追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例）

第四条　第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一

の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する

法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第十六条第一



項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定す

る特例年金給付の受給権者（追加費用対象期間を有する者に限る。）については、施行

日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行の日の前日までの間、適用しない。

附　則　（平成二五年九月四日政令第二五六号）

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を

改正する法律の施行の日（平成二十五年九月五日）から施行する。

附　則　（平成二五年九月一三日政令第二七三号）

この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日（平成二十五年九月十八日）

から施行する。

附　則　（平成二五年九月二六日政令第二八二号）

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成二五年一二月二〇日政令第三五六号）

この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の

日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二五年一二月二六日政令第三五七号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年一二月二六日政令第三六六号）

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年二月五日政令第二三号）

この政令は、廃止法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年二月一三日政令第二九号）

この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日（平成二十六年二月

二十一日）から施行する。

附　則　（平成二六年二月一九日政令第三九号）

（施行期日）

１　この政令は、法の施行の日（平成二十六年三月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月二四日政令第七三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律（以下「平成二十五年改正法」という。）の施行の日（平成二十

六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月二八日政令第八五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

第二条　平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二

十八号）による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法

律（昭和六十年法律第百五号）附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額に

ついては、なお従前の例による。

（遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置）

第三条　公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部

を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

の前日において改正法第九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（以下「改正

前国共済法」という。）第九十一条第四項の規定により支給が停止されている夫に対す



る遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金に

ついては、改正法第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第九十一条第二項

及び第三項の規定は適用せず、改正前国共済法第九十一条第四項及び第六項の規定は、

なおその効力を有する。

２　前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者（国家公務員共済組合法第二条第一

項第三号に規定する遺族である夫に限る。）に係る第一条の規定による改正後の国家公

務員共済組合法施行令第十一条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第

三項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは国家公務員共済組

合法施行令等の一部を改正する政令（平成二十六年政令第八十五号。次項において「改

正令」という。）附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公

的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す

る法律（平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。）第九条の規

定による改正前の法第九十一条第四項」と、同条第四項中「第九十二条第一項」とある

のは「第九十二条第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を

有するものとされた改正法第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」とする。

附　則　（平成二六年三月二八日政令第九六号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日政令第一二一号）

この政令は、改正法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日政令第一二九号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第五条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の

支給（次項に規定する療養に係るものを除く。）及び高額介護合算療養費の支給につい

ては、なお従前の例による。

２　新国共済令第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から

施行日の前日までに行われた療養であって、旧国共済令附則第三十四条の四第一項の規

定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対

象療養又は旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当

するものに係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用す

る。

附　則　（平成二六年五月二九日政令第一九五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。

（処分等の効力）

第四条　この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧

政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令によ

る改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定

に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によっ

てしたものとみなす。

附　則　（平成二六年六月二七日政令第二三四号）

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日（平成二十六年七

月十七日）から施行する。

附　則　（平成二六年七月二日政令第二四四号）



この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年四月一日）か

ら施行する。

附　則　（平成二六年七月一六日政令第二六一号）

（施行期日）

第一条　この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第

十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年八月六日政令第二七三号）

（施行期日）

１　この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十

六年八月十八日）から施行する。

附　則　（平成二六年九月二五日政令第三一三号）

（施行期日）

１　この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十

条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一一月一九日政令第三六五号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法

施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則

第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家

公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共

済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十三条　施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費

の支給については、なお従前の例による。

第十四条　特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介

護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の三第一項第二号中「二

百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるの

は「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替

えて、新国共済令第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用す

る。

２　前項の規定にかかわらず、特定計算期間において国家公務員共済組合法施行令第十一

条の三の六の四第一項の規定により同令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する

基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養

に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお

従前の例による。

３　平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定に

よる高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第十五条　施行日前の出産に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産

費の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年一二月一九日政令第四〇七号）

（施行期日）

１　この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成二

十六年十二月二十四日）から施行する。

附　則　（平成二七年二月四日政令第三五号）

（施行期日）



１　この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月一八日政令第七四号）

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月二七日政令第一〇三号）

（施行期日）

１　この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置）

２　平成二十七年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号）附則第二

条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年三月三一日政令第一三八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正

規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及

び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除く。）、

同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える

改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の

二の改正規定（同条第五項第一号の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限

る。）及び同条第七項の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）を除

く。）、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条

を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四

条の規定（健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号

の改正規定（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）、同条第七項の改正規定

（「六月」を「七月」に改める部分に限る。）及び同令第三十五条の二第十六号の改

正規定を除く。）、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四

の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢

者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定

並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定　平成二十七年八月一日

附　則　（平成二七年四月三〇日政令第二二三号）

この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八条の三の規定は、平成二十七年四

月一日から適用する。

附　則　（平成二七年八月二八日政令第三一一号）

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日（平成二十七年

九月四日）から施行する。

附　則　（平成二七年九月三〇日政令第三四四号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第三

項の規定は、公布の日から施行する。

（退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置）

第二条　財務大臣は、この政令の施行の日（次項において「施行日」という。）前におい

ても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（次項において「新国



共済令」という。）第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針（以下こ

の条において「指針」という。）を定め、これを公表することができる。

２　前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において新国共済令第九条の

二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

３　国家公務員共済組合連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指

針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退

職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法

（昭和三十三年法律第百二十八号）第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積

立金管理運用方針を定めなければならない。

附　則　（平成二七年一一月二六日政令第三九二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行す

る。

（経過措置の原則）

第二条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行

政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従

前の例による。

附　則　（平成二七年一二月二八日政令第四四四号）

（施行期日）

１　この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正

する法律の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年一月二二日政令第一三号）

（施行期日）

１　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月二五日政令第七八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日政令第一二九号）

（施行期日等）

第一条　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定によ

る改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法

による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規

定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済

改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後

の私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年政令第四百二十五号）の規定は、平成二

十七年十月一日から適用する。

（国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関す

る経過措置）

第二条　平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律

（昭和六十年法律第百五号）附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生

年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号）附則第三十三条第一項

に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二八年三月三一日政令第一八〇号）



（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第六条　第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二の規定

は、施行日以後に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額につい

て適用し、施行日前に退職した任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額に

ついては、なお従前の例による。

附　則　（平成二八年四月一五日政令第一九九号）

この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年六月一日）から施

行する。

附　則　（平成二八年九月三〇日政令第三一九号）

この政令は、改正法の施行の日（平成二十八年十月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年一一月二八日政令第三六一号）

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月七日政令第三七二号）

（施行期日）

第一条　この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁

業災害補償法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成

二十九年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二九年一月二〇日政令第四号）

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日政令第八一号）

（施行期日等）

１　この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

（旧共済法による年金の額に関する経過措置）

３　平成二十九年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則

第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附　則　（平成二九年三月三一日政令第九八号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日政令第一二九号）

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年七月二八日政令第二一三号）

（施行期日）

第一条　この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

（健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十三条第十一項に規定する資

格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用について

は、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第三条　この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた療養に係る健康保

険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例

による。

（船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）



第四条　第四条　第四条　第四条　第三第三第三第三条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの船員保船員保船員保船員保険険険険法施行令第十法施行令第十法施行令第十法施行令第十条条条条第十一項第十一項第十一項第十一項にににに規定規定規定規定するするするする資格資格資格資格をををを

喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、

同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第五条　第五条　第五条　第五条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる船員保船員保船員保船員保険険険険法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる高額療養費及高額療養費及高額療養費及高額療養費及びびびび高額介護高額介護高額介護高額介護

合算療養費の支給については、なお従前の例による。合算療養費の支給については、なお従前の例による。合算療養費の支給については、なお従前の例による。合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置）（私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置）（私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置）（私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第六条　第六条　第六条　第六条　第四第四第四第四条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの私立私立私立私立学学学学校校校校教教教教職員共職員共職員共職員共済済済済法施行令第六法施行令第六法施行令第六法施行令第六条条条条においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用すすすす

る第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（附則第八条において「新る第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（附則第八条において「新る第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（附則第八条において「新る第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令（附則第八条において「新

国共済令」という。）第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二国共済令」という。）第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二国共済令」という。）第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二国共済令」という。）第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二

十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日

の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。

第七条　第七条　第七条　第七条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる私立私立私立私立学学学学校校校校教教教教職員共職員共職員共職員共済済済済法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる高額療養費及高額療養費及高額療養費及高額療養費及

び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第八条　第八条　第八条　第八条　新新新新国国国国共共共共済済済済令第十一令第十一令第十一令第十一条条条条のののの三三三三のののの六第十二項六第十二項六第十二項六第十二項にににに規定規定規定規定するするするする資格資格資格資格をををを喪失喪失喪失喪失したしたしたした日日日日がががが平成二十九平成二十九平成二十九平成二十九

年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前

日」とあるのは、「喪失した日」とする。日」とあるのは、「喪失した日」とする。日」とあるのは、「喪失した日」とする。日」とあるのは、「喪失した日」とする。

第九条　第九条　第九条　第九条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる国国国国家公務員共家公務員共家公務員共家公務員共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる高額療養費及高額療養費及高額療養費及高額療養費及

び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）（国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十条　第十条　第十条　第十条　第六第六第六第六条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの国国国国民健康保民健康保民健康保民健康保険険険険法施行令第二十九法施行令第二十九法施行令第二十九法施行令第二十九条条条条のののの四第八項四第八項四第八項四第八項にににに規定規定規定規定

する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合におけする国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合におけする国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合におけする国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合におけ

る同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とす

る。る。る。る。

第十一条　第十一条　第十一条　第十一条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる国国国国民健康保民健康保民健康保民健康保険険険険法法法法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる高額療養費及高額療養費及高額療養費及高額療養費及びびびび高高高高

額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）（地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十二条　第十二条　第十二条　第十二条　第七第七第七第七条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共済済済済組合法施行令第二十三組合法施行令第二十三組合法施行令第二十三組合法施行令第二十三条条条条のののの三三三三のののの

五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同

項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」

とする。とする。とする。とする。

第十三条　第十三条　第十三条　第十三条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共地方公務員等共済済済済組合法組合法組合法組合法のののの規定規定規定規定によるによるによるによる高額療養高額療養高額療養高額療養

費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）（高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）（高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）（高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）

第十四条　第十四条　第十四条　第十四条　第八第八第八第八条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律施行令第十六法律施行令第十六法律施行令第十六法律施行令第十六条条条条

第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の

規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

第十五条　第十五条　第十五条　第十五条　施行日前施行日前施行日前施行日前にににに行行行行われたわれたわれたわれた療養療養療養療養にににに係係係係るるるる高高高高齢齢齢齢者者者者のののの医医医医療療療療のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの規定規定規定規定によるによるによるによる

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正）者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正）者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正）者の自立の支援に関する法律施行令の一部改正）

第十六条　第十六条　第十六条　第十六条　中中中中国残国残国残国残留邦人等留邦人等留邦人等留邦人等のののの円円円円滑滑滑滑なななな帰国帰国帰国帰国のののの促進並促進並促進並促進並びにびにびにびに永住永住永住永住帰国帰国帰国帰国したしたしたした中中中中国残国残国残国残留邦人等及留邦人等及留邦人等及留邦人等及びびびび特特特特

定配偶者の自立の支援に関する法律施行令（平成八年政令第十八号）の一部を次のよう定配偶者の自立の支援に関する法律施行令（平成八年政令第十八号）の一部を次のよう定配偶者の自立の支援に関する法律施行令（平成八年政令第十八号）の一部を次のよう定配偶者の自立の支援に関する法律施行令（平成八年政令第十八号）の一部を次のよう

に改正する。に改正する。に改正する。に改正する。



第二十二条第十八号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改第二十二条第十八号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改第二十二条第十八号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改第二十二条第十八号中「第十一条の三の四第八項」を「第十一条の三の三第八項」に改

め、同条第十九号中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改め、同条第十九号中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改め、同条第十九号中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改め、同条第十九号中「第二十三条の三の三第八項」を「第二十三条の三の二第八項」に改

める。める。める。める。

（介護保険法施行令等の一部改正）（介護保険法施行令等の一部改正）（介護保険法施行令等の一部改正）（介護保険法施行令等の一部改正）

第十七条　第十七条　第十七条　第十七条　次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる政令政令政令政令のののの規定中「第四十三規定中「第四十三規定中「第四十三規定中「第四十三条条条条のののの二第一項第五二第一項第五二第一項第五二第一項第五号号号号」」」」をををを「第四十一「第四十一「第四十一「第四十一条条条条のののの二二二二

第九項」に改める。第九項」に改める。第九項」に改める。第九項」に改める。

一　一　一　一　介護保介護保介護保介護保険険険険法施行令（平成十年政令第四百十二法施行令（平成十年政令第四百十二法施行令（平成十年政令第四百十二法施行令（平成十年政令第四百十二号号号号）第二十二）第二十二）第二十二）第二十二条条条条のののの三第二項第七三第二項第七三第二項第七三第二項第七号号号号ロロロロ

二　二　二　二　健康保健康保健康保健康保険険険険法等法等法等法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律（平成十八年法律第八十三法律（平成十八年法律第八十三法律（平成十八年法律第八十三法律（平成十八年法律第八十三号号号号）附則第百三十）附則第百三十）附則第百三十）附則第百三十条条条条

の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十

二条の三第二項第七号ロ二条の三第二項第七号ロ二条の三第二項第七号ロ二条の三第二項第七号ロ

（健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正）（健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正）（健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正）（健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正）

第十八条　第十八条　第十八条　第十八条　健康保健康保健康保健康保険険険険法施行令等法施行令等法施行令等法施行令等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする政令（平成二十八年政令第四百政令（平成二十八年政令第四百政令（平成二十八年政令第四百政令（平成二十八年政令第四百号号号号））））のののの一一一一

部を次のように改正する。部を次のように改正する。部を次のように改正する。部を次のように改正する。

附則第二条第一項中「第一条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の」を附則第二条第一項中「第一条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の」を附則第二条第一項中「第一条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の」を附則第二条第一項中「第一条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の」を

削り、「第四十三条の二第一項第一号（同令第四十四条第二項において準用する場合を含削り、「第四十三条の二第一項第一号（同令第四十四条第二項において準用する場合を含削り、「第四十三条の二第一項第一号（同令第四十四条第二項において準用する場合を含削り、「第四十三条の二第一項第一号（同令第四十四条第二項において準用する場合を含

む。）」を「第四十一条の二第一項ただし書」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条む。）」を「第四十一条の二第一項ただし書」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条む。）」を「第四十一条の二第一項ただし書」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条む。）」を「第四十一条の二第一項ただし書」に、「第四十四条第四項」を「第四十四条

第七項」に改める。第七項」に改める。第七項」に改める。第七項」に改める。

附則第三条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「第十一条第一項第一号」を附則第三条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「第十一条第一項第一号」を附則第三条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「第十一条第一項第一号」を附則第三条中「第二条の規定による改正後の」を削り、「第十一条第一項第一号」を

「第八条の二第一項ただし書」に改める。「第八条の二第一項ただし書」に改める。「第八条の二第一項ただし書」に改める。「第八条の二第一項ただし書」に改める。

別表（第三十七条関係）別表（第三十七条関係）別表（第三十七条関係）別表（第三十七条関係）

備考　この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。備考　この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。備考　この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。備考　この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。

損害の程度損害の程度損害の程度損害の程度 割合割合割合割合

一　家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。

二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
二〇割二〇割二〇割二〇割

一　家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
一〇割一〇割一〇割一〇割

一　家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。一　家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。二　家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
五割五割五割五割


